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主 文

１ 原判決を取り消す。

２ 被控訴人らの請求をいずれも棄却する。

３ 訴訟費用は，第１，２審とも被控訴人らの負担とする。

事 実 及 び 理 由

第１章 当事者の求めた裁判

第１ 控訴人

１ 原判決を取り消す。

２ 被控訴人らの請求をいずれも棄却する。

第２ 被控訴人ら

本件控訴をいずれも棄却する。

第２章 事案の概要

第１ 本件は，石川県羽咋郡志賀町赤住所在の志賀原子力発電所（以下「本件原

発」という ）に増設された２号原子炉（以下「本件原子炉」という ）が運。 。

転されれば，平常運転時又は地震等の異常事象時に環境中に放出される放射線

及び放射性物質によって被ばくすることにより自己の生命・身体等に回復し難

い重大な被害を受ける旨主張する被控訴人らが，人格権又は環境権に基づき，

その侵害を予防するため，本件原子炉を設置した控訴人に対し，その運転の差

止めを求めた事案の控訴審である。

原審が，本件原子炉の耐震設計は妥当性を欠くため，本件原子炉の運転によ

り被控訴人らが許容限度を超える放射線を被ばくする具体的危険性があるとし

て請求を認容したところ，控訴人が本件控訴を提起した。なお，当審で７名が

訴えを取り下げた結果，被控訴人らは合計１２８名となった。

第２ 前提事実

次の事実は，争いがないか，文中に記載した証拠及び弁論の全趣旨によって

明らかに認められる。
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なお，証拠の摘示方法は，以下の例に従う。

甲１（１） 甲第１号証の１頁

甲８１９（添５） 甲第８１９号証の添付資料５

乙６（添１－１－１） 乙第６号証の添付書類１の１－１頁

乙８（添図１） 乙第８号証の添付書類である図１

乙９２（添１８） 乙第９２号証の別添１８頁

乙１０６（添１－①） 乙第１０６号証の添付資料－１－①

乙１０９（添３－１） 乙第１０９号証の添付資料３－１

乙１２５－１－１ 乙第１２５号証の１の１頁

乙１２５－添７ 乙第１２５号証の別添資料７頁

乙１２７－１－１ 乙第１２７号証の１の１頁

乙１２７－１－参１ 乙第１２７号証の１の参考資料１頁

証人甲野太郎（①１） 原審における証人甲野太郎の証言（複数期日にわ

たって尋問が実施された場合に，１度目の期日にお

ける尋問調書の１頁）

１ 当事者

(1) 被控訴人らは，その大部分が石川県及び富山県に居住する者である。それ

以外の都府県に居住する者の内訳は，福島県が１名，新潟県が４名，東京都

が３名，神奈川県が１名，静岡県が２名，岐阜県が１名，愛知県が１名，滋

賀県が１名，奈良県が１名，大阪府が１名，兵庫県が１名，岡山県が１名，

広島県が１名，熊本県が１名である。

(2) 控訴人は，富山県，石川県，福井県の一部，岐阜県の一部を供給区域とす

る電気事業法上の一般電気事業を営む株式会社である。

２ 本件原子炉の増設の経緯等

(1) 控訴人は，平成９年５月２０日，平成１０年法律第６２号による改正前の

核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（以下「原子炉等規
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。 ，制法」という ）２６条に基づき，通商産業大臣（現経済産業大臣）に対し

本件原発において本件原子炉を増設する旨の原子炉の設置変更許可を申請し

た（以下「本件設置変更許可申請」という 。通商産業大臣は，同法２６。）

条４項，２４条２項に基づき，同法２４条１項１号，２号及び３号（経理的

基礎に係る部分）の各要件適合性については原子力委員会に，同項３号（技

術的能力に係る部分）及び４号の各要件適合性については原子力安全委員会

にそれぞれ諮問し，平成１１年３月２９日原子力安全委員会から，同月３０

日原子力委員会からそれぞれ各要件に適合していると認める旨の答申を受け

た上で，同年４月１４日，控訴人に対し，本件設置変更許可申請に係る本件

原子炉の増設を許可する旨の処分をした（以下，通商産業大臣及び原子力安

全委員会が本件設置変更許可申請に対して同法２４条１項３号（技術的能力

に係る部分）及び４号の各要件適合性について行った審査を「本件安全審

査」という 。控訴人は，同年８月２７日，本件原子炉及びその附属施設。）

（以下「本件原子炉施設」という ）の建設に着工し，平成１７年４月２６。

日，試運転を開始し，平成１８年３月１５日に本件原子炉の営業運転を開始

した。建設に要した費用は，約３７５０億円であった 〔甲９５３（１２。

４ ，乙１９２〕）

(2) 控訴人は，電力需要が中長期的には民生用需要を中心として着実に増加す

るものと想定し，将来にわたる電力の安定供給の確保，環境の保全の観点か

ら，電源多様化の中核として必要不可欠な電源として，本件原子炉施設を建

設した。

３ 本件原子炉の特徴

(1) 我が国で稼働している商業用の実用発電用原子炉（発電の用に供する原子

炉）は，いずれも，冷却材及び減速材（これらは後記４(1)で説明する ）。

に軽水（その分子が水素原子２，酸素原子１で構成されている水）を用いる

軽水型原子炉（以下「軽水炉」という ）であり，軽水炉には，原子炉で水。
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を沸騰させ，発生した蒸気で直接タービンを回す構造の沸騰水型原子炉（Ｂ

ＷＲ）と，高圧を加えられた水が高温に熱せられて循環し（一次冷却系 ，）

これとは別の循環系統（二次冷却系）との間で熱交換が行われ，二次冷却材

が蒸気となってタービンを回す構造の加圧水型原子炉（ＰＷＲ）とがあるが，

本件原子炉は，改良型沸騰水型原子炉（ＡＢＷＲ）であって（以下「ＢＷ

Ｒ」という概念はＡＢＷＲを含んだ意味で用い，ＡＢＷＲを除く場合には，

「従来型ＢＷＲ」という ，その熱出力は約３９２万６０００キロワット，。）

電気出力は約１３５万８０００キロワットである〔乙５（４ 。）〕

(2) ＡＢＷＲは，通商産業省第三次軽水炉標準化プラントと位置づけられ，昭

和６０年に開発を完了したものであって，開発目標は，① 安全性・信頼性

の向上，② 運転性・操作性の向上，③ 作業者の被ばく線量の低減，④

経済性の向上であり，主たる特徴は，次のとおりである〔甲３３９，甲７３

８，乙４（１０７，１０８ 。）〕

ア 外部再循環ループの配管をなくしてインターナルポンプを採用した。

イ インターナルポンプの採用によって大口径配管破断事故の想定の必要が

なくなったので，ＥＣＣＳ（非常用炉心冷却設備）は小容量とされた。

ウ 水圧駆動方式であった従来型制御棒駆動装置に代えて，水圧駆動方式と

電気駆動方式とを併用する改良型制御棒駆動機構（ＦＭＣＲＤ）を採用し，

駆動源の多様化を図った。

エ 従来の鋼製自立型格納容器に代え，原子炉建屋と一体化した円筒型鉄筋

コンクリート製原子炉格納容器を採用し，耐震性の向上を図った。

オ 熱効率の改善等を行い，電気出力を１３５万キロワット級の大容量プラ

ントとした。

(3) 我が国で稼動している商業用の実用発電用原子炉のうち，ＡＢＷＲは，本

件原子炉のほか，東京電力株式会社（以下「東京電力」という ）柏崎刈羽。

原子力発電所（以下「柏崎刈羽原発」ということもある ）６号機及び７号。
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機並びに中部電力株式会社（以下「中部電力」という ）浜岡原子力発電所。

５号機のみである〔乙１９３ 。〕

４ 原子力発電の仕組み

(1) ウラン２３５などの原子核（核分裂性原子核）は，中性子を吸収するなど

して不安定な状態になると，分裂して二つ以上の別の原子核（核分裂生成

物）に変わるとともに，数個の中性子を放出する（核分裂反応）ことがある

が，このとき分裂前の原子核が質量として持っていた結合エネルギーの一部

が新しく発生した原子核等の運動エネルギーに変わる。こうして発生した中

性子は光速に近い速度を持つが，これを別の物質（減速材）に衝突させて十

分に減速すれば（このように減速された中性子を熱中性子という ，別の。）

核分裂性原子核に吸収され易くなり，核分裂反応を継続させることができる。

また，核分裂反応により発生した原子核等が周囲の物質に衝突すると，周囲

の物質の熱運動を増大させる（温度を上昇させる）から，核分裂性物質の周

囲を別の物質（冷却材）で満たしておけば，核分裂性物質が冷却材を暖める

燃料として働き，熱エネルギーを取り出すことができる 〔甲１（３３ない。

し３５ ，甲６３５の１（１１ ，甲６３７の１（１２ ，乙１（１７，２１，） ） ）

２２ ，乙２（１，６，１０，１２ないし１８ ，乙７の１（４ ，乙８（１） ） ）

ないし３ ，証人Ｂ（①３ないし６ 〕） ）

(2) 原子力発電においては，原子炉内で核分裂反応を発生させ，取り出した熱

エネルギーを用いて水蒸気を発生させ，これを発電機のタービンに吹き付け

て回転させるという方法で発電している。ＡＢＷＲである本件原子炉施設で

は，本判決別紙１「タービン設備系統概要図」のとおりの設備を用いて，原

子炉圧力容器内で発生させた水蒸気をタービンに導き，復水器で管内に海水

を流して冷やした配管に触れさせて液体に戻し，給水加熱器を介して原子炉

内に戻している。

自然界に存在するウランは，大部分（約９９．３パーセント）が核分裂反
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応を起こし難いウラン２３８であり，核分裂性物質であるウラン２３５は約

０．７パーセントにすぎない。我が国の原子力発電所では，一般に，燃料と

してウラン２３５の濃度を数パーセントに高めた二酸化ウランを円柱状に焼

き固めて燃料ペレット（二酸化ウラン焼結燃料）にして用いている。

〔甲４（１２０ ，甲６３５の１（２０ ，乙１（１９，２０ ，乙４（１０） ） ）

７ないし１１５ ，乙６（１０，添２－１，８－４－５９，８－６－１６ ，） ）

乙７の１（４ ，乙８（１，２，添図１ ，証人Ｂ（①３，７，８ 〕） ） ）

(3) 原子力発電所は，原子炉の出力を一定にするため，核分裂反応の量が一定

に維持される（臨界）ように制御しながら運転する。ＢＷＲは，中性子を吸

収するための制御棒の出し入れと，炉心を流れる冷却水の流量（再循環流

量）の調節により，炉心の出力（核分裂反応の量）が一定になるように制御

し運転する。

すなわち，ＢＷＲでは冷却水中に沸騰による気泡が存在するので，再循環

流量が変化すると単位体積当たりの減速材（冷却水）の量が変化する。この

ため，再循環流量を変化させることにより，熱中性子の量，つまり核分裂反

応の量を調節することができる。また，運転を継続することにより燃料中の

ウラン２３５の濃度が低くなると，制御棒を若干引き抜いてこれに吸収され

る中性子の量を減らすとともに再循環流量を減らして中性子の量を調節し，

運転時間に応じて再循環流量を増加していく。

〔乙１（２２，２３ ，乙７の１（６，７ ，乙８（２，３ ，証人Ｂ（①４） ） ）

ないし８ 〕）

５ 本件原子炉施設の構造等

(1) 原子炉本体

ア 炉心

本件原子炉の炉心は，高さ約３．７メートル，等価直径約５．２メー

トルの直円柱形で，８７２本の燃料集合体と２０５本の制御棒で構成され
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ている〔乙６（９，２６，添８－１－５，６，８－３－１，９８ 。）〕

イ 燃料体

本件原子炉では，燃料材にウラン２３５の濃度を数パーセント含む二酸

化ウランを円柱状に焼き固めた燃料ペレット（二酸化ウラン焼結燃料）が

使用されている。この燃料ペレットを円筒形被覆管に挿入し，両端を密封

したものが燃料棒であり，７４本の燃料棒と２本のウォーターロッドを９

行９列の正方形に配列したものが燃料集合体であり，その概要は本判決別

紙２「燃料集合体概要図」のとおりである 〔乙６（１０，１１，６５，。

添８－３－４ないし８，２１，９９．１００，１１１ ，乙８（１，３，）

１９，添図１０ ，証人Ｂ（①７，８ 〕） ）

ウ 制御材

本件原子炉では，炉心に生じた中性子数を調整し，核分裂反応を制御す

るため，その内部に中性子吸収材（ほう素又はハフニウム）が詰められた

十字形の制御棒が使用されており，制御棒駆動機構によりこれを炉心内に

挿入，引き抜きすることにより，前記制御が行われている。制御棒の概要

は本判決別紙３「制御棒概要図(1)及び(2)」のとおりである。制御棒駆動

機構は，電動駆動方式と水圧駆動方式が併用されており，原子炉の起動・

停止等の通常時の制御棒の挿入，引き抜きは電動駆動方式で，原子炉の緊

急停止時の制御棒の挿入は水圧駆動方式で行われる 〔乙６（２５ないし。

３０，７１，添８－３－２，３４ないし４４，１０３ないし１０５，１２

４，１２５ ，乙８（２，１６，添図２，添図５，添図６ ，証人Ｂ（①） ）

４，５ 〕）

エ 圧力容器

前記アの炉心は，圧力容器に収められている。この圧力容器は，円筒形

の胴部に皿形の底部を付した鋼製容器に，半球形の鋼製上ぶたをボルト締

めする構造となっており，胴下部の円錐スカートで支持されるとともに，
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上部は横振防止機構により原子炉遮蔽壁で支持されている。圧力容器の胴

部内径は約７．１メートル，胴部肉厚は約１７０ミリメートル，全高（内

のり）は約２１メートルで，その材料には低合金鋼が使用され，ステンレ

ス鋼及び高ニッケル合金の内張りがされている。また，放射線遮蔽体とし

て，圧力容器周囲のコンクリート壁，原子炉格納容器円筒部のコンクリー

ト壁及び原子炉格納容器上部のコンクリート平板並びに原子炉建屋原子炉

棟側面のコンクリート壁が設けられている 〔乙６（１２，１３，６３，。

添８－４－７，８ 〕）

圧力容器の内部構造は，本判決別紙４「原子炉圧力容器内部構造図（断

面図 」のとおりであり，炉心を支持する炉心支持構造物及び内部構造物）

により構成されている〔乙６（６３，添８－３－２４，１０１，１０２，

１１４，１１５ 。）〕

炉心を支持する炉心支持構造物は，シュラウド（ステンレス鋼の円筒で，

炉心を上向きに流れる流路を形成すると同時に，その外側の環状部を下向

きに流れる再循環流とを分離するもの ）等により構成されており，内部。

構造物は，原子炉冷却材再循環ポンプ（炉心で発生した熱を効率的に取り

出すため，圧力容器底部のシュラウドと圧力容器の間の環状部に１０個配

置され，冷却材（軽水）を炉心に循環させるもの ）等により構成されて。

いる〔乙６（添８－３－２４，２６，１１４，１１５，８－４－１０，６

１ ，乙８（１４ 。） ）〕

(2) 原子炉冷却系統施設

ア 一次冷却材設備

一次冷却材設備は，原子炉圧力容器へ冷却材を補給する給水系，冷却材

を循環させる原子炉冷却材再循環系及び炉心で発生した蒸気を蒸気タービ

ンへ送る主蒸気系からなる原子炉冷却材系，蒸気タービン，復水器（ター

ビンを回転させて発電を行った蒸気を海水によって冷却し，水に戻す設
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備 ）等で構成されている〔乙６（１６，添８－４－２ 。。 ）〕

原子炉冷却材再循環系は，原子炉圧力容器底部に設ける原子炉冷却材再

循環ポンプにより，冷却材を炉心内に循環させる。炉心で核分裂反応によ

り発生した高温（摂氏約２９０度）の蒸気は，主蒸気管を通り蒸気タービ

ンに入り，タービンを回転させて発電を行った後，復水器に導かれる。復

水器で凝縮した復水は，原子炉給水ポンプにより給水として原子炉圧力容

器に戻される 〔乙６（１６，添８－４－５，６，１０ないし１２ ，乙。 ）

８（１４ 〕）

原子炉冷却材圧力バウンダリは，原子炉圧力容器及びそれに接続される

配管系統から構成され，通常運転時，運転時の異常な過渡変化時及び事故

時において，原子炉停止系等の作動等とあいまって，圧力及び温度変化に

十分耐え，その健全性を確保する設計となっている〔乙６（１６，１７，

添８－４－３ ，乙８，証人Ｂ（①１０ 。） ）〕

イ 非常用冷却設備

非常用冷却設備は，工学的安全施設の一設備であり，低圧注水系，高圧

炉心注水系，原子炉隔離時冷却系及び自動減圧系により構成されている。

これらの各系は，原子炉冷却材喪失等が起こったときに，復水貯蔵タンク

水又はサプレッションチェンバのプール水を原子炉に注入し，又は原子炉

蒸気をサプレッションチェンバのプール水中に逃がし，原子炉圧力を速や

かに低下させるなどにより，炉心を冷却し，燃料の重大な損傷を防止する

ことを目的としている 〔乙６（１９，２０，添８－４－３６ないし４。

２ ，乙８（１８，１９，添図９ 〕） ）

６ 原子炉の増設，運転に関する国の安全審査

(1) 本件安全審査がなされた当時，実用発電用原子炉の型式，熱出力及び基数，

原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備並びに使用済燃料の処分の方

法等を変更しようとする原子炉設置者は，主務大臣（通商産業大臣）の許可
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を得なければならないとされ（原子炉等規制法２６条１項，２３条２項２号

ないし５号，８号 ，通商産業大臣は，当該許可申請が同法２４条１項各号）

に適合していると認めるときでなければ許可してはならず（同法２６条４項，

） ，２４条１項柱書 ，主務大臣が前記許可をする場合においては，あらかじめ

同法２４条１項３号（技術的能力に係る部分に限る ）及び４号に規定する。

基準の適用については原子力安全委員会の意見を聴かなければならないとさ

れていた（同法２６条４項，同条２項 。）

(2) 原子力安全委員会は，原子力の研究，開発及び利用に関する行政の民主的

な運営を図るため，総理府に置かれていた機関であり（平成１１年法律第１

０２号による改正前の原子力委員会及び原子力安全委員会設置法（以下「原

子力委員会等設置法」という ）１条 ，核燃料物質及び原子炉に関する規。 ）

制のうち，安全の確保のための規制に関すること等について企画し，審議し，

及び決定すること等を所掌事務とし（同法１３条 ，委員５名をもって組織）

する（同法１４条１項）とされており，原子力安全委員会には，学識経験の

ある者のうちから内閣総理大臣により任命された６０名以内の審査委員で組

織する原子炉安全専門審査会が置かれ，原子炉に係る安全性に関する事項を

調査審議する（同法１６条，１７条，平成１２年政令第１９６号による改正

前の同法施行令６条１項 。）

原子力安全委員会は，発電用軽水型原子炉の設置許可申請に係る安全審査

において，安全確保の観点から設計の妥当性について判断する際の基礎を示

すことを目的として定めた「発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査

指針 〔乙９（７ないし３７ ，以下「安全設計審査指針」という 〕を指針」 ） 。

として審査を行っている。また，原子力安全委員会は，安全審査において，

原子炉施設の安全評価の妥当性について判断する際の基礎を示すことを目的

として定めた「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針 〔乙」

９（１０１ないし１６２ ，以下「安全評価審査指針」といい，これらの指）
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針を併せて「審査指針等」という 〕に設置許可申請の内容が適合している。

かどうかを確認している。

(3) 原子炉の設置者は，定期的に通商産業大臣（現経済産業大臣）による定期

検査（平成１１年法律第１２１号による改正前の電気事業法５４条）等の手

続を受けなければならない。

７ 放射線被ばくの人体への影響

(1) 原子核の崩壊や核分裂反応のときに放出される素粒子を放射線といい，放

射線には，アルファ線（ヘリウムの原子核 ，ベータ線（高速の電子 ，ガ） ）

ンマ線（電磁波 ，中性子線（中性子）などがある。アルファ線（紙１枚程）

度の厚さで遮蔽できる ）とベータ線（薄い金属板程度の厚さで遮蔽でき。

る ）は透過力が比較的弱く，ガンマ線と中性子線は透過力が強い（遮蔽物。

質を透過しても一定の割合で減衰するだけで，完全に阻止することはできな

い 〔甲４（６０ ，甲１４９（３６，４１，４２，４６，４７ ，甲６３。）。 ） ）

７の１（１５ないし１７ ，乙１（２３，２４ ，乙７の２（２ 〕） ） ）

不安定な核種が放射線を放出して別の核種に変化する性質（ないしはその

性質の大きさ）を放射能といい，放射能を有する物質を放射性物質という

〔甲４（５９ないし６１ ，甲１４９（４１ ，甲１５０（１ ，甲６３５の） ） ）

１（１６ ，甲６３７の１（１５ 。） ）〕

(2) 放射線は，細胞のＤＮＡなどに直接当たったり（直接作用 ，細胞内の水）

や有機物質などを電離することにより酸化力の強い物質（フリーラジカル）

を発生させ，そのフリーラジカルがＤＮＡなどを傷つける（間接作用）こと

で生体に影響を与える〔甲１（７２，７３ ，甲３（１５３ないし１５５ ，） ）

甲４（８１，８２ ，甲１４９（４０，４２，４３，７９ないし１０６ ，） ）

乙１（２６ 。）〕

損傷を受けた細胞が死ぬなどして本来の働きを失い，生体の有する自己修

復の能力を超えると，その細胞が構成している中枢神経系や臓器，造血器官
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），などの機能が損なわれ，ときには被ばく者が死に至る〔甲４（８１，８２

乙１（２６，２７ 。）〕

この種の影響は放射線被ばくの後，数十日以内に現れるが（早期影響 ，）

一定量以下の放射線に被ばくしても医学的に検知できるほどにはその影響は

現れないといわれている〔甲１（６４，６５ ，甲３（１５６ ，甲４（８） ）

３ ，甲５（１４８，１４９ ，甲５８（６５ ，甲１２９（１２７ ，甲１） ） ） ）

３７（２３ ，甲１４５（４７ ，甲６３５の２（７，８ ，乙１（２７ ，） ） ） ）

乙７の３（９ 。）〕

ＤＮＡが損傷を受け，自己修復に失敗して細胞分裂の統制が失われると，

他の要因とあいまって，被ばく者がガンに罹患することがある（ただし，ガ

ン細胞が医学的に検知できるほどに増殖するには相当の時間を要するのが通

常であるため，この種の影響は晩発影響といわれる 。また，ＤＮＡ中の。）

遺伝情報を司る部分が損傷を受け，自己修復に失敗して被ばく者の子孫に遺

伝性の影響が現れることも考えられる（遺伝的影響 。放射線の持つエネル）

ギーは極めて大きいため，極めて微量の放射線でも細胞やＤＮＡの損傷をも

たらし得ることから，放射線防護を考える際には，晩発影響や遺伝的影響は，

被ばくの量が減少してもこれに比例して発生確率が低くなるだけで，被ばく

の量を零にしない限り発生を完全に防止することはできないと仮定するのが

通例である 〔甲４（８３，８４ ，甲５（１４３，１４４，１４９ないし。 ）

１５６ ，甲８（９７ ，甲２８（２２ ，甲５８（６５ないし７２ ，甲１） ） ） ）

２９（１２７ ，甲１３７（２４ ，甲１４５（４７ ，甲１４９（６５，６） ） ）

６ ，甲４６７（３３，３４ ，甲４６９（１１３ないし１１８ ，甲５００） ） ）

（３２ないし３５ ，甲５０１（１１０ないし１１６ ，甲５０２（１１９） ）

ないし１２５ ，甲５０３（１２７ないし１３１ ，甲５０４（１３３ない） ）

し１３９ ，甲５０５（１３７ないし１４９ ，甲６３５の２（７ないし１） ）

２，１８ないし２２ ，甲６３７の１（４１ないし４３ ，乙１（２７ ，乙） ） ）
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３（２６ 〕）

(3) 放射能の強さを表すのに，キュリー又はベクレルという単位が使われる。

１キュリーは，１グラムのラジウム２２６が持っている放射能の強さ（毎秒

３７０億個の壊変数）であり，１ベクレルは，毎秒１個の壊変数を表してい

る。したがって，１キュリーは３７０億ベクレルである。

放射線が質量１キログラムの物体に吸収され，１ジュール（質量１キログ

ラムの物体に１メートル毎秒毎秒の加速度を生じさせる力（１ニュートン）

がその力の方向にその物体を１メートル動かすときのエネルギー）のエネル

ギーを与えた場合，その被ばく量（以下「吸収線量」という ）を１グレイ。

という（なお，物質１グラム当たりの吸収エネルギーが１００エルグ（１エ

ルグは，質量１グラムの物体に１センチメートル毎秒毎秒（以下，この単位

を「ガル」ということがある ）の加速度を生じさせる力（１ダイン）がそ。

の力の方向にその物体を１センチメートル動かすときのエネルギー）である

場合の吸収線量を１ラドといい，１グレイは１００ラドである 。。）

放射線が人体に与える影響は，吸収線量が等しくとも放射線の種類によっ

て異なるので，放射線の種類による重みづけ（放射線荷重係数。例えば，ア

ルファ線は吸収線量の２０倍，ベータ線やガンマ線は１倍，中性子線はその

中間の倍数と評価する。こうして得られた数値を等価線量という ）をした。

被ばく量単位を線量当量といい，レム又はシーベルトという単位で表す。１

グレイの被ばくは，ガンマ線による場合は１シーベルト，アルファ線による

場合は２０シーベルトとなる。１シーベルトは１００レムであり，１０００

ミリシーベルトである。

身体の各部が不均一な被ばくを受けたとき，全身均一な被ばくに換算すれ

ばどれだけの被ばく量に相当するかという考え方から出てきた被ばく量の単

位が実効線量当量であり，被ばくした組織や臓器の放射線に対する感受性に

よる重みづけ（組織荷重係数。全身の合計が１になる ）がなされる。例え。
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ば，甲状腺だけが２シーベルトの被ばくを受けたとき，甲状腺の組織荷重係

数は０．０３なので，実効線量当量は０．０６シーベルトとなる。

２０００年版の国連放射線影響科学委員会報告によれば，０．５シーベル

トの全身被ばくで末梢血中のリンパ球が減少し，１シーベルトの全身被ばく

で１０パーセントの人に悪心，嘔吐が出現し，７ないし１０シーベルトの全

身被ばくで死亡に至るとされている。

〔甲１（６３，６４ ，甲４（７２，７７，７８ ，甲５４，甲１４９（６） ）

０，６１ ，甲６３５の２（５ないし７ ，甲６３７の１（３８，３９ ，甲） ） ）

７０３（前書部分 ，乙１（２５ 〕） ）

(4) １シーベルトの放射線に被ばくすると各種の確率的影響の発生確率がどの

程度増加するか（リスク係数）という問題について，国際放射線防護委員会

（ＩＣＲＰ）は，広島，長崎における原子爆弾被ばく者のデータを主たる資

料として，放射線誘発ガンによる死亡のリスク係数は男女及び全年齢の平均

値として１シーベルト当たり約１００分の１件であり，子や孫に現れる遺伝

的影響の平均リスク係数は，遺伝学的に有意であろう被ばくの割合を考慮す

れば，１シーベルト当たり約１００分の０．４件とすることができるとみて

いる。ＩＣＲＰの１９９０（平成２）年勧告は，このリスク係数を前提とし

て，一般公衆の防護のための線量限度として，実効線量限度を１年当たり１

ミリシーベルト，眼の水晶体の等価線量限度を１年当たり１５ミリシーベル

ト，皮膚の等価線量限度を１年当たり５０ミリシーベルトとすることを勧告

している。

ＩＣＲＰの採用する見解については様々な批判的研究があるが，国際原子

力機関（以下「ＩＡＥＡ」という ）などの国際機関や各国は，ＩＣＲＰ勧。

告を放射線防護の関連基準の規範としている。

我が国においても，原子炉等規制法３５条，平成１７年政令第３３３号に

よる改正前の同法施行令１１条の２，実用発電用原子炉の設置，運転等に関
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する規則（昭和５３年１２月２８日通商産業省令第７７号，以下「実用炉規

則」という ）１条２項６号，８条３号，同規則の規定に基づく線量限度等。

を定める告示（平成１３年３月２１日経済産業省告示第１８７号）３条１項

１号により，周辺監視区域（管理区域の周辺区域であって，人の居住が禁止

され，業務上立ち入る者以外の者の立ち入りが制限される区域）の外側にお

いて，実効線量が１年間に１ミリシーベルトを，皮膚の等価線量が１年間に

５０ミリシーベルトを，眼の水晶体の等価線量が１年間に１５ミリシーベル

トをそれぞれ超えないことを求めている。さらに 「発電用軽水型原子炉施，

設周辺の線量目標値に関する指針 （昭和５０年５月１３日原子力委員会決」

定，以下「線量評価指針」という ）では，発電用軽水炉施設周辺の公衆の。

受ける線量についての目標値を，実効線量で年間０．０５ミリシーベルトと

する旨が定められている。

なお，安全評価審査指針は，ＩＣＲＰの１９９０年勧告が，特殊な状況に

おいては，５年間にわたる平均が１年当たり１ミリシーベルトを超えなけれ

ば，単一年にこれよりも高い実効線量が許されることもあり得るとしている

ことから，事故の発生頻度が小さいことを前提として，周辺公衆の実効線量

の評価値が事故当たり５ミリシーベルトを超えなければ，事故による放射線

被ばくを考慮に入れても周辺公衆の実効線量を前記勧告が定める実効線量限

度内に抑えることができる（公衆に著しい放射線被ばくのリスクを与えな

い）としている。

〔甲３（１４６，１４７，１５６ないし１６７ ，甲４（８９ ，甲５（２） ）

１３ないし２２０ ，甲８（９２ないし９６，１０４ないし１０６，１１３）

ないし１１５ ，甲２７（２１ ，甲２８（２２ないし２５ ，甲２９（２４） ） ）

ないし２６ ，甲５８（７３ないし８４ ，甲１３７（２４ないし２７ ，甲） ） ）

１３８（１８ないし２２ ，甲１３９（１５９ないし１７３ ，甲１４０） ）

（５５ないし５７ ，甲１４４（１ないし６ ，甲１４５（４７ないし５） ）
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６ ，甲１４６（７７ないし８１ ，甲１４７（１９ないし２５ ，甲２９７，） ） ）

甲４６６（２６ないし３７ ，甲４６７（２８ないし３５ ，甲４７３（１） ）

０ないし１２ ，甲６３５の２（１２ないし１７ ，甲６３７の２（３９な） ）

いし４２，４８ないし５０ ，乙３（３０，３１，１１５，１１６，１１）

８ ，乙６（添９－２－１ないし３ ，乙７の７（１６，１７ ，乙９（１１） ） ）

１，４０６，４０７ 〕）

(5) 地殻を構成している岩石や土砂などの中には，ウラン，トリウム，ラジウ

ムなどの放射性物質が含まれていて，絶え間なく放射線を出している。また，

これらの元素から生じたラドンなどの気体状の放射性物質が空気中に混じっ

ていて，それらは呼吸することによって人の体内に取り込まれる。さらに，

宇宙線と呼ばれる放射線も人に降り注いでいる。これらは自然放射線と呼ば

れ，人は，１年当たり平均で約２．４ミリシーベルトの自然放射線を受けて

おり，その内訳は，宇宙線などの空間から飛来してくるものが０．３９ミリ

シーベルト，土壌から放出されるものが０．４８ミリシーベルト，日常摂取

する食物を通じ体内から照射されるものが０．２９ミリシーベルト，空気中

のラドンなどの吸入によるものが１．２６ミリシーベルトとする研究結果が

。 ） ） ），ある 〔甲１（８４，８５ ，甲４（７９ないし８１ ，甲８（９０，９５

乙１（２４ 〕）

自然放射線は場所によりその強さが異なり，我が国では最も少ない神奈川

県と最も多い岐阜県とは１年当たり約０．３８ミリシーベルトの開きがある

〔乙１（２４ないし２６ ，乙７の２（１７ 。） ）〕

第３章 争点及び争点に関する当事者の主張

第１ 争点１（差止請求の根拠）

１ 被控訴人らの主張

原判決第２分冊被控訴人ら最終準備書面第２章２に記載のとおりであり，そ

の要旨は以下のとおりである。
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本訴請求は，人格権又は環境権に基づくものである。ここにいう「人格権」

とは，人間の健康の維持と人たるにふさわしい生活環境の中で生きていくため

の権利という極めて根源的な内実を持った権利である。ここにいう「環境権」

とは，憲法１３条，２５条を根拠とし，人が健康で快適な生活を維持するため

に必要な良き環境（自然的環境を含むのはもちろんのこと，社会的・文化的環

境も含まれる ）を享受し，かつ，これを支配し得る権利であり，人間に様々。

な危害を加える行為について，その被害が各個人に現実化する以前における

「環境」そのものに対する侵害行為を排除し，もって人格権を守ることを目的

とする権利である。

２ 控訴人の主張

被控訴人らが本訴請求の根拠とする人格権は，差止請求の根拠となり得るも

のの，環境権は，実定法上何らの根拠もなく，その概念，権利の内容，成立要

件，法律効果等が全く不明瞭であり，これに基づく差止請求は許されない。

第２ 争点２（ 具体的危険」の主張立証責任等）「

１ 被控訴人らの主張

原子力発電所内部の放射性物質が外部に放出されれば，周辺公衆の生命，身

体及び健康に甚大な被害をもたらすから，放射性物質が外部に放出される具体

的危険があることが認められれば，当然に差止請求が認められるべきである。

そして，原子力発電所差止訴訟のような現代型訴訟と呼ばれる訴訟類型におい

ては，訴訟上の信義則等の観点から，立証責任の軽減を図り，控訴人において

放射性物質の外部放出の具体的危険がないことを立証する責任があるとすべき

である。したがって，本件の審理に際しては，本件原子炉の安全性について，

控訴人が相当の根拠を示しているかどうかをまず確認すべきである。

仮に主張立証責任について仙台地判平成６年１月３１日判例タイムズ８５０

号１６９頁のような考え方を採ったとしても，被控訴人らは，① 原子力発電

所の運転による放射性物質の発生，② 原子力発電所の平常運転時及び事故時
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における放射性物質の外部への排出の可能性，③ 放射性物質の拡散の可能性，

④ 放射性物質の被控訴人らの身体への到達の可能性，⑤ 放射性物質に起因

する放射線による被害発生の可能性について必要な立証を尽くしており，控訴

人において安全性に欠けることがない点について立証を行う必要があるところ，

控訴人はこの点につき十分な立証を尽くしていない。

なお，控訴人は，原子炉施設につき相対的安全性の考え方が適用されるべき

である旨主張するが，原子力発電所の安全性については，万が一にも周辺に放

射線を放出するような事故を起こしてはならないことが判例上も明確になって

いるから，控訴人の主張する考え方は原子炉施設については援用されるべきで

はない。

２ 控訴人の主張

本件のような原子力発電所の運転差止を求める民事訴訟における危険性の主

張立証責任は，民事訴訟の一般原則に従い，被控訴人らが負担すべきである。

仮に本件のような民事訴訟においても，原子炉設置許可処分の効力を争う行政

訴訟における危険性（安全性）の主張立証責任に関する最一小判平成４年１０

月２９日民集４６巻７号１１７４頁に準じた考え方が採用されるとしても，控

訴人は，原子炉施設の安全性について相当の根拠を示し，必要な資料を提出し

た上でその立証をする必要があるという限度にとどまるものであり，控訴人が

前記立証を行わない場合には安全性に欠けることが事実上推認されるが，控訴

人が前記立証を尽くせば，その事実上の推定が破れ，被控訴人らにおいて安全

性が欠けることについて更なる主張立証をすべきものである。

そして，控訴人は，原判決第３分冊控訴人最終準備書面第２章第２並びに後

記第４，第６の３及び第１４に記載のとおり，本件原子炉施設の安全性につい

て，相当の根拠を示し，必要な資料を提出した上で安全性に欠ける点のないこ

とを主張し，かつ，これを立証してきた。

なお，そもそも，原子炉施設の安全性の意義については，科学技術を利用し
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た装置等については，絶対的に事故発生の危険性がないといった「絶対的安全

性」は想定し得ないから，事故発生の危険性が社会通念上容認できる水準以下

である場合，又はその危険性の相当程度が人間によって管理できると考えられ

る場合に，その危険性の程度と科学技術の利用により得られる利益の大きさと

を比較考慮した上で，これを一応安全なものとして利用するという「相対的安

全性」の考え方を採用すべきである。

第３ 争点３（諸般の事情の総合考慮による差止めの可否）

（被控訴人らの主張）

原判決第２分冊被控訴人ら最終準備書面第２章３に記載のとおりであり，そ

の要旨は以下のとおりである。

一般事故又は地震事故による放射性物質の外部放出の危険性の問題をひとま

ずおいても，そもそも原子力発電所が人格権（及び環境権）侵害の潜在的危険

性を保有する施設であり，平常運転時に放出される放射性物質による健康被害

も無視できない問題であることを前提として，① 被害の種類・程度，② 地

域性，③ 法令ないし行政基準の違反の有無，④ 加害者の害意・過失等の主

観的態様，⑤ 加害行為の公共性の有無，⑥ 加害者の手続上の瑕疵の有無，

⑦ 防止措置ないし代替手段の可能性又は防止措置を採用したか否かという観

点から，代替エネルギー（天然ガスや再生可能エネルギー，省エネ）の問題，

⑧ 差止めにより加害者が犠牲にする利益と差止めを認めないことによる被害

者の損失との比較考量という観点から，原子力発電の必要性の問題や原子力発

電所を含めた核燃料サイクル全体（廃棄物処理や使用済み核燃料の貯蔵・輸送，

廃炉等）にわたる問題のような諸般の事情を総合考慮して，人格権ないしは環

境権侵害による差止請求が認められるべきである。

第４ 争点４（原発事故の蓋然性からみた危険性）

１ 被控訴人らの主張

原判決第２分冊被控訴人ら最終準備書面第３章第１に記載のとおりであり，
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その要旨は以下のとおりである。

原発事故が多発している。我が国で発生した多くの原発事故やスリーマイル

島（以下「ＴＭＩ」という ）原発事故及びチェルノブイル原発事故を検討す。

ると，① どんな型の原子力発電所でも事故が多発していること，② 国が実

施した安全審査において想定されていなかった事故が相次いで発生しているこ

と，③ あらゆる原因で事故が発生していること，④ 思わぬ小さな故障やミ

スが次の故障やミスを生み，連鎖反応を起こして大事故に発展するという弱点

を有していること，⑤ 人為的ミスによる事故は不可避で防止し得ないこと，

⑥ 膨大な種類，数の部品ひとつひとつの品質管理，保守点検において，不備，

ミスが生じることは避けられないこと，⑦ 多重の安全確保対策が容易に破綻

することを指摘でき，これらの事情によれば，原発事故は，いつでも，また極

めて些細な人的，物的原因で起こり，現在の技術レベルでは，事故を防止する

ことは不可能であることが明らかである。

２ 控訴人の主張

原判決第３分冊控訴人最終準備書面第２章第２の４に記載のとおりであり，

その要旨は以下のとおりである。

本件原子炉施設では，第一に放射性物質の環境への放出につながるような事

象の発生を未然に防止するため異常発生防止対策を講じ，第二に何らかの原因

によって異常が発生した場合においてもそれが拡大することを防止するため異

常拡大防止対策を講じ，第三に異常が拡大した場合においても放射性物質の環

境への大量放出という事態だけは確実に防止するための放射性物質異常放出防

止対策を講じるという，多重防護の考え方に立った事故防止対策を講じている。

第５ 争点５（本件原発１号機の事故からみた危険性）

１ 被控訴人らの主張

(1) 次項において当審における新たな主張（本件臨界事故）を加える外は，原

判決第２分冊被控訴人ら最終準備書面第３章第２に記載のとおりであり，そ
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の要旨は以下のとおりである。

平成５年７月３０日に運転を開始した本件原発１号機では，その後の約１

２年間に，原子力安全・保安院への報告対象事故が５件，それ以外で石川県

との覚書に基づいて報告された事故が少なくとも９件発生した。これらの事

故の内容，原因，控訴人の対応等を検討すると，① 故障や不具合が発生し

たり，これらを発見しても，直ちに原子炉の運転を停止せず，可能な限り運

転を継続しようとする姿勢が認められること，② 設計施工上の単純なミス

が多いこと，③ 検査手順書を無視して作業が行われたり，データ捏造，員

数管理不十分等が認められること，④ 想定外の事故があること，⑤ 事故

情報の公開に消極的であること等が認められ，控訴人の企業体質・姿勢自体

に本件原子炉の事故を招く要因があることが明らかであるから，本件原子炉

に重大事故が発生する具体的危険性が認められる。

(2) 当審における新たな主張（本件臨界事故）

ア 本件臨界事故の概要

控訴人は，定期検査のため本件原発１号機の停止期間中，原子炉停止機

能強化工事（異常時に原子炉緊急停止系の作動回路が作動しない場合に，

原子炉を自動停止させるためのバックアップ機能を付加する工事）を行い，

平成１１年６月１８日，同工事の機能確認のため，原子炉停止機能強化工

事確認試験（以下「ＡＲＩ試験」という ）を実施しようとした。ＡＲＩ。

試験は，８９本の制御棒のうちの１本が異常信号を模擬した信号により緊

急挿入されることを確認するものであるが，その準備作業中，現場の作業

員が，本来，中央制御室において制御棒駆動系の水の流量を「０」とした

後に行われるはずの制御棒駆動機構の隔離弁の閉止作業を，その前に行っ

たため，制御棒駆動系の水の圧力（以下「系統圧力」という ）が過大と。

なって制御棒が動き出し，制御棒のうち３本が脱落した。制御棒が意図せ

ず脱落した場合でも，本来，コレットフィンガ（制御棒の挿入位置を固定
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するために制御棒駆動機構内部に設けた爪 ）が機能して制御棒が１５セ。

ンチメートル以上脱落することを止めるはずであるが，これが機能せずに

落下を続けて原子炉が臨界となり，スクラム（原子炉緊急自動停止）信号

が発生した。同信号が発生すると，本来，アキュムレータからの高圧水が

制御棒下部に導入され，制御棒が緊急挿入されて原子炉が自動停止するは

ずであるが，ＡＲＩ試験を実施するためにアキュムレータに水が充填され

ていなかったため，制御棒を緊急挿入することができず，手動操作で制御

棒を全挿入の位置に戻すまで１５分を要し，この間臨界状態が継続した

（以下「本件臨界事故」という 。。）

イ 本件臨界事故の原因及び危険性

本件臨界事故の一因は，制御棒を下方から重力に逆らって挿入しなけれ

ばならないＢＷＲの制御駆動機構の構造的欠陥にある。すなわち，ＢＷＲ

の制御棒駆動機構は，原子炉圧力容器の炉水の中に制御棒を入れ込む構造

となっているため，制御棒の操作は，直接制御棒を動かすのではなく，系

統圧力により炉水の水圧に対抗する水圧を掛けて間接的に動作させる複雑

な仕組みとなっている。また，制御棒を下から挿入するため，重力で落下

しないようコレットフィンガと呼ばれる特別な装置が必要な上，このコレ

ットフィンガも水圧を使って間接的に制御する仕組みとなっている。更に

スクラム（原子炉緊急自動停止）信号が発せられた際の制御棒の緊急挿入

の仕組みも，アキュムレータから高圧水が送られて制御棒を挿入するとい

う複雑な仕組みとなっている。現に国内の従来型ＢＷＲでは，昭和５３年

１１月の東京電力福島第一原子力発電所３号機臨界事故，平成３年５月３

１日の中部電力浜岡原子力発電所３号機制御棒脱落事故，平成１０年２月

２２日の東京電力福島第一原子力発電所４号機制御棒脱落事故など制御棒

脱落事故が多発し，本件原子炉と同じＡＢＷＲでも平成８年６月１０日に

柏崎刈羽原発６号機で制御棒脱落事故が発生している。
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本件臨界事故は，即発臨界事故であったと分析されているところ，即発

臨界では，ごく短時間のサイクルで核分裂が繰り返されることから，軽水

炉におけるドップラー効果，水の温度変化による効果及びボイド効果とい

う三つの自己制御効果によっては，暴走を止めることは期待できない。本

件臨界事故は「幸運」により反応度事故に至らなかったにすぎない。

それにもかかわらず，控訴人の本件臨界事故の分析は，不十分である。

また，控訴人が作成した本件臨界事故の報告書は，調査者が事故を隠蔽し

た当事者である点，事故調査対策委員会のメンバーの一部に事故により処

分を受けた者が含まれている点，事故の重大性の認識が欠如しており，事

実関係が十分に解明されていない点において，問題がある。

本件臨界事故は，原子炉の運転停止期間中に発生しているところ，停止

期間中は，検査や工事上の必要から多くの安全装置が外されるにもかかわ

らず，停止中の作業における事故発生防止に向けての対策が講じられてい

ない。

ウ 本件臨界事故を隠蔽した控訴人の企業体質

本件臨界事故が収束した後，所長以下１４名が協議した結果，臨界事故

の可能性を認識していたにもかかわらず，所長は 「２号機着工が迫って，

おり工程が遅れる」ことから，臨界を示すデータ類を誤信号として処理す

ることとし，本件臨界事故を社外へ報告しないことを決め，その後，控訴

人本店原子力部，控訴人東京支社及び石川支店の間でテレビ会議が開かれ

た際 「制御棒が過挿入により，位置不明の表示となった 「何らかのノ， 」，

イズによりＩＲＭに信号が入った 「実際に出力が上がっていないこと」，

から報告対象でない」と報告して，了承され，社外へ報告しないことが決

定された。その後，発電課長は，当直長らに対し，本件臨界事故は誤信号

であるから，引継日誌に本件臨界事故に関する記述をしないように指示し

て事故記録の改ざんを行った。
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この控訴人の本件臨界事故の隠蔽，事故記録の改ざんは，通商産業大臣

への報告義務を定めた原子炉等規制法６７条１項，平成１２年通商産業省

令第３２８号による改正前の実用炉規則２４条，必要な記録を残す義務を

定めた原子炉等規制法３４条，実用炉規則７条，保安規定の遵守を定めた

原子炉等規制法３７条４項等に反するものである。このように控訴人は，

法律，保安規定に重大な違反をして本件臨界事故を隠蔽しているが，その

決定は，現場の最高責任者である所長の決断によってなされ，同席した原

子炉主任技術者（発電所次長）もこれを阻止する役割を果たさず，事故の

隠蔽に同意している。

以上のような本件臨界事故後の控訴人の対応は，それが，秘密主義，メ

ーカー任せの無責任・無能力，経済性優先という控訴人の企業体質に根ざ

すものであり，その企業体質が現在も全く変わっていないことを示してい

る。

２ 控訴人の主張（本件臨界事故）

(1) 本件臨界事故における本件原発１号機の安全性の評価

本件臨界事故は，燃料の健全性に影響がなく，作業員はもとより一般公衆

への放射線被ばく影響もなかったのであるから，本件原発１号機の安全性を

損なうようなものではない。そして，本件臨界事故によっても本件原発１号

機の安全性が確保できたということは，本件臨界事故の際にも事故防止対策

が有効に働いたこと及び原子炉の自己制御性が有効であったことを示すもの

である。すなわち，本件臨界事故においては，想定外の臨界という異常が発

生したものの，異常拡大防止対策としての原子炉自動停止信号を発信し，こ

れにより制御棒の引き抜けがとどまるとともに，原子炉自体が持つ自己制御

性としてのドップラー効果が有効に働き，これにより原子炉の中性子束（中

性子の速度と密度の積 ）が即時に降下したのである。。

(2) 本件臨界事故の原因及び再発防止対策
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本件臨界事故の主たる原因は，試験の工事担当課の電気保修課員が，本来

作業票に添付すべき試験手順書を添付していなかったため，運転員が事前に

試験手順をチェックできず試験の際の操作の内容を知らなかった，運転責任

者である当直長が電気保修課員の指揮を行わなかった，試験の体制・役割が

不明確なまま試験が進められたという現場作業管理上の原因により本来の手

順に従って作業が実施されなかったこと，及び，系統圧力を監視する警報を

除外していたため本件臨界事故の際これが機能しなかったことにある。

そこで，控訴人は，制御棒駆動機構の隔離操作はすべて発電課において一

元的に実施するとともに手順書に従い１体ごとに実施する，系統圧力上昇に

よる制御棒引き抜けの可能性を注意喚起する，工事要領書は工事担当課が審

査・承認して必要なものは作業票に添付するとともに発電課においてダブル

チェックする，系統圧力を監視する警報につき，圧力が上昇した場合と低下

した場合の警報を分けるなどの技術的な再発防止対策を講じている。また，

本件臨界事故を隠蔽した背後要因を掘り下げて根本原因を究明し 「隠さな，

い企業風土づくり」及び「安全文化の構築」を行うこととしている。このよ

うな控訴人の再発防止対策に係る取組は，平成２０年３月，社外有識者によ

る再発防止対策検証委員会から 「再発防止対策としての取り組みが定着し，

た」との評価を受けるとともに，原子力安全・保安院による検査の結果，

「再発防止対策について，計画どおり着実に実施されている」と認められた。

(3) 本件臨界事故を踏まえた本件原子炉の安全性

本件原子炉は，制御棒の挿入及び引き抜きを制御棒駆動機構の電動機を駆

動して行うこととなっており，系統圧力が何らかの原因で上昇した場合でも，

構造上，水圧が制御棒引き抜け方向に働くことはなく，本件原発１号機と異

なる構造となっているから，本件臨界事故と同様な事故は起こり得ない。国

内の従来型ＢＷＲにおいて発生した制御棒脱落事故は，いずれも何らかの原

因で系統圧力が上昇又は高い状態で，この圧力が制御棒引き抜け方向に働い
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たことによるものである。控訴人は，本件原子炉のＡＲＩ試験を営業運転開

始前に実施して問題なく終了している。また，控訴人は，本件原子炉におい

ても，本件臨界事故を踏まえて，本件原発１号機と同様，作業管理に係る品

質管理要領の点検及び改善並びに臨界防止に係る設備の手順書等の点検及び

改善を実施するとともに，本件原子炉と同じＡＢＷＲである柏崎刈羽原発６

号機で生じた制御棒脱落事故を踏まえて，制御棒が動作する可能性のある試

験を実施する際は，制御棒駆動機構の電動機の駆動電源の遮断のみならず，

制御棒の引き抜き又は挿入を電動機側に対し指令する制御装置の電源を遮断

することとし，安全処置の多重化を図っている。

第６ 争点６（最近の事故例からみる事故の危険性）

１ 応力腐食割れ

(1) 被控訴人らの主張

原判決第２分冊被控訴人ら最終準備書面第３章第３の１に記載のとおりで

あり，その要旨は以下のとおりである。

ア 応力腐食割れの発生・進展機序は未解明であり，現在の技術では，その

発生を完全に防ぐことは不可能であって，本件原子炉でも発生は不可避で

ある。シュラウドは，重大な役割を果たしており，その損傷は，原子炉の

安全性に重大な危険をもたらす。シュラウドや上部格子板に応力腐食割れ

が進展した状態で（ドイツのビュルガッセン原子力発電所，フィッツパト

リック原子力発電所では，上部格子板にも亀裂があることが発見され

た ）大規模な地震動が加わるなどすると，シュラウドが運転中に分断・。

脱落し，炉心における冷却水の流路をふさいだり，ＥＣＣＳの水が炉心燃

料に届かなかったり，横からの強い水流の影響や駆動する空間の歪みによ

り制御棒が炉心に挿入できない事態も考えられるから，本件原子炉でも応

力腐食割れを原因とする重大事故が発生する危険性があることは明らかで

ある。
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イ ＳＵＳ３１６Ｌは，本件原子炉のシュラウド及び原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ内の配管において使用されているから，応力腐食割れの問題は，本

件原子炉の安全性にも重大な影響がある。

ウ 原子力安全・保安院は，中間取りまとめにおいて，原子炉再循環配管の

応力腐食割れ対策として，バタリング工法等四つの方法を列挙しているが，

そのうち効果が確証されているとするのはバタリング工法のみで，他の方

法についてはその効果が確認されていない。

エ 超音波探傷試験の結果に信頼性がないことは，原子力安全・保安院が定

めた一定の損傷を許容する「維持基準」の前提が崩れたことを意味する。

オ 電気事業法の改正は，電気事業者のコスト削減のために，大事故につな

がらない箇所のトラブルについては，直ちに補修せず運転継続を認めるも

のであって，いわゆる「維持基準」を導入したものである。しかし，維持

基準の内容が経済産業省令に白紙委任されていること，検査の情報が公開

される保障がないこと，検査の信頼性がないこと等に鑑みると，維持基準

の導入は，重大事故の発生につながるものである。

(2) 控訴人の主張

原判決第３分冊控訴人最終準備書面第２章第２の４(2)のエ(オ)及びオに

記載のとおりであり，その要旨は以下のとおりである。

控訴人は，本件原子炉の原子炉冷却材圧力バウンダリ内のシュラウドや配

管においては，低炭素ステンレス鋼を使用し，適切な溶接方法ないしは溶接

管理を行い，冷却材中の溶存酸素濃度を低減するような運転管理を行ってい

るし，溶接部に対して残留応力の改善対策を実施しており，万一ひび割れが

確認された場合には，地震時も含めてその健全性の評価を行うとともに，ひ

び割れの進展状況について監視し，十分な構造強度を有するうちに補修する

こととしているから，地震時においてもシュラウドが破断したり，制御棒の

挿入が不可能になることはない。
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２ 配管減肉問題

(1) 被控訴人らの主張

原判決第２分冊被控訴人ら最終準備書面第３章第３の２に記載のとおりで

あり，その要旨は以下のとおりである。

配管の減肉を完全に止めたり，正確に予測したりすることはできないから，

厳格な減肉管理が必要となるのに，控訴人が原子力安全・保安院に報告した

本件原発１号機についての減肉事例は，高い減肉事例を避けて無難な例を選

んだとみるべきであるし，控訴人の減肉管理には，① 点検対象が炭素鋼に

限定され，他の原子力発電所で激しい減肉が見つかっている対策材（低合金

鋼，ステンレス鋼）を対象にしていない，② 米国トロージャン原子力発電

所では直管部分に減肉が確認されているのに，炭素鋼の点検対象も偏流部な

どに限定され，直管部等を対象にしていない，③ 代表部位のみを点検する

こととし，多くの箇所の点検が省略されている，④ 減肉が加速度的に進む

実態が考慮されていない，⑤ 想定を超える高い減肉率の事例が明らかにな

る中で，点検頻度が低すぎる可能性がある，といった問題があるから，発見

されない減肉が各所に存在することは避け難く，一方で，控訴人による耐震

安全性評価は，配管等に減肉がないことが前提となっているから，減肉した

配管に対して，大きな地震による強振動が襲えば，複数箇所で同時に配管の

破断等が発生するおそれがあり，これが重大事故を引き起こすことは避けら

れない。

(2) 控訴人の主張

本件原子炉施設においては，その設計段階から，使用する配管の環境条件

に応じて配管を太くして流速を落とす，腐食を考慮して肉厚を厚くする対策

に加え，減肉が発生しやすい箇所には低合金鋼などの減肉対策材を使用する

など材料面において対策を行っている。更に減肉管理として，サンプリング

的に代表箇所の配管肉厚を測定し，減肉状況を継続的に監視していくことと
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している。

３ タービン損傷事故

(1) 被控訴人らの主張

浜岡原子力発電所５号機では，営業運転開始から約１年５か月後，定期検

査終了から約３か月後に，また，本件原子炉施設では，営業運転開始から約

３か月余り後に，いずれも低圧タービンの羽根の破損事故（以下，浜岡原子

力発電所５号機におけるタービン損傷事故を「浜岡タービン損傷事故」と，

本件原子炉施設におけるタービン損傷事故を「本件タービン損傷事故」とい

い，両者を併せて「タービン損傷事故」という ）が生じているところ，タ。

ービン損傷事故は，以下のとおり，重大なものである。すなわち，本件ター

ビン損傷事故は，低圧タービンの羽根合計総数８４０枚のうち３割を超える

２５８枚の動翼の根元の取付部（以下「フォーク」という ）にひび割れが。

発生しており，そのうち２箇所はひび割れが折損にまで進展していた。ター

ビンには振動に関する監視装置など種々の運転監視用計測装置が設置されて

いるにもかかわらず，浜岡原子力発電所５号機でも本件原子炉施設でも，タ

ービンの羽根が前記のとおり現実に破損するまで異常を発見できなかった。

タービン損傷事故が発生した際，制御棒挿入の失敗や遅れ，余熱除去の失敗，

原子炉圧力の上昇，冷却水の喪失等の事態が生じたり，破断した羽根がター

ビン建屋を飛び出すタービンミサイル事故が発生するなど，重大な事故が発

生する可能性がある。タービン建屋は，放射線管理区域内に存在し，屋内に

は放射性物質が含まれた蒸気が存在するから，原子力発電所でタービンミサ

イル事故が発生すれば，放射性物質が含まれた蒸気が外部に流出するし，飛

び出した羽根が使用済燃料貯蔵プールや付近の配管に衝突して破損する可能

性があり，極めて危険性が高い。それにもかかわらず，控訴人や中部電力が

行ったタービン損傷事故の調査は，タービンの羽根の形状や車軸の傷に関す

る検討が行われていなかったり，熱流動解析の信頼性に問題があるなど不十
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分であり，その原因は十分に解明されていない。また，本件原子炉施設の再

発防止策も，応急措置として安全性が保証されていない整流板を設置するな

ど，十分でない。

(2) 控訴人の主張

浜岡原子力発電所５号機は，平成１８年６月１５日 「タービン振動過，

大」の警報を発し，蒸気タービンが停止するとともに原子炉が自動停止し，

点検の結果，低圧タービン３台のうち１台について，第１２段の羽根１枚が

タービン軸から脱落し蒸気タービン下部に落下していたこと，第１２段のタ

ービンの羽根４６枚のフォークの一部に折損又はひび割れが生じたこと，他

の低圧タービン１台の第１２段の羽根にもフォークの一部に折損又はひび割

れが存在したことが明らかになったが，原子炉建屋，タービン建屋内におけ

る放射性物質放出等の異常はなく，外部への放射能の影響もなかった。

国は，本件原子炉施設である蒸気タービン（以下「本件蒸気タービン」と

いう ）が浜岡原子力発電所５号機の蒸気タービンと同型であるため，控訴。

人に対して，本件蒸気タービンの羽根の点検を行うように指示した。控訴人

が点検を行った結果，低圧タービンの第１２段の羽根８４０枚のうち２５８

枚の羽根の動翼フォーク部にひび割れ又は折損が確認され，その要因は，金

属材料に応力が高サイクル（一般に１万回以上）で繰り返し加わった場合に

低い応力でも亀裂が発生する高サイクル疲労亀裂であると推定された。その

原因としては，低負荷時（低出力時）及び無負荷時（蒸気タービンに蒸気は

流れているが発電はしていないとき）に生じる蒸気タービン内の蒸気流の乱

れ（大きな逆流や渦流）によって発生するランダム振動及び抽気系からの蒸

気の逆流（以下「フラッシュバック」という ）の重畳によるものと推定さ。

れた。そこで，控訴人は，本件タービン損傷の再発防止のため，長期的対策

として，本件原子炉施設の３台の低圧タービンについて，発生する振動応力

に十分耐え得る設計の１２段動翼を新たに製作し交換することとするととも
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に，短期的対策として，低圧タービン１２段の動翼及び静翼をすべて取り外

し，代わりに他の発電所で実績のある整流板を設置した。

また，本件蒸気タービンは，車室で覆われ，車室の車軸貫通部の透き間は，

外側から蒸気を押し込むことにより，放射性物質たる車室内の蒸気の漏えい

防止対策が採られている上，異常が発生した場合の安全性についても，以下

のとおり確認している。すなわち，本件蒸気タービンには，運転監視用とし

てタービン速度やタービン軸振動等を測定する種々の計測装置を設置し，こ

れらの計測装置において異常が検知された場合，蒸気流量を制御する弁の自

動閉止により本件蒸気タービンが停止し，弁の自動閉止を検知して原子炉緊

急停止系が作動し，自動的かつ速やかに全制御棒が挿入され，本件原子炉は

安全に停止する。蒸気タービンへの蒸気流量を制御する弁が閉止すると，原

子炉で発生した蒸気が行き場を失って原子炉圧力が急上昇して燃料棒が過熱

し，燃料被覆管や原子炉冷却材圧力バウンダリの健全性に影響を与えるおそ

れがあることから，本件原子炉施設では，この弁が閉止した場合に発生した

蒸気を直接復水器へ導くタービンバイパス配管を設け，原子炉圧力の急上昇

を防止できる設計としている。仮にタービンが損傷し，タービン建屋から放

射性物質を含んだ蒸気が流出しても，このときの発電所敷地境界外における

実効線量は約１．８×１０ ミリシーベルトであり，安全評価審査指針がリス-2

，クは小さいとする５ミリシーベルト未満である。また，本件原子炉施設では

タービン速度を計測する計測装置を設置し，その信号を基に本件蒸気タービ

ンに流入する蒸気流量を調整し，タービン速度を制御するとともに，タービ

ン速度が通常運転時よりも異常に速くなった場合に本件蒸気タービンを安全

に停止させるための多重の過速度防止装置を設置している。これら過速度防

止装置の作動により，本件蒸気タービンへ流れる蒸気が自動的に遮断され，

本件蒸気タービンは自動的に停止することとなっており，十分タービンミサ

イルの防止対策を実施している。
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仮に高圧タービン車軸及び発電機ロータが破損したとしても，車室を貫通

して外部に飛び出すことはない。仮に本件蒸気タービンの羽根及び軸継手が

。タービン建屋を飛び出したとしても，使用済燃料貯蔵プールには到達しない

また，ディスクは，車軸と一体構造であるため，破損確率は極めて小さく，

ディスクがミサイルとなって使用済燃料貯蔵プールへ衝突する確率は１千万

年に１回以下である。

第７ 争点７（先行ＡＢＷＲの異常事象からみた本件原子炉施設の事故の危険性）

（被控訴人らの主張）

原判決第２分冊被控訴人ら最終準備書面第３章第４に記載のとおりであり，

その要旨は以下のとおりである。

ＡＢＷＲの先行機である柏崎刈羽原発第６号機及び第７号機（平成３年５月

１５日両機について原子炉設置許可，平成８年１１月７日６号機営業運転開始，

平成９年７月２日７号機営業運転開始）は，既に２４件の事故を起こしている。

従来型ＢＷＲよりもＡＢＷＲの事故頻度は格段に高く，しかも新しいものほど

事故頻度が高いところ，本件原子炉施設は更に新しいＡＢＷＲであるから，そ

の事故頻度，危険性が更に高くなることが大いに懸念される。

第８ 争点８（ＡＢＷＲの本質的危険性）

１ インターナルポンプの危険性

(1) インターナルポンプによる金属片発生・流入

ア 被控訴人らの主張

原判決第２分冊被控訴人ら最終準備書面第３章第５の２(2)に記載のと

おりであり，その要旨は以下のとおりである。

従来型ＢＷＲでは，再循環系配管から原子炉に至る系統にストレーナ

（ゴミ取り）があり，大きな金属片は流入を阻止できた。福島第二原子力

発電所３号機の異常事象では，原子炉内に流入したのは，ストレーナをく

ぐり抜けた小さな金属片だけであった。しかるに，ＡＢＷＲでは，インタ
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ーナルポンプの本体や羽根車が破損して金属片が発生すると，その破片は

すべて炉心に流れ，燃料体を破損させる可能性がある。

また，従来型ＢＷＲでは，原子炉内に可動部分がなかったが，ＡＢＷＲ

では，インターナルポンプが高速運転しているので，外部から流入した金

属片がここに噛み込めば，羽根車やその周辺のケーシング部分（枠の部

分）を破損する可能性があり，前記の異常事象は，そのことを実証した。

その場合，外部から流入した金属片と破損によって生じた金属片が燃料体

を破損させる可能性がある。

さらに，フィンランドのオルキルオト発電所１号機で平成元年に発生し

た異常事象のように，原子炉内に流入し，あるいは原子炉内で発生した金

属粉によって制御棒が引き抜けなくなる可能性がある。

イ 控訴人の主張

本件原子炉施設においては，燃料集合体の冷却材入口に異物フィルタを

設け，燃料被覆管の損傷原因となり得る異物が燃料集合体内に入ることを

防止するとともに，建設時の異物管理において，原子炉につながる系統に

おいて異物の発生源となるワイヤブラシを原則使用しないなど，徹底した

異物混入防止管理を行ってきたし，運転を開始した後も同様の異物管理を

行うとともに，冷却材中の放射能を監視するなどの方法によって，常時燃

料被覆管の健全性を確認している。

(2) インターナルポンプ停止に伴う炉内不安定性の増大

ア 被控訴人らの主張

原判決第２分冊被控訴人ら最終準備書面第３章第５の２(3)に記載のと

おりであり，その要旨は以下のとおりである。

(ア) 従来型ＢＷＲの再循環ポンプは羽根車が大きいため，停止後もコー

ストダウン（停止後も慣性力で回る状態）により徐々に再循環流量が低

下するが，羽根車の小さいインターナルポンプでは，コーストダウンが
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ほとんどなく，停止とほぼ同時に流量が零になり，原子炉出力の変動に

つながる。１，２台が停止した場合は，他のポンプの出力を調整するこ

とによって炉心出力を安定させることができるが，５，６台以上停止し

た場合は，原子炉出力が不安定となる。

(イ) 例えば主電源装置の破損や焼損，ケーブルの断線などが起きれば，

複数台のインターナルポンプの同時停止が起こり得る。その場合に，原

子炉が停止できなければ重大事故につながる。

(ウ) 特に，再循環流量が減少した場合，出力発振（出力が振動を始め，

その振動の幅が減衰しないで拡大していくこと）を引き起こす可能性が

あり，同時にスクラムが失敗した場合，原子炉の出力が大きく変動し，

局所的には燃料の限界を超えることも考えられる。

イ 控訴人の主張

(ア) インターナルポンプの駆動電動機に電源を供給する可変周波数電源

装置は，１０台のポンプ各々に独立して接続しているから，電源装置の

単一の故障を想定しても，２台以上のポンプが同時に停止することはな

い。

(イ) 控訴人は，インターナルポンプのうち３台が同時に停止し，炉心内

の熱除去が異常に変化する事象等について評価を行い，本件原子炉施設

は，燃料被覆管及び原子炉冷却材圧力バウンダリの各健全性を十分確保

するものであることを確認した。

(ウ) インターナルポンプのうち６台の電源装置には，慣性の大きなフラ

イホイール付きの原子炉冷却材再循環ポンプＭＧセットを介して電源を

供給しており，電源の供給が瞬時に停止しても，フライホイールが回り

続けることによって，しばらくの間は発電機が発電し続け，各ポンプに

対して３秒以上電源を供給し続けることができるから，ポンプ１０台の

電源母線がすべて同時に停電しても炉心流量は瞬時に零にはならない。
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(エ) 控訴人は，インターナルポンプ１０台がすべて同時に停止すること

により炉心冷却状態が著しく変化する事象等について評価を行い，本件

原子炉施設における工学的安全施設は，放射性物質の環境への大量放出

を防止できることを確認した。

(3) インターナルポンプケーシングの取付部の破損

ア 被控訴人らの主張

インターナルポンプケーシングの取付部の溶接線にも従来型ＢＷＲ再循

環系配管のひび割れと同質の問題があり，現に東京電力では柏崎刈羽原発

６号機及び７号機においてこの溶接線の点検を強化している。１０台のイ

ンターナルポンプケーシングの取付部が同時破断してしまえば，従来型Ｂ

ＷＲ系出口配管の破断と同様の急激な冷却材喪失事故となる。

イ 控訴人の主張

原子炉圧力容器とインターナルポンプケーシングの取付部は，通常運転

時，異常な過渡変化時及び事故時にそれぞれ想定される圧力・温度に耐え

得る強度を持つとともに，設計用限界地震が発生してもその健全性が維持

できる設計としており，運転開始後も点検することから，溶接部の破断に

よるポンプの脱落は考えられない。また，前記取付部は，実規模大の原子

炉分割モデルを用いた各種試験により信頼性，健全性が確認されている。

さらに，仮に前記取付部が破断し，ポンプが脱落しても，ポンプの軸に設

けられた突起部が穴をふさぐため，冷却材が大量に漏れることはない。

(4) 柏崎刈羽原発７号機インターナルポンプ停止事故の原因

（被控訴人らの主張）

原判決第２分冊被控訴人ら最終準備書面第３章第５の２(5)に記載のとお

りであり，その要旨は以下のとおりである。

電力事業者は，福島第二原子力発電所３号機で再循環ポンプ回転体と水中

軸受リングとの共振破壊を経験し，それ以後も何度も振動疲労により機器の
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破損事故を繰り返しているのに，同じ原因で平成１１年７月２８日の柏崎刈

羽原発７号機の事故を起こしたものである。このような電気事業者の体質は，

今後，原子力発電所において極めて厳しい事故を引き起こす要因となり得る。

２ 改良型制御棒駆動機構の危険性

(1) 被控訴人らの主張

原判決第２分冊被控訴人ら最終準備書面第３章第５の３に記載のとおりで

あり，その要旨は，本件原子炉施設では水圧式のスクラム時間が従来型ＢＷ

Ｒ（１００パーセント挿入時間が２．１６秒以下）よりも遅くなっており，

安全性無視である，というものである。

(2) 控訴人の主張

解析評価により制御棒の緊急時の挿入時間で安全上問題のないことを確認

している。

３ 縮小されたＥＣＣＳの問題点

(1) 被控訴人らの主張

原判決第２分冊被控訴人ら最終準備書面第３章第５の４に記載のとおりで

あり，その要旨は以下のとおりである。

ア ＡＢＷＲでは再循環系配管が廃止されたことを理由として，ＥＣＣＳの

低圧注水系１系統が廃止され，高圧注入系が追加されたが，インターナル

ポンプのノズル１０基が炉心底部にあるから，必ずしも炉心底部からの冷

却材喪失事故を考慮しなくてもよいということにはならないし，主蒸気系

統の破断など従来の低圧注入系統で対処しなければならない事故の可能性

が減少したわけではないから，低圧注水系を減少させる合理的理由はなく，

ＡＢＷＲは安全性が低下している。

イ 小中口径配管の破断や小規模亀裂の発生による冷却材喪失事故では，炉

心の水は減り続けるものの炉内の圧力が下がらないという現象が起きると

ころ，高圧炉心注水系を増加させたのは，原子炉内部の圧力がまだ高い環
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境下でのＥＣＣＳからの冷却材投入が簡単ではないことを暗に認めた結果

であると思われるが，高圧炉心注水系を増やしても，原子炉圧力容器内部

の減圧ができなければ，注水できないことに変わりはないから，高圧炉心

注水系１系統を追加したことで安全性を確保することができたとはいえな

い。

(2) 控訴人の主張

ＥＣＣＳの機能で重要な要素は，原子炉圧力容器につながる配管が破断し

た際の原子炉への注水能力（容量）であるが，本件原子炉施設では，従来型

ＢＷＲのような再循環系の配管が不要となったから，必要なＥＣＣＳの容量

は相対的に小さくなった。ＥＣＣＳに必要とされる容量は，原子炉の熱出力

によって一義的に決まるものではなく，想定される配管の破断部からの冷却

材の流出量で決まるものである。

４ ＡＢＷＲの経済性優先性

(1) 定期検査短縮の問題

（被控訴人らの主張）

各原子力発電所では，定期検査の期間の短縮が進められ，他方，定期検査

と定期検査との間隔は長期化が進められつつある。従来型ＢＷＲでは，定期

検査期間は６８日であったが，本件原子炉施設では，５５日に短縮すること

が予定されており，更に２９日への短縮が目指されているものと推測される。

これらは，安全よりも経済性を優先する姿勢の現れである。

(2) 高燃焼度燃料の採用及び「燃料被覆管の健全性確保」の虚構性

ア 被控訴人らの主張

原判決第２分冊被控訴人ら最終準備書面第３章第５の５(3)，第６の３

(6)に記載のとおりであり，その要旨は以下のとおりである。

(ア) 柏崎刈羽原発の６号機及び７号機での燃料漏えい率は高く，従来の

我が国における原子力発電所の平均的漏えい回数の約１０倍に及ぶ。し
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かも，漏えいの原因は，従前の例では燃料被覆管にピンホールが生じた

ことであったが，柏崎刈羽原発６号機及び７号機では燃料被覆管に亀裂

が生じたことであった。

(イ) ＡＢＷＲでは，新しいタイプの８×８型ないし９×９型の高燃焼度

燃料を使用しており，本件原子炉でも，９×９型燃料集合体を利用して

いる 「高燃焼度」というのは，長時間原子炉中に入れて中性子の照射。

をすることを意味している。

(ウ) 高燃焼度燃料は，長い時間原子炉中に入れて中性子の照射をするの

で，時間的な意味で環境が厳しくなるし，燃料集合体のサイズはほとん

ど従来のものと変わらないため，１本１本の燃料棒の直径が細くなり，

燃料被覆管の肉厚も薄く作られるし，単位体積当たりの出力も高くなる

から，照射量の面での過酷さも増しており，厳しい環境に置かれること

になる。このことが，ＡＢＷＲで燃料漏えいが増加している原因である

と考えられる。

(エ) 燃料被覆管の亀裂が生じれば，原子炉を停止して，破損燃料を交換

する必要がある。このことは，計画外運転停止の増大によるコスト増大

と安定供給の阻害を引き起こすし，破損燃料を抱えての出力振動や冷却

水喪失といった過酷な事故の発生の可能性が強くなって，安全性の大幅

な低下が懸念される。本件原子炉においても，燃料被覆管に穴が開き，

そこから放射性物質が漏れ出すという極めて危険な事故発生の危険性が

十分存する。

イ 控訴人の主張

原判決第３分冊控訴人最終準備書面第２章第２の４(2)ウの(ウ)ないし

(キ)に記載のとおりであり，その要旨は以下のとおりである。

本件原子炉では，９×９型燃料を使用している。これは，使用済燃料の

発生量を低減するために，従来の燃料に比べてウラン２３５の濃縮度を若
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干増やし，更なる高燃焼度化を図るとともに，燃料棒の負担を軽減するた

めに燃料棒の配列を従来の８行８列から９行９列として，燃料棒の数を増

やしたものである。本件原子炉施設の燃料の設計に当たっては，燃料棒の

照射試験等の知見を基に，炉内滞在期間の長期化及び中性子照射量の増加

による燃料被覆管の機械的強度等への影響を考慮し，また，燃料被覆管の

製造工程で，超音波探傷試験によりその欠陥の有無及びその端栓の溶接部

の健全性をそれぞれ確認するとともに，ヘリウム漏えい試験により燃料被

覆管に貫通欠陥がないことを確認した。

第９ 争点９（安全システムの虚構性）

１ 原子炉の固有の安全性，自己制御性の不完全性

（被控訴人らの主張）

原判決第２分冊被控訴人ら最終準備書面第３章第６の１に記載のとおりであ

り，その要旨は以下のとおりである。

ＢＷＲのドップラー効果，ボイド効果，減速材の温度効果による固有の安全

性，自己制御性は，定常運転の範囲を外れた場合には成立せず，圧力増加や冷

却水の温度低下によってボイドが消滅すれば，逆に核分裂が急増することにな

り（ボイド効果の逆転 ，万一スクラムに失敗すれば，原子炉破損という重大）

な事故に至る。

２ 安全性システムの虚構性

(1) 被控訴人らの主張

原判決第２分冊被控訴人ら最終準備書面第３章第６の２に記載のとおりで

あり，その要旨は以下のとおりである。

原子力発電所は多重防護の考え方で安全対策を採っているから重大事故が

起こることはないという安全神話は，ＴＭＩ原発事故及びチェルノブイル原

発事故によって完全に崩壊した。我が国でも深刻な事故が多発している上，

徐々に事故レベルすなわち危険性のレベルが上がってきているから，多重防
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護なる事故防止対策が虚構であることは明らかである。

また，本件臨界事故により，控訴人が主張する多重防護システムが機能し

ないことが明らかになった。

(2) 控訴人の主張

控訴人は，本件原子炉施設の安全確保のため，第一に，本件原子炉で発生

した放射性物質をできるだけ発電所内に閉じ込めることにより運転に伴って

環境に放出せざるを得ない放射性物質の量を少なくしており，第二に，多重

防護の考え方に立って，自然的立地条件を十分に配慮した上，① 異常の発

生を防止し，② 異常が発生した場合には拡大を防止し，③ 異常が拡大し

た場合においても，放射性物質の環境への大量放出という事態だけは確実に

防止することとしている。

被控訴人らは，本件臨界事故により多重防護システムが機能しないことが

明らかになった旨主張する。しかしながら，本件臨界事故においても，原子

炉の多重防御機能及び自己制御性が有効に働いた結果，燃料の健全性に何ら

影響がなく，反応度事故及び暴走の可能性は全くなかったのであるから，被

控訴人らの前記主張には理由がない。

３ 「異常発生防止対策」の虚構性

(1) 原子炉出力の異常発生の危険性

ア 被控訴人らの主張

原判決第２分冊被控訴人ら最終準備書面第３章第６の３(2)に記載のと

おりであり，その要旨は以下のとおりである。

昭和６３年３月９日，アメリカ合衆国イリノイ州シカゴ近郊にあるラサ

ール原子力発電所２号機で発生した出力振動にとどまらず，インターナル

ポンプを持つ原子炉でも，昭和６２年２月２２日にはフィンランドのＴＶ

Ｏ－１原子力発電所で，同年８月２０日にはスウェーデンのフォルスマル

ク原子力発電所１号機で，いずれも出力振動が発生したし，ドイツのブル
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ンスビュッテル原子力発電所，スウェーデンのオスカーシャム原子力発電

所３号機でも出力振動が発生した。出力振動の様式は未だ解明されておら

ず，複雑な機構が関与していることが示唆されている。証人Ｂは，インタ

ーナルポンプを持つ原子炉での出力振動の発生例を全く知らないと供述し

ており，このことは，控訴人による安全対策の虚構性を示している。

イ 控訴人の主張

本件原子炉には，ボイド効果を適切に設定することにより，原子炉のす

べての運転範囲において，出力振動に対して十分な減衰特性を持たせてい

る。

(2) 原子炉圧力・原子炉水位の異常発生の危険性

（被控訴人らの主張）

原子炉圧力・水位がしばしば異常を呈することがある。原子炉圧力の異常

の原因は，炉心の蒸気発生であるし，原子炉水位の異常の原因は，原子炉給

水系の故障である場合もあるし，逃がし安全弁の開固着である場合もある。

(3) 監視制御

（被控訴人らの主張）

原判決第２分冊被控訴人ら最終準備書面第３章第６の３(4)に記載のとお

りであり，その要旨は以下のとおりである。

現実の運転管理ではヒューマン・エラーの続出が問題となっているが，ヒ

ューマン・ファクターによるトラブルは不可避であり，ヒューマン・エラー

によって大事故が発生し，設計ベースの事故を越えて，いわゆるシビアアク

シデントに至る危険性さえ指摘されている。

(4) 保守管理

ア 被控訴人らの主張

原判決第２分冊被控訴人ら最終準備書面第３章第６の３(5)に記載のと

おりであり，その要旨は以下のとおりである。
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これまで原子力発電所の保守管理には，① 格納容器の中にある安全確

保のために主要な機能を担う多くの機器が，原子炉停止のとき(定期検査

時)でなければ点検できず，日常点検は意味を持たない，② 定期検査は

点検事項が少なく，現実に十分な点検がなされていない，③ 現実の定期

検査は極めてずさんな実情にあり，その実例は後を絶たない，といった実

に多くの問題が指摘されており，現状の保守管理をもってしては原子力発

電所の安全性は保てない。

イ 控訴人の主張

本件原子炉施設においては，その設備が設計どおりの機能を発揮し，そ

れが維持し続けられるように，２４時間体制での巡視点検，定期的な機器

・系統の作動試験等の日常点検を実施するとともに，ほぼ１年に１回，本

件原子炉施設の運転を停止して実施する定期検査において，原子炉本体，

原子炉冷却系設備，計測制御系設備等の各設備を，所定の点検頻度で，総

合的に点検，整備し，その機能を確認することとしている。

４ 「異常拡大防止対策」の虚構性

(1) 異常発生の検知の不十分性

（被控訴人らの主張）

我が国の原子炉施設では，異常事象を直接に検知する方法ではなく，間接

的な検知方法が採られ，そのために異常事象の把握が困難な事例がみられる。

例えば，平成４年９月２９日の福島第一原子力発電所２号機の事故で明らか

になったのは，給水流量監視システムでは，ポンプの運転状況の監視は行わ

れていたが，給水の流量そのものの監視をしていなかったことであった。ま

た，平成２年９月９日発生の同原子力発電所３号機の事故で明らかになった

のは，蒸気の流量を直接監視しないで，これを弁の駆動で監視していたこと

であった。これらの監視方法が採られていることは，本件原子炉施設でも同

様であるから，本件原子炉施設における異常拡大防止対策の一角は崩れてい
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る。

(2) 安全保護設備の不十分性

（被控訴人らの主張）

原判決第２分冊被控訴人ら最終準備書面第３章第６の４(2)③に記載のと

おりであり，その要旨は以下のとおりである。

ア スクラム系は，もともとは緊急時用に特別に設計されたものではないし，

制御棒挿入がなされるにしても，その効果はある程度の長さまで制御棒が

挿入されないと現れないから，極めて急激な反応度の増加には間に合わな

い。

イ 逃がし安全弁が開固着して，原子炉冷却水の減少をきたすという事故が

過去にいくつもみられ，炉心熔融事故の原因となる可能性を示している。

ウ ＥＣＣＳの系統には，配管などに共用部分が多い。控訴人が主張する多

重性（機器が複数台設置されていること ，独立性（機器が個別に作動し）

得ること）が成立するのはポンプのような能動的機器類に限られているか

ら，共用の配管等に故障が生じた場合には，これらの系はコモンモードの

故障（共倒れ）になる可能性を持っている。

エ 事故例の研究は，スクラム系，逃がし安全弁，ＥＣＣＳ等の安全保護設

備の機能喪失の場合を想定して行われているし，固有安全炉の開発動機の

一つが，安全保護設備には装置の故障やヒューマン・エラーなどの可能性

がついてまわることであることにみられるように，安全保護施設の信頼性

は低い。

(3) 安全保護設備等の異常事象における総合的な妥当性の解析評価の問題点

（被控訴人らの主張）

原判決第２分冊被控訴人ら最終準備書面第３章第６の４(2)④に記載のと

おりであり，その要旨は以下のとおりである。

ア 控訴人が本件原子炉を設置，設計するに当たって想定している事故概念
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は，① 運転時の異常な過渡変化，② 事故，③ 重大事故ないし仮想事

故である。①は，比較的発生確率は大きいが，事故とはいえないようなも

の，②は，①よりは頻度は少ないけれど，放射能が敷地外に出る可能性が

あるもの，③は，実際には起こり得ないが，立地条件の適否を確認する上

で問題とされる事故とされている。一方，原子力発電所を設計するに当た

っては，すべての事故をその対象とせず，スクラム失敗事故，炉心熔融事

故，原子炉暴走事故，飛行機墜落事故，完全停電事故を想定不適当事故と

して除外しているが，これには，科学的，技術的根拠はなく，単に経済的

・技術的観点から設計可能な事故だけを安全解析の対象としたにすぎない。

イ 現在の安全審査は，スクラム失敗は絶対に起こらないとの前提に立って

いる。しかし，アメリカ合衆国では，現在ではスクラムが必ずしも成功し

ないということが当然の前提とされている（ＡＴＷＳ）し，チェルノブイ

ル原発事故はスクラム失敗のケースであった。我が国の安全審査でスクラ

ム失敗を想定していないことは，単にスクラム失敗を想定したら原子力発

電所が作れなくなるということを示しているにすぎない。

ウ 炉心熔融事故はＴＭＩ原子力発電所で，原子炉暴走事故はチェルノブイ

ル原子力発電所で現実に発生しているから，想定不適当事故は安全解析の

対象とする必要がないとの控訴人の主張は，空虚で御都合主義によるもの

である。

５ 「放射性物質放出防止対策」の虚構性

(1) ＥＣＣＳの有効性欠如

（被控訴人らの主張）

原判決第２分冊被控訴人ら最終準備書面第３章第６の５(1)に記載のとお

りであり，その要旨は以下のとおりである。

ア ＥＣＣＳについて，実規模，実炉での実証実験がなされておらず，いく

つかの実験がなされているが，いずれも規模が小さく，燃料はＬＯＦＴ炉
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を除いて電熱ヒーターで代替したものにすぎず，このような小さな（お粗

末な）実験から，現実のＥＣＣＳの有効性は何ら導き出されないのみなら

ず，かえってその有効性に大いに疑問を抱かせるデータが出ている。

イ 昭和５６年５月１２日の福島第一原子力発電所２号機の事故及び平成３

年２月９日の美浜原子力発電所２号機の二つの事故からも明らかなように，

ＥＣＣＳは予測に反してうまく機能していない。

(2) 原子炉格納容器（及びその附属設備）の脆弱性

（被控訴人らの主張）

原判決第２分冊被控訴人ら最終準備書面第３章第６の５(2)に記載のとお

りであり，その要旨は以下のとおりである。

そもそもチェルノブイル原発事故級の暴走事故に耐えられる格納容器を作

るのは不可能であるし，ＡＢＷＲの格納容器には，冷却材喪失事故の場合で

あっても，核燃料がメルトダウンして，炉心のコンクリートと反応して大量

のガスを発生させ，爆発的な破壊に至る危険性がある。

第10 争点10（安全審査の無効性）

（被控訴人らの主張）

原判決第２分冊被控訴人ら最終準備書面第３章第７に記載のとおりであり，

その要旨は以下のとおりである。

国の安全審査は，原子力開発の推進機関と規制機関がいずれも経済産業省と

なっており，両者が分離されていない上，安全審査体制の要となる原子力安全

委員会の委員や原子炉の安全審査を担当する原子炉安全専門審査会の委員が原

子力推進派により占められているという問題がある。また，安全審査は，経済

産業省と原子力安全委員会によるダブルチェックが行われるが，既に経済産業

省により「安全」との結論が出ていることにより審査に予断が働く上，自ら

「安全」との結論を出した経済産業省から原子力安全委員会に対する圧力が考

えられるから，ダブルチェック体制にも疑問がある。さらに，その安全審査の
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範囲は 「基本設計」とされているが，その範囲は狭すぎるし不明確であり，，

審査も極めてすざんである。したがって，国の安全審査を経ていることをもっ

て，本件原子炉施設の安全性が保障されたことにならない。

第11 争点11（ＭＯＸ利用の危険性）

１ 被控訴人らの主張

原判決第２分冊被控訴人ら最終準備書面第３章第８に記載のとおりであり，

その要旨は以下のとおりである。

従来型のウラン燃料を使用するものとして設置許可処分がなされた本件原子

炉施設において，予定されていたものとは全く性質が異なるＭＯＸ燃料を使用

することにより，元来危険である本件原子炉施設が更に危険度を増すから，プ

ルサーマルが予定されている本件原子炉施設の運転継続は許されるべきではな

い。

２ 控訴人の主張

原判決第３分冊控訴人最終準備書面第３章第２に記載のとおりであり，その

要旨は以下のとおりである。

次のとおり，プルサーマルの安全性に問題はない。

(1) ＭＯＸ燃料は，国内外の軽水炉においてこれまでに４５００体が使用され

ており，十分な使用実績がある。

(2) ウラン燃料を使用する軽水炉においても，運転によってプルトニウムが生

成し，燃焼している。すなわち，ウラン燃料のみを使用する軽水炉でも，プ

ルトニウムの生成，燃焼を考慮した設計が行われている。

(3) 原子力安全委員会は，平成７年６月１９日，１／３ＭＯＸ報告書を了承し，

軽水炉において炉心の３分の１程度までＭＯＸ燃料を装荷した場合，ＭＯＸ

燃料の特性及び挙動は，ウラン燃料のそれと大差ないとした。

(4) ＭＯＸ燃料とウラン燃料は，その特性及び挙動に大差なく，運転上の熱的

制限値もほとんど変わらない。運転操作においても特別な操作が必要となる
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こともない。

(5) ＭＯＸ燃料の輸送は，衝撃や火災などの厳しい条件に耐え得る頑丈な輸送

容器を用い，二重船殻構造の輸送船で輸送することにより，安全性は十分確

保される。

第12 争点12（事故被害の甚大性）

（被控訴人らの主張）

原判決第２分冊被控訴人ら最終準備書面第３章第９に記載のとおりであり，

その要旨は以下のとおりである。

原発事故がいったん発生して放射性物質が放出されれば，その放射能汚染は

地球規模に及ぶ上，その被害は人間の生命・身体・遺伝子に対する直接的かつ

継続的損傷をもたらすのみならず，生態系全体に対して同様の損傷をもたらし，

いったん汚染された環境は，極めて長期間，継続的かつ蓄積的に汚染が続き，

復元は不可能である。このことは，チェルノブイル原発事故等によって実証さ

れている。

第13 争点13（防災体制の不備）

１ 被控訴人らの主張

原子力発電所は，放射性物質を大量に生産するところ，原子炉制御の技術も

放射性物質の閉じ込めの技術も不完全であり，また，放射線被ばくによる被害

は，症状が広範囲で時間的にも長期にわたるものであるから，原子力発電所を

政策として推進してきた国及び現実にこれを使用する控訴人ら電力会社は，原

子力災害の被害を発生させない責任を担っている。したがって，原子力発電所

の運転に当たっては，万一事故が起きた場合の防災体制も十分に備えなければ

施設の安全性として十分なものにはならない。しかしながら，現実に採用され

ている防災体制は，① 初期動作が遅い，② 緊急事態応急対策拠点施設の有

効性に疑問がある，③ 原子力発電所から半径１０キロメートル以内の地域の

防災対策を充実させる国の防災指針は範囲が狭すぎる，④ 実際に行われてい
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る防災訓練は事故想定が極めてあいまいであり，訓練の範囲も狭い，⑤ 原子

力発電所事業者による発電所敷地内の防災計画と自治体による敷地外の防災計

画との連繋がない，⑥ 住民の安全確保をより確実にするための放射線監視シ

ステムが欠如している，⑦ 原子力発電所の運転が第三者により監視されてい

ない，等の問題点があり，不十分である。

原子力発電所の防災体制の不備は，平成１９年（２００７年）新潟県中越沖

地震（以下「新潟県中越沖地震」という ）の際，柏崎刈羽原発において，原。

子炉の緊急停止と変圧器火災を自治体へ通報することができたのは発生から１

時間後であり，発電所敷地内の災害対策本部の設置が地震発生から約３時間後

だったこと，消防署員が到着するまでの約２時間，３号機近くの変圧器から黒

煙が上がり続けたことなどからも明らかである。

２ 控訴人の主張

原子力防災は，原子力災害対策特別措置法等に基づく制度として体制が整備

されているところ，被控訴人らの主張は，抽象的に原子力防災に係る体制を批

判するのみであって，本件原子炉施設の運転が，いかなる機序で，被控訴人ら

の生命・身体等に被害を及ぼすことになるのかが具体的に主張されていないか

ら，主張自体失当である。また，新潟県中越沖地震の際，柏崎刈羽原発の運転

中の原子炉は，いずれも設計どおり安全に自動停止するとともに，極めて微量

の放射性物質の漏えいはあったものの 「止める 「冷やす 「閉じ込める」の， 」， 」，

多重防護機能は確保された。

第14 争点14（地震・耐震設計の不備）

（被控訴人ら）

以下に主張するとおり，本件原子炉施設の耐震設計は極めて不十分であって，

想定されるべき地震に対する安全性は何ら確保されていない。

（控訴人）

以下に主張するとおり，本件原子炉施設は，その耐震設計が原子力安全委員
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会の審査基準（後記の耐震設計審査指針）に適合し，十分な耐震安全性を有し

ている。

１ 時機に後れた攻撃防御方法

(1) 被控訴人らの主張

控訴人は，後記２ないし７の各項について，原判決から２年経過後の平成

２０年３月２４日に至ってはじめて，平成１８年９月１９日に改訂された

「発電用原子炉施設に関する耐震設計用審査指針（昭和５６年７月２０日原

子力安全委員会決定 （以下，改訂後の同指針を「新耐震指針 ，改訂前の）」 」

同指針を「旧耐震指針」といい，両者を併せて「耐震設計審査指針」とい

う ）に基づく主張を行っているが，この主張は，時機に後れた攻撃防御方。

法である。

(2) 控訴人の主張

本件訴訟は，本件原子炉施設の運転が被控訴人らの生命・身体等に被害を

及ぼすかどうか，あるいは被害を及ぼす具体的な危険があるかどうかが争点

となるものであり，その侵害が生ずる具体的危険が存在することが必要であ

る。また，民事訴訟は，現在の法律関係に基づき判断されるものであり，そ

のため，控訴審の審理では続審主義が採られ（民事訴訟法２９６条２項，２

９８条１項参照 ，同審の判断は，同審で新たに資料を収集した上で，同審の）

口頭弁論終結時までに存在する事実を前提になされる。これらに鑑みると，

本件訴訟は，当審の口頭弁論終結時の安全性が審理・判断の対象となるもの

であり，また，安全規制が極めて詳細かつ専門性の高い分野に係るものであ

ることからすれば，本件原子炉施設がその安全規制に係る行政庁が定めた審

査基準に適合しているかどうかは，本件訴訟の審理・判断の基礎をなすもの

である。

控訴人は，原子炉施設の耐震設計の審査基準である耐震指針への適合性に

ついて，原審において，後記１０のとおり，旧耐震指針への適合性を主張立
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証し，控訴理由書でもこれを主張したところ，旧耐震指針は，原審の口頭弁

論終結後である平成１８年９月，原子力安全委員会において新耐震指針に改

訂され，同委員会の要望に基づき，原子力安全・保安院は控訴人ら原子力事

業者に対し，新耐震指針に照らして，原子炉施設の耐震安全性評価（バック

チェック）を行うよう指示した。本件訴訟の性質上，新耐震指針への適合性

は本件原子炉施設の現在の安全性についての審理・判断の基礎となるべきも

のであるところ，控訴人は，新耐震指針決定後，速やかにバックチェックを

行い，平成２０年３月１４日にバックチェックに基づき，原子力安全・保安

院に対して中間報告をし，同月２４日に新耐震指針及び前記バックチェック

に基づく主張をしているのであるから，この主張は時機に後れた攻撃防御方

法とならない。

２ 震源を特定せず策定する地震動

(1) 被控訴人らの主張

控訴人は，新耐震指針に基づき 「震源を特定せず策定する地震動」とし，

て，マグニチュード６．８を想定すれば足りるとしている。しかしながら，

そもそも新耐震指針は，地表地震断層が明瞭に現れずにマグニチュード７．

３の規模で発生した兵庫県南部地震及び鳥取県西部地震を全く考慮していな

いし，現実の地震が原子力発電所の耐震設計で計算された地震動を大きく超

える影響を与える事実は，兵庫県南部地震，２００５年宮城県南部地震，平

成１９年（２００７年）能登半島地震（以下「能登半島地震」という ）及。

び新潟県中越沖地震で明らかになっている。また，地表地震断層の発生確率

は，マグニチュード７．３で５０パーセントであり，かつ，断層の確認され

ていないところでも，その規模の地震が多数発生していることは，学界でも

通説となっており，マグニチュード７．３以下の地震では地表地震断層が出

現しないことが多いというのが最新の知見であり，この知見は，原子力安全

委員会原子力安全基準・指針専門部会耐震指針検討分科会（以下「分科会」
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という ）においても承認されている。たしかに地震調査研究推進本部地震。

調査委員会（以下「地震調査委員会」という ）は，平成１７年３月２３日。

作成，平成１８年９月２５日改訂の「確率論的地震動予測地図の説明」の中

で，活断層が特定されていない場所で発生する地震の規模として，本件原発

が存在する領域につきマグニチュード６．８としているが，それはあくまで

活断層との対応が明確でない過去の地震をそのまま最大のものとして採用し

ているにすぎないものである。新耐震指針で想定したマグニチュード６．８

という規模は，電力会社が発電所を建設しやすいようにするために設定され

た妥協的最低線にすぎず，学問的にも間違いであり，ましてや原発震災とい

う未曾有の被害を防止するための基準としては，全く不十分である。また，

控訴人は，震源を特定せず策定する地震動として，加藤研一ほか「震源を事

前に特定できない内陸地殻内地震による地震動レベル―地質学的調査による

地震の分類と強震動観測記録に基づく上限レベルの検討―」に基づく応答ス

。 ，ペクトル（以下「加藤スペクトル」という ）を用いているが，この見解は

原子力安全委員会においても疑問が呈されており，その信頼性は全く検証さ

れていない。松田時彦東京大学地震研究所教授（以下「松田教授」とい

う ）は 「最大地震規模による日本列島の地震分帯図」において，北陸帯。 ，

における最大期待地震規模をマグニチュード７と１／２としており 「新編，

日本の活断層」でもそれを採用しているから，本来の安全性を検討するため

には，マグニチュード７．３の地震を想定すべきである。また，震源を特定

せず策定する地震動の応答スペクトルの妥当性の確認は，最新の知見に照ら

して地点ごとに個別に行うべきものであるところ，控訴人は，前記確認に際

し，能登半島地震の結果を考慮していないから妥当でない。

(2) 控訴人の主張

ア 控訴人は，本件原子炉施設のバックチェックに際し，各種調査手法の特

徴を生かし，それらを組み合わせて活断層等を調査した上，詳細な調査を
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行っても地震の規模が小さいために把握できない震源断層が存在すること

を考慮して，震源を特定せず策定する地震動として，加藤スペクトルを用

い，本件原子炉施設の敷地（以下「本件敷地」という ）の地盤物性を考慮。

して応答スペクトルを策定した。

イ 控訴人は，加藤スペクトルを用いることについて，以下のとおり，地域

性に関する知見及び確率論的評価に基づいて検討を実施し，本件原子炉施

設のバックチェックにおける適用の妥当性を確認した。

(ア) 地域性に関する知見

原子力安全・保安院は，バックチェックに際し，新耐震指針をバック

チェックに反映するために，基本設計及び詳細設計で実施する内容に関

して，① 原子力事業者が新耐震指針に照らして耐震安全性を評価する

ための基準的な手法及び② 原子力事業者が行った評価結果を原子力安

全・保安院において確認するための基準を 「新耐震指針に照らした既設，

発電用原子炉施設等の耐震安全性の評価及び確認に当たっての基本的な

考え方並びに評価手法及び確認基準について （以下「バックチェックル」

ール」という ）に定めた。このバックチェックルールにおいては，震源。

を特定せず策定する地震動の応答スペクトルの妥当性の確認は，最新の

，知見に照らして地点ごとに個別に行うとされていることから，控訴人は

地域性に関する知見に照らし，加藤スペクトルを，本件原子炉施設のバ

ックチェックで適用することの妥当性について検討した。

地震調査委員会が平成１７年３月２３日に作成し，平成１８年９月２

５日に改訂した「全国を概観した地震動予測地図」の中では，本件敷地

が位置する能登地域について 「活断層が特定されていない場所で発生す，

る地震」の最大マグニチュードを，活断層と関連付けることが困難な地

震である１７２９年能登・佐渡の地震の諸元に基づいて，マグニチュー

ド６．８としている。この規模は，加藤スペクトルで考慮されている地
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震の最大規模であるマグニチュード６．８と同じものであり，地震の規

模という観点からは，本件原子炉施設のバックチェックにおいて震源を

特定せず策定する地震動として加藤スペクトルを用いることは，地域性

に関する知見に照らしても妥当なものである。

(イ) 確率論的評価

バックチェックルールにおいては，震源を特定せず策定する地震動の

応答スペクトルの妥当性の確認は，既往の研究成果や最新知見を踏まえ

た確率論的な評価等を参考とすることとし，その確率論的な評価の例と

して，① 地表に明瞭な痕跡を示さない震源断層に起因する震源近傍の

地震動についての確率論的な研究成果を踏まえた評価（地点を特定しな

い評価）及び，② 陸域で発生する地震のうち活断層が特定されていな

い場所で発生する地震の地域ごとの最大マグニチュードに関する研究成

果を踏まえた地震ハザード評価（地域性を考慮した個別地点ごとの評

価）を挙げている。そこで，控訴人は，バックチェックルールで確率論

的な評価の例として挙げられた知見と加藤スペクトルとを比較し，検討

を行った。その結果，加藤スペクトルを用いて策定した本件原子炉施設

の震源を特定せず策定する地震動は，最新知見を踏まえた確率論的な評

価からみても，原子炉施設の安全性を評価する上で，十分なレベルであ

ることが確認された。

ウ 兵庫県南部地震及び鳥取県西部地震は，いずれも既知の活断層から発生

した地震であるから 「震源を特定せず策定する地震動」において考慮す，

べき地震でない。能登半島地震も同様に震源を特定できる地震であるから，

「震源を特定せず策定する地震動」において考慮すべき地震でない。中央

防災会議「東南海，南海地震等に関する専門調査会」においても，活断層

が地表で認められない地震規模の上限につき，マグニチュード６．９とし

ている。また，兵庫県南部地震及び２００５年宮城県南部地震は，観測地



- 54 -

点の地盤条件や地震の地域特性に起因するものである。能登半島地震につ

いては，バックチェックにおいて策定した基準地震動Ｓｓの応答スペクト

ルは，同地震の際の本件原子炉施設での観測記録を，余裕をもって包絡し

ている。さらに，新潟県中越沖地震については，この地震の結果を前記基

準地震動Ｓｓの策定に際して適切に反映させている。

エ 被控訴人らは，地表断層の発生確率は，マグニチュード７．３でも５０

パーセントである旨主張するが，この数値は，潜在地震断層に着目し，そ

の地震動を確率的に評価することを目的として，潜在断層の地表への出現

率を一定の前提条件の基で算出したものであり，実際に活断層や地表断層

を調査し，そのデータに基づき出現確率を求めたものではないから，その

まま用いることはできない。

オ 被控訴人らは，松田教授が「最大地震規模による日本列島の地震分帯

図」において，北陸帯における最大期待地震規模をマグニチュード７と１

／２としていることにも言及するが，松田教授が根拠とするところは，既

知の活断層である邑知潟断層帯，金沢平野東縁断層帯及び過去の地震であ

る１７２９年能登半島地震であるから，震源を特定せず策定する地震動に

おいて，前記松田教授の文献を考慮することはできない。

３ 邑知潟断層帯等の評価

(1) 被控訴人らの主張

ア 控訴人は，新耐震指針に基づき，考慮すべき活断層の範囲を１２ないし

１３万年前以降に活動したものに限定しているが 「新編日本の活断層」，

は，２００万年前以降に活動したものを活断層と定義しており，地震調査

委員会も約２００万年前以降に活動したものを考慮すべきとしているし，

平成２０年５月に中国四川省で発生した地震（以下「四川大地震」とい

う ）を引き起こした断層も１２ないし１３万年前より以前に活動してい。

たものであるから，前記のように限定した根拠が明らかでない。



- 55 -

イ 控訴人は，坪山－八野断層は，邑知潟南縁断層帯とは別の断層帯として

評価している。しかしながら，松田教授が平成２年に発表した「最大地震

規模による日本列島の地震分帯図」で示した基準（以下「松田の基準」と

いう ）によれば，① ５キロメートル以内に他の活断層のない孤立した。

長さ１０キロメートル以上の活断層，② 走向方向に５キロメートル以内

の分布間隔をもってほぼ一線に並ぶほぼ同じ走向の複数の断層，③ ５キ

ロメートル以内の相互間隔をもって並走する幅５キロメートル以内の断層

群，④ その断層線の中点の位置が主断層から５キロメートル以上離れて

いる走向を異にする付随断層あるいは分岐断層は，いずれも起震断層とさ

れている。松田の基準によれば，坪山－八野断層と他の断層は５キロメー

トル以内に存在するものであるから，邑知潟断層帯は，坪山－八野断層も

含めて，将来的にも全体が一つの区間として活動する全長４４キロメート

ルのものとして考慮しなければならない。断層の向きが逆であっても同時

に動くことがあることは，既に濃尾地震，兵庫県南部地震，新潟県中越沖

地震及び岩手・宮城内陸地震で知られているところである。また，ほぼ直

線上に並んではいるが二つの断層がずれていたり，震源断層のみならず地

表断層が離れていても同時に動くことがあることは，濃尾地震，陸羽地震

及び三河地震で知られており，控訴人がその主張の根拠とする小島圭二東

京大学名誉教授（元同大学工学部教授）作成に係る鑑定書と題する書面

。 。（以下「小島鑑定意見書」という ）は，現実の地震の資料と合致しない

地震調査委員会は，平成１７年３月９日付けで発表した「邑知潟断層帯の

長期評価について」と題する報告において，邑知潟断層帯は，将来的にも

全体として一つの区間として活動すると推定され，その場合，発生する地

震の規模は，松田の基準を前提として，マグニチュード７．６程度と見積

もられるとしている。

ウ 控訴人は，野寺断層につき，その北側のかほく市野寺から宝達志水町河
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原付近における花崗岩及び中川砂岩層等の約４キロメートルの区間につい

て，邑知潟断層帯の一部としているが，その南側でも隆起が続いているか

ら，南側部分も邑知潟断層帯に含めて考えるべきである。原子力安全委員

会耐震安全性評価特別委員会が平成２０年６月１３日に作成した「活断層

等に関する安全審査の手引き」も 「後期更新世以降の累積的な地殻変動，

が否定できず，適切な地殻変動モデルによっても，断層運動が原因である

ことが否定できない場合には，これらの原因となる耐震設計上考慮する活

断層を適切に想定すること 「顕著な海岸隆起によって累積的な変位が」，

認められる地域では，弾性波探査によって断層が確認されない場合でも，

これを合理的に説明する適切な地形発達過程を検討する必要がある ，。」

「広域的な隆起等の変動についての要因を活断層に依らないものと判断す

る際には，その理由を明確にする必要がある 」としているところ，控訴。

人の重力探査では，宝達山より内高松の断層まで，重力の大きいところが

あることを示しており，この重力の大きい部分は，南にも延びている。ま

た，控訴人の反射法地震探査記録においても，夏栗側線での海側隆起の断

層以外でも野寺付近では勾配が大きいが，それ以外でも指江に至るまで中

川砂岩層上部が，わずかであるが丘陵隆起側に傾斜している。したがって，

邑知潟断層帯の全長は，約４４キロメートルとなる。

エ 邑知潟断層帯について，全長約４４キロメートルを前提に，マグニチュ

ード７．６，仮に震央距離を２１キロメートルとし，金井清東京大学地震

研究所教授が昭和３３年に発表した，岩盤上の地震動とマグニチュード及

び震源距離との関係式（以下「金井式」という ）を用いて，大崎スペク。

トル（大崎順彦東京大学工学部教授が昭和５４年に提案した，解放基盤表

面における速度応答スペクトル（地震動による応答速度の最大値と固有周

期との関係を表したもの ）をマグニチュードと震央距離とを変数として。

表したもの ）を求めると，邑知潟断層帯による地震動が新耐震指針にお。
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ける基準地震動Ｓｓを超えることは明らかである。

オ 耐専スペクトルでは，震源距離として，平均化した数値である等価震源

距離を用いることになるため，これに依拠する控訴人の主張では，邑知潟

南縁断層帯について，震源距離を，震源断層最短距離１８キロメートルの

倍以上にもなる３８．４キロメートルとしている。このことは，耐専スペ

クトルが地震動を過小評価するものであることを示すものである。現に耐

専スペクトルでは，震源距離が１００キロメートル程度までの中距離の場

合には，地震動が過小評価されることが明らかになっている。

カ 控訴人は，耐専スペクトルでは等価震源距離が近いほど敷地への地震動

の影響が大きくなるのであり，邑知潟断層帯を約４４キロメートルとして

地震動を評価するとしても，笹波沖断層帯（全長）による影響を下回るこ

とは明らかである旨主張するが，前記オのとおり，そもそも震源距離が近

い断層について等価震源距離を用いることはできないから，控訴人の前記

主張は妥当でない。震源距離が近い断層では等価震源距離を用いることが

できないことは，原子力安全委員会の耐震安全性評価特別委員会地震・地

震動評価委員会第６回会議において，入倉孝次郎委員長が指摘していると

ころである。

キ 控訴人は，司宏俊・翠川三郎「断層タイプ及び地盤条件を考慮した最大

加速度・最大速度の距離減衰式」日本建築学会構造系論文集第５２３号

（１９９９年 （以下「司・翠川（１９９９ 」という ）や大野晋ほか） ） 。

「カリフォルニア強震記録に基づく水平動・上下動の距離減衰式と日本の

内陸地震への適用」日本建築学会構造系論文集第５４４号（２００１年）

（以下「大野ほか（２００１ 」という ）などの距離減衰式においても） 。

等価震源距離が用いられている旨主張するが，前者においては，等価震源

距離と断層最短距離の二つの方式が用いられている上，等価震源距離は，

これを定義するためには断層面でのすべり量の分布が必要であるとの前提
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条件付きで用いられている。しかるに，控訴人は，すべり量の分布につい

て全く検討を行っていない。また，後者の筆者である大野及び控訴人がそ

の主張の根拠とする鑑定書の筆者である太田外氣晴足利工業大学総合研究

センター研究員（以下「太田研究員」という ）は，いずれも等価震源距。

離の提唱者であるから，大野の論文及び太田研究員作成の鑑定書と題する

書面（以下「太田鑑定意見書」という ）は，いずれも等価震源距離の正。

当性を裏付けるものではない。

ク 控訴人は，笹波沖断層帯（全長）の耐専スペクトルの評価に際し，内陸

補正を行った場合，能登半島地震の観測記録と整合しないことから，内陸

補正を行わないこととしているが，これは，内陸補正を行った場合，過小

評価となることを示すものである。邑知潟断層帯においては，地震観測記

録がなく，観測記録と内陸補正を行った場合の整合性を検討できないため，

耐専スペクトルによる評価は過小評価となるおそれがある。

ケ 控訴人は，新耐震指針に基づく耐震安全性評価（バックチェック）結果

の中間報告書（以下「本件中間報告書」という ）において，邑知潟断層。

帯の全長を４４キロメートルとして地震調査委員会のレシピを前提に断層

モデルによる計算も行っている。しかしながら，もともと断層モデルは，

当該想定震源断層域における実際の地震観測記録がない限り過小評価を免

れないものであり，このことは，宮城県沖地震や鳥取県西部地震の際に明

らかになっている。また，断層モデルによる計算は，アスペリティの総面

積が重要であるところ，控訴人がアスペリティの総面積を求める際に用い

た「短周期レベルによる評価法」は，想定する地震の震源域で成り立つ保

証がないものである。そのため，前記レシピにおいては，内陸地震による

アスペリティの総面積Ｓａが断層総面積Ｓにおいて占める割合も参照する

こととしているところ，この手法では，アスペリティの平均応力降下量は

控訴人が適用した短周期レベルによる評価法から算定した平均応力降下量
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の２倍以上になる。したがって，断層モデルによる控訴人の前記計算は妥

当でない。

(2) 控訴人の主張

ア 控訴人は，バックチェックにおいて，詳細な調査に基づき，活動性や地

質構造との関連，セグメント区分，グルーピングの合理的な判断に基づい

て，邑知潟断層帯について，以下のとおり，邑知潟南縁断層帯（約３４キ

ロメートル）及び坪山－八野断層帯（約１０キロメートル）を耐震設計に

おいて考慮した。すなわち，邑知潟断層帯の北部は，宝達志水町竹生野か

ら七尾市佐野町付近に至る石動山北西縁に位置し，同区間では三つの背斜

構造（南から志雄地塊の背斜構造，鹿島地塊の背斜構造及び七尾地塊の背

斜構造）が認められ，各背斜構造の活動性等の違いに着目した場合，各背

斜構造の間で異なる活動区間に区分される可能性があるが，控訴人は，安

全評価上，中期更新世には活動が終了したと判断される宝達志水町竹生野

から同町荻市の区間も含めて，かほく市野寺から七尾市佐野町に至る約３

４キロメートル区間について，邑知潟南縁断層帯として耐震設計に考慮す

るものとした。一方，坪山－八野断層については，邑知潟南縁断層帯とず

れの向きが逆（坪山－八野断層は西側隆起の逆断層であるのに対し，邑知

潟南縁断層帯は東側隆起の逆断層である ）であり，それぞれの断層面は地。

下深部では離れていくと考えられることから，坪山－八野断層は，邑知潟

南縁断層帯とは別の断層帯であると評価した。邑知潟断層帯に関する控訴

人の前記評価については，小島鑑定意見書において，その妥当性が認めら

れている。

イ 被控訴人らは，新耐震指針において，考慮すべき活断層の範囲を１２な

いし１３万年前以前に活動したものに限定していることを問題とする。し

かしながら，新耐震指針における「活断層」は 「最近の地質時代に繰り，

返し活動し，将来も活動する可能性のある断層」と定義されているところ，
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「最近の地質時代」は，地質時代区分の観点から後期更新世と考えられる

し，最終間氷期の活動の有無，すなわち，概ね１２ないし１３万年前以降

の活動の有無によりその認定が可能であることは，新耐震指針の改訂を行

った分科会の構成員である地質学，地震学，地震工学等の専門家の意見の

一致するところである。また，四川大地震を引き起こした断層については，

独立行政法人産業技術総合研究所（以下「産総研」という ）活断層研究。

センターにおいて，後期更新世以降も活動していたことが報告されている。

したがって，被控訴人らの前記主張には理由がない。

ウ 地震調査委員会は，邑知潟断層帯について，古府断層から石動山断層を

通り内高松付近の断層に至る全体として南東側が隆起する逆断層を主断層

とし，北西側隆起の坪山－八野断層等を前記主断層と地下で交差する断層

面を持つ副次的な断層と解釈している。しかしながら，控訴人がバックチ

ェックにおいて詳細な調査を行った結果，内高松付近の断層は認められな

かったから，坪山－八野断層帯は副次的な断層とはなり得ない。また，５

キロメートル以内に断層が近接して分布していても，ずれの向きが逆であ

り，地下深部では断層面が離れていくと判断されるものについては，地震

調査委員会においても別の断層帯として評価されている。したがって，こ

の点においても被控訴人らの主張には理由がない。

エ 被控訴人らは，断層の向きが逆であっても同時に動く可能性がある例と

して濃尾地震，兵庫県南部地震，新潟県中越沖地震，岩手・宮城内陸地震，

陸羽地震及び三河地震等を挙げる。しかしながらこれらの地震は，いずれ

も断層面が連続的に分布する断層か，地下深部で断層面が交差する断層と

評価されるものであり，邑知潟南縁断層帯と坪山－八野断層帯のように，

断層面が走向方向に連続的に分布しておらず，地下深部で断層面が離れて

いくという事例ではないから，これらの地震をもって邑知潟南縁断層帯と

坪山－八野断層帯が同時に動くということはできない。したがって，邑知
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潟断層帯は，坪山－八野断層帯も含めて全体が一つの区間として活動する

全長４４キロメートルのものとして考慮しなければならないとする被控訴

人らの主張には理由がない。

オ 仮に邑知潟断層帯の全長を約４４キロメートルとして耐専スペクトル

（応答スペクトルに基づく地震動評価についてバックチェックルールにお

いて要求された，① 解放基盤表面の地震動として評価できること，②

震源の拡がりが考慮できること，③ 敷地における地震観測記録を用いて

地震発生様式，地震波伝播経路等に応じた諸特性が考慮できること，④

水平方向及び鉛直方向の地震動が評価できること，の４要件を満たす手法

として，Ｎｏｄａ，Ｓ．ｅｔ ａｌ「ＲＥＳＰＯＮＳＥ ＳＰＥＣＴＲＡ

ＦＯＲ ＤＥＳＩＧＮ ＰＵＲＰＯＳＥ ＯＦ ＳＴＩＦＦ ＳＴＲＵ

ＣＴＵＲＥＳ ＯＮ ＲＯＣＫ ＳＩＴＥＳ （以下「Ｎｏｄａ ｅｔ」

ａｌ （２００２ 」という ）で提案された，地震観測記録に基づき策定． ） 。

された距離減衰式による経験的な方法 ）を用いて地震動を評価するとし。

ても，控訴人が検討用地震として選定した笹波沖断層帯（全長）による地

震動と比較すれば，想定される地震の規模は同等（マグニチュード７．

６）である上，断層面の傾斜は，笹波沖断層帯（全長）及び邑知潟断層帯

はいずれも南東傾斜であるが，本件敷地との位置関係からは，笹波沖断層

帯（全長）の断層面が本件敷地に向かってくる方向であるのに対し，邑知

潟断層帯の断層面は本件敷地から離れていく方向となっていることから，

等価震源距離は笹波沖断層帯（全長）の２２．１キロメートルをはるかに

超えるものとなる。耐専スペクトルでは等価震源距離が近いほど敷地への

地震動の影響が大きくなるのであり，邑知潟断層帯を約４４キロメートル

として地震動を評価するとしても，笹波沖断層帯（全長）による影響を下

回ることは明らかであるから，本件原子炉施設の耐震安全性評価に何ら影

響を与えるものではない。
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カ 被控訴人らは，邑知潟断層帯の耐専スペクトルによる等価震源距離は，

震源断層最短距離の倍以上となるから，耐専スペクトルは，地震動を過小

評価するものである旨主張する。しかしながら，耐専スペクトルに用いら

れている等価震源距離とは，断層面の拡がりや傾斜，アスペリティを考慮

できる距離であり，建築学会等でも有用性が認められている広く一般的な

， ，考え方である。この点，太田鑑定意見書において 「この等価震源距離は

震源の拡がりの効果を点震源と仮定した従来からの距離減衰式の形を大き

く変えることなく表現できるとともに，震源断層面のアスペリティ分布も

評価可能であることから，有効な考え方で適応性が広い。なお，近年，司

・翠川（１９９９）や大野ほか（２００１）などの距離減衰式においても

この等価震源距離が用いられている。したがって，等価震源距離を用いる

耐専スペクトル手法は震源の面的な拡がりを考慮して地震動を求めること

ができるものといえる 」として，その有効性を認めている。また，被控。

訴人らは，耐専スペクトルでは，震源距離が中距離の場合には，地震動が

過小評価される旨主張する。しかしながら，地震動評価としての耐専スペ

クトルの適用に当たっては 「原子力発電所耐震設計技術指針 基準地震，

動策定・地質調査編 ＪＥＡＧ４６０１－２００７ （以下「ＪＥＡＧ」

（２００７ 」という ）において 「敷地に多数の観測記録がある場合に） 。 ，

は，耐専スペクトルによる地震動評価結果と比較の上，敷地固有の評価を

行うこととする 」とされており，控訴人も，各地震による耐専スペクト。

ルと本件敷地での観測記録のはぎとり波（地震計により観測された地震波

から，解析によりその観測位置より上部にある地盤や建物の影響を取り除

いた地震波のこと ）の応答スペクトルとの比率を算定して，本件敷地固。

有の評価を行っている。その結果，等価震源距離２００キロメートル程度

以下の１８の地震の観測記録による比率の平均値は，耐専スペクトルにお

いて内陸地殻内地震の場合に地震動を低減できる内陸補正係数の形状とほ
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ぼ整合しているものの，本件敷地に比較的近い能登半島地震の観測記録で

は，内陸補正係数を用いない方が整合することから，検討用地震の耐専ス

ペクトルの手法を用いた地震動評価に当たっては，内陸補正係数による低

減は行わなかった。かかる控訴人の評価は，太田鑑定意見書においても，

その妥当性が認められている。

キ 地震調査委員会のレシピは，長大な断層の評価に際しては，内陸地震に

よるアスペリティの総面積Ｓａが断層総面積Ｓにおいて占める割合も参照

するとしているから，いかなる断層の評価においても参照するとしている

わけではない。

４ 酒見断層・富来川南岸断層・笹波沖断層帯・福浦断層等の評価

(1) 被控訴人らの主張

ア 酒見断層

控訴人は，酒見断層について，海底断層への連続性を否定している。し

かしながら，そもそも海底音波探査ですべての断層が明らかになるもので

はないことは，能登半島地震及び新潟県中越沖地震でも明らかになってい

る。控訴人は，酒見断層の海域への延長が認められない根拠として，中位

段丘Ⅰ面に変位が認められないことを主張するが，この中位段丘Ⅰ面の形

成が極めて古いものであることを立証していないから，控訴人の主張には

意味がない。

仮に酒見断層が海底断層までつながっていないとしても，１５８６年畿

内・東海・東山・北陸諸道の地震（以下「１５８６年天正地震」とい

う ，１５９６年慶長伏見地震，１６６２年寛文近江若狭地震，濃尾地。）

震及び兵庫県南部地震などの例からも明らかなように，単独では小さな地

震の原因としかならないと考えられていた断層が連動して活動する可能性

があることを考慮すべきであり，その見地から，酒見断層，その延長線上

にあるＦ－２０断層，１８９２年１２月９日及び同月１１日に連続して起
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きた二つの地震の震源位置並びにその南方に南北軸を持つ長さ約６キロメ

ートルの背斜を一つの断層帯として評価すると，その総延長は２９キロメ

ートルに及び，これによって起こる地震の規模は，松田の基準によれば，

マグニチュード７．３が予想される。控訴人は，旧耐震指針における基準

地震動の策定の際に設計用最強地震として選定した前記１８９２年１２月

９日の地震を全く考慮しておらず，不当である。

また，対応する地表地震断層が確認されていないから起こり得ないとほ

ぼ確実にいえる内陸地殻内地震の規模はマグニチュード７．２ないし７．

３以上というべきであるから，地表に断層がある場合には，その地表で確

認できる長さが短い場合でも，地下により長い震源断層が存在していると

予想すべきである。控訴人は，酒見断層について，地震の規模をマグニチ

ュード６．９としているが，同断層は，約９．１キロメートルの地表断層

が発見されているのであるから，安全評価上，マグニチュード７．３程度

の地震が発生する可能性が高いと考えるのが相当である。

イ 富来川南岸断層

富来川南岸断層は，数多くの文献において活断層と認められているし，

控訴人が実施した表土剥ぎ調査の露頭（ＴＮ－２）を観察すると，法面に

現れている岩稲階の穴水累層を切る断層が確認でき，その上方先端は更に

古期扇状地堆積層の半ばまで切っているのが読み取れる。そして，古期扇

状地堆積層は後期更新世のものとされることから，その活動時期は，１３

万年前以降９．５万年前までの間であり，耐震設計上考慮する必要がある。

そして，活断層研究会において，その長さが２キロメートルとされており，

控訴人自身も，本件中間報告書において，変動地形の可能性のある地形及

び地殻変動に起因する可能性があるリニアメント（以下「リニアメント・

変動地形」という ）が長さ６キロメートルに及ぶとしていること，本件。

敷地からわずか８ないし９キロメートルの地点に位置することから，安全
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評価上，マグニチュード７．３程度の地震が発生する可能性が高いものと

考えるのが相当である。

ウ 笹波沖断層帯

控訴人は，能登半島地震の震源断層を，従来のＦ－１４断層及びＦ－

１５断層を含む笹波沖断層帯（東部）約２１キロメートルと評価している。

しかしながら，余震域の幅が震源断層の長さに対応すると考えると，能登

半島地震の震源断層の長さは，約４５キロメートルと推測され，Ｆ－１４

断層ないしＦ－１６断層の三つの断層が同時に動いた可能性が高いから，

控訴人の前記評価は誤りである。また，控訴人は，笹波沖断層帯を東部と

西部に分けて評価しているが，これらはつながっているから，一体として

評価すべきである。

控訴人は，他方で，笹波沖断層帯の東部と西部を安全評価上，一体と

して扱い，耐専スペクトルを用いて評価している。しかしながら，控訴人

は，能登半島地震の震源断層を笹波沖断層帯（東部）としているところ，

能登半島地震のはぎとり波による応答スペクトルは，周期０．２秒よりわ

ずかに短い周期帯において１０００ガルを超えている。これに対して，控

訴人が耐専スペクトルの手法で算定した笹波沖断層帯（東部）の応答スペ

クトルは，周期０．２秒辺りで約５００ガルであり，前記能登半島地震の

はぎとり波による応答スペクトルの約２分の１にとどまっている。したが

って，耐専スペクトルは地震動を過小評価するものであり，耐専スペクト

ルを用いた控訴人の前記評価は妥当でない。

エ 福浦断層

控訴人は，福浦断層について，活動が後期更新世に及んでおらず，耐震

設計上評価する必要がないとしているが，地層の年代評価法である Ｃ年１４

代測定法及び広域テフラによる対比法による年代評価を行っていない上，

その活動時期が後期更新世に及んでいないとする唯一の客観的データとい
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うべき遊離酸化鉄分析のデータの公開を行っていない。本件設置変更許可

申請書第３．２-１７図露頭スケッチ〔 乙６（添６－３－１３７ 〕によれ（ ）

ば，粘土質砂礫層ⓑが断層を不整合に覆っているのが確認でき，ⓑ層から

判断すると，断層の活動した時期は３ないし４万年以前であるとするのが

合理的，科学的である。現に 「新編日本の活断層」においても，福浦断，

層は，長さ２．５キロメートルの断層とされている。したがって，控訴人

の前記評価は妥当でない。

(2) 控訴人の主張

ア 酒見断層

酒見断層については，リニアメント・変動地形の南端付近を横断して分

布する中位段丘Ｉ面の旧汀線高度（現在の海水準とは異なる高度に存在す

る過去の海水準）がほぼ連続しており，そこに変位が認められないことか

ら，海域へは延長していないものと判読し，さらに，南方延長の海上音波

探査においても断層が認められないことを確認している。被控訴人らが取

り上げる１８９２年の地震については，科学的な地震観測が行われておら

ず，その震央も被害状況等から推測されたものであるから，震央との関係

で活断層の有無を議論することはできない。また，兜岩沖断層（従来のＦ

－２０断層）については，中期更新世に形成されたＢ 層から下位の地層に2

推定される断層であり，後期更新世に形成されたＢ 層に変位・変形を与え１

ていないことから，耐震設計上考慮する必要はないと評価し，断層の傾き

も酒見断層と逆で，同断層から１０キロメートル程度離れており，海上音

，波探査の結果，両断層をつなぐような断層も認められなかった。その結果

志賀町西海風戸から輪島市門前町舘分付近までの約９．１キロメートル区

間について，耐震設計上考慮するものとした。その上で，長さが短い孤立

した活断層については，震源断層面が地表の長さ以上に拡がっている可能

性を評価することとし，その長さは，震源断層面の幅が，地震発生層の深
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さ（本件敷地周辺の微小地震等の深さの方向の分布状況に基づき，その上

限深さを３キロメートル，下限深さを１８キロメートルとして想定）及び

傾斜角（活断層の調査等から傾斜角を６０度として設定）から，１７．３

キロメートルとなるので，安全評価上，１７．３キロメートルとし，この

長さから地震の規模をマグニチュード６．９と設定した。また，本件敷地

までの距離については，前記のとおり算定した震源断層面の幅から等価震

源距離１５．８キロメートルを算定した。酒見断層及び兜岩沖断層（従来

のＦ－２０断層）に関する控訴人の前記評価については，小島鑑定意見書

も，その妥当性を認めている。被控訴人らは，単独では小さな地震の原因

としかならないと考えられていた断層が連動して活動した例として１５８

６年天正地震，１５９６年慶長伏見地震，１６６２年寛文近江若狭地震，

濃尾地震及び兵庫県南部地震を挙げるが，前３者の地震はいずれも古い地

震であり，関連する活断層について種々の見解があるし，濃尾地震及び兵

庫県南部地震については，酒見断層と兜岩沖断層（従来のＦ－２０断層）

のように１０キロメートル程度も離れた断層が一つの活断層として活動し

た事例ではないから，被控訴人らの主張には理由がない。

イ 富来川南岸断層

控訴人は，富来川南岸断層について，バックチェックに際し，以下のと

おり，詳細な調査に基づき評価を行っている。最新の知見を反映した社団

法人土木学会原子力土木委員会「原子力発電所の立地多様化技術（追補

版 」や井上大榮ほか「２０００年鳥取県西部地震震源域の活断層調査」）

等のリニアメント判読基準を参考に，敷地周辺陸域の地質・地質構造を考

慮して，段丘面・扇状地面等の平坦面上の判読要素等について更に充実さ

せたリニアメント・変動地形判読基準（以下「新リニアメント判読基準」

という ）によれば，志賀町和田東方から同町富来地頭町までの約６キロ。

メートルの区間にリニアメント・変動地形が判読された。志賀町東小室西
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方では，リニアメント・変動地形は富来川左岸の急崖とその基部に分布す

る古期扇状地との境界に位置し，前記リニアメント・変動地形を横断して

トレンチ調査を実施した結果，古期扇状地堆積層及び穴水累層に断層は認

められなかった。さらに，その北東方の急崖の傾斜変換部で判読したリニ

アメント・変動地形を横断して表土剥ぎ調査を実施した結果，穴水累層の

安山岩にリニアメント・変動地形に対応する断層は認められなかった。ま

た，このリニアメント・変動地形として判読した急崖については，丘陵基

部の平野下に伏在する断層に起因して形成された可能性があるが，リニア

メント・変動地形の両側に分布する中位段丘Ⅰ面に分布高度差が認められ

ないことから，その活動は中位段丘Ⅰ面形成以降に及んでいないと考えた。

以上の調査結果を踏まえ，富来川南岸断層については，少なくとも後期更

新世以降の活動が問題となるものではないと評価した。

被控訴人らは，控訴人が実施した表土剥ぎ調査の露頭（ＴＮ－２）を観

察すると，法面で穴水累層を切る断層が確認でき，その上方先端はさらに

古期扇状地堆積層の半ばまで切っている旨主張する。しかしながら，被控

訴人らが古期扇状地堆積層としている地層は，ＴＮ－２の範囲に分布する

ものではなく，正しくは，その性状から，穴水累層の凝灰角礫岩や礫岩と

判断されるものである。また，被控訴人らが穴水累層中の断層とするもの

は，シーム（岩盤中にある粘土あるいは岩片混じりの粘土からなる薄い連

。 ，続性のある弱層 ）として捉えていたものである。このシームについては

穴水累層中にとどまっており，さらに，その上方延長部で穴水累層を覆う

新第三紀の地層である礫岩はほぼ水平に分布し変位・変形は認められない。

したがって，シームについては，そもそもリニアメント・変動地形に対応

するものではないが，その活動性に関しても問題とならないことは明らか

である。以上によれば，富来川南岸断層について，後期更新世の活動があ

るとする被控訴人らの主張は失当である。
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ウ 笹波沖断層帯

控訴人は，笹波沖断層帯について，バックチェックに際し，文献調査，

控訴人において実施した海上音波探査に加えて，各種研究機関等が実施し

た海上音波探査等の調査結果を総合的に検討するとともに，活断層の評価

に当たっては，活断層の活動性や地質構造との関連，活断層の形態等に基

づき，セグメント区分やグルーピングの合理的判断に基づき，評価すべき

活断層の長さを適切に判断し，以下のように評価した。すなわち，① 能

登半島地震後に実施した反射法地震探査及び余震解析等の結果，笹波沖断

層帯（東部）とほぼ同じ位置に能登半島地震の震源断層が図示されている

こと，② 笹波沖断層帯（東部）と笹波沖断層帯（西部）とは，地質構造

や最新活動時期に違いがあることから，笹波沖断層帯は，東部と西部の二

つの活動区間に分かれて活動してきたものと推測され，今後も二つの区間

に分かれて活動するものと推定した。

笹波沖断層帯（東部）については，海岸線から輪島市門前町浦上付近ま

での区間を含めた約２１キロメートル区間を能登半島地震の震源断層とし

て，耐震設計上考慮した。この長さから松田の基準を用いて，地震の規模

をマグニチュード７．０，本件敷地までの距離については，等価震源距離

２２．１キロメートルを算定した。

笹波沖断層帯（西部）については，安全評価上，約２２キロメートル区

間について耐震設計上考慮した。この長さから松田の基準を用いて，地震

の規模をマグニチュード７．１，本件敷地までの距離については，等価震

源距離２２．１キロメートルを算定した。

さらに，安全評価上，これらの二つの活断層が連動する場合を想定し，

笹波沖断層帯（全長）として，地震の規模をマグニチュード７．６，本件

敷地までの距離を等価震源距離２２．１キロメートルと算定した。

被控訴人らは，余震域の幅から，能登半島地震の震源断層が４５キロメ
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ートルになる旨主張する。しかしながら，震源断層の長さは余震域の幅の

。みをもって判断するものではないから，被控訴人らの主張は妥当ではない

現に被控訴人らが引用する国土地理院の公表資料「平成１９年（２００７

年）能登半島地震を起こした震源断層の姿」においても，震源断層の長さ

は，２１．２キロメートルとされている。被控訴人らは，笹波沖断層帯の

東部と西部はつながっているから一体として評価すべきである旨主張する

が，つながっていることに関する地質学的な根拠を挙げることなく，単に

つながる可能性を主張するにすぎないから，失当である。

また，耐専スペクトルの手法は，地震学及び地震工学の最新の知見を踏

まえて高度化されたものであって，応答スペクトル法として地震動がより

精度よく評価できることの特徴を有しており，かつ，バックチェックルー

ルの要求を満たすものである。太田鑑定意見書も，耐専スペクトルについ

て 「現在の地震学及び地震工学の最新の知見を反映して策定されており，，

地震動評価に係る手法として有効で，またバックチェックルールの要求事

項にすべて対応している」とするとともに，本件原子炉施設のバックチェ

ックに用いることについても 「考慮する地震の規模，距離は耐専スペクト，

ル手法の適用範囲にあり，適切な地震観測記録を収集して地域補正係数が

適切に算出されている」として，その妥当性を認めている。被控訴人らの

いう笹波沖断層帯（東部）の耐専スペクトル評価は，検討用地震の選定に

おいて，各地震の本件敷地での相対的影響を検討するために算定した検討

過程のものであって，かかる評価自体は地震動評価に用いられたものでは

ない。さらに，耐専スペクトルに基づく手法により策定した基準地震動Ｓ

ｓ－１は，検討用地震である笹波沖断層帯（全長）による地震及び震源を

特定せず策定する地震動の応答スペクトルを包絡するとともに，能登半島

地震のはぎとり波による応答スペクトルを，余裕をもって包絡している。

エ 福浦断層
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活断層の最新活動時期については，断層露頭の状況から上載地層への断

層変位の影響を適切に判断し，その影響を受けていない上載地層のうち最

も古い地層により堆積時期を判断する。受堤北方の山腹の断層露頭では，

断層が認められた安山岩のくぼみ部分を礫混じり粘土からなるⓒ層が埋積

しており，さらに，この安山岩及びⓒ層を，これらよりも新しく堆積した

，ⓑ層が覆っていることから，この２層が上載地層となる。ⓒ層については

安山岩とⓒ層の境界に断層変位を受けた形跡が認められないから，断層に

よる影響は及んでおらず，福浦断層の活動性は，ⓒ層をもって評価できる

ことになる。ⓒ層中には， Ｃ年代測定法を用いるために必要な炭素系試１４

料も広域テフラによる対比法を用いるために必要な火山灰も存在しなかっ

たことから，地層の年代を評価する上で有効な指標の一つである赤色土壌

に着目し，赤色土壌化の度合いを定量的に把握するために遊離酸化鉄の分

析を実施した結果，ⓒ層は，少なくとも下末吉期以前の堆積物と考えられ

た。そして，前記のとおり，ⓒ層には断層による影響は及んでおらず，周

辺に分布する高位段丘面にリニアメント・変動地形を挟んで系統的な高度

差が認められないから，福浦断層は，後期更新世以降に活動が及んでいな

いと判断し，耐震設計上考慮する必要がないと評価した。被控訴人らは，

遊離酸化鉄分析データの公開を行っていない旨主張するが，同データは，

本件中間報告書に添付している。

５ 耐専スペクトルの手法，断層モデルを用いた手法による地震動評価

(1) 被控訴人らの主張

ア 耐専スペクトルの手法は，４４個の地震観測記録に基づいて定められた

方法であるところ，そのうち３２個がプレート間地震で，内陸地殻内地震

は残りの１２個にすぎないから，内陸地殻内地震の観測記録が少なく，主

としてプレート間地震の観測記録に基づく方法である。そして，震源断層

から出る短周期地震動の強さは，内陸地殻内地震を１とすると，プレート
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間地震で２程度とされていることから，耐専スペクトルの手法においては，

内陸地殻内地震については，内陸補正を行うこととなっている。

ところが，控訴人は，前記３(1)クのとおり，笹波沖断層帯（全長）の

耐専スペクトルの評価に際し，内陸補正を行った場合，能登半島地震の観

測記録と整合しないことから，内陸補正を行っていない。また，同じく内

陸地殻内地震であった新潟県中越沖地震においても，内陸補正を行った場

合に観測記録と整合しないことが明らかになっている。これらのことは，

耐専スペクトルの手法が，内陸地殻内地震に適合しないことを示すもので

ある。

イ 耐専スペクトルの基となった４４個の地震観測記録のうち，マグニチュ

ード７以上のものは，マグニチュード７．０のもの１個にすぎず，内陸地

殻内地震に限れば，すべてマグニチュード６．８以下であるから，耐専ス

ペクトルの手法は，地震動を過小評価する危険性をはらんでいる。

ウ 耐専スペクトルの手法は経験式であるにもかかわらず，その基となった

４４個の地震観測記録の等価震源距離は，内陸地殻内地震では，マグニチ

ュード６．７で２６キロメートル，マグニチュード６．５で３４キロメー

トルのものがあるほかは，いずれも６０キロメートル以上のものであり，

近距離地震のデータが少なく，経験式の妥当性が実証されておらず，地震

動を過小評価する危険性がある。

エ 耐専スペクトルが震源距離として用いる等価震源距離は，前記３(1)オ

のとおり，震源距離が１００キロメートル程度までの中距離の場合には，

地震動を過小評価するものであるし，同キのとおり，一般的な手法とはい

えず，その正当性は認められていない。耐専スペクトルを考案した野田静

男も耐専スペクトルの手法が地域性を有するものであることを認めている。

オ 断層モデルを用いた手法による地震動評価は，前記３(1)ケのとおり，

当該想定震源断層域における実際の地震観測記録がない限り過小評価を免
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れないものである。

(2) 控訴人の主張

ア 耐専スペクトルの手法は，前記４(2)ウのとおり，地震学及び地震工学の

最新の知見を踏まえて高度化されたものであって，応答スペクトル法とし

て地震動がより精度よく評価できることの特徴を有しており，かつ，バッ

クチェックルールの要求を満たすものであり，太田鑑定意見書も，その妥

当性を認めている。

イ 耐専スペクトルに用いられている等価震源距離とは，前記３(2)カのと

おり，断層面の拡がりや傾斜，アスペリティを考慮できる距離で，建築学

会等でも有用性が認められている広く一般的な考え方であり，現に司・翠

川（１９９９）や大野ほか（２００１）などの距離減衰式においても用い

られており，太田鑑定意見書もその有効性を認めている。

ウ 被控訴人らは，耐専スペクトルでは，震源距離が中距離の場合には，地

震動が過小評価される旨主張する。しかしながら，控訴人は，邑知潟断層

帯の地震動評価について耐専スペクトルを適用するに際し，前記３(2)カ

のとおり，ＪＥＡＧ（２００７）に従い，各地震による耐専スペクトルと

本件敷地での観測記録のはぎとり波の応答スペクトルとの比率を算定して，

本件敷地固有の評価を行っており，この地震動評価は，太田鑑定意見書に

おいても，その妥当性が認められている。

エ 断層モデルを用いた手法による地震動評価は，震源の破壊過程や地震波

の伝播特性等がモデル化されるため，個別の地震の特性をより現実的かつ

詳細に評価できる手法である。新耐震指針においても 「震源が敷地に近，

く，その破壊過程が地震動評価に大きな影響を与えると考えられる地震に

ついては，断層モデルを用いた手法を重視すべきである 」としている。。

６ 本件原子炉施設の耐震安全余裕

(1) 被控訴人らの主張
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一般的に構造物の設計において安全余裕があるのは，設計上の不確かさ，

材料のばらつき，施工時に生じる不均一性及び経年劣化から当然のことであ

り，何ら特別なものではない。本件原子炉施設の基本設計段階の余裕につい

ては，現実に発生した能登半島地震に照らせば，設計用限界地震の選定自体

が誤っており，その結果，策定された基準地震動Ｓ は過小であるから，余裕２

はない。降伏応力と許容応力との差，極限応力と許容応力との差は工学的に

。必要な安全しろであり，許容値の設定における余裕は安全余裕とはいえない

詳細設計段階の余裕についても，そもそも策定された基準地震動Ｓ 自体が過２

小なものであるから，発生応力値が許容値を超えることも否定できないので

あり，安全余裕とはいえない。建設段階の余裕についても，原子炉施設の建

設に使用する諸材料が日本工業規格等の基準を満たす仕様であることは当然

であり，安全余裕ではない。

控訴人は，能登半島地震及び新潟県中越沖地震を踏まえて，本件原子炉施

設の更なる耐震裕度の向上のための工事を行った旨主張するが，もともと本

件原発は旧耐震指針に基づき設計・建築されているから，その耐震強度を，

新耐震指針を満たすように１．２ないし１．６倍も補強することが可能であ

るかは疑問である。

(2) 控訴人の主張

本件原子炉施設の建設に当たっては，基本設計段階，詳細設計段階及び建

設段階の各段階においてそれぞれ余裕を設定しているので，仮に想定を超え

る地震動が発生したとしても，直ちに本件原子炉施設の建物・構築物や機器

・配管系に安全上の影響が出ることはない。また，２００５年宮城県南部地

震による女川原子力発電所の事例や，大型振動台による実証試験の結果から

も，耐震指針に基づき設計・建設された原子炉施設が耐震安全性において十

分な余裕を有していることが実証されている。加えて，本件原子炉施設は，

能登半島地震を踏まえた耐震安全性の確認においても，十分な耐震安全余裕
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を有することが確認されている。さらに，控訴人は，本件原子炉施設の更な

る耐震裕度の向上のため，平成１８年１１月から平成２０年３月に掛けて，

耐震裕度向上工事を行っている。すなわち，まず，平成１８年１１月から平

成１９年９月に掛けて，配管サポート類や電線サポート類等について，補強

部材の取付け，より強い部材への取替え，新たなサポート類の追加等を実施

し，さらに，能登半島地震や新潟県中越沖地震の発生を踏まえ，平成１９年

１１月から平成２０年３月に掛けて，工事対象範囲を拡大して工事を実施し

た。その上で，バックチェックにおいては，より詳細かつ入念な地質調査に

基づき，より厳しく慎重な活断層評価を行った上で，不確かさ（ばらつき）

を十分考慮してより安全側の評価となるように基準地震動Ｓｓを策定し，こ

の基準地震動Ｓｓに対し，対象とする安全上重要な施設が耐震安全性にかか

る評価基準を満足しており，本件原子炉施設が旧耐震指針のみならず，新耐

震指針に照らしても十分な耐震安全性を有することを確認している。具体的

には，バックチェックの際の基準地震動Ｓｓの策定において，応答スペクト

ルに基づく手法による基準地震動Ｓｓ－１は，検討用地震として選定した笹

波沖断層帯（全長）の地震動を包絡する「震源を特定せず策定する地震動」

の応答スペクトルに対し，水平方向で１．２０倍ないし１．６０倍，鉛直方

向で１．３３倍ないし１．８５倍となっている。また，施設の耐震安全性評

価においては，安全上重要な建物・構築物（原子炉建屋，原子炉格納容器）

について，基準地震動Ｓｓによる最大応答せん断ひずみが，バックチェック

における評価基準値の５分の１（原子炉建屋 ，８分の１（原子炉格納容器））

程度となっているほか，その他の安全上重要な施設においても，評価基準を

満足していることを確認している。バックチェックにおいて策定した基準地

震動Ｓｓの応答スペクトルは，能登半島地震による本件原子炉施設での観測

記録を余裕をもって包絡している。

新潟県中越沖地震は，柏崎刈羽原発に対して，設計時に想定した最大加速
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度を上回る大きな揺れをもたらしたが，運転中又は起動中の原子炉はすべて

，安全に自動停止した。ＩＡＥＡ及び原子力安全・保安院は，その原因として

実際の設計の各段階における安全余裕の考慮によるものと評価している。

７ 新耐震指針全体及び本件原子炉施設の同指針の基準充足性

(1) 被控訴人らの主張

ア 新耐震指針は，結局，旧耐震指針と比べて，① 評価する断層の範囲を

５万年前から１２ないし１３万年前まで広げたこと，② 複数断層を考慮

すべきことがあるとしたこと，③ 考慮する直下地震の規模をマグニチュ

ード６．５からマグニチュード６．８程度に引き上げたこと，④ 地震動

評価について断層モデルを取り入れたこと，以上の程度の変化しかなく，

ほとんど旧耐震指針と同一のものである。新耐震指針は，改訂作業を行っ

た分科会の委員の過半数が，電力会社の業界団体である「日本電気協会」

の専門部会などの委員を兼任していることからも明らかなように，電力会

社が自ら既存の原子力発電所が１基も不適格とならないように作成したも

のである。したがって，本件原子炉施設が新耐震指針の基準を満たしても，

地震・耐震設計の安全性を満たしているとは評価できない。

イ また，もともと本件原発は，旧耐震指針に基づき設計され，その設計値

に従って建設されているところ，その値は，Ａｓクラスで４９０ガル，Ａ

クラスで３７５ガルとされていたのであるから，新耐震指針に基づく設計

値６００ガルを満たす性能を有しているものとは考え難い。

(2) 控訴人の主張

新耐震指針は，旧耐震指針の策定以後，兵庫県南部地震など幾多の地震経

験により，地質学，地震学及び地震工学等に関する様々な知見の蓄積，技術

の進歩があったことから，これらの専門家により構成される分科会における

５年に及ぶ調査審議の結果を経て策定されたものであり，最新の知見を反映

させたものである。控訴人は，本件原子炉施設のバックチェックに際し，こ
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の新耐震指針に従い，より詳細かつ入念な地質調査に基づき，より厳格かつ

慎重な活断層評価を行った上，より説明性・信頼性の高い基準地震動Ｓｓを

策定し 「止める 「冷やす 「閉じ込める」の安全機能を保持するための， 」， 」，

重要な施設等について耐震安全性評価を行い，そのいずれにおいても耐震安

全性を有することを確認しているから，本件原子炉施設は，新耐震指針の基

準を満たすものである。

８ 能登半島地震

(1) 被控訴人らの主張

ア 能登半島地震の概要

平成１９年３月２５日午前９時４２分ころに能登半島西岸沖を震源とす

る，マグニチュード６．９，最大震度６強を記録する能登半島地震が発生

した。能登半島地震の震源断層は，本件原子炉施設までの距離が，震央距

離約１８キロメートル，震源距離約２１キロメートルとされ，既知の海底

断層であるＦ－１４断層ないしＦ－１６断層が活動したことが推測される

ともに，陸域にも震源断層が存在することが推測される。

イ 能登半島地震により明らかになったこと

控訴人の主張によれば，詳細な調査を行い本件敷地に影響を及ぼすよう

な活断層等はすべて確認されているはずであるところ，前記アの陸域での

活断層は確認されていない。したがって，能登半島地震により，① すべ

ての地震断層を把握することは困難であること，② 活断層が確認されて

いないところでもマグニチュード６．５を超える地震が発生しないと想定

することは明らかに誤りであり，安全上マグニチュード７．３の地震を想

定すべきこと，③ Ｆ－１５断層は活動時期が古いため震源断層として評

価する必要がないとする控訴人の考え方及び断層を単体でしか評価しない

控訴人の評価方法が誤りであること，以上の諸点が明らかになったという

ことができる。
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ウ 能登半島地震による本件原発への影響

本件原発は，能登半島地震により，最大で７１１ガルという地震動を受

けた。これは，本件原発の設計時に考慮した基準地震動Ｓ に基づく揺れ２

の最大加速度３７４ガルを超えるものである。

本件原発１号機建屋に設置された地震観測用強震計は，能登半島地震の

本震及び余震の記録を約３０分間も記録できなかった。能登半島地震は，

余震回数が特に多い地震ではないから，本件原発の地震に対する真剣さの

欠如を明らかにするものである。

本件原発は，能登半島地震により，① １号機の使用済燃料貯蔵プール

内の水約４５リットルが飛散し，② １・２号機の変圧器内の圧力が上昇

して所定の圧力を超えたため放圧装置が作動し，③ 原子炉建屋最上階で

ある運転階の天井からつり下げられている水銀灯２個が落下し，④ ター

ビン建屋１階天井のコンクリートがはがれ，⑤ 本件原子炉施設の低圧タ

ービンの組み立て中の車軸（ローター）の位置ずれが生じた。これらは，

本件原発の地震に対するもろさを示すものである。

(2) 控訴人の主張

能登半島地震により，本件原発のある石川県羽咋郡志賀町では震度６弱を

観測し，激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づく

激甚災害として指定されるほどの大きな被害が発生した。控訴人は，能登半

島地震の発生後直ちに，本件原子炉施設の巡視・点検及び試験等による安全

確認を行い，その結果，安全上重要な施設に被害がなかったことを確認して

いる。したがって，能登半島地震が，本件原子炉施設の耐震安全性を損なう

ような地震ではなかったことは明らかである。

被控訴人らが主張する本件原発への影響中，①の使用済燃料貯蔵プール内

の水の飛散は，１号機で発生したものであり，本件原子炉施設の耐震安全性

と関係がない。また，②ないし⑤は，いずれも抽象的に危険発生の可能性を
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指摘するのみで，いかなる機序で本件原子炉施設の安全性が損なわれるかが

具体的に主張されていないから，主張自体失当である。

９ 新潟県中越沖地震

(1) 被控訴人らの主張

ア 新潟県中越沖地震の概要

平成１９年７月１６日に新潟県上中越沖を震源とする，マグニチュード

６．８，最大震度６強を記録する新潟県中越沖地震が発生した。新潟県中

越沖地震の震源断層は，柏崎刈羽原発までの距離が約１７キロメートルと

され，Ｆ－Ａ断層ないしＦ－Ｄ断層の四つの断層が活動したことが推測さ

れている。同原子力発電所は，新潟県中越沖地震により，１号機において，

原子炉建屋基盤（原子炉建屋の地中で実際に地震計が設置されている場所

のこと ）上で最大で６８０ガルという地震動を受けた。この観測値に基。

づいて，１号機における解放基盤表面（基盤面上の表層や構造物がないも

のと仮定し，基盤のＳ波速度が７００ｍ／ｓ相当以上の値を有する硬質基

盤のこと。基準地震動は，旧耐震指針のＳ ，Ｓ 及び新耐震指針のＳｓ１ ２

のいずれもがこの解放基盤表面に設定されている ）でのはぎとり波を推。

定すると最大加速度で１６９９ガルとなった。

イ 新潟県中越沖地震により明らかになったこと

東京電力の主張によれば，柏崎刈羽原発から３０キロメートル圏内は，

詳細な調査が行われており，同原子力発電所の敷地に影響を及ぼすような

活断層等はすべて確認されていたはずであるところ，新潟県中越沖地震の

震源断層は，この区域内に所在する。したがって，新潟県中越沖地震によ

り，① 地震断層を把握することは困難であること，② 活断層が確認さ

れていないところでもマグニチュード６．５を超える地震が発生しないと

想定することは誤りであること，③ Ｆ－Ａ断層ないしＦ－Ｄ断層は第四

紀後期以降の活動がなく，Ｆ－Ｃ断層は長さが１．５キロメートルしかな
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いため，いずれも震源断層として考慮する必要がないとする東京電力の考

え方が誤りであること，以上の諸点が明らかになるとともに，④ 前記は

ぎとり波の最大加速度１６９９ガルという値は，同原発の旧耐震指針によ

る基準地震動Ｓ （現実に発生することはほとんどないと考えられるものの２

万が一のために想定する地震動）における最大加速度４５０ガルの４倍近

い値であり，また，新耐震指針による全国各原発の基準地震動Ｓｓの中で

最大加速度が最も大きい値となっている浜岡原子力発電所の８００ガルの

２倍以上の値であって，旧耐震指針において大崎スペクトルに基づき算定

した地震動や新耐震指針において耐専スペクトルに基づき算定した地震動

は，現実に発生した地震による地震動と比べて地震動を過小評価するもの

であること，が明らかになったということができる。解放基盤表面でＳ が２

生じれば，地表の原発施設は弾性限界を超えて塑性変形する可能性がある

とされているところ，原発施設が塑性変形すれば，設計段階で想定されて

，いた施設の安全性は保たれないことになるから，新潟県中越沖地震により

耐震設計指針そのものが崩壊したということができる。耐専スペクトルを

提案した野田静男は，新潟県中越沖地震を受けて開催された原子力安全委

員会耐震安全性に関する調査プロジェクトチーム第４回会合において，新

潟県中越沖地震を受けて，耐専スペクトルを見直す必要があることを述べ

ている。

ウ 新潟県中越沖地震による柏崎刈羽原発への影響

柏崎刈羽原発は，新潟県中越沖地震により，前記のとおり原子炉建屋基

盤上で最大６８０ガルという地震動を受けるとともに，観測記録が消失し，

機械の破損・変形，建物等のひび・剥離，水漏れ等合計３２７０件にも上

るトラブルが生じた。これらは，原子力発電所の地震に対するもろさを示

すものである。

エ 東京電力は，後記(2)イのとおり，柏崎刈羽原発１号機において，新潟



- 81 -

県中越沖地震により，同原発の策定した基準地震動から求められる最大加

速度を大きく超える加速度が観測された要因として三つの要因を挙げてい

るが，あくまで仮説にすぎないものである。仮にこの分析が正しいとして

も，同じ要因が本件敷地に存在しないことにはならないし，同じ要因のい

ずれかが本件敷地に存在した場合，その増幅度合いが柏崎刈羽原発と同程

度であるかも不明である。新潟県中越沖地震が生じてはじめて，柏崎刈羽

原発の増幅要因が明らかになったのであるから，本件敷地の地下構造に柏

崎刈羽原発以上の増幅要因が隠されている可能性も否定できない。そもそ

も柏崎刈羽原発の増幅要因とされる①の震源特性の影響については，柏崎

刈羽原発における特殊要因である理由が明らかでないし，②及び③の深部

地盤及び浅部地盤における不整形性についても，地層が常に整形性を保っ

ているといえない以上，本件敷地においても存在する可能性は否定できな

い。さらに，東京電力の前記分析により，旧耐震指針及び新耐震指針に基

づく基準地震動が，地震動を４倍にも増幅する要因を全く考慮していない

ものであり，原子力発電所の安全性評価の基準となり得ないことが明らか

になった。

(2) 控訴人の主張

ア 新潟県中越沖地震については，原子力安全・保安院が，原子力事業者に

対し，この地震を踏まえたバックチェックに反映すべき事項を指示してい

るところ，控訴人は，本件原子炉施設のバックチェックの中間報告におい

て，かかる指示事項を，検討用地震の選定，震源断層モデルの設定，海域

の地層年代，褶曲構造及び活断層の評価並びに基準地震動の策定等におい

て適切に反映している。

イ 柏崎刈羽原発１号機においては，新潟県中越沖地震により，東京電力が

策定した基準地震動から求められる最大応答加速度６８０ガルを超える最

大加速度１６９９ガルが観測された。東京電力は，その要因について，①
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震源特性の影響，② 深部地盤における不整形性（地震基盤の屈曲）の

影響，及び③ 浅部地盤における不整形性（敷地下の古い褶曲構造）の影

響を挙げている。本件敷地の地下構造は，弾性波探査，微動アレイ探査，

重力探査，ボーリング調査及びＰＳ検層の結果，柏崎刈羽原発の敷地と異

なり，地表から浅く，ほぼ水平に分布しており，地震基盤の屈曲や地震基

盤よりも上部の地盤の褶曲構造が存在しないことが確認されている。した

がって，本件敷地においては，柏崎刈羽原発の前記要因のうち②及び③は

該当しない。また，本件原子炉施設の基準地震動Ｓｓは，能登半島地震の

震源特性等をも考慮し，適切に策定されているから，前記要因のうち①も

該当しない。以上によれば，本件原子炉施設においては，柏崎刈羽原発に

おいて策定した基準地震動より大きな地震動が観測された要因はいずれも

当てはまらないということができる。

10 旧耐震指針に関する主張

(1) 被控訴人らの主張

原判決第２分冊被控訴人ら最終準備書面第４章及び被控訴人ら最終準備書

面（補充）に記載のとおりである。

(2) 控訴人の主張

原判決第３分冊控訴人最終準備書面第２章第２の２(3)及び控訴人最終準

備書面（補充）に記載のとおりである。

第15 争点15（本件原子炉の不要性）

（被控訴人らの主張）

原判決第２分冊被控訴人ら最終準備書面第５章に記載のとおりであり，その

要旨は以下のとおりである。

原子力発電は危険であり，いったん事故が起きれば取り返しのつかない結果

が招来されるところ，日本の電力需給に鑑みれば，原子力発電所を廃止するこ

とは可能である。また，控訴人が北陸地域に電力を安定供給するために本件原
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発は必要でない。そして，エネルギー供給基盤の脆弱性，電源多様化，地球温

暖化防止の見地からも，原子力発電所の建設を促進しなければならないような

理由は存在しない。原子力発電については，閉鎖ないし凍結するのが世界の趨

勢であるし，日本の原発政策には，国民の意思が反映されていない。したがっ

て，本件原子炉は不要である。

第16 争点16（廃棄物処理等ダウンストリームの不備）

１ 被控訴人らの主張

原判決第２分冊被控訴人ら最終準備書面第６章に記載のとおりであり，その

要旨は以下のとおりである。

本件原子炉の運転を継続をした場合，発生した使用済み核燃料は，青森県六

ヶ所村で操業予定の六ヶ所再処理工場に搬入するまでの間，本件原発の施設に

おいて貯蔵を要するところ，使用済み核燃料は，燃え残りのウラン，プルトニ

ウム，核分裂生成物，超ウラン元素など多種雑多の放射性核種が含まれており，

非常に強い放射能毒性を有し，再臨界の可能性もあるから，非常に危険なもの

である。そして，本件原発の使用済み核燃料の貯蔵容量は，本件原子炉及び本

件原発１号機の運転を継続した場合，十分とはいえないから，危険な使用済み

核燃料は，その行き場を失い，被控訴人ら付近の住民の生命，健康に対して重

大な危険性が生じることになる。

２ 控訴人の主張

原判決第３分冊控訴人最終準備書面第３章第３に記載のとおりであり，その

要旨は以下のとおりである。

本件原発から発生する使用済み核燃料は，原子炉建屋内に設けられた使用済

燃料貯蔵プールにおいて冷却貯蔵し，その後，計画的に青森県六ヶ所村で操業

中の日本原燃株式会社の使用済燃料受入・貯蔵施設に搬入することとしている

が，前記貯蔵プールは，十分な貯蔵能力・安全性を確保している。

第４章 当裁判所の判断
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第１ 争点１（差止請求の根拠）について

原判決「事実及び理由」欄の第２章第１の３に説示のとおりであるから，こ

れを引用する。

第２ 争点２（ 具体的危険」の主張立証責任等）について「

人格権に基づく原子力発電所の運転差止訴訟においては，当該原子力発電所

に安全性に欠けるところがあって，被控訴人らの生命，身体，健康が現に侵害

されているか又は侵害される具体的危険があることについての主張立証責任は，

人格権に基づく差止訴訟の一般原則どおり，本来，被控訴人らが負うものと解

するのが相当である。

そして，本件原子炉についてこれを具体的に想定すれば，被控訴人らは，①

本件原子炉の運転による放射線，放射性物質の発生，② 本件原子炉の平常

運転時又は地震等の異常事象時における放射線，放射性物質の外部への排出の

具体的可能性，③ 外部へ排出した放射線，放射性物質による被控訴人らの被

ばくの具体的可能性について主張立証しなければならないというべきである。

しかしながら，前記第２章第２「前提事実」の４「原子力発電の仕組み」に

判示のとおり，本件原子炉を含め，原子力発電所は，放射性物質を内蔵する施

設であり，その運転は，原子炉の出力を一定にするため，高度かつ複雑な科学

技術を用いて，核燃料の放射性物質の核分裂反応の量が一定に維持される（臨

界）ように制御しながら行われるものであるから，常に潜在的な危険性を内包

しており，このような技術利用の前提となる安全管理が不十分である場合は，

この潜在的危険が顕在化し，放射性物質が原子炉の外部へ排出される可能性を

有するものである。そして，前記第２章第２「前提事実」の７「放射線被ばく

の人体への影響」に判示のとおり，放射線の持つエネルギーは極めて大きいた

め，極めて微量の放射線でも細胞やＤＮＡの損傷をもたらし得ることからすれ

ば，放射性物質が原子炉の外部へ排出された場合，この放射性物質により，被

控訴人らのうち少なくとも本件原子炉の周辺に居住する住民の被ばくの可能性
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が存在するというべきである。原子炉等規制法が第４章に「原子炉の設置，運

転等に関する規制」に関する規定を設け，前記第２章第２「前提事実」の６

「原子炉の増設，運転に関する国の安全審査」にも判示したように，原子炉設

置・増設の許可基準として 「原子炉施設の位置，構造及び設備が核燃料物質，

（使用済燃料を含む。以下同じ ，核燃料物質によって汚染された物（原子。）

核分裂生成物を含む。以下同じ ）又は原子炉による災害の防止上支障がない。

ものであること （同法２４条１項４号，２６条４項）と規定するなど，災。」

害の防止を原子炉の設置・増設，運転上の重要な課題とし，これを確保するた

め，安全の確保に関する規制は原子力安全委員会が所掌し（原子力委員会等設

置法１３条 ，その規制に専門的な知見と検討結果が反映される制度が採られ）

（同法１６条，１７条等 ，原子力安全委員会の関与の下に学識経験者等の専）

門家により原子炉施設の安全性を確保するに足りるものとして策定された安全

設計審査指針，安全評価審査指針，耐震設計審査指針等の審査指針等に基づい

て原子炉施設の設置，運転の許否が審査されているほか，原子炉施設の運転開

始後も，設置者において通商産業大臣（現経済産業大臣）による定期検査（平

成１１年法律第１２１号による改正前の電気事業法５４条）等を受けることが

予定されているのも，原子炉が前記のような危険性を有することによるもので

ある。

そして，その安全管理の方法は，各原子炉ごとに異なり，かつ，その資料は

すべて原子炉設置者の側が保持していることなどの点を考慮すると，本件原子

炉の安全性については，控訴人の側において，まず，その安全性に欠ける点の

ないことについて，相当の根拠を示し，かつ，必要な資料を提出した上で主張

立証する必要があり，控訴人がこの主張立証を尽くさない場合には，本件原子

炉に安全性に欠ける点があり，その周辺に居住する住民の生命，身体，健康が

現に侵害され，又は侵害される具体的危険があることが事実上推認されるもの

というべきである。そして，控訴人において，本件原子炉の安全性について前
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記説示の主張立証を尽くした場合は，本来主張立証責任を負う被控訴人らにお

いて，本件原子炉に安全性に欠ける点があり，被控訴人らの生命，身体，健康

が現に侵害され，又は侵害される具体的危険があることについて，その主張立

証責任に適った主張立証を行わなければならないとするのが相当である。

そして，この安全性は，前記のような原子力発電所の持つ危険性に鑑みれば

厳しく審査する必要があるが，他方で，科学技術を利用した各種の機械，装置

等については，絶対的に災害発生の危険がないという「絶対的安全性」は想定

できないから，原子炉施設においても，放射線，放射性物質の環境への排出を

完全に防止することを意味するということはできず，放射線，放射性物質の環

境への排出を可及的に少なくし，これによる災害発生の危険性を社会通念上無

視し得る程度に小さなものに保つことを意味すると解するのが相当である。

なお，控訴人は，前記安全性について，事故発生の危険性の程度と科学技術

の利用に得られる利益の大きさとの比較衝量の上，決すべきである旨主張する。

しかしながら，前記のように，放射性物質が原子炉の外部に排出された場合，

その周辺に居住する住民が被ばくする可能性が存在するという原子力発電所の

危険性に鑑みれば，原子力発電所の利用により得られる利益がいかに大きなも

のであったとしても，その危険性の程度を緩和することはできず，前記のとお

り，放射線，放射性物質の環境への排出を可及的に少なくし，これによる災害

発生の危険性を社会通念上無視し得る程度に小さなものであることを要すると

解するのが相当である。

第３ 判断の進め方

証拠〔乙６（６ないし８，添１０－１－１ないし１０－４－５０ ，乙９）

（３ないし３８，６２ないし７８，１０１ないし１６３，１３００ないし１３

０２ 〕によれば，通商産業大臣及び原子力安全委員会が本件設置変更許可申）

請について行った本件安全審査においては，平常時はもちろん，地震，機器の

故障その他の異常時においても，一般公衆及び従業員に対して放射線障害を与
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えず，かつ，万が一の事故を想定した場合にも一般公衆の安全が確保されるこ

とを基本方針とし，① 立地条件に係る安全確保対策，② 平常運転時の被ば

く低減に係る安全確保対策，③ 事故防止に係る安全確保対策，④ 運転段階

における安全確保対策について審査したことが認められる。

そこで，以下では，まず，本件原子炉施設が本件安全審査における審査指針

等の定める安全上の基準を満たしているかについて，① 立地条件に係る安全

確保対策，② 平常運転時の被ばく低減に係る安全確保対策，③ 事故防止に

係る安全確保対策，④ 運転段階における安全確保対策の順に検討し，これら

が満たされていることが確認された場合には，控訴人は，本件原子炉に安全性

に欠ける点がないことについて，相当の根拠を示し，かつ必要な資料を提出し

た上での主張立証を尽くしたことになるというべきである。そして，この場合

には，本来的に主張立証責任を負う被控訴人らにおいて前記具体的危険性につ

いてその主張立証責任に適った主張立証を果たしているか否かを検討すべきこ

とになる。そこで，前記の審査指針等適合性の検討に続いて，被控訴人らの主

張立証について，前記各観点から検討判断することとする。

第４ 控訴人の安全確保対策

１ 立地条件に係る安全確保対策

(1) 総論

証拠〔乙９（７，１０，２７ 〕によれば，以下の事実が認められる。）

本件安全審査における安全設計審査指針は，軽水炉に関する経験と最新の

技術的知見に基づいて，軽水炉の設置許可申請に係る安全審査に当たって確

認すべき安全設計の基本方針を定めたものであり，その中で「自然現象に対

する設計上の考慮」として以下の２点を要求している。

ア 安全機能を有する構築物，系統及び機器は，その安全機能の重要度及び

地震によって機能の喪失を起こした場合の安全上の影響を考慮して，耐震

設計上の区分がなされるとともに，適切と考えられる設計用地震力に十分
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耐えられる設計であること。

イ 安全機能を有する構築物，系統及び機器は，地震以外の想定される自然

現象によって原子炉施設の安全性が損なわれない設計であること。重要度

の特に高い安全機能を有する構築物，系統及び機器は，予想される自然現

象のうち最も苛酷と考えられる条件，又は自然力に事故荷重を適切に組み

合わせた場合を考慮した設計であること。

そして，同指針は，耐震設計については，耐震設計審査指針において定め

るところによるとしている。

自然的立地条件として考慮すべきものには，地震をはじめとして，地盤，

水理等があるので，以下，順に検討する。

(2) 地震に係る安全確保対策

ア 地震発生のメカニズム

証拠〔甲３９７（３，４ ，甲７１７（３ないし１９，４５ないし４）

７ ，甲７１８（３，４，７ないし９ ，甲７８３（３９ ，乙１４（４，） ） ）

３７，３８ ，乙１７（３，４ ，乙２０（５ ，証人Ｆ（①３，４，６，） ） ）

１５，１６，②２３，２４ 〕によれば，以下の事実が認められる。）

(ア) 地震とは，地下の岩石が破壊して地震波（岩石の振動が高速で地球

内部を伝わって行く波）を放出する現象をいい，地震動とは，地震波が

地表に到達して地面が揺れる現象をいう。ほとんどすべての地震は，出

発点（震源）から始まった破壊が面状に急速に拡大しながらその両側の

岩盤が互いに逆向きに激しくずれ動くという形の破壊（ずれ破壊）を起

こすものである。その破壊面を震源断層面といい，震源断層面が地表に

現れると，地形のずれが生じる。これを「地表地震断層」という。

ほとんどの地震は，何度も破壊を繰り返してきた部分（ 弱面」とも「

いう ）が再び破壊されて発生するが，ずれ破壊は地震前に特に強く固。

着していた部分（アスペリティ）で飛び飛びに激しく進行していく。
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マグニチュードとは，地下の岩石破壊の規模を表す尺度であり，概ね

震源断層面の大きさに対応しており，マグニチュードが２大きくなると

震源断層面の長さ及び幅，ずれの量，破壊時間はいずれも約１０倍にな

り，マグニチュードが１大きくなると，放出される地震波のエネルギー

は約３０倍になる。震度とは，地表の各地点の地震動の強さを示す目安

である。

(イ) 現在の学界の通説であるプレートテクトニクスによれば，地球の表

面は，十数枚のプレート（巨大な岩石層の厚い板）で構成され，プレー

トは長い年月を掛けて少しずつ移動している。日本列島周辺には，大陸

プレートであるユーラシアプレート及び北米プレート（この両者の境界

は未確認とされている ）並びに海洋プレートである太平洋プレート及。

びフィリピン海プレートと呼ばれる四つのプレートが存在しており，海

洋プレートは大陸プレートの下に潜り込むように移動している。アムー

ルプレートと呼ばれるユーラシアプレートから分離した小さなプレート

が東へ動いており，その東縁がサハリン，北海道，東北，北陸，山陰付

近に位置するとの学説もある。

プレートの運動によって蓄積された歪みのエネルギーがある限界を超

えたときに，プレート境界部（プレート境界型地震）やプレート内の弱

面（プレート内型地震）がずれてエネルギーを解放して地震が発生する。

プレート内型地震は，内陸地殻内地震，海洋プレートのうちプレート境

界部より海洋側で発生する海洋プレート内地震及び大陸プレートの下に

沈み込んだ部分（スラブ）で発生するスラブ内地震の三つに分けられる。

日本列島の陸のプレートは大部分の場所で非常に薄く，特に内陸や日

本海沿岸では固くて壊れやすいのは地表の少し下から深さ１５キロメー

トルないし２０キロメートルくらいまで（上部地殻）である。内陸地殻

内地震は，一般に震源が浅く，しばしば直下型地震と呼ばれ，ときにマ
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グニチュード８クラスの巨大地震も起こるが，その場合でも震源断層面

の深さ方向の幅は１５キロメートルないし２０キロメートル程度である。

スラブ内地震は，最近我が国で目立っており，その例としては，平成

５年の釧路沖地震（マグニチュード７．８ ，平成６年の北海道東方沖）

地震（マグニチュード８．１ ，平成１３年の芸予地震（マグニチュー）

ド６．７）が挙げられる。

イ 旧耐震指針の概要

証拠〔乙９（６２ないし７８ 〕によれば，以下の事実が認められる）

（なお，以下，各項目ごとに主たる証拠を掲記する 。。）

旧耐震指針は，昭和５３年９月に発電用原子炉施設の耐震設計の妥当性

を評価するために原子力安全委員会において定められ，その後，昭和５６

年７月，平成１３年３月２９日に一部改訂されたものであり，その概要は

以下のとおりである。

(ア) 旧耐震指針の基本方針等

旧耐震指針は，基本方針として，発電用原子炉施設は，想定されるい

かなる地震力に対しても，これが大きな事故の誘因とならないよう十分

な耐震性を有していなければならず，建物・構造物は原則として剛構造

とするとともに，重要な建物・構造物は岩盤に支持させなければならな

いと定めている〔乙９（６２ 。）〕

(イ) 耐震設計上の重要度分類

旧耐震指針は，原子炉施設の耐震設計上の施設別重要度を，地震によ

り発生する可能性のある放射線による環境への影響の観点からＡクラス

ないしＣクラスに分類している。

具体的には，Ａクラスは，① 自ら放射性物質を内蔵しているか又は

内蔵している施設に直接関係しており，その機能喪失により放射性物質

を外部に放散する可能性のあるもの，② これらの事態を防止するため
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に必要なもの，及び③これらの事故発生の際に，外部に放散される放射

性物質による影響を低減させるために必要なものであって，その影響，

効果の大きいもの，Ｂクラスは，前記①ないし③のうち，その影響・効

果が比較的小さいもの，Ｃクラスは，Ａ及びＢクラス以外であって，一

般産業施設と同等の安全性を保持すればよいもの，とされている。

Ａクラスの施設のうち，安全上特に重要とされる，① 原子炉冷却材

圧力バウンダリを構成する機器・配管系，② 使用済燃料を貯蔵するた

めの施設，③ 原子炉の緊急停止のために急激に負の反応度を付加する

ための施設及び原子炉の停止状態を維持するための施設，④ 原子炉停

止後，炉心から崩壊熱を除去するための施設，⑤ 原子炉冷却材圧力バ

ウンダリ破損事故の際に圧力障壁となり放射性物質の拡散を直接防ぐた

めの施設を限定して，Ａｓクラスの施設としている。

〔乙９（６３，６４ 〕）

(ウ) 耐震設計の基本方針

旧耐震指針は，前記各クラス別に耐震設計に関する基本的な方針を満

足することを要求している。

具体的には，① Ａクラスの施設は設計用最強地震による地震力又は

静的地震力のいずれか大きい方の地震力に耐えること，さらに，Ａｓク

ラスの施設はこれに加えて設計用限界地震による地震力に対してその安

全機能が保持できること，② Ｂクラスの施設は静的地震力に耐えると

ともに共振のおそれのある施設についてはその影響の検討も行うこと，

③ Ｃクラスの施設は静的地震力に耐えること，④ 上位の分類に属す

るものは，下位の分類に属するものの破損によって波及的破損が生じな

いこと，とされている。

〔乙９（６４ 〕）

(エ) 設計用最強地震及び設計用限界地震による地震力の算定方法
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旧耐震指針は，設計用最強地震及び設計用限界地震による地震力の算

定方法を以下のとおり定める〔乙９（６５，６６，６９ないし７３ 。）〕

ａ 原子炉施設の耐震設計に用いる地震動は，地表面の起伏や表層等の

影響を受けない単純化した地震動を評価するため，敷地の解放基盤表

面（旧耐震指針では，基盤（旧耐震指針では，概ね第三紀層及びそれ

以前の堅牢な岩盤であって，著しい風化を受けていないもの ）面上。

の表層や構造物がないと仮定した上で，基盤面に著しい高低差がなく，

ほぼ水平であって相当な拡がりのある基盤の表面をいう ）において。

考慮する地震動（基準地震動）に基づいて評価する。また，水平地震

力は，基準地震動により算定し，鉛直地震力を基準地震動の最大加速

度振幅の２分の１で高さ方向に一定とし，水平地震力と同時に不利な

方向の組合せで作用するものとする。

ｂ 設計用最強地震としては，① 歴史的資料から過去に敷地又はその

近傍に影響を与えたと考えられ，再来すれば敷地及びその周辺に同様

の影響を与えるおそれのある地震，及び② 近い将来敷地に影響を与

えるおそれのある活動度の高い活断層（旧耐震指針では，第四紀（約

１８０万年前以降）に活動し，将来も活動する可能性のある断層 ）。

による地震のうちから最も影響の大きいものを想定し，この地震によ

りもたらされる基準地震動を「Ｓ 」とする。１

ｃ 設計用限界地震としては，地震学的見地に立脚し，設計用最強地震

を上回る地震について，① 過去の地震の発生状況，② 敷地周辺の

活断層の性質，及び③ 地震地体構造（地震規模，震源深さ，発震機

構，地震発生頻度等に着目するとき，地震の発生の仕方に共通の性質

をもっているある拡がりをもった一定の地域の地質構造）に基づき工

学的見地からの検討を加え，最も影響の大きいものを想定し，この地

震によりもたらされる基準地震動を「Ｓ 」とする。２



- 93 -

ｄ 基準地震動Ｓ ，Ｓ を生起する地震については，近距離及び遠距１ ２

離地震を考慮するものとし，基準地震動Ｓ には，マグニチュード６．２

５の直下地震によるものを含むものとする。

ｅ 基準地震動の策定に当たっては，近距離に存在する活断層にも着目

することになるが，すべての活断層を等しく考慮に入れることは実際

的でなく，例えば，今後活動する可能性があるとはいえ，大地震発生

の可能性が極めて低い活断層に対して，再びそれが発生することを予

期するのは，工学的見地から必ずしも適切とはいえないので，活断層

を考慮する場合には，その活動度を評価し，その大小に応じた考慮を

行うものとしている。具体的には，年間の平均変位速度が１ミリメー

トル以上のものをＡ級，０．１ミリメートル以上１ミリメートル未満

をＢ級，０．１ミリメートル未満をＣ級とし，基準地震動Ｓ の発生１

源としては，① 歴史資料により過去に地震を発生したと推定される

もの，② Ａ級活断層に属し，１万年前以降に活動したもの又は地震

の再来期間が１万年未満のもの，③ 微小地震の観測により，断層の

現在の活動性が顕著に認められるものを考慮し，基準地震動Ｓ の発２

生源としては，① Ａ級活断層に属するもの（前記②を除く ，②。）

Ｂ及びＣ級活断層に属し，５万年前以降活動したもの，又は地震の

再来期間が５万年未満のものを考慮する。

ｆ 基準地震動の策定に当たっては，① 敷地及びその周辺地域に影響

を与えた過去の地震について，そのマグニチュード，震央，震源，余

震域及びそのときの地震動の最大強さ（又はその推定値）と震害状況

（構造物の被害率，墓石の転倒等を含む ，② 過去の破壊的地震。）

動の強さの統計的期待値，③ 地震のマグニチュード及びエネルギー

放出の中心から敷地までの距離，④ 過去の観測例，敷地における観

測結果及び基盤の岩質調査結果を十分に考慮する。
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ｇ 基準地震動は，① 最大振幅（原則として速度で表す ，② 周。）

波数特性，③ 地震動の継続時間（地震動の開始からそれが実効上消

滅するとみなされるまでの時間を考慮する ）及び振幅包絡線の経時。

的変化が適切なものと評価できるものでなければならない。

(オ) 静的地震力の算定方法

旧耐震指針は，静的地震力の算定方法を次のとおり定める〔乙９（６

５，７３ないし７６ 。）〕

水平地震力は，建物・構築物の各部分の高さに応じ，当該部分に作用

する全体の地震力として算定し，一般の建物に考慮する静的地震力の３

倍（Ａクラスの施設 ，１．５倍（Ｂクラスの施設）又は１倍（Ｃクラ）

スの施設）として算定するとしている。また，Ａクラスの施設について

は，鉛直地震力も考慮することとし，鉛直地震力は震度０．３を基準と

し，建物・構築物の振動特性，地盤の種類等を考慮して求めた鉛直震度

より算定するものとし，水平地震力と鉛直地震力は，同時に不利な方向

に作用するものとして算定するとしている。

機器・配管系についての各クラスの地震力は，建物・構築物について

の水平地震力及び鉛直地震力をそれぞれ２０パーセント増しとした震度

より求めるものとしている。

(カ) 荷重の組合せと許容限界

旧耐震指針は，耐震設計に関する荷重の組合せと許容限界の基本的考

え方について以下のとおり定めている〔乙９（６６ないし６８，７

７ 。）〕

ａ 建物・構築物

(ａ) Ａｓクラスの建物・構築物

① 常時作用している荷重及び運転時に施設に作用する荷重（以

下「運転時荷重等」という ）と基準地震動Ｓ による地震力又は。 １
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静的地震力とを組み合わせ，その結果発生する応力に対して安全上

適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とし，

かつ，② 運転時荷重等と基準地震動Ｓ による地震力との組合せ２

に対して，構造物全体として十分変形能力（ねばり）の余裕を有し，

終局耐力（荷重が作用して変形又は歪が著しく増加した状態におけ

る最大荷重負荷）に対し妥当な安全余裕を有する必要があるとして

いる。

(ｂ) Ａクラス（Ａｓクラスを除く ）の建物・構築物。

前記のＡｓクラスの建物・構築物の①と同様の許容応力度を持つ

必要があるとしている。

(ｃ) Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物

運転時荷重等と静的地震力とを組み合わせ，その結果発生する応

力に対して，安全上適切と認められる許容応力度を有する必要があ

るとしている。

ｂ 機器・配管系

(ａ) Ａｓクラスの機器・配管

① 通常運転時，異常な過渡変化時及び事故時に生じるそれぞれ

の荷重と基準地震動Ｓ による地震力又は静的地震力とを組み合わ１

せ，その結果発生する応力に対して，降伏応力又はこれと同等な安

全性を有する応力を許容限界とし，かつ，② 通常運転時，異常な

過渡変化時及び事故時に生じるそれぞれの荷重と基準地震動Ｓ に２

よる地震力とを組み合わせ，その結果発生する応力に対して，構造

物の相当部分が降伏し，塑性変形する場合でも過大な変形，亀裂，

破損等が生じ，その施設の機能に影響を及ぼすことがない必要があ

るとしている。

(ｂ) Ａクラス（Ａｓクラスを除く ）の機器・配管。
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前記のＡｓクラスの機器・配管の①と同様の耐性を持つ必要があ

るとしている。

(ｃ) Ｂ，Ｃクラスの機器・配管

通常運転時，運転時の異常な過渡変化時の荷重と静的地震力とを

組み合わせ，その結果発生する応力に対して，降伏応力又はこれと

同等な安全性を有する応力を許容限界とするとしている。

ウ 新耐震指針の概要

証拠〔乙９３，乙９４，乙９６，乙１２６〕によれば，以下の事実が認

められる（なお，以下，各項目ごとに主たる証拠を掲記する 。。）

旧耐震指針は，その後，兵庫県南部地震などにより，地震学及び地震工

学に関する知見の蓄積がされるとともに，原子炉施設の耐震設計技術の改

良及び進歩があったことから，これらを反映させるため，改訂されること

となり，地質学，地震学，地震工学等の専門家により構成された分科会で

の４年１０か月に及ぶ調査審議を経て，平成１８年９月，新耐震指針が策

定された。その概要は，以下のとおりである。

(ア) 新耐震指針の基本方針

新耐新指針では，基本方針として 「耐震設計上重要な施設は，敷地周，

辺の地質・地質構造並びに地震活動性等の地震学及び地震工学的見地か

ら施設の供用期間中に極めてまれではあるが発生する可能性があり，施

設に大きな影響を与えるおそれがあると想定することが適切な地震動に

よる地震に対して，その安全機能が損なわれることがないように設計さ

れなければならない。さらに，施設は，地震により発生する可能性のあ

る環境への放射線による影響の観点からなされる耐震設計上の区分ごと

に，適切と考えられる設計用地震力に十分耐えられるように設計されな

ければならない 」とするとともに 「建物・構築物は，十分な支持性能。 ，

を保つ地盤に設置されなければならない 」と定めている 〔乙９６。 。
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（２ 〕）

(イ) 耐震設計上の重要度分類

新耐震指針は，原子炉施設の耐震設計上の重要度分類を，旧耐震指針

のＡクラスをＡｓクラスと同等の扱いとすることとして，Ａｓクラス及

びＡクラスをＳクラスとし，クラス分類を従来の四つから三つにした

〔乙９６（３，４ 。）〕

(ウ) 基準地震動の策定

新耐震指針では，基準地震動は，敷地周辺の地質・地質構造並びに地

震活動性等の地震学及び地震工学的見地から施設の供用期間中に極めて

まれではあるが発生する可能性があり，施設に大きな影響を与えるおそ

れがあると想定することが適切なものとして策定しなければならないと

し（以下，この地震動を「基準地震動Ｓｓ」という ，その策定方針。）

を以下のとおり定める〔乙９６（４ないし８ 。）〕

ａ 基本方針

「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」及び「震源を特定せ

ず策定する地震動」について，敷地における解放基盤表面（新耐震指

針では，基準地震動を策定するために，基盤（新耐震指針では，概ね

せん断波速度Ｖｓ＝７００ｍ／ｓ以上の硬質地盤であって，著しい風

化を受けていないもの ）面上の表層や構造物がないものとして仮想。

的に設定する自由表面であって，著しい高低差がなく，ほぼ水平で相

当な拡がりをもって想定される基盤の表面のこと ）における水平方。

向及び鉛直方向の地震動としてそれぞれ策定する。

ｂ 敷地ごとに震源を特定して策定する地震動

敷地ごとに震源を特定して策定する地震動は，以下の方針により策

定する。

(ａ) 敷地周辺の活断層（新耐震指針では，最近の地質時代に繰り返
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し活動し，将来も活動する可能性のある断層のこと ）の性質，過。

去及び現在の地震発生状況等を考慮し，さらに地震発生様式等（内

），陸地殻内地震（陸のプレートの上部地殻地震発生層に生じる地震

プレート間地震（相接する二つのプレートの境界面で発生する地

震 ，海洋プレート内地震（沈み込む海洋プレート内部で発生する）

地震 ）による地震の分類を行った上で，敷地に大きな影響を与え）

ると予想される地震（以下「検討用地震」という ）を複数選定す。

る。

(ｂ) 前記(ａ)の敷地周辺の活断層の性質に関しては，次に示す事項

を考慮する。

ⅰ 耐震設計上考慮する活断層としては，後期更新世以降の活動が

否定できないものとする。なお，その認定に際しては，最終間氷

期の地層又は地形面に断層による変位・変形が認められるか否か

によることができる。

ⅱ 活断層の位置・形状・活動性等を明らかにするため，敷地から

の距離に応じ，地形学，地質学，地球物理学的手法等を総合した

十分な活断層調査を行う。具体的には，既存文献の調査，変動地

形学的調査，地表地質調査，地球物理学的調査等を適切に組み合

わせて十分な調査を実施することとし，特に，敷地近傍において

は，精度の高い詳細な調査を行う必要がある。

(ｃ) (ａ)で選定された検討用地震ごとに，後記ⅰの応答スペクトル

に基づく地震動評価及び後記ⅱの断層モデルを用いた手法による地

震動評価の双方を実施し，それぞれによる基準地震動Ｓｓを策定す

る。なお，地震動評価に当たっては，地震発生様式，地震波伝播経

路等に応じた諸特性を十分に考慮する（震源が敷地に近く，その破

壊過程が地震動評価に大きな影響を与えると考えられる地震につい
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ては，断層モデルを用いた手法を重視すべきである 。。）

ⅰ 応答スペクトルに基づく地震動評価については，検討用地震ご

とに，適切な手法を用いて応答スペクトルを評価の上，それらを

もとに設計用応答スペクトルを設定し，これに地震動の継続時間，

振幅包絡線の経時的変化等の地震動特性を適切に考慮して地震動

評価を行う。

ⅱ 断層モデルを用いた手法による地震動評価については，検討用

地震ごとに，適切な手法を用いて震源特性パラメータを設定し，

地震動評価を行う。活断層調査によっても，震源として想定する

断層の形状評価を含めた震源特性パラメータの設定に必要な情報

が十分得られなかった場合には，その震源特性の設定に当たって

不確かさの考慮を適切に行う。

(ｄ) (ｃ)の基準地震動Ｓｓの策定過程に伴う不確かさ（ばらつき）

については，適切な手法を用いて考慮する。この考慮に当たっては，

基準地震動Ｓｓの策定に及ぼす影響が大きいと考えられる不確かさ

（ばらつき）の要因及びその大きさの程度を十分踏まえつつ，適切

な手法を用いることとする。

ｃ 震源を特定せず策定する地震動

震源を特定せず策定する地震動は，震源と活断層を関連付けること

が困難な過去の内陸地殻内の地震について得られた震源近傍における

観測記録を収集し，これらを基に敷地の地盤物性を加味した応答スペ

クトルを設定し，これに地震動の継続時間，振幅包絡線の経時的変化

等の地震動特性を適切に考慮して基準地震動Ｓｓを策定する。

(エ) 耐震設計方針

新耐震指針は，前記(イ)耐震設計上の重要度分類のクラス別に耐震

設計に関する基本的な方針を満足することを要求している〔乙９６
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（８ 。）〕

具体的には，① Ｓクラスの施設は，基準地震動Ｓｓによる地震力に

対してその安全機能が保持できること，また，後記(オ)ｂの弾性設計用

地震動Ｓｄによる地震力又は後記(オ)ｃの静的地震力のいずれか大きい

方の地震力に耐えること，② Ｂクラスの施設は，後記(オ)ｃの静的地

震力に耐えるとともに共振のおそれのある施設についてはその影響につ

いての検討も行うこと，③ Ｃクラスの施設は，後記(オ)ｃの静的地震

力に耐えること，④ 上位の分類に属するものは，下位の分類に属する

ものの破損によって波及的破損が生じないこと，が要求されている。

(オ) 地震力の算定方法

新耐震指針は，地震力の算定方法を以下のとおり定める〔乙９６

（８ 。）〕

ａ 基準地震動Ｓｓによる地震力

基準地震動Ｓｓによる地震力は，基準地震動Ｓｓを用いて，水平方

向及び鉛直方向について適切に組み合わせたものとして算定する。

ｂ 弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力

弾性設計用地震動Ｓｄは，基準地震動Ｓｓに基づき，工学的判断か

ら求められる係数を基準地震動Ｓｓに乗じて設定する。また，弾性設

計用地震動Ｓｄによる地震力は，水平方向及び鉛直方向について適切

に組み合わせたものとして算定する。

ｃ 静的地震力

静的地震力の算定は，旧耐震指針のＡクラスをＳクラスに置き換え

ているだけであり，内容の変更はない。

(カ) 荷重の組合せと許容限界

荷重の組合せと許容限界については，旧耐震指針の基準地震動Ｓ 及１

びＳ を，それぞれ弾性設計用地震動Ｓｄ及び基準地震動Ｓｓに置き換２
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えているだけであり，内容の変更はない〔乙９６（１３，１４ 。）〕

(キ) 地震随伴現象に対する考慮

新耐震指針は，地震随伴現象として，① 施設の周辺斜面で地震時に

想定し得る崩壊等，② 施設の供用期間中に極めてまれではあるが発生

する可能性があると想定することが適切な津波，によっても，施設の安

全機能が重大な影響を受けるおそれがないことを十分考慮した上で設計

されなければならないとした〔乙９６（１５ 。）〕

エ バックチェックルール

証拠〔乙９２〕によれば，以下の事実が認められる（なお，以下，各項

目ごとに主たる証拠を掲記する 。。）

原子力安全・保安院は，平成１８年９月２０日，控訴人ら原子力事業者

に対し，新耐震指針に照らして，原子炉施設の耐震安全性評価（バックチ

ェック）を行うよう指示し，その際，新耐震指針をバックチェックに反映

するために，以下のとおり，バックチェックルールを定め，基準地震動Ｓ

ｓの策定に関し，以下のとおり定めた。

(ア) 敷地周辺で発生する地震に関する調査〔乙９２（添１８，１９ 〕）

ａ 敷地周辺（敷地から少なくとも半径３０キロメートルを目安とする

範囲）の活断層，活褶曲，活撓曲等（以下「活断層等」という ）の分。

布を把握するため，文献調査，リニアメントを含む変動地形の調査，

地表地質調査，海上音波探査等の結果に基づくとともに必要に応じト

レンチ調査，物理探査等の実施結果も考慮して，２０万分の１程度の

地質図，変動地形の分布図を作成する。なお，半径３０キロメートル

以遠において敷地に大きな影響を与えることが想定される活断層等に

ついても同様とする。

ｂ 敷地及び敷地近傍（敷地から少なくとも半径５キロメートルを目安

とする範囲）においては，不明瞭，若しくは小規模な変動地形までも
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含めて活断層等の分布を詳細に把握するため，敷地周辺における陸域

及び海域の調査手法に加え，ボーリング調査，トレンチ調査，物理探

査等による詳細な地質・地球物理学的調査を適切に組み合わせて，精

度の高い調査を実施し，この結果に基づき２万５０００分の１程度の

詳細な地質図，変動地形の分布図を作成する。なお，半径５キロメー

トルの範囲内に分布する変動地形がこの範囲を超えて連続する場合に

ついても同様とする。

ｃ 敷地，敷地近傍及び敷地周辺に分布する変動地形については，地質

調査結果に基づき活断層等との関連について評価するものとし，活断

層等との関連を否定する場合は明確な地形・地質学的根拠に基づくも

のとする。

ｄ 活断層等の最新活動時期，長さ，単位変位量等については，変動

地形の調査，地表地質調査，ボーリング調査，トレンチ調査，物理

探査等の各種調査・探査結果により，後期更新世以降の地層又は地

形面等の変位・変形等に基づいて評価する。さらに，震源を想定す

る場合は，前記の評価結果を基に，断層の破壊過程，地震発生様式，

地下構造等に関する地形学・地質学・地球物理学の最新知見等を考

慮する。

(イ) 敷地ごとに震源を特定して策定する地震動の検討のうち，応答スペ

クトルに基づいた地震動評価〔乙９２（添２１ 〕）

最新の知見を取り入れた応答スペクトル評価手法若しくは既往の手法

のうち，敷地に適用できる手法の中から，① 解放基盤表面の地震動と

して評価できること，② 震源の拡がりが考慮できること，③ 敷地に

おける地震観測記録を用いて地震発生様式，地震波伝播経路等に応じた

諸特性（その地域における特性を含む ）が考慮できること，④ 水平方。

向及び鉛直方向の地震動が評価できること，の条件を満足する手法を用
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いることを基本とする。

(ウ) 敷地ごとに震源を特定して策定する地震動の検討のうち，断層モデ

ルを用いた手法による地震動評価〔乙９２（添２２ 〕）

ａ 検討用地震について地震動を評価する際，敷地において要素地震と

して適切な観測記録がある場合には経験的グリーン関数法によること

とし，無い場合は統計的グリーン関数法によることを原則とする。

ｂ 地震動を評価する際には，ハイブリッド合成法による地震動評価も

併せて行い，経験的グリーン関数法あるいは統計的グリーン関数法の

結果の妥当性を確認する。

ｃ 震源パラメータは，最新の知見等に基づいて設定し，① 震源断層

は，活断層等の調査により得られた情報等や，地震活動や地殻変動等

に関する情報をもとに設定する，② 巨視的断層パラメータ（断層面

積，地震モーメント等）は，断層面積と地震モーメントとの関係等を

もとに設定し，必要に応じて，過去に発生した地震のパラメータに関

する知見等も活用する，③ 微視的断層パラメータ（アスペリティの

面積及び位置，実効応力，すべり量等）は，既往の研究成果等を参考

とし，最新知見をもとに設定する，④ その他のパラメータ（断層の

破壊開始点，破壊伝播速度等）は，既往の研究成果等を参考とし，最

新知見をもとに設定する，こととする。

ｄ 地震動評価においては，震源付近から敷地近傍に掛けての地下構造

が適切にモデル化され，震源から評価地点までの伝播特性，増幅特性

が，既往の研究成果，最新知見に基づいて適切に評価されていること

を確認する。

ｅ 応答スペクトルに基づいた地震動評価結果等との比較検討を行い，

断層モデルを用いた手法により評価した地震動の妥当性を確認する。

(エ) 震源を特定せず策定する地震動〔乙９２（添２３ 〕）
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応答スペクトルの妥当性の確認は，最新の知見に照らして地点ごとに

個別に行うこととする。その際には，既往の研究成果や最新知見を踏ま

えた確率論的な評価等を参考とする。この確率論的な評価の例としては，

① 地表に明瞭な痕跡を示さない震源断層に起因する震源近傍の地震動

についての確率論的な研究成果を踏まえた評価（地点を特定しない評

価 ，② 陸域で発生する地震のうち活断層が特定されていない場所で）

発生する地震の地域ごとの最大マグニチュードに関する研究成果を踏ま

えた地震ハザード評価（地域性を考慮した個別地点ごとの評価 ，が挙）

げられる。

(オ) 敷地ごとに震源を特定して策定する地震動による基準地震動Ｓｓの

策定〔乙９２（添２４，２５ 〕）

ａ 総論

検討用地震について，既往の研究成果等や最新の知見に基づき設定

した基本的な震源要素により地震動評価を行い，その上で，敷地へ与

える影響を踏まえ，震源の不確かさを考慮して地震動評価を行う。地

震動評価に当たっては，応答スペクトルに基づく手法及び断層モデル

を用いた手法の双方により実施し，それらの結果を基に敷地ごとに震

源を特定して策定する地震動による基準地震動Ｓｓを策定する。

ｂ 応答スペクトルに基づく手法による評価

震源の不確かさの考慮に当たっては，基本的な震源要素を基に地震

学的知見に整合が取れる範囲で規模と位置を設定し，応答スペクトル

を評価する。

ｃ 断層モデルを用いた手法による評価

断層モデルを用いた手法により震源の不確かさを考慮するに当たっ

ては，敷地に大きな影響を与えると考えられる支配的なパラメータに

ついて要因分析を行い，パラメータスタディを実施した上で地震動評
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価を実施する。その際には，基本的な震源要素を基に地震学的知見に

整合が取れる範囲でパラメータを考慮し，各パラメータ間の関係式を

満たすように留意する。

震源が敷地に近い場合には，その破壊過程が地震動評価に大きな影

響を与える可能性があることを重視し，より詳細な検討を実施する。

ｄ 基準地震動Ｓｓの策定

応答スペクトルに基づく手法による基準地震動Ｓｓは，前記ｂの評

価結果を考慮し，少なくとも，最も大きな応答スペクトルを下回らな

いように設計用応答スペクトルを設定した上で策定する。

応答スペクトルに基づく手法による基準地震動Ｓｓの模擬地震波は，

設計用応答スペクトルに適合するように作成する。その際の振幅包絡

線は，地震動の継続時間に留意して設定する。なお，敷地における観

測記録等の位相特性についても，必要に応じて留意する。

断層モデルを用いた手法による基準地震動Ｓｓは，施設に与える影

響の観点から地震動の諸特性（周波数特性，継続時間，位相特性等）

を考慮して，設計用応答スペクトルとの関係を踏まえつつ，前記ｃの

評価結果から選定し，その地震波形を用いて策定する。

長さが短い孤立した活断層等による地震動評価については，最新の

知見を踏まえて安全上の観点から震源を想定し，応答スペクトルに基

づく手法，断層モデルを用いた手法等により地震動を評価し，基準地

震動Ｓｓの妥当性を確認する。

また，必要に応じて前記ｂ及びｃにより選定された手法以外の手法

を用いて地震動を評価し，基準地震動Ｓｓの妥当性を確認する。なお，

その場合は，各手法の適用条件に留意する。

(カ) 震源を特定せず策定する地震動による基準地震動Ｓｓの策定〔乙９

２（添２５ 〕）
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前記(エ)により設定した震源を特定せず策定する地震動の応答スペク

トルに適合するよう模擬地震波を作成し，震源を特定せず策定する地震

動による基準地震動Ｓｓとして策定することを基本とする。模擬地震波

を作成する際の振幅包絡線は，応答スペクトルを評価する際に用いた観

測地震波の波形を包絡するように設定する。

なお，震源を特定せず策定する地震動の応答スペクトルが前記(オ)ｄ

（敷地ごとに震源を特定して策定する地震動による基準地震動Ｓｓの策

定）で設定した設計用応答スペクトルに全周期帯において包絡される場

合等は，敷地ごとに震源を特定して策定する地震動による基準地震動Ｓ

ｓで代表させることができる。

(キ) 地震動の超過確率の参照〔乙９２（添２６ 〕）

将来の確率論的評価の安全規制への本格的導入の検討に役立つ情報と

して可能な限り活用していくとの観点から，基準地震動Ｓｓがどの程度

の超過確率に相当しているかを把握し，併せて，その算出手法や用いた

設定条件についても示すこととする。

オ 本件原子炉施設の耐震安全性評価

証拠〔甲３６５，乙６，乙９，乙１７，乙２０，乙９２，乙９６，乙１

２５－３，証人Ｆ〕及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる

（なお，以下，各項目ごとに主たる証拠を掲記する 。。）

(ア) 控訴人が行った地質調査

控訴人は，本件原子炉施設に関し，耐震設計（後記ａ）及びバックチ

ェック（後記ｂ）の際，以下のとおり，地質調査を行った。

ａ 耐震設計の際の調査

控訴人は，本件原子炉施設の耐震設計に際し，敷地及び敷地周辺の

地質・地質構造を把握するため，原子力発電所の地質，地盤に関する

審査の手引き（以下「地質，地盤の手引き」という ）及び社団法人日。
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本電気協会「原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ４６０１－１

９８７ （以下「旧ＪＥＡＧ」という ）に基づき，以下のとおり，調」 。

査を行った〔甲３６５，乙６（添６－３－１，２ ，乙９（１３００な）

いし１３０２ ，乙１７（５，６ ，乙２０（６ないし１１ ，証人Ｆ） ） ）

（①７ないし１５，②１３ないし１５ ，弁論の全趣旨 。） 〕

(ａ) 敷地周辺陸域

控訴人は，本件原子炉施設の耐震設計に際し，敷地周辺陸域の地

質・地質構造を把握するため，敷地の中心から半径３０キロメート

ル内の範囲の陸域について，既存の地形図，地質図，活断層に関す

る文献の調査，空中写真判読，地表踏査等を実施した〔甲３６５，

乙６（添６－３－１，４，５ ，乙２０（６ないし１０ ，証人Ｆ） ）

（①７ないし１３ 。）〕

(ｂ) 敷地周辺海域

控訴人は，本件原子炉施設の耐震設計に際し，敷地周辺海域の地

質・地質構造を把握するため，敷地を中心として沿岸方向約６０キ

ロメートル，沖合方向約３０キロメートルの範囲の海域（以下「敷

地前面調査海域」という ）について，既存の海底地形図，海底地質。

図等の文献の調査，海上音波探査等を実施した。また，敷地を中心

とする半径約３０キロメートルの範囲の七尾湾及び富山湾（以下

「七尾湾調査海域」という ）については，海上保安庁水路部におい。

て実施した音波探査記録の解析を実施した〔甲３６５，乙６（添６

－３－１，５ ，乙２０（６，７，９，１０ ，証人Ｆ（①１３ない） ）

し１５ 。）〕

(ｃ) 敷地近傍

控訴人は，本件原子炉施設の耐震設計に際し，敷地近傍の地質・

地質構造を把握するため，陸域においては，文献調査，空中写真判
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読及び地表踏査等を，海域については，海上音波探査等を実施した

〔甲３６５，乙６（添６－３－１，５ ，乙２０（６ないし１０ ，） ）

証人Ｆ（①７ないし１５ 。）〕

(ｄ) 敷地

控訴人は，本件原子炉施設の耐震設計に際し，敷地の地質・地質

構造を把握するため，文献調査，空中写真判読及び地表踏査を実施

するとともに，地表からの弾性波探査，ボーリング調査，試掘坑調

査及びトレンチ調査等の調査を実施した〔甲３６５，乙６（添６－

３－４７，５１，５２ ，乙２０（６ないし１１ ，証人Ｆ（①７な） ）

いし１３ 。）〕

ｂ バックチェックの際の調査

控訴人は，バックチェックに際し，新耐震指針，バックチェックル

ール及び平成１９年９月５日に改訂されたＪＥＡＧ（２００７）に基

づき，以下のとおり，地質調査を行った〔乙９２，乙９６，乙１２５

－３－１，弁論の全趣旨 。〕

(ａ) 敷地周辺陸域

控訴人は，バックチェックに際し，敷地周辺陸域について，活断

層の位置，形状，活動性等をより詳細に把握するため，これまで実

施してきた前記ａ(ａ)の調査に加え，文献調査，変動地形学的調査

（敷地の中心から半径約３０キロメートルの範囲内における航空レ

ーザ計測及び新リニアメント判読基準に基づくリニアメント・変動

地形の抽出・分類 ，地表地質調査並びに地球物理学的調査（重力探）

査，反射法地震探査及び地中レーダ探査）を追加して実施した〔乙

１２５－３－２ないし４，１７７ 。〕

控訴人は，これらの調査結果に基づいて，敷地の中心から半径約

３０キロメートルの範囲について原縮尺２０万分の１の敷地周辺陸
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域のリニアメント・変動地形分布図及び地質図等を作成するととも

に，主要な断層の周辺について縮尺２万５０００分の１の敷地周辺

陸域のリニアメント・変動地形分布図及び地質図等を作成した。ま

た，高解像度の地形データに基づく等高線間隔１メートルの等高線

図及び立体地図を作成した 〔乙１２５－３－１ないし４，１８９な。

いし１９７〕

(ｂ) 敷地周辺海域

控訴人は，バックチェックに際し，これまで実施してきた前記ａ

(ｂ)の調査に加え，本件設置変更許可申請以降に公表された最新の

文献について追加して調査を実施するとともに，敷地近傍ではより

，精度の高い調査を行う必要があるとの新耐震指針の考え方に照らし

敷地近傍を中心とした沿岸域等において，電磁誘導式（ブーマー・

マルチチャンネル）の海上音波探査を新たに実施した〔乙１２５－

３－１，４ 。〕

また，控訴人は，海域の断層等の評価に際し，敷地周辺海域にお

いて能登半島地震が発生したことを踏まえた平成１９年８月保安院

指示事項に基づき，能登半島地震に関する各種研究機関の調査研究

成果を反映した。なお，各種研究機関の調査研究については，能登

半島地震の震源域の周辺海域において，東京大学地震研究所（以下

「東大震研」という ）及び産総研等により，エアガン式（マルチチ。

ャンネル）及び電磁誘導式（ブーマー・マルチチャンネル）の海上

音波探査等の詳細な調査が実施され，同地震の震源断層等について

の総合的な評価がなされている 〔乙１２５－３－１１４，３６２〕。

控訴人は，これらの調査結果に基づいて，縮尺２０万分の１の敷

地前面調査海域及び七尾湾調査海域の海底地形図，海底地質図及び

海底地質断面図を作成した〔乙１２５－３－１，４，３６３ないし
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３７０，３９９，４００ 。〕

(ｃ) 敷地近傍

控訴人は，バックチェックに際し，これまで実施してきた前記ａ

(ｃ)の調査に加え，不明瞭若しくは小規模な変動地形までも含めて

地質・地質構造を更に詳細に把握するため，敷地周辺の調査結果を

踏まえ，敷地を中心とする半径約５キロメートルの範囲において，

既存文献の調査，変動地形学的調査，地質学的調査，地球物理学的

調査を追加して実施した。具体的には，陸域について，① 変動地

形学的調査として新リニアメント判読基準を用いて地形判読をする

とともにリニアメント・変動地形を抽出し，② 地質学的調査とし

て新たな地形判読の結果を踏まえ，地表踏査を追加して実施し，③

地球物理学的調査として，地下深部の大規模な地質構造を把握す

るため詳細な重力探査を実施し，敷地近傍の重力異常図（ブーゲー

異常図）を作成した。また，海域については，敷地近傍を含む沿岸

海域において，電磁誘導式（ブーマー・マルチチャンネル）の海上

音波探査を新たに実施し，重力異常図（ブーゲー異常図）を作成し

た 〔乙１２５－３－１，１３６，１３７，１４３，４８１〕。

以上の調査結果に基づいて，控訴人は，敷地の中心から半径約５

，キロメートルの範囲について，縮尺２万５千分の１の詳細な地形図

地質図，地質断面図及びリニアメント・変動地形分布図等を作成し

た〔乙１２５－３－１３６，１３７，３－４７４ないし４７６，４

８２，４８３ 。〕

(ｄ) 敷地

控訴人は，バックチェックに際し，これまで実施してきた前記ａ

(ｄ)の調査に加え，文献調査，地形調査等を行った〔乙１２５－３

－１，１５４ 。〕
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(イ) 控訴人による活断層評価

証拠〔乙１２５－３，乙１８１〕によれば，以下の事実が認められる

（なお，以下，各項目ごとに主たる証拠を掲記する 。。）

控訴人は，耐震設計及びバックチェックの際における前記地質調査の

結果，本件原子炉施設の活断層を以下のとおり評価した。

ａ 敷地周辺陸域の断層（本件敷地中心から半径３０キロメートル以

内）の評価結果

(ａ) 邑知潟断層帯

邑知潟断層帯の北部は，宝達志水町竹生野から七尾市佐野町付近

に至る石動山北西縁に位置し，同区間では三つの背斜構造（南から

志雄地塊の背斜構造，鹿島地塊の背斜構造及び七尾地塊の背斜構

造）の北西部翼に当たる。鹿島地塊の背斜構造に関連する活動は完

新世に及んでおり，活動度もＢ級であるのに対し，七尾地塊の背斜

構造の区間については，約３万年前以降は活動していない可能性が

あり，活動度はＣ級であった。これらの活動性等の違いに着目した

場合，両背斜構造の間で異なる活動区間に区分される可能性がある

が，ともに後期更新世以降の活動の可能性があることや石動山地の

隆起を形成した背斜構造としての一体性を考慮し，志雄地塊の北東

区間を含めて，石動山北西縁の宝達志水町荻市北方から七尾市佐野

町について，安全評価上，東側隆起の逆断層として後期更新世以降

，の活動の可能性があるものとして取り扱った〔乙１２５－３－３９

４０ 。〕

これら石動山北西縁の東側隆起の逆断層と野寺断層との関連につ

いては，それぞれ石動山地と宝達山地の異なる隆起に伴う構造であ

ることなどから，異なる活動区間に区分される可能性があるが，両

断層を一体としている文献（杉戸信彦ほか「邑知潟平野南東縁・石
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動山断層の活動時期と地震時変位量」地震第２輯第６０巻）もある

ことなどを考慮して，安全評価上，中期更新世には活動が終了した

と判断される宝達志水町竹生野から同町荻市の区間も含めて，かほ

，く市野寺から七尾市佐野町に至る約３４キロメートル区間について

邑知潟南縁断層帯として耐震設計に考慮するものとした〔乙１２５

－３－４０ 。〕

一方，坪山－八野断層については，邑知潟南縁断層帯とずれの向

きが逆（坪山－八野断層は西側隆起の逆断層であるのに対し，邑知

潟南縁断層帯は東側隆起の逆断層である ）であり，それぞれの断層。

面は地下深部では離れていくと考えられることから，坪山－八野断

層は，邑知潟南縁断層帯とは別の断層帯であると判断した〔乙１２

５－３－４０ 。〕

(ｂ) 眉丈山第１断層・眉丈山第２断層・徳田北方の断層

眉丈山第１断層については，眉丈山南東斜面には，リニアメント

・変動地形は判読されず，北西側隆起の眉丈山第１断層の存在を示

唆するような断層露頭や花崗岩と滝礫岩層との境界線の不連続も認

められず，反射法地震探査によれば，断層の存在を示唆する反射構

造は認められないとされている（下川浩一ほか「石川県羽咋市付近

における邑知潟断層帯の反射法地震探査，活断層・古地震研究報

告」独立行政法人産業技術総合研究所地質調査総合センター）こと

から，眉丈山第１断層は存在しないと評価した〔乙１２５－３－４

８ 。〕

眉丈山第２断層については，新リニアメント判読基準により判読

される，羽咋市千路町付近から中能登町－青深沢付近までの約１２

キロメートル区間で眉丈山南東斜面と邑知潟平野との境界のリニア

メント・変動地形（以下，このリニアメント・変動地形を「眉丈山
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リニアメント」という ）が対応するものと考えられるが，他方，そ。

の南西方延長には沖積層が分布しており，断層が平野下に伏在する

可能性も考えられることから，南西方の海域で実施した海上音波探

査の結果により後期更新世以降の活動が認められない測線（Ｎｏ．

１３Ｕ測線）から，眉丈山リニアメントの北東方に当たる，高階層

及び中位段丘Ⅰ面に変位・変形が認められない中能登町羽坂付近ま

での約１９キロメートル区間について，安全評価上，耐震設計に考

慮するものとした〔乙１２５－３－４８，４９ 。〕

徳田北方の断層については，地表地質調査，反射法地震探査等の

結果から，七尾市徳田町から同市国分町までの約３．４キロメート

ル区間に丘陵と沖積平野との境界に判読したリニアメント・変動地

形を横断して高階層，赤浦砂岩層等に変位，変形は認められないこ

とから，徳田北方の断層に対応する断層は存在しないと評価した

〔乙１２５－３－４９ 。〕

(ｃ) 酒見断層

新リニアメント判読基準によれば，志賀町西海風戸から輪島市門

田町舘分付近までの約９．１キロメートルの区間でリニアメント・

変動地形が判読された。このうち，志賀町大福寺北西方から同町酒

見西方までの約４．６キロメートルの区間に判読されたリニアメン

ト・変動地形（以下「酒見リニアメント」という ）については，そ。

の両側に分布している高位段丘面に分布高度差が認められ，その活

動が後期更新世に及ぶとする見解（加藤碵一・杉山雄一「５０万分

の１活構造図「金沢 ）もあることなどから，後期更新世以降の活」」

動の可能性があるものとし，安全評価上，段丘面に高度不連続が認

めれらない区間も含め，リニアメント・変動地形が判読される前記

約９．１キロメートル全区間について，耐震設計に考慮するものと
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した〔乙１２５－３－５４，５５ 。〕

(ｄ) 富来川南岸断層

新リニアメント判読基準によれば，約６キロメートルの区間にリ

ニアメント・変動地形が判読されたが，後期更新世以降の活動が

問題となるものではなく，他にも後期更新世以降の活動が問題と

なる断層は認められないとして，耐震設計上考慮しないものとし

た〔乙１２５－３－５８，５９ 。〕

(ｅ) 横田付近の断層

新リニアメント判読基準によれば，約２．５キロメートルの区間

にリニアメント・変動地形が判読されたが，後期更新世以降の活

動が問題となるものではないとして，耐震設計上考慮しないもの

とした〔乙１２５－３－６１，６２ 。〕

(ｆ) 七尾市中島町西谷内周辺の断層

新リニアメント判読基準によれば，七尾市中島町古江北西方か

ら同市中島町河内南東方までの約３．３キロメートル区間にリニ

アメント・変動地形が判読されるが，後期更新世以降の活動が問

題となるものではなく，他にも後期更新世以降の活動が問題とな

る断層は認められないとして，耐震設計上考慮しないものとした

〔乙１２５－３－６５，６６ 。〕

(ｇ) 富来川断層

新リニアメント判読基準によれば，穴水町越渡南東方から志賀町

地保までの，富来川に沿う約３キロメートル区間にリニアメント・

変動地形が判読され，急崖の崖面が新鮮で直線性を有すること，急

崖下には古い構造を反映した西側隆起の断層が伏在する可能性もあ

ること，及び，後期更新世以降の活動を否定するための具体的な資

料が得られなかったことを踏まえ，安全評価上，前記約３キロメー
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トル全区間について耐震設計に考慮するものし，他には，後期更新

世以降の活動が問題となる断層は認められないとした〔乙１２５－

３－６９，７０ 。〕

(ｈ) 七尾市中島町小牧周辺の断層

新リニアメント判読基準によれば，七尾市中島町小牧付近の約１．

７キロメートルの区間及び同市中島町鹿島台付近の約０．６キロ

メートルの区間にリニアメント・変動地形が判読されるが，いず

れも後期更新世以降の活動が問題となるものではなく，他にも後

期更新世以降の活動が問題となる断層は認められないとして，耐

震設計上考慮しないものとした〔乙１２５－３－７３，７４ 。〕

(ｉ) 穴水町鹿島周辺の断層

新リニアメント判読基準によれば，穴水町横見北西方から同町

緑ヶ丘西方まで約４．４キロメートルの区間，同町曽福西方から

同町緑ヶ丘までの約５．２キロメートルの区間及び同町曽福から

同町根木までの約２．９キロメートルの区間にリニアメント・変

動地形が判読されるが，いずれも後期更新世以降の活動が問題と

なるものではなく，他にも後期更新世以降の活動が問題となる断

層は認められないとして，耐震設計上考慮しないものとした〔乙

１２５－３－７６，７７ 。〕

(ｊ) 能登島の断層

新リニアメント判読基準によれば，七尾市能登島半浦町から同市

能登島閨町東方までの約１．８キロメートル区間で並行した２条の

西側隆起のリニアメント・変動地形が判読され，西側のリニアメン

ト・変動地形は半の浦西断層にほぼ対応し，東側のリニアメント・

変動地形は半の浦東断層にほぼ対応し，いずれも後期更新世以降の

，活動の可能性がある。そして，これら各断層の南方延長の海域には
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Ｎ－３断層ないしＮ－７断層及びＮ－９断層ないしＮ－１１断層が

分布しており，走向及び落下方向が前記各断層と一致していること

から，以上の断層を一連の断層帯（以下「能登島半の浦断層帯」と

いう ）として取り扱った。そして，北方延長の変位・変形が認めら。

れない高位段丘Ⅰ面を北端とし，南端については，海域の断層との

一連の構造の可能性を考慮した上で，中位段丘Ⅰ面において西側隆

起に対応する高度不連続が認められない七尾湾陸域沿岸部とし，こ

の間の約１０キロメートル区間について，安全評価上，耐震設計に

考慮するものとし，他には，後期更新世以降の活動が問題となる断

層は認められないとした 〔乙１２５－３－８１，８２〕。

(ｋ) 能都断層帯

新リニアメント判読基準によれば，穴水町鹿波から能登町藤波ま

。で約１８キロメートル区間でリニアメント・変動地形が判読された

前記区間のうち，穴水町沖波から能登町七見までの約７．５キロメ

ートル区間で認められるリニアメント・変動地形及び穴水町鹿波か

ら同町竹太までの約８キロメートル区間で認められるリニアメント

・変動地形の南西方延長の海域において断層が認められない測線か

ら，能登町小垣から同町藤波までの約７キロメートル区間で認めら

れるリニアメント・変動地形の北東方延長の高位段丘面及び中位段

丘Ⅰ面に高度不連続が認められない能登町宇出津までの約２０キロ

メートル区間について，安全評価上，後期更新世以降の活動の可能

性があるものとして取り扱い，耐震設計に考慮するものとした 〔乙。

１２５－３－８８，８９，乙１８１〕

(ｌ) 高浜断層

後期更新世以降の活動が問題となるものではないとして，耐震

設計上考慮しないものとした〔乙１２５－３－９１，９２ 。〕
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(ｍ) 輪島市門前町原周辺の断層

後期更新世以降の活動が問題となるものではないとして，耐震

設計上考慮しないものとした〔乙１２５－３－９４ 。〕

(ｎ) 敷地の中心から３０キロメートル以内のその他の断層及びリニ

アメント・変動地形

志賀町矢駄付近で判読されたリニアメント・変動地形，輪島市門

前町西中尾付近で判読されたリニアメント・変動地形及び穴水町下

唐川付近で判読されたリニアメント・変動地形については，いずれ

も後期更新世以降の活動が問題とはならないものと判断した〔乙１

２５－３－９６，９８，９９，１０１ 。〕

ｂ 敷地周辺陸域の断層（本件敷地中心から半径３０キロメートル以

遠）の評価結果

(ａ) 跡津川断層

跡津川断層については，岐阜県白川村の天生峠西方から富山県立

山町弥陀原付近に至る約６９キロメートルの区間について，安全評

価上，活動が後期更新世に及んでいる可能性があるものとして取り

扱い，耐震設計に考慮するものとした〔乙１２５－３－１０８，１

０９，乙１８１ 。〕

(ｂ) 牛首断層

牛首断層については，岐阜県白川村卒塔婆峠付近から富山県富山

市小見付近までの約５６キロメートルの区間で活動が後期更新世に

及んでいる可能性があるものと評価し，耐震設計に考慮するものと

した〔乙１２５－３－１１０ 。〕

(ｃ) 御母衣断層

安全評価上，リニアメント・変動地形が判読された石川県金沢市

の医王山西方から岐阜県郡上市明宝奥住付近までの約７０キロメー
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トル区間を御母衣断層とし，活動が後期更新世に及んでいる可能性

があるものと評価し，耐震設計に考慮するものとした〔乙１２５－

３－１１２ 。〕

(ｄ) 糸魚川－静岡構造線活断層系

地震調査委員会は，糸魚川－静岡構造線活断層系について，マグ

ニチュード８程度（マグニチュード７と１／２ないし８と１／２）

の可能性が高いとしており，このうち,トレンチ調査の結果から，北

部と中部の約１００キロメートルの区間について歴史地震との関連

性を指摘し，想定される地震の規模はマグニチュード８程度（マグ

ニチュード７と３／４ないし８と１／４）であった可能性が高いと

していることから，地震調査委員会が想定した上限の規模の地震を

耐震設計に考慮するものとした〔乙１２５－３－１１３ 。〕

ｃ 敷地周辺海域の断層等（本件敷地の中心から半径３０キロメートル

以内）の評価結果

(ａ) 笹波沖断層帯

笹波沖断層帯は，笹波沖隆起帯北縁から笹波沖小隆起帯北縁～西

縁に沿って位置する断層及び撓曲群から構成され，本断層帯の走向

は，笹波沖隆起帯北縁に沿ってはほぼ直線的に東北東－西南西方向

を示すが，笹波沖小隆起帯との境界付近では北東－南西方向を示し

ステップ状に屈曲している。そして，① 能登半島地震の震源断層

が前記屈曲する位置以東の断層（以下「笹波沖断層帯（東部 」とい）

う ）とほぼ対応していること，② 笹波沖断層帯（東部）と前記屈。

曲する位置以西の断層（以下「笹波沖断層帯（西部 」という ）と） 。

では地質構造の違いや最新活動時期に違いがあり，二つの活動区間

に分かれて活動してきたと推定されること，から，今後も過去と同

様に二つの区間に分かれて活動すると推定した。そして，笹波沖断
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層帯（東部）については，海岸線から輪島市門前町浦上付近までの

区間を含めた約２１キロメートル区間を能登半島地震の震源断層と

して，耐震設計上考慮した。また，笹波沖断層帯（西部）について

は，安全評価上，南西方向で断層関連褶曲が認められなくなる測線

までの約２２キロメートル区間について一体として評価し，後期更

新世以降の活動の可能性があるものとして耐震設計に考慮するもの

とした 〔乙１２５－３－１２１ないし１２３〕。

(ｂ) 海士岬沖断層帯

笹波沖隆起帯と海士岬沖小隆起帯との境界付近で走向が屈曲する

ことなどから，それぞれの活動区間に区分される可能性もあるが，

安全評価上，北東方の断層が認められない測線から南西方でＢ 層に１

変位・変形が認められない測線までの約１８キロメートル区間につ

いて，後期更新世以降の活動の可能性があるものとして取り扱い，

耐震設計に考慮するものとした〔乙１２５－３－１２４ 。〕

(ｃ) 前ノ瀬東方断層群

笹波沖断層帯と走向が概ね同じであり断層周辺の地質構造に類似

性があること及びＢ 層に層理の撓みが認められる区間が断続するこ１

とから，安全評価上，本断層群を構成する断層を一連とみなし，北

東方の断層が認められない測線から，南西方の断層が認められない

測線までの約３０キロメートル区間について，後期更新世以降の活

動の可能性があるものとして取り扱い，耐震設計に考慮するものと

した〔乙１２５－３－１２５ 。〕

(ｄ) 羽咋沖西撓曲及び羽咋沖東撓曲

羽咋沖西撓曲及び羽咋沖東撓曲については，いずれも東翼が急傾

斜で幅が狭く，西翼が緩傾斜で幅が広い非対称な褶曲であるとし，

羽咋沖西撓曲については，安全評価上，褶曲構造の形状から褶曲の
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東翼基部に西傾斜の逆断層が伏在していると推定し，非対称な褶曲

構造が認められない測線までの約２３キロメートル区間について，

後期更新世以降の活動の可能性があるものとして耐震設計に考慮す

るものとした。羽咋沖東撓曲については，安全評価上，褶曲構造の

，形状から褶曲の東翼基部に西傾斜の逆断層が伏在していると推定し

南部の背斜構造が不明瞭な区間を含め，非対称な褶曲構造が認めら

れない測線までの約３２キロメートル区間について，後期更新世以

降の活動の可能性があるものと評価し，耐震設計に考慮するものと

した 〔乙１２５－３－１２６，１２７〕。

(ｅ) 敷地前面調査海域のその他の断層

後期更新世以降の活動が問題となるものではないとして，耐震

設計上考慮しないものとした〔乙１２５－３－１２７ 。〕

(ｆ) 七尾湾調査海域の断層

後期更新世以降の活動が問題となるものではないとして，耐震

設計上考慮しないものとした〔乙１２５－３－１２８ 。〕

ｄ 敷地周辺海域の断層等（本件敷地の中心から半径３０キロメートル

以遠の範囲）の評価結果

(ａ) 富山湾西側海域の断層

，この断層は，富山湾西側の大陸斜面基部に示されたものであるが

その中間部約１１キロメートル区間については，少なくとも新第三

系上部に断層等が存在しないと判断されることから，安全評価上問

題としなかった。また，北部約７キロメートル区間及び南部約２２

キロメートル区間については，数条の断層の推定が可能であり，そ

，の一部が中部更新統以上に変位を与えていると判断されることから

それぞれの区間を後期更新世以降の活動の可能性があるものと評価

し，耐震設計に考慮するものとした 〔乙１２５－３－１２９，１３。
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０〕

(ｂ) 猿山岬北方沖の断層

安全評価上，本断層の東端付近で断層が認められない測線から，

断層が屈曲する猿山岬沖で上部更新統に変位・変形が認められない

測線までの約４０キロメートル区間について，後期更新世以降の活

動の可能性があるものとして取り扱った。そして，安全評価上，こ

の４０キロメートルの区間に完新世離水地形が存在する輪島市門前

町鹿磯付近までの沿岸区間を含め，合計約４９キロメートル区間を

猿山岬北方沖断層として一括して取り扱い，耐震設計に考慮するも

のとした 〔乙１２５－３－１３１，１３２〕。

(ｃ) 珠洲岬沖の断層群

地質構造的にいくつかの活動区間に区分される可能性もあるが，

安全評価上，地質調査所の音波探査記録により第四系に断層等が認

められないことを確認した各測線の間の約６９キロメートル区間

（以下「珠洲岬沖断層帯」という ）について，後期更新世以降の活。

動の可能性があるものとして取り扱い，耐震設計に考慮するものと

した〔乙１２５－３－１３３，１３４ 。〕

(ｄ) 敷地から３０キロメートル以遠のその他の断層

Ｆｕ１及びＦｕ２については，少なくとも第四系には対応する断

層は存在しないし，また，敷地前面調査海域の西部には，Ｂ層及び

Ｃ層中に正断層からなる小断層群が推定されるが，これらの小断層

は，連続性が認め難く，途中で消失するもの及び収れんする傾向の

ものもあり，また，海底地形が平坦であることなどから，いずれも

安全評価上問題としなかった〔乙１２５－３－１３４，１３５ 。〕

また，文献により敷地周辺海域に示されたその他の断層について

は，断層の長さと敷地からの距離を考慮し，安全評価上問題としな
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かった〔乙１２５－３－１３５ 。〕

ｅ 敷地近傍陸域の断層の評価結果

(ａ) 福浦断層

新リニアメント判読基準によれば，志賀町福浦港東方から同町赤

住北東方までの中期更新世に形成された高位段丘面群の分布域に，

北部の約１．４キロメートル区間，南部の約１．２キロメートル区

間で断続的にリニアメント・変動地形が判読された。このリニアメ

ント・変動地形の周辺には高位段丘面が四面（以下，低い方から

「Ⅰ面 「Ⅱ面 「Ⅲ面 「Ⅳ面」という ）分布している。南部の」， 」， 」， 。

約１．２キロメートル区間のリニアメント・変動地形を挟んで高位

段丘Ⅰ面及びⅡ面が分布しており，高位段丘Ⅰ面にはリニアメント

・変動地形を挟んで分布高度に系統的な差が認められず，また，高

位段丘Ⅱ面にも分布高度に系統的な差が認められない。さらに，北

部の約１．４キロメートル区間のリニアメント・変動地形を挟んで

高位段丘Ⅱ面，Ⅲ面及びⅣ面が分布しており，南部の約１．２キロ

メートルの区間と同様，高位段丘Ⅱ面，Ⅲ面及びⅣ面にはリニアメ

ント・変動地形を挟んで分布高度に系統的な差が認められない。ま

，た，地表踏査によれば，受堤北方の山腹で認められた断層露頭では

安山岩中の断層を礫混じり粘土からなる堆積物が不整合に覆ってお

り，断層直上の安山岩と堆積物の境界については，同境界部の軟Ｘ

線写真によれば断層変位を受けた形跡は認められない。断層を覆う

堆積物は，赤色土壌化及びくさり礫化の程度が周辺の高位段丘堆積

層の赤色土壌化及びくさり礫化の程度と類似しており，遊離酸化鉄

の分析結果でも，活性度，結晶化指数は，敷地近傍の高位段丘の土

壌と同程度の値を示していた。このような赤色土壌化及びくさり礫

化は下末吉期の温暖な気候下で形成されたと考えられることから，
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，この堆積物は，少なくとも下末吉期以前に堆積したものと考えられ

これに断層が認められないことから，活動が後期更新世に及んでい

ないと判断した。以上の調査結果から，活動が後期更新世に及んで

おらず，耐震設計に考慮する必要がないと評価した 〔乙１２５－３。

－１４６，１４７，乙１８１〕

(ｂ) 長田付近の断層

新リニアメント判読基準によれば，約２．５キロメートルの区間

でリニアメント・変動地形が判読されるが，穴水累層と草木互層と

の硬軟の差を反映した差別侵食による組織地形と判断されることか

ら，耐震設計上考慮しなかった〔乙１２５－３－１４９ 。〕

(ｃ) 和光台南の断層

後期更新世以降の活動が問題となるものではなく，耐震設計上考

慮する必要はないと評価した〔乙１２５－３－１５０ 。〕

(ｄ) 敷地近傍陸域のその他の断層

高ツボリ山の北西方に２条，高ツボリ山の東方に１条存在する確

実度Ⅲ（活断層の可能性があるが，変位の向きが不明であったり，

他の原因，例えば川や海の浸食による崖あるいは断層に沿う浸食作

用によってリニアメントが形成された疑いが残るもの ）のリニアメ。

ントについて，いずれも後期更新世以降の活動が問題となるもので

はなく，耐震設計上考慮する必要はないと評価した〔乙１２５－３

－１５０，１５１ 。〕

ｆ 敷地近傍海域の断層の評価

敷地近傍海域には，志賀町福浦港周辺の碁盤島西方海域の断層及び

同町赤住周辺の兜岩沖断層の２本の断層の存在が推定されるが，いず

れも後期更新世以降の活動が問題となるものではなく，耐震設計上考

慮する必要はないと評価した〔乙１２５－３－１５２，１５３ 。〕
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ｇ 敷地の評価

前記(ア)ａ(ｄ)及びｂ(ｄ)の調査の結果，断層は認められなかっ

た〔乙１２５－３－１５４ないし１５８ 。〕

(ウ) 新耐震指針及びバックチェックルールに基づく基準地震動Ｓｓの策

定

証拠〔乙１２５－４，乙１２７－１，乙１３６，乙１８１〕及び弁論

の全趣旨によれば，以下の事実が認められる（なお，以下，各項目ごと

に主たる証拠を掲記する 。。）

控訴人は，新耐震指針及びバックチェックルールに基づき，以下のと

おり基準地震動Ｓｓを策定した。

ａ 敷地ごとに震源を特定して策定する地震動

(ａ) 検討用地震の選定

控訴人は，地震の発生様式として，内陸地殻内地震，プレート間

地震，海洋プレート内地震及びその他の地震に分類した上，１８８

４年以前については宇佐美龍夫「最新版日本被害地震総覧［４１

６ （東京大学出版会，２００１ ，１８８５年から１９２２年につ］」 ）

いては宇津徳冶ほか編「地震の事典［第２版 （朝倉書店，２００］」

１ ，１９２３年以降については気象庁「地震火山月報（カタログ）

編）等 （１９２３～２００７）といった最新の地震カタログを用い，」

以下のとおり，過去の地震から検討用地震を選定した。

すなわち，控訴人は，内陸地殻内地震として，① １５８６年天

正地震（マグニチュード７．８ ，② １７２９年能登・佐渡の地震）

（マグニチュード６．８ ，③ １８５８年飛越地震（マグニチュー）

ド７．１ ，④ １８９１年濃尾地震（マグニチュード８．０ ，⑤） ）

１８９２年能登の地震（マグニチュード６．４）及び⑥ １９３

３年能登半島の地震（マグニチュード６．０）を抽出した。
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，〔乙１２５－４－２，５，６，２２，４２，４６ないし４９，５２

６６，６７〕

また，控訴人は，同様に内陸地殻内地震である能登半島地震（マ

グニチュード６．９）については，その震源断層を笹波沖断層帯

（東部）であるとし，同断層帯による地震として評価した〔乙１２

５－４－２，５１ 。〕

控訴人は，プレート間地震についてはその発生領域から本件敷地

までの距離が３００キロメートル以上離れていることから，また，

海洋プレート内地震及びその他の地震（日本海東縁部で発生する地

震）についてはいずれもその発生領域から本件敷地までの距離が２

００キロメートル以上離れていることから，いずれも，本件敷地に

，与える影響は小さいと判断した〔乙１２５の４－２，７，８，１８

１９，４２ 。〕

(ｂ) 地震の規模の算定

控訴人は，前記(イ)で評価した活断層から想定される地震の規模

は，活断層の長さから松田式を用いてマグニチュードを算定し，前

記(ａ)で選定した過去の地震の規模は，地震カタログによるマグニ

チュードを用いた。ただし，活断層のうち，長さが短い孤立した活

断層については，震源断層面が地表付近の長さ以上に拡がっている

可能性を考慮し，安全評価上，震源断層面が地震発生層の上限から

下限まで拡がっているものと仮定して震源断層面の幅を算定した上

で，地震学的知見に基づき，震源断層面の幅の長さを断層長さとし

てマグニチュードを算定した。具体的には，震源断層面の幅は，地

震発生層の深さ（本件敷地周辺の微小地震等の深さ方向の分布状況

に基づき，その上限深さを３キロメートル，下限深さを１８キロメ

ートルとして想定）及び傾斜角（活断層の調査等から傾斜角を６０
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度として設定）から１７．３キロメートルとなる〔乙１２５－４－

５７〕ため，長さがこれより短い孤立した活断層，すなわち，酒見

断層，富来川断層，能登島半の浦断層帯及び坪山－八野断層につい

て，前記(イ)の活断層評価の結果にかかわらず，安全評価上，その

活断層の長さを一律に１７．３キロメートルとし，この長さから地

震の規模をマグニチュード６．９として設定した 〔乙１２５－４－。

１７，５１，５２〕

(ｃ) 本件敷地までの距離の算定

控訴人は，前記(ｂ)で想定した地震の震源の本件敷地までの距離

については，後記(ｆ)（応答スペクトルに基づいた地震動評価）に

おいて耐専スペクトルの手法を用いることから，等価震源距離とし

て算定した。具体的には，活断層による地震については，活断層の

位置，傾斜角及び地震発生層の上限，下限深さから算定した震源断

層面の幅により設定した震源断層面に基づき等価震源距離を算定し

た。過去の地震については，地震の規模に応じた面積を持つ仮想の

断層面を地震カタログによる震央位置に仮定して等価震源距離を算

定した。長さが短い孤立した活断層については，安全評価上，位置

の不確かさを考慮し，本件敷地に最も近くなる位置に設定して等価

震源距離を算定した 〔乙１２５－４－２２，５１，５２，５４〕。

(ｄ) 検討用地震の候補となる地震の選定

控訴人は，前記(ｂ)で求めたマグニチュード及び前記(ｃ)で求め

た等価震源距離から，活断層による地震及び過去の地震における本

件敷地への相対的な影響を検討した結果，① 酒見断層（マグニチ

ュード６．９，等価震源距離１５．８キロメートル ，② 眉丈山第）

２断層（マグニチュード７．０，等価震源距離１５．３キロメート

ル ，③ 笹波沖断層帯（東部 （マグニチュード７．０，等価震源） ）



- 127 -

距離２２．１キロメートル ，④ 笹波沖断層帯（西部 （マグニチ） ）

ュード７．１，等価震源距離２２．１キロメートル ，⑤ 前ノ瀬東）

方断層帯（マグニチュード７．３，等価震源距離２５．９キロメー

トル ，⑥ 邑知潟南縁断層帯（マグニチュード７．４，等価震源距）

離３８．４キロメートル ，⑦ 笹波沖断層帯（全長 （マグニチュ） ）

ード７．６，等価震源距離２２．１キロメートル ，⑧ 猿山岬北方）

沖断層（マグニチュード７．７，等価震源距離４１．９キロメート

ル ，⑨ 珠洲岬沖断層帯（マグニチュード７．９，等価震源距離６）

９．９キロメートル ，⑩ 糸魚川－静岡構造線活断層系（マグニチ）

ュード８．５，等価震源距離１５８キロメートル）及び⑪ １８９

２年能登の地震（マグニチュード６．４，等価震源距離１３．１キ

ロメートル）を，検討用地震の候補として選定した〔乙１２５－４

－２２，４２，５４，５５ 。〕

(ｅ) 検討用地震の選定

控訴人は，前記(ｄ)の検討用地震の候補とした各地震について，

マグニチュードと等価震源距離から耐専スペクトルの手法に基づき

，応答スペクトルを算定し，本件敷地における地震動の大きさを比較

検討した結果，前記(ｄ)の⑦笹波沖断層帯（全長）による地震の応

答スペクトルが，同①ないし⑥及び⑧ないし⑪の各地震の応答スペ

クトルを全周期帯にわたって上回っていることから，検討用地震と

して，笹波沖断層帯（全長）による地震を選定した〔乙１２５－４

－２３，４２，５６，８１ 。〕

(ｆ) 応答スペクトルに基づく地震動評価

控訴人は，応答スペクトルに基づく地震動評価について，ＪＥＡ

Ｇ（２００７）が，敷地ごとに震源を特定して策定する地震動評価

につき距離減衰方式を用いた経験的な方法として示している，耐専
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スペクトルの手法（Ｎｏｄａ ｅｔ ａｌ （２００２）で提案さ．

れた，地震観測記録に基づき策定された距離減衰式による経験的

な方法 ）が，前記エ(イ)においてバックチェックルールが示す各要。

件（① 解放基盤表面の地震動として評価できること，② 震源の

拡がりが考慮できること，③ 敷地における地震観測記録を用いて

，地震発生様式，地震波伝播経路等に応じた諸特性が考慮できること

④ 水平方向及び鉛直方向の地震動が評価できること）を満たす手

法であるとし，これを用いて，前記(ｅ)において検討用地震として

，選定した笹波沖断層帯（全長）による地震について，以下のとおり

，基本的なケースの検討及び不確かさを考慮したケースの検討を行い

水平方向及び鉛直方向の地震動を評価した〔乙１２５－４－２４，

２５，２７，４２，５７，５９，８４ないし８６，９０，９１，添

２７，２８，３４，乙１２７－１－１８ないし２７，４１，４２，

乙１８１ 。〕

ⅰ 基本的なケースの検討

控訴人は，耐専スペクトルの手法を用いて地震動評価を行うた

めに必要なパラメータである震源断層面，アスペリティ及び等価

震源距離については，以下のように設定した。

(ⅰ) 震源断層面

笹波沖断層帯（東部）については，後記(ｇ)（断層モデルを

用いた手法による地震動評価）のとおり，傾斜角及び断層長さ

は，能登半島地震による実際の観測記録を再現したシミュレー

ション解析（以下「能登半島地震のシミュレーション解析」と

いう ）で設定した値に基づき，傾斜角を６０度，断層長さを２。

０．６キロメートルと設定し，震源断層面の幅については，安

全評価上，その下端を地震発生層の下限まで拡げて１７．３キ
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ロメートルと設定した。これらの傾斜角，震源断層面の幅及び

断層長さに基づき，笹波沖断層帯（東部）の震源断層面を設定

した。笹波沖断層帯（西部）については，後記(ｇ)（断層モデ

，ルを用いた手法による地震動評価）のとおり，傾斜角を６０度

断層長さを２２．２キロメートル，震源断層面の幅を１７．３

キロメートルと設定した。これらの傾斜角，震源断層面の幅及

び断層長さに基づき，笹波沖断層帯（西部）の震源断層面を設

定した。

(ⅱ) アスペリティ

笹波沖断層帯（東部）については，能登半島地震のシミュレ

ーション解析によって得られた結果に基づき設定した。また，

笹波沖断層帯（西部）については，後記(ｇ)（断層モデルを用

いた手法による地震動評価）の際に設定したものを用いた。

(ⅲ) 等価震源距離

笹波沖断層帯（東部）及び笹波沖断層帯（西部）のいずれに

ついても，前記(ⅱ)で設定したアスペリティを考慮して算定し

た。

以上のように設定したケースを基本的なケースとした震源モデ

ルは，本判決別紙５－１図１のとおりである。

なお，ＪＥＡＧ（２００７）は，内陸地震に耐専スペクトルを

適用する際には，地震基盤における水平地震動に対して補正係数

を乗じると地震動の平均的な特性をより正確に表すことができる

事例もあることから，対象とする地震の震源メカニズム等を過去

の地震の事例と照らし合わせ，その妥当性を確認の上，前記補正

を行うことができる旨規定している〔乙１２７－１－４１，４

２ 。控訴人は，耐専スペクトルの評価に当たって，この内陸補正〕
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係数による低減の可否を検討するため，能登半島地震を含む本件

敷地で観測されたマグニチュード５．３以上，等価震源距離が２

００キロメートル程度以下の地震である１８の地震による観測記

録を用い，それぞれの地震による，耐専スペクトルと観測記録の

はぎとり波（これまでに敷地で観測された内陸地殻内地震の記録

のＥＬ（標高）マイナス１０メートルから上部の地盤の影響を取

り除いて解析的に求めた解放基盤表面の地震動 ）の応答スペクト。

ルとの比率を算定した。その結果，周期ごとに求めた比率の平均

値は，内陸地殻内地震の場合に地震動を低減できる内陸補正係数

の形状とほぼ整合していることを確認したものの，能登半島地震

（規模の大きい二つの余震を含む ）による観測記録に限定して算。

定したところ，内陸補正係数を用いない方が整合することから，

内陸補正係数による低減は行わないこととした。

ⅱ 不確かさを考慮したケースの検討

，控訴人は，前記ⅰのとおり，笹波沖断層帯（東部）については

震源断層面下端を，安全評価上，地震発生層下限まで拡げて設定

した。また，控訴人は，アスペリティの位置の不確かさについて

も考慮して地震動を評価することとし，前記ⅰの基本的なケース

を基に，笹波沖断層帯（西部）のアスペリティの位置を震源断層

面内において，安全評価上，本件敷地に対して最も近くなる位置

に設定したり（以下「不確かさを考慮したケース１」という ，。）

震源断層の破壊開始地点を破壊が本件敷地に向かう方向となる笹

波沖断層帯（西部）の西側アスペリティ下端部に設定するなどし

た（以下「不確かさを考慮したケース２」という 。以上のよう。）

に設定した不確かさを考慮したケースの震源モデルは，本判決別

紙５－１図２のとおりである。そして，不確かさを考慮した場合
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の地震動評価のうち，不確かさを考慮したケース２については，

基本的なケースの評価結果と同じ結果となることから，不確かさ

を考慮した場合の地震動評価として，不確かさを考慮したケース

１の評価結果で代表させることとした。

ⅲ 地震動の評価結果

前記の基本的なケース及び不確かさを考慮したケース（不確か

さを考慮したケース１）の耐専スペクトルは，本判決別紙５－２

ないし５－５のとおりである。この二つのケースにおいて，基本

的なケースの等価震源距離（Ｘｅｑ）は２２．０キロメートル，

不確かさを考慮したケース（不確かさを考慮したケース１）の等

価震源距離（Ｘｅｑ）は２１．７キロメートルとなることから，

本件敷地における地震動は，不確かさを考慮したケース（不確か

さを考慮したケース１）がより大きいものとなる。

(ｇ) 断層モデルを用いた手法による地震動評価

控訴人は，震源及び地下構造のモデルを適切に把握するために，

以下のとおり，能登半島地震のシミュレーション解析を実施し（後

記ⅰ ，このシミュレーション解析の結果を基に，検討用地震の地震）

動評価を行った（後記ⅱ 。さらに，応答スペクトルに基づく地震動）

評価と同様に，基本的なケースの検討だけでなく，不確かさを考慮

したケースの検討も行い（後記ⅲ ，地震動の評価を行った（後記）

ⅳ 。）

また，控訴人は，断層モデルを用いた地震動評価手法としては，

後記ⅰの能登半島地震のシミュレーション解析において，経験的グ

リーン関数法のみを用いて計算した結果に比べて，短周期側を経験

的グリーン関数法を用い，長周期側を理論的手法を用い，それぞれ

計算し，その結果を合成するハイブリッド合成法を用いた方が，能
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登半島地震の観測記録を全周期帯にわたって精度よく再現できたと

して，ハイブリッド合成法を用いた。

，〔乙１２５－４－２４ないし２８，３１，５７，５８，６０，８４

８７ないし８９，９２ないし９５，添４６ないし６９，乙１８１，

弁論の全趣旨〕

ⅰ 能登半島地震のシミュレーション解析

控訴人は，能登半島地震について，各種研究機関の調査結果及

び控訴人の調査結果を踏まえた最新の知見を考慮して断層モデル

を用いたシミュレーション解析を実施した。

(ⅰ) 震源のモデル化

控訴人は，震源をモデル化するため必要なパラメータである

震源断層面，アスペリティ等につき，以下のように設定した。

能登半島地震の震源断層面については，能登半島地震の余震

分布状況に基づき傾斜角，震源断層面の幅及び断層長さを設定

し，これらにより震源断層面を設定した。具体的には，傾斜角

は，余震の深さ方向の分布状況から６０度とし，震源断層面の

幅は，傾斜角を考慮して１３．９キロメートルとし，断層長さ

については余震の分布状況に基づき２０．６キロメートルとし

て設定した。そして，これらの傾斜角，震源断層面の幅及び断

層長さに基づき能登半島地震の震源断層面を設定した。また，

アスペリティの大きさ，位置及び個数については，各種研究機

関の調査結果を基に設定した。

(ⅱ) 地下構造のモデル化

控訴人は，地下構造をモデル化するため必要なパラメータで

。ある速度構造及び減衰構造については，以下のように設定した

速度構造については，控訴人が本件敷地周辺で実施した弾性
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波探査の結果，Ｔ．Ｉｉｄａｋａ ｅｔ ａｌ 「Ｃｏｎｆｉｇ．

ｕｒａｔｉｏｎ ｏｆ ｓｕｂｄｕｃｔｉｎｇ Ｐｈｉｌｉｐ

ｐｉｎｅ Ｓｅａ ｐｌａｔｅ ａｎｄ ｃｒｕｓｔａｌ ｓ

ｔｒｕｃｔｕｒｅ ｉｎ ｔｈｅ ｃｅｎｔｒａｌ Ｊａｐａ

ｎ ｒｅｇｉｏｎ」の調査結果及び岩田知孝・関口春子「２０

００年鳥取県西部地震の震源過程と震源域強震動 （以下「岩田」

・関口（２００２ 」という ）による値等を用いて設定した。） 。

また，減衰構造については，地震基盤以浅は控訴人が実施し

た本件敷地地盤における原位置試験の結果に基づいて設定した

値を用いて設定し，地震基盤以深については，地震基盤相当の

減衰値が記載されている，岩田・関口（２００２）による値を

用いて設定した。

(ⅲ) 要素地震の選定

控訴人は，要素地震に，本震の震源域付近で発生し，本震と

同様なメカニズム解を持つ余震の観測記録を用いた。

(ⅳ) シミュレーション解析の結果

前記のように設定した震源モデル，地下構造モデル及び要素

地震に基づき能登半島地震のシミュレーション解析を実施した

，結果，ハイブリッド合成法によるシミュレーション解析結果は

周期０．６秒付近の特徴を含め，能登半島地震による本件敷地

で観測された全体的な特徴をよく再現するものとなったことか

ら，控訴人は，検討用地震を用いた断層モデル手法による地震

動評価においても，このシミュレーション解析によって得られ

た結果を反映することとした。

ⅱ 基本的なケースの検討

控訴人は，前記ⅰの能登半島地震のシミュレーション解析の結
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果を基に，断層モデルを用いた手法による地震動評価を行うため

に必要な震源モデル及び地下構造モデルを，以下のように設定し

た。

(ⅰ) 震源モデルの設定

控訴人は，震源モデルの設定のために必要な断層パラメータ

は，能登半島地震のシミュレーション解析により求められた値

に基づいて設定した。

具体的には，巨視的断層パラメータである震源断層面は，笹

波沖断層帯（東部）については，能登半島地震のシミュレーシ

ョン解析で設定した震源断層面を基本とし，傾斜角を６０度，

断層長さを２０．６キロメートルとしたが，震源断層面の幅に

ついては，その下端深さは，能登半島地震のシミュレーション

解析の結果では１５キロメートルとなるものの，安全評価上，

本件敷地周辺における微小地震等の深さ方向の分布状況に基づ

き想定した地震発生層の下限深さである１８キロメートルまで

拡げることとし，震源断層面の上端は３キロメートル，下端は

１８キロメートルとし，傾斜角を考慮して１７．３キロメート

ルと設定した。また，笹波沖断層帯（西部）については，傾斜

角と断層長さについては，活断層調査の結果等に基づき，傾斜

角を６０度，断層長さを２２．２キロメートルと設定し，震源

断層面の幅については，本件敷地周辺における微小地震等の深

さ方向の分布状況に基づき地震発生層の上限深さは３キロメー

トル，下限深さは１８キロメートルと想定していることから，

震源断層面がその上限から下限まで拡がっているものとして，

震源断層面の上端は３キロメートル，下端は１８キロメートル

とし，傾斜角を考慮して１７．３キロメートルと設定した。
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，次に，微視的断層パラメータであるアスペリティについては

笹波沖断層帯（東部）のアスペリティは，能登半島地震のシミ

，ュレーション解析によって得られたアスペリティとした。また

笹波沖断層帯（西部）のアスペリティは，変位の大きい区間に

対応させて設定した。

その他のパラメータである破壊開始点については，笹波沖断

層帯（西部）のアスペリティのうち本件敷地に近い東側のアス

ペリティの下端に設定した。

前記により設定したケースを基本的なケースとし，その震源

モデルについては本判決別紙５－６図１のとおりであり，応力

降下量等，その他必要なパラメータについては，本判決別紙５

－７のとおりである。

(ⅱ) 地下構造モデルの設定

地下構造モデルは，能登半島地震のシミュレーション解析に

より求められた値に基づき設定した。

ⅲ 不確かさを考慮したケースの検討

控訴人は，前記(ｆ)ⅱ（応答スペクトルに基づく地震動評価に

おける不確かさを考慮したケースの検討）のとおり，笹波沖断層

帯（東部）につき，① アスペリティの位置を，西部のアスペリ

ティを敷地に最も近くなる位置に設定した場合（不確かさを考慮

したケース１）の検討を行うとともに，② 震源断層の破壊開始

地点を破壊が本件敷地に向かう方向となる笹波沖断層帯（西部）

の西側アスペリティ下端部に設定した場合（不確かさを考慮した

ケース２）の検討を行った。

以上のように設定した不確かさを考慮したケースの震源モデル

は，本判決別紙５－６図２，図３のとおりである。
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ⅳ 地震動の評価結果

控訴人は，前記の基本的なケース，不確かさを考慮したケース

１及び不確かさを考慮したケース２の三つのケースについて，そ

れぞれ断層モデルを用いた手法により地震動評価を行った。この

結果，求められた応答スペクトルは，本判決別紙５－８ないし５

－１１のとおりである。

控訴人は，本判決別紙５－１２ないし５－１４のとおり，前記

断層モデルを用いた手法により求められた応答スペクトルの結果

と前記(ｆ)の応答スペクトルに基づく地震動評価（耐専スペクト

ルの手法による地震動評価 ，大野ほか（２００１）による評価結）

果及び司・翠川（１９９９）による評価結果との比較検討を行っ

たところ，断層モデルを用いた手法による地震動評価結果は，耐

専スペクトルによる地震動評価に比べ，部分的に大きくなるとこ

ろがあるものの，全体的にほぼ同程度であり，また，前記大野ほ

か（２００１）による評価結果に対しては，応答スペクトルの短

周期側では大きめの評価となっており，司・翠川（１９９９）に

よる評価結果に対しては，最大加速度及び最大速度の値が大きい

ものとなっていたことから，断層モデルを用いた手法による地震

動評価が妥当であるとの結論を得た。

ｂ 震源を特定せず策定する地震動

控訴人は，ＪＥＡＧ（２００７）が震源を特定せず策定する地震動

の策定方法の一例として加藤スペクトルを用いた場合を挙げているこ

とから〔乙１２７－１－参３９ないし５２ ，震源を特定せず策定する〕

地震動として，本判決別紙５－１５及び５－１６のとおり，加藤スペ

クトルを用いて本件敷地の地盤物性を考慮した応答スペクトルを策定

した〔乙１２５－４－２９，３１，９６，９７ 。〕
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また，控訴人は，加藤スペクトルを用いることについて，地域性に

関する知見（後記(ａ)）及び確率論的評価（後記(ｂ)）に基づいて検

討を実施し，本件原子炉施設のバックチェックにおいて適用する妥当

性を有するものとの結論を得た。

(ａ) 地域性に関する知見に基づく震源を特定せず策定する地震動の

妥当性の評価

前記エ(エ)のとおり，バックチェックルールでは，震源を特定せ

ず策定する地震動の「応答スペクトルの妥当性の確認は，最新の知

見に照らして地点ごとに個別に行うこととする 」とされている。そ。

こで，控訴人は，地域性に関する知見に照らし合わせて，加藤スペ

クトルについて，本件原子炉施設のバックチェックでの適用の妥当

性について検討した。地震調査委員会が平成１７年３月２３日に作

成し，平成１８年９月２５日に改訂した「確率論的地震動予測地図

の説明 〔乙１３６〕は，本件敷地が位置する能登地域について，」

「活断層が特定されていない場所で発生する地震」の最大マグニチ

ュードを，活断層と関連付けることが困難な地震である１７２９年

能登・佐渡の地震の諸元に基づいて，マグニチュード６．８として

いるところ，この規模は，加藤スペクトルで考慮されている地震の

最大規模であるマグニチュード６．８〔乙１２７〕と同じであり，

，整合していた。その結果，控訴人は，地震の規模という観点からは

本件原子炉施設のバックチェックにおいて震源を特定せず策定する

地震動として加藤スペクトルを用いることは，地域性に関する知見

に照らしても妥当なものであるとの結論を得た 〔乙１２５－４－３。

０〕

(ｂ) 確率論的評価に基づく震源を特定せず策定する地震動の妥当性

の評価
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前記エ(エ)のとおり，バックチェックルールでは，震源を特定せ

ず策定する地震動の応答スペクトルの妥当性の確認には 「既往の研，

究成果や最新知見を踏まえた確率論的な評価等を参考とする 」とさ。

れ，その確率論的な評価の例として，① 地表に明瞭な痕跡を示さ

ない震源断層に起因する震源近傍の地震動についての確率論的な研

究成果を踏まえた評価（地点を特定しない評価 ，及び，② 陸域で）

発生する地震のうち活断層が特定されていない場所で発生する地震

の地域ごとの最大マグニチュードに関する研究成果を踏まえた地震

ハザード評価（地域性を考慮した個別地点ごとの評価）が挙げられ

ている。そこで，控訴人は，バックチェックルールで確率論的な評

価の例として挙げられた知見と加藤スペクトルとを比較し，検討を

行った。その結果，以下のとおり，加藤スペクトルを用いて策定し

た本件原子炉施設のバックチェックにおける震源を特定せず策定す

る地震動は，最新知見を踏まえた確率論的な評価からみても，原子

炉施設の安全性を評価する上で，妥当性を有するものと評価した。

〔乙１２５－４－３２〕

ⅰ 地表に明瞭な痕跡を示さない震源断層に起因する震源近傍の地

震動についての確率論的な研究成果を踏まえた評価の検討

地表に明瞭な痕跡を示さない震源断層に起因する震源近傍の地

震動についての確率論的な研究成果を踏まえた評価としては，独

立行政法人原子力安全基盤機構（以下「ＪＮＥＳ」という ）によ。

る「震源を特定しにくい地震による地震動の検討に関する報告

書」が存在する。この報告書では，震源を特定しにくい地震によ

る地震動について，日本全国を地域に区分し，それぞれの地域に

おける水平方向の地震動の年超過確率ごとの地震基盤での応答ス

ペクトル（１０ ないし１０ の四つの応答スペクトル）が求めら-3 -6
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れている。そこで，控訴人は，本判決別紙５－１７のとおり，本

件敷地が該当する地域である「中部・近畿」における年超過確率

ごとの応答スペクトルと，地震基盤での加藤スペクトルとを比較

した。その結果，加藤スペクトルは，全周期帯にわたって年超過

確率が１０ ないし１０ 程度となっているとの結論を得た 〔乙。-4 -5

１２５－４－３２，９８，９９〕

ⅱ 陸域で発生する地震のうち活断層が特定されていない場所で発

生する地震の地域ごとの最大マグニチュードに関する研究成果を

踏まえた地震ハザード評価の検討

陸域で発生する地震のうち活断層が特定されていない場所で発

生する地震の地域ごとの最大マグニチュードに関する研究成果を

踏まえた地震ハザード評価としては，社団法人日本原子力学会が

定めた「原子力発電所の地震を起因とした確率論的安全評価実施

基準：２００７」が存在する。そこで，控訴人は，この基準に基

づき，本件敷地周辺を３つに区分した領域について，活断層と関

連付けることができない地震の最大マグニチュードをそれぞれ設

定し，そのマグニチュードを持った地震が各領域内のどこにでも

発生すると仮定した震源（以下「領域震源」という ）による年超。

過確率ごとの解放基盤表面での応答スペクトルを水平方向及び鉛

直方向それぞれについて求め，本判決別紙５－１８及び５－１９

のとおり，このスペクトルと解放基盤表面での加藤スペクトルと

を比較した。その結果，水平方向及び鉛直方向の地震動とも，加

藤スペクトルは，短周期側では年超過確率が１０ ないし１０ 程-4 -5

度であり，長周期側では年超過確率が１０ よりも小さくなって-5

いるとの結論を得た 〔乙１２５－４－３２，９９，１００〕。

ｃ 基準地震動Ｓｓの策定
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控訴人は，応答スペクトルに基づく地震動評価と断層モデルを用い

。た手法による地震動評価のそれぞれによる基準地震動Ｓｓを策定した

(ａ) 応答スペクトルに基づく手法による基準地震動Ｓｓの策定

敷地ごとに震源を特定して策定する地震動の応答スペクトルに基

づく手法（前記ａ(ｆ)）による基準地震動Ｓｓの設計用応答スペク

トルは，本判決別紙５－２０及び５－２１のとおりであり，前記ａ

(ｆ)ⅲにおける基本的なケース及び不確かさを考慮したケースの耐

専スペクトル（本判決別紙５－２ないし５－５）を包絡し，更に全

周期帯について安全余裕を考慮して，水平方向及び鉛直方向の地震

動について策定した（策定した基準地震動Ｓｓについて，水平方向

をＳｓ－１Ｈ，鉛直方向をＳｓ－１Ｖとした 〔乙１２５－４－３。）

３，１０１，１０２ 。〕

また，前記エ(カ)のとおり，バックチェックルールでは，震源を

特定せず策定する地震動の応答スペクトルが，敷地ごとに震源を特

定して策定する地震動による基準地震動Ｓｓの設計用応答スペクト

ルに全周期帯において包絡されている場合等は，敷地ごとに震源を

特定して策定する地震動による基準地震動Ｓｓで代表させることが

できるとされているところ，本判決別紙５－２２及び５－２３のと

おり，前記ｂにおいて震源を特定せず策定する地震動として加藤ス

ペクトルを用いて策定した水平方向及び鉛直方向の地震動の応答ス

，ペクトル（本判決別紙５－１５及び５－１６）は，全周期にわたり

敷地ごとに震源を特定して策定する地震動による基準地震動Ｓｓの

設計用応答スペクトルたるＳｓ－１Ｈ及びＳｓ－１Ｖを下回ってい

ることから，控訴人は，震源を特定せず策定する地震動（加藤スペ

クトルを用いて策定した地震動の応答スペクトル）は，敷地ごとに

震源を特定して策定する応答スペクトルに基づく手法による基準地
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震動Ｓｓで代表させることとした〔乙１２５－４－３５，１０５，

１０６ 。〕

(ｂ) 断層モデルを用いた手法による基準地震動Ｓｓの策定

前記エ(オ)ｄのとおり，バックチェックルールでは，断層モデル

を用いた手法による基準地震動Ｓｓの策定の際には 「断層モデルを，

用いた手法による基準地震動Ｓｓは，施設に与える影響の観点から

地震動の諸特性を考慮して，設計用応答スペクトルとの関係を踏ま

えつつ ，断層モデルを用いた手法による地震動の評価結果から選定」

し，その地震波形を用いて策定するとされている。そこで，控訴人

は，本判決別紙５－２４及び５－２５のとおり，前記(ａ)の基準地

震動Ｓｓ－１の設計用応答スペクトルと前記ａ(ｇ)ⅳで行った断層

モデルを用いた手法による地震動評価（本判決別紙５－８ないし５

－１１）との比較を行った。その結果，基本的なケース及び不確か

さを考慮したケース１の地震動レベルは，不確かさを考慮したケー

ス２の地震動よりも基準地震動Ｓｓ－１の設計用応答スペクトルに

対して相対的に大きなものとなっていることから，控訴人は，断層

モデルを用いた手法による基準地震動Ｓｓについては，基本的なケ

ース及び不確かさを考慮したケース１の評価結果を代表として選定

し，それぞれ基準地震動Ｓｓ－２及びＳｓ－３とした 〔乙１２５－。

４－３４，１０３，１０４〕

(ｃ) 基準地震動Ｓｓの妥当性の確認

前記エ(オ)ｄのとおり，バックチェックルールでは，必要に応じ

て応答スペクトルに基づく手法及び断層モデルを用いた手法により

選定された手法以外の手法を用いて地震動を評価し，基準地震動Ｓ

ｓの妥当性を確認するとされている。そこで，控訴人は，本判決別

紙５－２６及び５－２７のとおり，前記ａ(ａ)で選定した検討用地
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震に対し，距離減衰式の知見として知られている，大野ほか（２０

，０１）に基づき検討用地震による地震動の応答スペクトルを算出し

基準地震動Ｓｓと比較・検討した。その結果，基準地震動Ｓｓ－１

の応答スペクトルは，前記の知見に基づく応答スペクトルを全周期

にわたって上回っており，余裕が認められた 〔乙１２５－４－３６，。

１０７，１０８，乙１８１〕

また，前記エ(キ)のとおり，バックチェックルールでは，基準地

震動Ｓｓがどの程度の超過確率に相当しているかを把握するとされ

ている。そこで，控訴人は，本判決別紙５－２８及び５－２９のと

おり，前記ｂ(ｂ)ⅱで用いた「原子力発電所の地震を起因とした確

率論的安全評価実施基準：２００７」に基づき，領域震源と活断層

による地震を組み合わせた地震ハザード評価結果から，本件敷地に

おける年超過確率ごとの応答スペクトルを求め，このスペクトルと

基準地震動Ｓｓの応答スペクトルとを比較した。その結果，応答ス

ペクトルに基づく手法による基準地震動Ｓｓ－１Ｈ及びＳｓ－１Ｖ

は，全周期帯にわたって年超過確率が１０ ないし１０ 程度となっ-4 -5

ていたことから，基準地震動Ｓｓは，原子炉施設の安全性を評価す

る上で，十分なレベルであるとの結論を得た 〔乙１２５－４－３９，。

４０，１１４，１１５〕

(エ) 本件原子炉施設の耐震安全性評価

証拠〔乙９２，乙１２５－５，乙１２５－６，乙１２５－７，乙１２

５－８，乙１２５－９，乙１２５－１０，乙１３７ないし１３９，乙１

４８，乙１４９，乙１８１〕によれば，以下の事実が認められる（なお，

以下，各項目ごとに主たる証拠を掲記する 。。）

控訴人は，平成１８年１１月から平成１９年９月に掛けて及び同年１

１月から平成２０年３月に掛けて，本件原子炉施設のうち，相対的に裕
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度の少ない設備について後記ａのとおり耐震裕度向上工事を行った上，

前記(ウ)のとおり策定した基準地震動Ｓｓに対し，バックチェックルー

ルに従い，以下のとおり，① 原子炉建屋基礎地盤の安定性評価（後記

ｂ ，② 安全上重要な建物・構築物の耐震安全性評価（後記ｃ ，③） ）

安全上重要な機器・配管系の耐震安全性評価（後記ｄ ，④ 地震随伴事）

象に対する考慮（後記ｅ）につき，本件原子炉施設の耐震安全性評価を

実施した。

ａ 耐震裕度向上工事

控訴人は，平成１８年１１月から平成１９年９月に掛けて及び同年

１１月から平成２０年３月に掛けて，耐震裕度向上工事として，①

防震器を大容量のものに取り替える，補強部材を取り付ける，より耐

震強度を有する配管サポートに取り替える，新たな配管サポートを追

加設置するなどの配管サポート改造工事，及び，② 耐震補強材を追

加設置する電路類サポート改造工事を行った〔乙１３７ないし１３

９ 。〕

ｂ 原子炉建屋基礎地盤の安定性評価

(ａ) 評価方針及び地震応答解析

，バックチェックルールに基づき，炉心で直交する２断面について

基準地震動Ｓｓによる地震動に対して地震応答解析を行い，安定性

評価を実施した〔乙９２（添２７ ，乙１２５－５－２，３８ 。） 〕

安定性評価に用いる地震動は，バックチェックルールに基づき，

解放基盤表面上における基準地震動Ｓｓを一次元波動論によりＥＬ

（標高）マイナス２００メートルの位置まで引き戻して評価したも

のを用いた〔乙９２（添２８ ，乙１２５－５－５２ 。） 〕

地震応答解析は，バックチェックルールに基づき，周波数応答解

析法を用い，基準地震動Ｓｓの水平地震動と鉛直地震動による応答
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を考慮した〔乙９２（添２７，２９)，乙１２５－５－４７ないし５

１ 。なお，同解析においては，バックチェックルールに基づき，地〕

盤状況に応じて，等価線形解析法により，ひずみ依存性も考慮した

〔乙９２（添２９ ，乙１２５－５－３，５５ないし６６ 。） 〕

前記の炉心で直交する２断面は，本件設置変更許可申請時点の地

，盤調査や強度試験等の結果に基づいて地盤の解析用物性値を設定し

二次元動的有限要素法を用いて原子炉建屋基礎地盤をモデル化した

） 〕。ものを用いた〔乙９２（添２８ ，乙１２５－５－３９ないし４４

安定性評価は地震時の支持性能について評価するものとし，具体

的には，バックチェックルールに基づき，地震応答解析の結果得ら

れたすべり安全率により評価した〔乙１２５－５－３，４，１０な

いし３０ 。なお，評価においては，バックチェックルールに基づき，〕

初期地圧，地震力，地下水位等も考慮した〔乙９２（添２７，２

９ ，乙１２５－５－５３ 。） 〕

さらに，地震時における原子炉建屋基礎の底面の鉛直方向の相対

変位等については，バックチェックルールに基づき，鉛直方向の相

対変位及び傾斜により評価した〔乙９２（添２９ ，乙１２５－５－）

４，３１ないし３６ 。〕

(ｂ) 評価基準

，原子炉建屋基礎地盤については，バックチェックルールに基づき

すべり安全率が評価基準値を上回っているかどうかを確認した〔乙

９２（添３０ ，乙１２５－５－３，４，５４ 。） 〕

評価基準値は，バックチェックルールに基づき，１．５とした

〔乙９２（添３０ 。）〕

また，原子炉建屋基礎底面の鉛直方向の相対変位及び傾斜につい

ては，当該相対変位及び傾斜が，耐震設計上重要な機器・配管の機
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能に支障を与えるかどうかを確認した〔乙９２（添３０ ，乙１２５）

－５－４，５４ 。〕

(ｃ) 評価結果

評価の結果，すべり安全率の最小値は４．１であり，すべり安全

，率の評価基準値を上回っているとの結論を得た〔乙１２５－５－４

１０ないし３０ 。〕

また，原子炉建屋基礎底面の鉛直方向の相対変位の最大値は基礎

底面幅７４．４メートルに対して２．２ミリメートル，傾斜の最大

値は３万３８００分の１と十分小さな値となっており，耐震設計上

重要な機器・配管の機能に支障を与えるものではないとの結論を得

た〔乙１２５－５－５，３１ないし３６ 。〕

ｃ 安全上重要な建物・構築物の耐震安全性評価

(ａ) 評価方針，入力地震動の算定及び地震応答解析

原子炉建屋については，バックチェックルールに基づき，原子炉

建屋の応答性状を適切に表現できるモデルを設定し，基準地震動Ｓ

ｓによる地震動に対し地震応答解析を行い，その結果得られた耐震

壁のせん断ひずみをもとに耐震安全性評価を実施した〔乙９２（添

３１ないし３４ ，乙１２５－６－１，２ 。） 〕

地震応答解析では，地盤の状況を適切に反映させるため，解放基

盤表面上における基準地震動Ｓｓからモデル化した地盤を介して原

子炉建屋の地震応答解析モデルに入力する地震動を求め，その入力

地震動による建屋各部の応答を求めた〔乙９２（添３２ ，乙１２５）

－６－１，２，９ 。〕

原子炉建屋の地震応答解析モデルに入力する地震動の算定に当た

，っては，水平方向と鉛直方向の地震動を考慮する必要があるところ

，まず水平方向の地震動については，バックチェックルールに基づき
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基準地震動Ｓｓを解放基盤表面からＥＬ（標高）マイナス２００メ

ートルまで一次元波動論によりいったん引き戻した上で，これによ

り得られた地震波を用いてＥＬ（標高）マイナス２００メートルか

ら地表まで，表層部分の影響を詳細に反映できる有限要素法を用い

て地盤の地震応答解析を行い，原子炉建屋基礎下端で評価した〔乙

９２（添３２ ，乙１２５－６－９ないし１３ 。） 〕

一方，鉛直方向の地震動については，水平方向の地震動とは異な

り，敷地地盤における表層地盤等の影響を余り受けないことから，

基準地震動Ｓｓをそのまま入力地震動として用いた〔乙１２５－６

－１４ 。〕

また，地震応答解析のモデル化に当たっては，バックチェックル

ールに基づき，以下のとおり地盤のモデル化及び原子炉建屋のモデ

ル化を行った〔乙９２（添３２，３３ ，乙１２５－６－９，１０，）

１９ 。〕

ⅰ 地盤のモデル化〔乙９２（添３２ ，乙１２５－６－９，１０〕）

本件原子炉施設の建設に際し実施した評価（以下「既往評価」

という ）において，本件敷地における地盤調査や強度試験等の結。

果に基づいた地盤物性値を設定して地盤のモデル化を行っている

ことから，これをそのまま用いた。

ⅱ 原子炉建屋のモデル化〔乙９２（添３３ ，乙１２５－６－１９）

ないし２３〕

まず水平方向の地震動に対しては，建物と地盤とのエネルギー

授受の現象を適切に評価できる地盤－建物・構築物連成系モデル

であるスウェイ・ロッキングモデルを用い，また，鉛直方向の地

震動に対しては，鉛直方向の振動特性を考慮できる質点系モデル

を用いることを基本とし，能登半島地震による実際の観測記録に
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みられた振動性状を適切に表現した建屋に関するシミュレーショ

ン解析結果を反映した。

なお，原子炉建屋のモデル化に際し用いる建屋物性値について

は，構造形式に応じた減衰定数や社団法人日本建築学会の規準に

基づいた値を設定した。

一方，原子炉格納容器についても，原子炉建屋の主たる耐震要

素である耐震壁の役割を担っていることから，前記と同様の評価

を実施した。

さらに，原子力安全・保安院は，局所的な応答による構造物の

安全性への影響を評価する必要がある場合には，水平方向と鉛直

方向の地震動による各応答結果を二乗和平方根（ＳＲＳＳ）法又

は組み合わせ係数法により組み合わせて評価することを求めてい

るところ〔乙９２（添３１ ，控訴人は，原子炉建屋の屋根トラ）〕

スの部材について，鉛直地震動による影響が大きく，局所的な応

答による評価が必要と判断し，水平方向と鉛直方向の地震動によ

る各応答結果を組合せ係数法により組み合わせて耐震安全性評価

を実施した。

(ｂ) 評価基準

ⅰ 原子炉建屋

原子炉建屋については，バックチェックルールに基づき，主た

る耐震要素である耐震壁について，各層の最大応答せん断ひずみ

が評価基準値を超えないかどうかを確認した〔乙９２（添３４ ，）

乙１２５－６－２，５１ 。〕

評価基準値は，バックチェックルールに基づき，２．０×１０

とした〔乙９２（添３４ ，乙１２５－６－２，５１ 。） 〕-3

また，局所的な応答による影響を評価するために選定した屋根
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トラスについては，バックチェックルールに基づき，屋根トラス

の部材における発生応力値が評価基準値を超えないかどうかを確

認し〔乙９２（添１ ，評価基準値は，バックチェックルールに）〕

基づき，建築基準法に基づいた許容値（応力度）を適用した〔乙

９２（添２９ ，乙１２５－６－２，５１ 。） 〕

ⅱ 原子炉格納容器

原子炉格納容器については，前記原子炉建屋の耐震壁の評価に

併せて，最大応答せん断ひずみが評価基準値（２．０×１０ ）-3

を超えないかどうかを確認した〔乙９２（添２９ ，乙１２５－６）

－２，５１ 。〕

(ｃ) 評価結果

ⅰ 原子炉建屋

，評価の結果，最大応答せん断ひずみは０．４３×１０ であり-3

評価基準値を超えないとの結論を得た〔乙１２５－６－５２ 。〕

また，屋根トラスについては，すべての部材において評価基準

値を超えないとの結論を得た〔乙１２５－６－６２，６３ 。〕

ⅱ 原子炉格納容器

，評価の結果，最大応答せん断ひずみは０．２５×１０ であり-3

評価基準値を超えないとの結論を得た〔乙１２５－６－５２ 。〕

ｄ 安全上重要な機器・配管系の耐震安全性評価

(ａ) 評価方針

バックチェックルールに基づき，機器・配管系の応答性状を適切

に表現できるモデルを設定し，基準地震動Ｓｓによる地震動に対し

地震応答解析を行い，その結果得られた機器・配管系の発生応力値

等をもとに耐震安全性評価を実施した〔乙９２（添３５ないし３

９ ，乙１２５－７－１，４ 。） 〕
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耐震安全性評価は，構造強度評価又は動的機能維持評価により実

施した。具体的には以下のとおりである。

ⅰ 構造強度評価

構造強度評価とは，施設の機能が地震時に構造強度的に維持さ

れることを確認するために行う評価である。評価は，バックチェ

，ックルールに基づき，地震慣性力による１次応力評価を基本とし

評価箇所における発生応力値と評価基準値との比較により実施し

た〔乙９２（添３５，３６ ，乙１２５－７－１，４，５ 。） 〕

なお，発生応力値の算出に当たり，バックチェックルールは，

① 応答倍率法を用いることができること，また，詳細な解析が

必要な場合はスペクトルモーダル解析法又は時刻歴応答解析法を

，用いることができること，さらに，② 適切な手法がある場合は

その手法を用いることができることを定めている〔乙９２（添３

）〕 ，７ 。そこで控訴人は，より詳細かつ正確な評価を実施するため

スペクトルモーダル解析法，時刻歴応答解析法，又は適切な手法

として既往評価で使用されている旧ＪＥＡＧが定める手法〔乙１

４１〕等を用いて発生応力値を算出した〔乙１２５－７－５，

６ 。〕

具体的には，機器については，時刻歴応答解析法又は旧ＪＥＡ

Ｇが定める手法等により算出した。一方，配管については，スペ

クトルモーダル解析法により算出した。

ⅱ 動的機能維持評価

動的機能維持評価とは，動的機器を有する施設について，その

動的機能が地震時に維持されることを確認するために行う評価で

ある。評価は，バックチェックルールに基づき，動的機器の設置

位置における応答加速度と機能確認済み加速度の比較を基本とし
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） 〕。て実施した〔乙９２（添３６ ，乙１２５－７－１，４，７，８

また，動的機器の設置位置における応答加速度は，当該施設の

据付床面の床応答等により算出した〔乙９２（添３６ ，乙１２５）

－７－８ 。〕

なお，前記評価結果により詳細評価が必要なものについては，

バックチェックルールに基づき，最新の知見である社団法人日本

電気協会の検討会資料「水平・鉛直地震動に対する動的機器の地

震時機能維持評価法の改正案について 第１５回機器・配管系検

討会資料 Ｎｏ．１５－４－４－２ 平成１８年９月１１日 （以」

下「検討会資料」という ）により詳細評価を行った〔乙９２（添。

１ ，乙１２５－７－７，８，添７－３－５，乙１４２ 。） 〕

(ｂ) 地震応答解析

地震応答解析では，バックチェックルールに基づき，大型機器等

の建物・構築物との相互作用が無視できない機器等については，建

屋と機器とを連成させた解析モデルを用いた地震応答解析（建屋・

機器連成応答解析）を実施した〔乙９２（添３６ ，乙１２５－７－）

４，９ないし１２ 。一方，比較的小型の機器等で建屋と非連成で評〕

価して差し支えない機器等については，当該施設の据付床面の床応

答を用いた地震応答解析を実施した〔乙９２（添３６ ，乙１２５－）

７－４ 。〕

また，耐震安全性評価に際しては，以下の事項も考慮した。

まず，床応答スペクトルについては，バックチェックルールに基

づき，建物・構築物の地震応答解析で得られた床応答時刻歴を用い

て，水平方向及び鉛直方向について算定した。さらに，地盤や建屋

の物性等のばらつきが床応答に与える影響を考慮するため，既往評

価と同様に，旧ＪＥＡＧに基づき，周期方向にプラスマイナス１０
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パーセント拡幅した上で床応答スペクトルを設定した 〔乙９２（添。

３７ ，乙１２５－７－１９〕）

次に，地震応答解析モデルについては，バックチェックルールに

基づき，既往評価で使用した旧ＪＥＡＧに示されたモデル等を使用

，した。また，減衰定数については，バックチェックルールに基づき

既往評価で使用した「原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ４

６０１－１９９１追補版 （以下「ＪＥＡＧ（１９９１ 」という ）」 ） 。

に示された値や，試験で妥当性が確認された値を使用した 〔乙９２。

（添３７，３８ ，乙１２５－７－９，３２〕）

さらに，発生応力値を求めるに当たっては，バックチェックルー

ルに基づき，水平方向及び鉛直方向の応答結果を二乗和平方根（Ｓ

ＲＳＳ）法により組み合わせを行った〔乙９２（添３６ ，乙１２５）

－７－４ 。〕

(ｃ) 評価基準

ⅰ 炉心支持構造物

炉心支持構造物については，建設時の耐震設計において安全裕

度（評価基準値を発生応力で除した値）が低い箇所を選定し，最

も低い箇所から順に炉心支持板，シュラウドサポートのレグ，上

部格子板のグリッドプレート及びシュラウドサポートの下部胴に

ついて構造強度評価を実施して，それぞれの評価箇所における発

生応力値が評価基準値を超えないかどうかを確認した〔乙１２５

－７－３７ 。〕

発生応力値は，炉心支持構造物が建物・構築物との相互作用が

無視できない機器であるため，建屋・機器連成による時刻歴応答

解析法により算出した〔乙９２（添３５，３６ 。）〕

評価基準値は，既往評価で使用されている値のほか，実験等で
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妥当性が確認されている値等を用いることができるところ〔乙９

２（添３９ ，控訴人は，既往評価で使用されている「原子力発）〕

電所耐震設計技術指針ＪＥＡＧ４６０１－補・１９８４ （以下」

「ＪＥＡＧ（１９８４ 」という ，旧ＪＥＡＧ及び社団法人日本） 。）

機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格（２００５

年 （以下「設計・建設規格」という ）に示された１次応力の許）」 。

容値を適用した〔乙１２５－７－３４，３７ 。〕

ⅱ 制御棒（挿入性）

地震時において動的機能が要求される制御棒に対し，制御棒の

挿入性について動的機能維持評価を実施した。具体的には，検討

会資料に基づき，基準地震動Ｓｓに対して解析を実施し，これに

より得られた制御棒挿入時間が，評価基準値を超えないかどうか

を確認した〔乙１２５－７－３９ 。〕

制御棒挿入時間は，ＪＮＥＳが構築した地震時の制御棒挿入挙

動を再現できる制御棒挿入解析モデルを用いて本件原子炉の制御

棒挿入解析モデルを設定し，基準地震動Ｓｓに対する制御棒挿入

時間を時刻歴応答解析法により算出した〔乙１２５－７－３９，

添７－４－１ないし６ 。〕

評価基準値は，バックチェックルールに基づき，本件原子炉の

スクラム挿入時間に関する既往評価で使用されている値である

「全ストロークの６０パーセント挿入までは１．４４秒以下，１

００パーセント挿入までは２．８０秒以下」を適用した〔乙９２

（添３９ ，乙１２５－７－４０，添７－４－１ないし６ 。） 〕

ⅲ 残留熱除去ポンプ

(ⅰ) 構造強度評価

残留熱除去ポンプについては，建設時の耐震設計において安
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全裕度が最も低い箇所である基礎ボルトについて構造強度評価

を実施し，当該評価箇所における発生応力値が評価基準値を超

えないかどうかを確認した〔乙１２５－７－３７ 。〕

発生応力値は，残留熱除去ポンプが比較的小型の機器等で建

屋と非連成で評価して差し支えない機器であるため，当該機器

の据付床面の最大応答加速度を求めた上で，旧ＪＥＡＧが定め

る手法により算出した〔乙９２（添３６，３７ 。）〕

評価基準値は，バックチェックルールに基づき，ＪＥＡＧ

（１９８４ ，旧ＪＥＡＧ及び設計・建設規格に示された１次応）

力の許容値を適用した〔乙９２（添３９ ，乙１２５－７－３４，）

３７ 。〕

(ⅱ) 動的機能維持評価

さらに，残留熱除去ポンプの動的機能が地震時に維持され

ることを確認するため，当該ポンプの動的機能維持評価を実

施し，当該ポンプの設置位置における応答加速度が評価基準値

を超えないかどうかを確認した〔乙１２５－７－３５，４０ 。〕

応答加速度は，残留熱除去ポンプが比較的小型の機器等で建

屋と非連成で評価して差し支えない機器であるため，当該機器

の据付床面の最大応答加速度を求めて算出した〔乙９２（添３

６，３７ 。）〕

評価基準値は，バックチェックルールに基づき，水平方向に

ついてはＪＥＡＧ（１９９１）に示された機能確認済み加速度

である１０Ｇ（１Ｇは約９．８メートル毎秒毎秒）を，鉛直方

向については検討会資料に示された機能確認済み加速度である

１Ｇを適用した〔乙９２（添３９ ，乙１２５－７－３５，４０，）

乙１４２（３ 。）〕
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ⅳ 残留熱除去系配管

(ⅰ) 配管の構造強度評価

残留熱除去系配管については，建設時の耐震設計において評

価対象としたすべての配管について構造強度評価を実施し，そ

れぞれの配管の評価箇所における発生応力値が評価基準値を超

えないかどうかを確認した〔乙１２５－７－３７ 。〕

発生応力値は，残留熱除去系配管が比較的小型の機器等で建

屋と非連成で評価して差し支えない機器であるため，当該施設

の据付床面の床応答スペクトルを求めた上で，スペクトルモー

ダル解析法により算出した〔乙９２（添３６，３７ 。）〕

評価基準値は，バックチェックルールに基づき，ＪＥＡＧ

（１９８４ ，旧ＪＥＡＧ及び設計・建設規格に示された１次応）

力の許容値を適用した〔乙９２（添３９ ，乙１２５－７－３４，）

３７ 。〕

(ⅱ) 弁の動的機能維持評価

残留熱除去系配管に接続された弁の動的機能が地震時に維持

されることを確認するため，建設時の耐震設計において評価対

象としたすべての弁について動的機能維持評価を実施し，当該

弁の設置位置における応答加速度が評価基準値を超えないかど

うかを確認した〔乙１２５－７－３５，４１ 。〕

応答加速度は，バックチェックルールに基づき，同配管の構

造強度評価の際に実施したスペクトルモーダル解析法により，

併せて算出した〔乙９２（添３７ 。）〕

評価基準値は，バックチェックルールに基づき，水平方向に

ついてはＪＥＡＧ（１９９１）に示された機能確認済み加速度

である６Ｇを，鉛直方向については検討会資料に示された６Ｇ
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を適用した〔乙９２（添３９ ，乙１２５－７－３５，４１，乙）

１４２（４ 。）〕

ⅴ 原子炉圧力容器

原子炉圧力容器については，建設時の耐震設計において安全裕

度が低い箇所を選定し，最も低い箇所から順に制御棒駆動機構ハ

，ウジング貫通孔のスタブチューブ，上部ガイドロッドブラケット

スタビライザブラケット，下部鏡板の球殻部及び胴板について構

造強度評価を実施して，それぞれの評価箇所における発生応力値

が評価基準値を超えないかどうかを確認した〔乙１２５－７－３

７ 。〕

また，耐震安全上重要な箇所である基礎ボルトについても同様

に，構造強度評価を実施し，発生応力値が評価基準値を超えない

かどうかを確認した〔乙１２５－７－３７ 。〕

発生応力値は，原子炉圧力容器が建物・構築物との相互作用が

無視できない機器であるため，建屋・機器連成による時刻歴応答

解析法により算出した〔乙９２（添３６，３７ 。なお，基礎ボ）〕

ルトについては，建屋・機器連成応答解析により当該機器に加わ

る地震力を求めた上で，旧ＪＥＡＧが定める手法により算出した

〔乙９２（添３６，３７ 。）〕

評価基準値は，バックチェックルールに基づき，ＪＥＡＧ（１

９８４ ，旧ＪＥＡＧ及び設計・建設規格に示された１次応力の許）

） 〕。容値を適用した〔乙９２（添３９ ，乙１２５－７－３４，３７

ⅵ 主蒸気系配管

(ⅰ) 配管の構造強度評価

主蒸気系配管については，建設時の耐震設計において評価対

象としたすべての配管について構造強度評価を実施し，それぞ
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れの配管の評価箇所における発生応力値が評価基準値を超えな

いかどうかを確認した〔乙１２５－７－３８，乙１４８，乙１

４９ 。〕

発生応力値は，主蒸気系配管が比較的小型の機器等で建屋と

非連成で評価して差し支えない機器であるため，当該施設の据

付床面の床応答スペクトルを求めた上で，スペクトルモーダル

解析法により算出した〔乙９２（添３６，３７ 。）〕

評価基準値は，バックチェックルールに基づき，ＪＥＡＧ

（１９８４ ，旧ＪＥＡＧ及び設計・建設規格に示された１次応）

力の許容値を適用した〔乙９２（添３９ ，乙１２５－７－３４，）

３８，乙１４８，乙１４９ 。〕

(ⅱ) 弁の動的機能維持評価

主蒸気系配管に接続された弁の動的機能が地震時に維持され

ることを確認するため，建設時の耐震設計において評価対象と

したすべての弁について動的機能維持評価を実施し，このうち

詳細評価が必要な弁（主蒸気隔離弁）については，検討会資料

に基づき，主蒸気隔離弁の駆動部の機能確認及び同弁の構造強

度評価を実施した。具体的には，まず駆動部の機能確認につい

ては，鉛直方向の応答加速度が評価基準値を超えないかどうか

を確認した〔乙１２５－７－３９，４１ 。〕

評価基準値は，バックチェックルールに基づき，控訴人を含

めＢＷＲ型の原子炉施設を所有する電気事業者がメーカーと共

同で実施した主蒸気隔離弁の耐震試験により確認された駆動部

の鉛直方向の機能確認済み加速度１２．３Ｇを適用した〔乙９

） 〕。２（添３９ ，乙１２５－７－４１，添７－５－２，乙１４３

次に，弁の構造強度評価については，ＪＥＡＧ（１９９１）
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及び検討会資料に基づき，主蒸気隔離弁の構造上の最弱部であ

るヨークロッド付根のアンダーカット部について構造強度評価

を実施し，評価箇所における発生応力値が評価基準値を超えな

いかどうか確認した〔乙９２（添３９ ，乙１２５－７－３５，）

４１，乙１４４ 。〕

発生応力値は，同弁の応答加速度により算出した〔乙１２５

－７－３５，４１ 。〕

評価基準値は，バックチェックルールに基づき，検討会資料

及び設計・建設規格に示された１次応力の許容値を適用した

〔乙９２（添３９ ，乙１２５－７－３４，４１，添７－５－１，）

３ 。〕

ⅶ 原子炉格納容器

原子炉格納容器については，建設時の耐震設計において安全裕

度が低い箇所を選定し，最も低い箇所から順にドライウェルスプ

レイ配管貫通部のスリーブ，主蒸気系配管貫通部のフランジプレ

ート（原子炉格納容器の内側 ，電気配線貫通部のフランジプレー）

ト（原子炉格納容器の外側及び内側）について構造強度評価を実

施して，それぞれの評価箇所における発生応力値が評価基準値を

超えないかどうかを確認した〔乙１２５－７－３８ 。〕

発生応力値は，貫通する配管からの反力を考慮する必要がある

評価箇所については，スペクトルモーダル解析法により当該反力

を求めて算出した。一方，反力を考慮する必要のない評価箇所に

ついては，当該評価箇所の据付位置における床面の最大応答加速

度を求めて算出した〔乙９２（添３６，３７ 。）〕

評価基準値は，バックチェックルールに基づき，ＪＥＡＧ（１

９８４ ，旧ＪＥＡＧ及び設計・建設規格に示された１次応力の許）
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） 〕。容値を適用した〔乙９２（添３９ ，乙１２５－７－３４，３８

(ｄ) 評価結果

ⅰ 炉心支持構造物

評価の結果，発生応力値が評価基準値を超えないとの結論を得

た〔乙１２５－７－３７ 。〕

ⅱ 制御棒（挿入性）

評価の結果，制御棒挿入時間が評価基準値を超えないとの結論

を得た〔乙１２５－７－４０ 。〕

ⅲ 残留熱除去ポンプ

評価の結果，① 構造強度評価については，発生応力値が評価

基準値を超えないとの結論を得〔乙１２５－７－３７ ，また，②〕

動的機能維持評価については，応答加速度が評価基準値を超え

ないとの結論を得た〔乙１２５－７－４０ 。〕

ⅳ 残留熱除去系配管

評価の結果，① 配管の構造強度評価については，すべての配

管の評価箇所における発生応力値が評価基準値を超えないとの結

論を得〔乙１２５－７－３７ ，また，② 弁の動的機能維持評価〕

については，すべての弁における応答加速度が評価基準値を超え

ないとの結論を得た〔乙１２５－７－４１ 。〕

ⅴ 原子炉圧力容器

評価の結果，発生応力値が評価基準値を超えないとの結論を得

た〔乙１２５－７－３７ 。〕

ⅵ 主蒸気系配管

評価の結果，① 配管の構造強度評価については，すべての配

管の評価箇所における発生応力値が評価基準値を超えないとの結

論を得〔乙１２５－７－３８，乙１４８，乙１４９ ，また，②〕
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弁の動的機能維持評価については，すべての弁における応答加速

度が評価基準値を超えないとの結論を得た〔乙１２５－７－４

１ 。〕

ⅶ 原子炉格納容器

評価の結果，発生応力値が評価基準値を超えないとの結論を得

た〔乙１２５－７－３８，乙１４８，乙１４９ 。〕

ｅ 地震随伴事象に対する考慮

(ａ) 周辺斜面の安定性

ⅰ 評価方針

バックチェックルールに基づき，耐震設計上重要な機器・配管

等を内包する建物・構築物とその周辺斜面との離間距離に基づい

て安定性評価の対象とすべき斜面を抽出し，当該斜面が，基準地

震動Ｓｓによる地震力に対しても崩壊を起こさないことの評価を

実施した〔乙９２（添４３ ，乙１２５－８－１ 。） 〕

評価対象とすべき斜面については，バックチェックルールに基

づき，旧ＪＥＡＧの規定（ 斜面法尻と原子炉建屋との離間距離「

が約５０メートル以内の斜面，あるいは斜面の高さの約１，４倍

以内の斜面を考える ）を考慮し，本件原子炉建屋の東に位置す。」

る斜面を選定した〔乙９２（添１ ，乙１２５－８－１ 。） 〕

なお，控訴人は，本件設置変更許可申請の際，前記ｂ(ａ)の原

子炉建屋基礎地盤と同様，前記選定した斜面もモデル化を行って

いるので，当該モデルを用いて耐震安定性評価を行った〔乙９２

（添４３ ，乙１２５－８－１ 。） 〕

ⅱ 評価基準

バックチェックルールに基づき，原子炉建屋基礎地盤と同様，

地震応答解析の結果得られたすべり安全率が評価基準値を上回っ
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ているかどうかを確認した〔乙９２（添４３ ，乙１２５－８－）

２ 。〕

評価基準値は，バックチェックルールに基づき，１．２とした

〔乙９２（添４３ 。）〕

ⅲ 評価結果

評価の結果，すべり安全率の最小値は４．９と評価基準値を上

回っており，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して当該斜面が崩

壊を起こさないとの結論を得た〔乙１２５－８－３ 。〕

(ｂ) 津波に対する安全性

ⅰ 評価方針

バックチェックルールに基づき，既往の津波の発生状況，活断

層の分布状況及び最新の知見等を考慮して，施設の供用期間中に

極めてまれではあるが発生する可能性がある津波を想定し，数値

シミュレーションにより，当該津波発生時の施設への影響につい

て評価を実施した〔乙９２（添４４ ，乙１２５－９－１ 。） 〕

津波の想定に当たっては，バックチェックルールに基づき，能

登半島地震による津波等最新の津波のほか，日本海東縁部を含む

周辺の既往の津波の発生状況や，日本海東縁部で想定される地震

による津波，更には基準地震動Ｓｓの前提となる活断層を含む海

域の活断層等を考慮し津波を想定した〔乙９２（添４４ ，乙１）

２５－９－３ 。〕

前記のとおり想定した複数の津波をもとに敷地前面調査海域に

おける津波高を数値シミュレーションにより求め，これらの中か

ら敷地前面調査海域に最も影響を与える水位上昇及び水位低下に

潮位を考慮したものを評価用の津波水位とした〔乙９２（添４

４ ，乙１２５－９－３ないし９ 。） 〕
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また，本件原子炉施設では，原子炉補機冷却系海水を，取水口

から取水路，取水槽を経て，海水熱交換器建屋内にある海水ポン

プ室まで導水していることから，バックチェックルールに基づき，

取水施設の水理特性による水位変動を考慮し，海水ポンプ室にお

ける水位低下も評価した〔乙９２（添４５ ，乙１２５－９－１）

０，１１ 。〕

さらに，バックチェックルールに基づき，津波による二次的な

影響に対する評価として，津波に伴う土砂移動の影響について評

価した〔乙９２（添４５ ，乙１２５－９－１２ 。） 〕

なお，津波高の数値シミュレーションに用いたモデル及び計算

手法の妥当性を確認するため，控訴人は，１９９３年北海道南西

沖地震津波等で観測された痕跡高と数値シミュレーションによる

津波高の比較を行い，痕跡高の再現性を得ている〔乙９２（添４

４ ，乙１２５－９－６，７ 。） 〕

ⅱ 評価基準

バックチェックルールに基づき，評価用の津波水位による水位

上昇及び水位低下に対して，原子炉施設の安全性に問題となるか

どうかを評価基準値と比較することにより確認した〔乙９２（添

４５ 。）〕

評価基準値は，バックチェックルールに基づき，建設時の耐震

設計に用いた値を適用した〔乙９２（添１ 。具体的には，敷地）〕

前面調査海域においては補機冷却水取水口位置における呑口下端

レベルＴ．Ｐ （東京湾平均海面）マイナス６．５メートルを下．

回らないこと，汀線から本件敷地においては本件敷地の標高であ

るＴ．Ｐ．プラス１１．０メートルを上回らないことであり，海

水ポンプ室においては原子炉補機冷却水系海水ポンプの設計水位
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Ｔ．Ｐ．マイナス６．３メートルを下回らないこととした〔乙１

２５－９－７，４５，４６ 。〕

また，津波による二次的な影響として，取水口位置で取水に影

響を与えるような多量の土砂が堆積しないかどうかを確認した

〔乙９２（添４５ ，乙１２５－９－１２，４９，５０ 。） 〕

ⅲ 評価結果

評価の結果，敷地前面調査海域での津波高については，取水口

位置における最低水位はＴ．Ｐ．マイナス３．０メートル程度，

汀線から本件敷地における最大水位はＴ．Ｐ．プラス５．０メー

トル程度であり，いずれも評価基準値を満たしているとの結論を

得た〔乙１２５－９－１０，４５ 。〕

また，取水施設の水理特性による水位変動を考慮した海水ポン

プ室での低下水位についても，Ｔ．Ｐ．マイナス５．４メートル

程度と評価基準値を満たしており，取水に影響を与えるものでは

ないとの結論を得た〔乙１２５－９－１１，４８ 。〕

さらに，津波に伴う土砂移動についても，最も土砂が堆積する

場合でも数センチメートルにすぎず，取水に影響を与えるもので

はないとの結論を得た〔乙１２５－９－１２，５０ 。〕

カ 本件原子炉施設の新耐震指針及びバックチェックルール適合性

以上のとおり，控訴人は，原子炉建屋基礎地盤の安定性評価（前記オ

(エ)ｂ ，安全上重要な建物・構築物の耐震安全性評価（前記オ(エ)ｃ ，） ）

機器・配管系及び屋外重要土木構造物の耐震安全性評価として前記７施設

の安全性評価（前記オ(エ)ｄ ，並びに地震随伴事象に対する考慮（前記オ）

(エ)ｅ）のいずれにおいても，策定された基準地震動Ｓｓに対し，本件原

子炉施設が耐震安全性を有しているとの結論を得ているところ，この評価

・確認は，前記オ(ア)認定のとおり，控訴人が耐震設計の際に行った地質
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調査並びにバックチェックの際に新耐震指針及びバックチェックルールに

則って行った地質調査に基づくものであり，また，控訴人が策定した基準

地震動Ｓｓも，前記オ(ウ)のとおり，新耐震指針及びバックチェックルー

ルに基づいて行われたものである。そして，証拠〔乙１２５〕及び弁論の

全趣旨によれば，控訴人は，平成２０年３月１４日，この確認の結果を本

件中間報告書にまとめて原子力安全・保安院に対して報告したこと，本件

中間報告書について原子力安全・保安院が何らかの問題点を指摘している

と窺わせる事情は認められないことを考え併せれば，控訴人が策定した基

準地震動Ｓｓは新耐震指針及びバックチェックルールに適合するものであ

り，本件原子炉施設も新耐震指針及びバックチェックルールに適合するも

のであると認めるのが相当である。

(3) 地盤に関する安全確保対策

ア 審査基準

(ア) 地質，地盤の手引き

証拠〔乙９（１３００ないし１３０２ 〕によれば，地質，地盤の手）

引きは 「原子炉施設の設置される場所の地質，地盤は，原子炉施設の，

自己荷重のほか，想定される地震その他の荷重を厳しく評価しても，原

。 ，子炉施設の安全性を十分に確保し得るものでなければならない 」とし

地質，地盤に関し，安全審査に際して，審査すべき事項及びその内容に

つき，以下のとおり定めていることが認められる。

ａ 地質

敷地の中心から少なくとも半径３０キロメートルの範囲の陸地につ

いて，既存の文献等を参考とし，必要に応じて航空写真判読，地表踏

査等を加えて作成された原縮尺２０万分の１以上の地質図並びにこれ

に基づく地質説明が適切かつ妥当であると評価できなければならない。

敷地前面が海域である場合は陸域に準ずる範囲について既存の文献
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等を参考とし，必要に応じて弾性波探査等を加えて作成された海底地

形図，海底地質図，海底地質構造図等に基づく海底地質の説明が適切

かつ妥当であると評価できなければならない。

敷地周辺の地質構造において，顕著な断層又は褶曲構造の存在が認

められるときは，その活動性について十分安全側の評価がなされなけ

ればならない。

敷地内の地質については，① 地表踏査，物理探査，ボーリング調

査，トレンチ調査，試掘坑内調査等を実施して作成された地質図及び

同図に基づく詳細地質説明，② 原子炉建屋基礎岩盤について，少な

くとも５本のオールコア・ボーリングを実施し，その深度が基礎底面

下基礎底面幅以上であるボーリング調査の結果，③ 地質区分，コア

採取率，岩盤等級等の表示されたボーリング柱状図，及びボーリング

全長のコアの写真，④ 原則として原子炉建屋基礎面直上部で互いに

直交するよう配置された坑内の地質境界，断層，破砕状況等を表示す

る地質展開図（原縮尺分１００分の１程度）として示されている試掘

坑の調査結果，⑤ ボーリング等による地下水位等，地下水の状態に

関する調査の結果が，いずれも適切かつ妥当であると評価できなけれ

ばならない。

ｂ 岩石・岩盤物性

原子炉施設の設置予定場所の基礎岩盤については，以下に示す各種

の岩石・岩盤物性試験の実施に基づく支持力，すべり及び沈下に関す

る性状解析結果から，基礎岩盤が十分な安全性を有することを評価し

なければならない。

(ａ) 一般物理特性を把握するため，基礎岩盤の岩石についての密度，

含水比，間隙比等を測定する。

(ｂ) 強度特性を把握するため，① 採取した岩石の一軸及び必要に
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応じて三軸圧縮試験並びに引張試験，② 岩盤のせん断及び支持力

試験を行う。

(ｃ) 変形特性を把握するため，① 一軸及び必要に応じて三軸圧縮

試験を行い，弾性係数，ポアソン比を得るとともに，超音波試験を

行い，動弾性係数，動ポアソン比を得る，② 岩盤変形試験を行い，

諸定数を得る，③ 軟岩の場合にあっては，岩石・岩盤のクリープ

特性を得る。

(ｄ) 岩盤に節理や層理が発達している場合はその異方性に関する特

性を把握する。

(ｅ) その他必要に応じて，岩盤物性のバラツキの程度，初期地圧及

び透水係数を把握する。

(イ) 新耐震指針

新耐震指針は，前記(2)ウ(ア)のとおり 「建物・構築物は，十分な，

支持性能を保つ地盤に設置されなければならない 」としている。そし。

て，新耐震指針は，前記(2)ウ(ウ)ａのとおり，敷地における解放基盤

表面における水平方向及び鉛直方向の地震動を策定するとし，解放基盤

表面とは 「基盤（せん断波速度Ｖｓ＝７００ｍ／ｓ以上の硬質地盤で，

あって，著しい風化を受けていないもの ）面上の表層や構造物がない。

ものとして仮想的に設定する自由表面であって，著しい高低差がなく，

ほぼ水平で相当な拡がりをもって想定される基盤の表面のこと 」とし。

ているから，地盤として，硬質な地盤であって，著しい風化を受けてい

ないものを想定しているということができる。

(ウ) バックチェックルール

証拠〔乙９２（添３０ 〕によれば，バックチェックルールは，原子）

炉建屋基礎地盤の安定性評価について 「地震時の原子炉建屋基礎地盤，

にすべりが生じないことを確認する。動的解析における時刻歴のすべり
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安全率の評価基準値は，既往評価等の実績を考慮して，１．５とする。

また，動的解析から求まる等価震度を用いて実施する静的非線形解析等

によるすべり安全率の評価基準値についても動的解析と同等の値とす

る 」と規定していることが認められる。。

イ 控訴人が行った調査

控訴人は，本件原子炉施設に関し，耐震設計の際，地質，地盤の手引き

及び旧ＪＥＡＧに基づき，前記(2)オ(ア)ａの地質調査を行うとともに，

バックチェックの際，新耐震指針及びバックチェックルールに基づき，前

記(2)オ(ア)ｂの地質調査を行った。

ウ 控訴人による原子炉建屋基礎地盤の安定性評価

前記(2)オ(エ)ｂ(ｃ)で認定した事実及び証拠〔乙６（添６－３－６な

いし１７，４９，５０，６１，６２，６７，７５，７６，７７ ，乙３１）

（３４ないし３８ 〕によれば，以下の事実が認められる（なお，以下，）

各項目ごとに主たる証拠を掲記する 。。）

控訴人は，耐震設計及びバックチェックの際における前記地質調査の結

果，本件原子炉施設建屋基礎地盤の安定性を以下のとおり評価した。

(ア) 敷地周辺の地盤

文献調査等の結果によれば，敷地及びその周辺には，主として新第三

系（地質年代の新第三紀（約２３５０万年前から約１７０万年前まで）

にできた地質 ）の火山岩類（地中のマグマが地表ないし地表近くに噴。

出して生じた岩石（流紋岩，安山岩，玄武岩等）を総称したもの ）及。

び堆積岩類（岩石の砕屑物，生物の遺骸，火山噴出物等が水中又は陸上

に堆積し，次第に固結して形成された岩石をいう ）が分布しており，。

地質的には安定していると評価した〔乙６（添６－３－６ないし１

７ 。）〕

(イ) 敷地の地盤
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本件敷地は，敷地前面の海岸線に沿って分布する段丘（かって河床，

海底あるいは湖底で浸食作用や堆積作用により形成された平坦面が陸化

した地形をいう ）とその東側の標高５０メートル前後のなだらかな丘。

陵とからなり，地すべり地形（地すべりの発生に伴って形成された地形

をいう ）は認められない。敷地の地盤は，地表地質踏査等の結果によ。

れば，新第三系中新統（新第三紀のうち，中新世（約２３５０万年前か

ら約５３０万年前まで）にできた地層の総称 ）の穴水累層（能登半島。

に分布する，主として新第三紀中新世の安山岩質の火山岩類で構成され

た地層 ）とこれを覆う第四紀（約１７０万年前から現在まで）の堆積。

物からなり，規模の大きな断層や破砕帯（何らかの力により岩盤の一部

が破砕された結果，不規則な割れ目や砕けた岩石が，ある幅をもって，

ある方向に，帯状に連なっているもの ）は認められない 〔乙６（添。 。

６－３－４９，５０ ，乙３１（３４ 〕） ）

(ウ) 本件原子炉施設建設場所の地盤

本件原子炉施設が建設されている場所の地盤は，穴水累層の安山岩

（均質 ，安山岩（角礫質）及び凝灰角礫岩から構成されている。そし）

て，岩盤分類（岩石の硬さ及び割れ目の頻度に応じて一番硬質なものを

〔Ａａ〕級，一番軟質なものを〔Ｄｂ〕級とし，安山岩（均質）につき，

〔Ａａ〕級 〔Ｂａ〕級 〔Ｃａ〕級及び〔Ｄａ〕級の４段階に，安山， ，

岩（角礫質）及び凝灰角礫岩につき 〔Ａｂ〕級 〔Ｂｂ〕級 〔Ｃｂ〕， ， ，

級及び〔Ｄｂ〕級の４段階に分類したもの ）上は，その大部分が〔Ｂ。

ａ〕級の安山岩（均質 〔Ｂｂ〕級の安山岩（角礫質）及び〔Ｂｂ〕），

級の凝灰角礫岩から構成されている 〔乙６（添６－３－６１，６２ ，。 ）

乙３１（３５ 〕）

ａ 支持力に対する安全性

本件原子炉建屋の常時接地圧は１平方ミリメートル当たり約０．５



- 168 -

ニュートン，地震時最大接地圧は約１．１ニュートンであるところ，

施設を支持する岩盤の支持力は，岩盤試験の結果，１平方ミリメート

ル当たり１３．７ニュートン以上であったから，控訴人は，本件原子

炉施設が建設されている場所の地盤は，十分な支持力を有するものと

の結論を得た。また，控訴人は，原子炉建屋基礎地盤の岩盤分類，シ

ームの分析状況及び岩石・岩盤試験等の結果を評価して行った安定解

析結果により，本件原子炉施設が建設されている場所の地盤は，十分

な支持力を有しているとの結論を得た。

以上により，控訴人は，本件原子炉施設が建設されている場所の地

盤は，支持力に対して十分な安全性を有しているとの結論を得た。

〔乙６（添６－３－６７，７５ ，乙３１（３７ 〕） ）

ｂ すべりに対する安全性

前記(2)オ(エ)ｂ(ｃ)で認定したとおり，原子炉建屋基礎地盤のす

べり安全率の最小値は４．１であり，すべり安全率の評価基準値を上

回っていることから，控訴人は，本件原子炉施設が建設されている場

所の地盤は，すべりに対して十分な安全性を有しているとの結論を得

た。

ｃ 沈下に対する安全性

本件原子炉施設が建設されている場所の地盤は，前記のとおり，主

として〔Ｂｂ〕級の岩盤から構成されているところ，同岩盤の解析用

物性値を用い，原子炉建屋の常時接地圧１平方ミリメートル当たり約

０．５ニュートンに対する沈下量を算出すると，原子炉建屋築造によ

る沈下量は，原子炉建屋基礎中心で約１．３センチメートルとなった。

また，隣接して設置するタービン建屋によって，原子炉建屋基礎に生

じる不同沈下量は，最大約０．５センチメートル，建屋基礎の傾斜は，

約１万７０００分の１であった。さらに，原子炉建屋基礎地盤の岩盤
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分類，シームの分布状況及び岩石・岩盤試験等の結果を評価して行っ

た安定解析結果によれば，地震時における原子炉建屋基礎の傾斜は，

１万分の１以下であった。以上のことから，控訴人は，原子炉建屋基

礎地盤は，沈下に対して十分な安全性を有しているとの結論を得た。

〔乙６（添６－３－７６，７７ ，乙３１（３８ 〕） ）

エ 審査基準適合性

以上によれば，控訴人が前記ウのとおり地盤について行った安定性評価

は，前記イのとおり，地質，地盤の手引き，新耐震指針及びバックチェッ

クルールに基づく詳細な調査の結果に基づくものであり，また，評価自体

も，前記アの地質，地盤の手引き，新耐震指針及びバックチェックルール

に基づいて行われており，不合理な点は認められないから，これらの審査

基準を満たすものであり，妥当と認めるのが相当である。

(4) 水理に係る安全確保対策

ア 審査基準

(ア) 安全設計審査指針

証拠〔乙９（１０ 〕によれば，安全設計審査指針は 「安全機能を） ，

有する構築物，系統及び機器は，予想される自然現象のうち最も苛酷

と考えられる条件，又は自然力に事故荷重を適切に組み合わせた場合

を考慮した設計であること」を要する旨規定しているから，洪水等の

陸水並びに波浪及び津波等の海象に対して，安全上支障がないことを

要求していると解される。

(イ) バックチェックルール

前記(2)オ(エ)ｅ(ｂ)で認定のとおり，バックチェックルールは，既

往の津波の発生状況，活断層の分布状況及び最新の知見等を考慮して，

施設の供用期間中に極めてまれではあるが発生する可能性がある津波

を想定し，当該津波発生時の施設への影響を適切に評価することを要
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求している。

イ 控訴人の行った調査，安全性評価

前記(2)オ(エ)ｅ(ｂ)で認定した事実及び証拠〔乙６（添６－４－１な

いし５ ，乙３１（４０ 〕によれば，控訴人は，本件原子炉の水理に関） ）

して，耐震設計及びバックチェックの際，以下のとおり，調査，検討を行

い，安全性を確認したことが認められる（なお，以下，各項目ごとに主た

る証拠を掲記する 。。）

(ア) 陸水

本件敷地は，能登半島中央部の日本海に面するなだらかな丘陵地に位

置しており，本件敷地を流れる河川としては準用河川の大坪川が，近傍

河川としては準用河川の赤住川及び松戸川が存在するが，いずれの河川

も集中面積は小さく，流量は少量である。

また，発電所構内の降雨水は，大部分構内排水路で集水し，海域へ排

出するが，集水面積は小さく流量は少量である。

控訴人は，このような地形及び表流水の状況から判断して，洪水によ

り原子炉施設等が影響を受けることはないとの結論を得た。

〔乙６（６－４－１ 〕）

(イ) 海象

ａ 波浪

控訴人は，耐震設計に際し，沖合約５００メートル，水深約１５メ

ートルの海底に超音波式波高計を設置し，平成６年７月から平成７年

６月まで観測を実施したところ，観測期間内における最大波高は９．

６メートル，最大有義波高は５．４メートルであった〔乙６（添６－

４－３ ，乙３１（４０ 。） ）〕

また，控訴人は，昭和３４年から昭和５３年までの２０年間におけ

る顕著な気象擾乱を抽出し，波浪推算を行い，水深，屈折等の変化を
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考慮して，防波堤設計波高１４．１メートルを求めた。控訴人は，波

浪は汀線に至るまでに砕波して波高は十分に小さくなることから，こ

の波高は，Ｔ．Ｐ．プラス１１．０メートルの本件敷地上の本件原子

炉施設に影響を及ぼすことはないとの結論を得た 〔乙６（添６－４。

－３ ，乙３１（４０ 〕） ）

ｂ 津波

控訴人は，前記(2)オ(エ)ｅ(ｂ)で認定のとおり，バックチェック

ルールに基づき，津波の評価基準として，敷地前面調査海域において

は補機冷却水取水口位置における呑口下端レベルＴ．Ｐ （東京湾平均．

海面）マイナス６．５メートルを下回らないこと，汀線から本件敷地

においては本件敷地の標高であるＴ．Ｐ．プラス１１．０メートルを

上回らないこと，海水ポンプ室においては原子炉補機冷却水系海水ポ

ンプの設計水位Ｔ．Ｐ．マイナス６．３メートルを下回らないことを

用いるとともに，津波による二次的な影響として，取水口位置で取水

に影響を与えるような多量の土砂が堆積しないかどうかを確認した。

その結果，敷地前面調査海域での津波高については，取水口位置にお

ける最低水位はＴ．Ｐ．マイナス３．０メートル程度，汀線から本件

敷地における最大水位はＴ．Ｐ．プラス５．０メートル程度であり，

いずれも評価基準値を満たしていることを確認するとともに，取水施

設の水理特性による水位変動を考慮した海水ポンプ室での低下水位に

ついても，Ｔ．Ｐ．マイナス５．４メートル程度と評価基準値を満た

していること，津波に伴う土砂移動についても，取水に影響を与える

ものではないとの結論を得た。

ウ 審査指針適合性

以上によれば，控訴人が前記イのとおり水理について行った安全性評価

は，前記イのとおり，バックチェックルール等に基づく詳細な調査の結果
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に基づくものであり，また，評価自体も，前記アの安全設計審査指針及び

バックチェックルールに基づいて行われており，不合理な点は認められな

いから，これらの審査基準を満たすものであり，妥当と認めるのが相当で

ある。

２ 平常運転時の被ばく低減に係る安全確保対策

(1) 審査基準等

前記第２「前提事実」の７「放射線被ばくの人体への影響」(4)で認定し

た事実及び証拠〔乙９（７ないし３７，４０６ないし４１０ ，乙３１（８）

４ 〕によれば，安全設計審査指針及び線量評価指針は，原子炉施設は，そ）

の基本設計ないし基本的設計方針において，平常運転に伴って環境へ放出さ

れる放射性物質による公衆の被ばく線量を十分低く抑えること，すなわち，

平常運転時における安全性を確保し得るものであることを要求していると解

される。具体的には，平常運転に伴って環境に放出される放射性物質の評価

が，原子力安全委員会が定めた線量評価指針に示される線量目標値である年

間実効線量０．０５ミリシーベルトを下回ることを求めている。

(2) 本件原子炉施設の平常運転時の被ばく低減対策

証拠〔乙１（２４ないし２６，５０，５１ ，乙６（添８－１－１，７，）

８－１０－１ないし２３，９－５－１ないし１９ ，乙３１（８４ないし８）

８ 〕によれば，本件原子炉施設においては，運転により生じた放射性物質）

が環境へ放出される量をできるだけ少なくするため，以下のような対策が採

られていることが認められる。

第一に，燃料棒内に発生した核分裂生成物等の放射性物質はできるだけ核

燃料棒内に閉じ込め，第二に，冷却材中に現れた放射性物質は原子炉冷却系

内に閉じ込めるとともに，これをできる限り捕捉し，第三に，原子炉冷却系

外へ現れた放射性物質は，その形態に応じて適切に処理して本件原子力発電

所内に貯蔵，保管することによって，放射性物質をできる限り環境へ放出し
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ないようにしている。

そして，控訴人は，前記の対策が十分であるかを確認するため，本件原子

炉及び本件原発１号機の各運転に伴って環境に放出される放射性物質からの

放射線による周辺公衆への実効線量が年間で最大約０．０１８ミリシーベル

トにとどまることを確認した。なお，前記第２「前提事実」の７「放射線被

ばくの人体への影響」(5)で判示したとおり，人間は，１人当たり平均で，

年間約２．４ミリシーベルトの自然放射線を受けており，我が国における自

然放射線量による実効線量の地域差は，最大で年間約０．３８ミリシーベル

トである。

(3) 審査基準適合性

以上によれば，本件原子炉施設が安全設計審査指針等の審査基準に適合し

ているというためには，本件原子炉施設の平常運転に伴って環境へ放出され

る放射性物質の量を十分低く抑えるような対策となっていること，平常運転

に伴って環境に放出される放射性物質の評価が，年間実効線量０．０５ミリ

シーベルトを下回ることを要すると解されるところ，控訴人が前記(2)のと

おり行った本件原子炉施設の平常運転時の被ばく低減対策は，平常運転に伴

って環境へ放出される放射性物質の量ができる限り少なくなるようにしてお

り，その量は，年間で最大約０．０１８ミリシーベルトにとどまっているか

ら，安全設計審査指針等の審査基準を満たしており，妥当と認めるのが相当

である。

３ 事故防止に係る安全確保対策

(1) 審査基準等

証拠〔乙９（７ないし３７，１０１ないし１６２ 〕によれば，安全設計）

審査指針，安全評価審査指針等は，原子炉施設がその基本設計ないし基本的

設計方針について，多重防護の考え方に基づき，以下のとおり，各種の事故

防止対策が講じられていることを要求していることが認められる。
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すなわち，安全設計審査指針は，安全審査において，安全確保の観点から

設計の妥当性について判断する際の基礎を示すことを目的として定められて

おり，信頼性に関する設計上の考慮として，① 安全機能を有する構築物，

系統及び機器は，その安全機能の重要度に応じて，十分に高い信頼性を確保

し，かつ，維持し得る設計であること，② 重要度の特に高い安全機能を有

する系統については，その構造，動作原理，果たすべき安全機能の性質等を

考慮して，多重性又は多様性及び独立性を備えた設計であること，③ 重要

度の特に高い安全機能を有する系統は，その系統を構成する機器の単一故障

の仮定に加え，外部電源が利用できない場合においても，その系統の安全機

能が達成できる設計であることを要求している。

(2) 控訴人が行っている事故防止に係る安全確保対策

ア 異常発生防止対策

証拠〔乙５（５，６ ，乙６（添８－１－２，６，４１，５７，８－３－）

４ないし２１，６７ないし８１，８－４－３，７，１８ないし２２，８－

６－２，３，８－７－１５ないし２３ ，乙８（４ないし８ ，乙２９（６，） ）

２６ ，乙３１（５４，８２，８３ ，証人Ｂ（①８ないし１２，２３，２） ）

４ ，証人Ｅ（①３ないし５ 〕及び弁論の全趣旨によれば，控訴人は，放） ）

射性物質の環境への放出につながるような事象の発生を未然に防止するた

め，本件原子炉施設において，以下のような異常発生防止対策を講じてい

ることが認められる（なお，以下，各項目ごとに主たる証拠を掲記す

る 。。）

(ア) 総論

本件原子炉の運転に伴って生じる主な放射性物質には，燃料の核分裂

によって生じる核分裂生成物と，冷却材中の不純物等が中性子により放

射化されることなどによって生じる放射化生成物との２種類があるとこ

ろ，本件原子炉施設においては，核分裂生成物は燃料被覆管内に，また，
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放射化生成物及び燃料被覆管内から冷却材中に漏出した核分裂生成物は，

運転時には原子炉冷却系内に，異常発生時には原子炉冷却材圧力バウン

ダリ内にそれぞれ閉じ込めることによって，放射性物質の環境への放出

を防止している。したがって，異常発生防止対策としては，燃料被覆管

と原子炉冷却材圧力バウンダリの健全性を確保すること，また，これら

の健全性を十分な余裕をもって確保するため，原子炉を安定に制御する

ことが必要であるところ，本件原子炉施設では，原子炉の安定した運転

の維持，燃料被覆管の健全性の確保及び原子炉冷却材圧力バウンダリの

健全性の確保のため，以下のような対策を採っている 〔乙８（４ない。

し８ ，証人Ｂ（①１０ 〕） ）

(イ) 原子炉の安定した運転の維持

本件原子炉施設は，原子炉を安定に制御するために，原子炉の出力を

制御する原子炉出力制御系，原子炉の圧力を制御する圧力制御系及び原

子炉の水位を制御する原子炉給水制御系からなる原子炉制御系が設けら

れている。原子炉出力制御系は，制御棒の出し入れや原子炉冷却材再循

環ポンプの回転数制御による冷却水流量の調整により原子炉の出力を制

御している。圧力制御系は，蒸気加減弁及びタービンバイパス弁の開度

を自動調整することにより原子炉の圧力を一定に制御している。原子炉

給水制御系は，タービン駆動原子炉給水ポンプの回転数制御等により給

水流量を自動調整し，原子炉の水位を一定に制御している。これらの制

御系は，それぞれ多重化しており，制御中の１系列が故障したとしても

全く同じ機能を持つ待機中の制御系がこれをバックアップし，原子炉の

安定な制御が継続できるようにしている。また，原子炉出力制御系によ

り制御棒の引き抜き操作を行う場合，これらの制御棒周辺の中性子束を

監視し，ある定められた値以上になると自動的に制御棒の引き抜きを停

止するなどのインターロック（機器の誤操作や誤作動を防止するため，
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あるいは機器の一連の動作を自動的に行わせるため，機器が一定の条件

を満たしたときに限って作動するように，他の機器からの電気的ないし

機械的な情報伝達機構等と連動させたシステム ）を設け，原子炉が異常。

な状態になるのを未然に防止している 〔乙８（５ ，証人Ｂ（①１０な。 ）

いし１２ 〕）

さらに，原子炉出力，原子炉圧力及び原子炉水位をいずれも集中的に

監視，制御できるようにするため，原子炉制御系の計測制御装置を中央

制御室に配置している。この制御盤は，運転操作が円滑に遂行でき，か

つ，運転員の誤操作及び誤判断を防止できるようにするため，系統ごと

に集中して操作及び監視ができるように複数のフラットディスプレイを

設置するとともに，大型の表示盤に重要なプラント情報を表示すること

により運転員全員が情報を共有することができるようにするなどの人間

工学的な配慮を行っている 〔乙５（５，６ ，乙６（添８－７－１５な。 ）

いし２３ 〕）

(ウ) 燃料被覆管の健全性の確保

ａ 総論

本件原子力発電所において使用する燃料被覆管については，① 沸

騰遷移（燃料棒の熱出力が冷却材の冷却能力を上回ることにより，燃

料被覆管の表面が蒸気膜で覆われた状態になること。この状態が発生

すると，燃料被覆管から冷却材に伝えることのできる熱量が少なくな

り，燃料被覆管の温度が上昇する ）による燃料被覆管の焼損防止，②。

燃料ペレットの膨張による燃料被覆管の機械的損傷防止，③ 燃料

ペレットから浸出した気体状の核分裂生成物による内圧や冷却材によ

る外圧等による燃料被覆管の損傷防止，④ 冷却材中の不純物等に起

因する化学的腐食による燃料被覆管の損傷防止などについて，以下の

とおり安全上の対策が採られている〔乙８（６ 。）〕
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ｂ 沸騰遷移に対する健全性の確保

燃料被覆管の表面で沸騰遷移を生じさせる燃料集合体出力に対して，

実際の燃料集合体出力が７パーセント下回っていれば，沸騰遷移が生

じないことが知られていることから，本件原子炉施設では，沸騰遷移

が生じないようにするため，炉心の設計に際し，最小限界出力比（燃

料被覆管の表面で沸騰遷移を生じさせる燃料集合体出力を，実際の燃

料集合体で除した値である限界出力比のうち，最も小さな値 ）１．。

０７を許容限界とするとともに，実際の運転に際しては，最小限界出

力比を１．２２以上とすることとしている〔乙６（添８－１－６，４

１，８－３－６９，７０ ，乙８（６ ，乙３１（５４ ，弁論の全趣） ） ）

旨 。〕

ｃ 燃料ペレット膨張に対する機械的な健全性の確保

本件原子炉施設では，燃料ペレットの膨張による燃料被覆管の機械

的損傷を防止するため，線出力密度（燃料棒の単位長さ当たりの出

力 ）の最大値を，燃料被覆管が燃料ペレットの膨張により機械的に損。

傷する可能性のある１メートル当たり約７５キロワットより低い１メ

ートル当たり４４キロワット以下で運転することとしている〔乙６

（添８－１－６，８－３－６９，７０ ，乙８（６ 。） ）〕

ｄ 内圧や外圧等に対する機械的な健全性の確保

本件原子炉施設では，燃料ペレットから浸出した気体状の核分裂生

成物による内圧や冷却材による外圧等による燃料被覆管の損傷を防止

するため，これらの圧力に十分耐え得る強度の燃料被覆管を使用する

とともに，気体状の核分裂生成物の蓄積等によって内圧が過大となら

ないようにその上部又は下部に十分な空間（プレナム）を設けている

〔乙６（添８－３－６ ，乙８（６ 。） ）〕

ｅ 化学的腐食に対する燃料被覆管の健全性の確保
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本件原子炉施設では，冷却材中の不純物等に起因する化学的腐食に

よる燃料被覆管の損傷を防止するため，燃料被覆管に耐食性に優れた

ジルコニウム合金を材料として用いるとともに，冷却材中の不純物等

を除去することによって冷却材の水質を高純度に維持するため，原子

炉冷却材浄化系及び復水浄化系を設けている〔乙６（添８－３－５，

６，８－４－１８ないし２２，８－６－２，３ ，乙８（６ 。） ）〕

ｆ 異物に対する健全性の確保

本件原子炉施設では，燃料集合体の冷却材入口に異物フィルタを設

け，燃料被覆管損傷の原因となり得る異物が燃料集合体内に侵入する

ことを防止するとともに，建設時の異物管理において，原子炉につな

がる系統において異物の発生源となるワイヤブラシを原則として使用

しないなど，異物混入管理を行っている〔乙２９（６，２６ ，証人）

Ｅ（①３ないし５ 。）〕

ｇ その他の健全性の確保

本件原子炉施設では，使用する燃料被覆管について，その製造工程

において，超音波探傷試験，ヘリウム漏えい試験などにより燃料被覆

管の健全性を確認するとともに，運転を開始した後も，冷却材中の放

射能を監視することなどにより，常時燃料被覆管の健全性を確認して

いる〔乙６（添８－３－１８ ，乙８（６ 。） ）〕

(エ) 原子炉冷却材圧力バウンダリの健全性の確保

ａ 総論

原子炉冷却材圧力バウンダリは，前記(ア)のとおり，異常発生時に

放射性物質をその中に閉じ込めることによって，放射性物質の環境へ

の放出を防止するという重要な機能を果たしていることから，本件原

子炉施設では，原子炉冷却材圧力バウンダリについて，① 過大な圧

力による原子炉冷却材圧力バウンダリの機械的損傷防止，② 原子炉
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圧力容器の中性子照射脆化による損傷防止，③ 冷却材中の不純物等

に起因する原子炉冷却材圧力バウンダリの損傷防止，④ 応力腐食割

れによる原子炉冷却材圧力バウンダリの損傷防止などについて，以下

のとおり，安全上の対策が採られている〔乙６（添８－１－５７，８

－４－３ ，乙８（７ 。） ）〕

ｂ 機械的な健全性の確保

本件原子炉施設では，過大な圧力により原子炉冷却材圧力バウンダ

リが機械的な損傷を被ることを防止するため，原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ内の圧力がほぼ一定となる（過大とならない）ように圧力制御

．系を設けるとともに，原子炉冷却材圧力バウンダリは，運転圧力約７

１メガパスカルよりも高い約８．６メガパスカルに耐え得る強度とし

ている。なお，原子炉冷却材圧力バウンダリ内の圧力が最も高くなる

事故である「原子炉冷却材流量の喪失」解析では，その最高圧力は，

約８．５メガパスカルとなっている 〔乙６（添８－１－５７，８－４。

－３ ，乙８（７ ，証人Ｂ（①２３，２４ 。） ） ）〕

ｃ 中性子照射に起因する脆化に対する健全性の確保

本件原子炉施設では，原子炉圧力容器の中性子照射脆化による損傷

を防止するため，原子炉圧力容器の材料として，延性が高くかつ中性

子照射による脆性遷移温度の上昇の程度が小さいものを使用するとと

もに，運転開始後は，原子炉圧力容器の温度をその脆性遷移温度より

も十分高く維持し，原子炉圧力容器と同一の材料から採取した試験片

を原子炉圧力容器内壁に挿入し，この試験片を検査することにより脆

性遷移温度の変化を把握している〔乙８（７ 。）〕

ｄ 化学的腐食に対する健全性の確保

本件原子炉施設では，冷却材中の不純物等に起因する原子炉冷却材

圧力バウンダリの損傷を防止するため，原子炉圧力容器内面の冷却材
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と接する部分に，耐食性に優れたステンレス鋼等の内張り材を設けて

おり，また，原子炉冷却材浄化系及び復水浄化系により腐食の要因と

なる冷却材中の塩素等の不純物を除去するとともに，復水器で溶存酸

，素を脱気するなどの水質管理を行っている〔乙６（添８－４－３，７

１８ないし２２，８－６－２，３ ，乙８（７ 。） ）〕

ｅ 応力腐食割れに対する健全性の確保

本件原子炉施設では，材料，引張応力及び水質環境の三つの要因が

重なることにより発生する応力腐食割れによる原子炉冷却材圧力バウ

，ンダリの損傷を防止するため，原子炉冷却材圧力バウンダリの材料に

応力腐食割れを起こしにくい低炭素ステンレス鋼等を用い，また，溶

接時の入熱量を減らすなどの適切な溶接管理等により残留応力の低減

を図るとともに，原子炉の起動前に冷却材中の溶存酸素濃度を低減す

るなどの水質管理を行っている〔乙６（添８－４－３，７ ，乙８）

（８ 。）〕

ｆ その他の健全性の確保

本件原子炉施設では，原子炉冷却材圧力バウンダリに使用する機器

及び配管について，素材の段階で超音波探傷試験等を，その溶接部に

ついては放射線透過試験，耐圧試験等を，それぞれ行ってその健全性

を確認するとともに，運転開始後も，漏えい監視設備により原子炉冷

却材圧力バウンダリからの漏えいの有無を監視し，定期検査時には，

超音波探傷試験等により健全性を確認している〔乙８（８ 。）〕

イ 異常拡大防止対策

(ア) 総論

証拠〔乙５（５，６ ，乙６（添８－４－４，８－７－６，８，９，１）

５ないし２３，３４ないし４３，８５ ，乙８（８ないし１０ ，証人Ｂ） ）

（①１２，１３ 〕によれば，控訴人は，前記アの異常発生防止対策に）
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もかかわらず，何らかの異常が発生した場合に対処するため，その異常

な状態が拡大したり，あるいは放射性物質を放出するような事故に至る

のを防止するため，以下のような異常拡大防止対策を講じていることが

認められる（なお，以下，各項目ごとに主たる証拠を掲記する 。。）

(イ) 異常発生の検知

本件原子力発電所には，何らかの異常が発生した場合，この異常の発

生を早期にかつ確実に検知する各種の計測装置が設置されている。

具体的には，原子炉出力，原子炉圧力及び原子炉水位の変化について

は，それぞれ原子炉核計装系，原子炉圧力計及び原子炉水位計により，

検知することとしている。また，燃料被覆管からの核分裂生成物の漏え

いについては，主蒸気管モニタ及び蒸気式空気抽出器排ガスモニタ等に

より放射線レベルを監視することにより，検知することとしている。さ

らに，原子炉冷却材圧力バウンダリからの冷却材の漏えいについては，

原子炉格納容器の底部に設けたサンプ（溜め升）の水量や原子炉格納容

器内雰囲気中の放射線レベル等を監視することにより，検知することと

している 〔乙６（添８－４－４，８－７－６，８，９，３４ないし４３，。

８５ ，乙８（８，９ ，乙３１（８２，８３ 〕） ） ）

また，異常を検知した場合，中央制御室にその程度に応じた警報を発

する装置を設け，運転員によって速やかに原子炉の停止等必要な措置が

採れるようにしている〔乙５（５，６ ，乙６（添８－７－１５ないし２）

３ ，乙８（８，９ ，乙３１（８３ 。） ） ）〕

(ウ) 安全保護設備の設置

ａ 総論

証拠〔乙６（添８－３－３２ないし４４，８－４－９，１０，３０

ないし３５，８－７－２ないし１４ ，乙８（９，１０，１６ ，証） ）

人Ｂ（①３０ないし３３ 〕によれば，控訴人は，本件原子力施設に）
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おいて，異常が発生し，それに対して迅速な措置を講じなければ燃料

被覆管あるいは原子炉冷却材圧力バウンダリの健全性に重大な影響を

，及ぼすおそれのある場合に備えて，以下のとおり，原子炉緊急停止系

原子炉隔離時冷却系及び主蒸気系の逃がし安全弁等からなる安全保護

設備を設置していることが認められる（なお，以下，各項目ごとに主

たる証拠を掲記する 。。）

ｂ 原子炉緊急停止系

原子炉緊急停止系は，原子炉の水位が異常に低下したり，原子炉の

出力又は圧力が異常に上昇した場合等に，全制御棒を自動的かつ速や

かに挿入することによって，原子炉の出力を低下させ，燃料ペレット

，及び燃料被覆管の温度の異常な上昇等を抑制するものであり，制御棒

制御棒駆動機構及び制御棒駆動水圧系から構成される。

原子炉緊急停止系は，安全保護系によって作動するが，安全保護系

は，これを構成する検出器，論理回路等に，同じ機能を有するものを

二つ以上設けており，多重性を有している。また，多重に設けた各機

器等は，運転状態の変動（例えば，機器に供給される電源の喪失）が

あっても，同時に故障したり，一つの機器に故障が生じても，その影

響を受けて他の機器が故障したりすることがないよう独立性が維持さ

れている。さらに，安全保護系の多重故障により原子炉が停止できな

いような事態が発生することを防止するため，安全保護系とは別の信

号によって制御棒を挿入させる機能を設けている。

また，原子炉緊急停止系には，電源が何らかの原因で喪失した場合

に制御棒が即時かつ自動的に炉心に挿入され，原子炉を停止させるこ

とができるという，いわゆるフェイルセーフ機能が設けられている。

〔乙６（添８－３－３２ないし４４，８－７－２ないし１４ ，乙８）

（９，１０，１６ ，証人Ｂ（①３０ないし３３ 〕） ）
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ｃ 原子炉隔離冷却系

本件原子炉施設では，原子炉の停止後何らかの原因によって給水系

のポンプ等が停止し，原子炉圧力容器内への給水ができなくなって原

子炉の水位が低下するような状態が発生した場合に備えて，原子炉隔

離時冷却系を設けている。原子炉隔離時冷却系のポンプは，炉心の崩

壊熱等で発生する蒸気の一部を用いた専用のタービンによって駆動す

るため，外部電源を必要としない設計となっている 〔乙６（添８－４。

－３０ないし３５ 〕）

ｄ 主蒸気系の逃がし安全弁

本件原子炉施設では，原子炉圧力容器内の圧力が異常に上昇した場

，合に備えて，主蒸気系に逃がし安全弁を設けている。逃がし安全弁は

原子炉冷却材圧力バウンダリ内の蒸気を自動的にサプレッションチェ

ンバ内のプール水中に放出することにより減圧し，原子炉冷却材圧力

バウンダリの過圧による損傷を防止するものである。

逃がし安全弁は，原子炉の圧力高の信号により強制的に弁を開放す

る逃がし弁機能と，逃がし弁機能のバックアップとして，圧力の上昇

に伴いバネの力に打ち勝って自動的に開放する安全弁機能とを有して

おり，後者の安全弁機能はその作動に電源等を必要としない設計とな

っている。なお，逃がし安全弁は，後記ウ(イ)の非常用炉心冷却系の

一部として，原子炉冷却材喪失時に強制的に開放して原子炉の圧力を

速やかに低下させ，低圧注水系の早期の注入を促す自動減圧機能も有

している。

〔乙６（添８－４－９，１０ 〕）

ウ 放射性物質異常放出防止対策

(ア) 総論

証拠〔乙６（添８－４－３６ないし４３，８－５－１ないし１４ ，乙）
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８（１０ないし１２，１８，１９，添図９ ，証人Ｂ（①１７，１８ 〕） ）

によれば，控訴人は，前記イの異常拡大防止対策が功を奏しない場合に

放射性物質の環境への異常な放出を防止するため，放射性物質異常放出

防止対策として，以下のようにＥＣＣＳ（非常用炉心冷却系 ，原子炉格）

納容器及びその附属設備，非常用ガス処理系等からなる工学的安全施設

を設けている事実が認められる（なお，以下，各項目ごとに主たる証拠

を掲記する 。。）

(イ) ＥＣＣＳ（非常用炉心冷却系）

本件原子炉施設では，原子炉冷却材圧力バウンダリを構成するいかな

る配管の破断等が生じても，燃料被覆管の重大な損傷を防止するため，

原子炉内に緊急に水を注入するＥＣＣＳ（非常用炉心冷却系）を設けて

いる。具体的には，低圧注水系３系統，高圧炉心注水系２系統，原子炉

隔離時冷却系１系統及び自動減圧系（原子炉圧力容器の逃がし安全弁１

８個のうち８個からなるもので，原子炉圧力を速やかに低下させて低圧

注水系の注入を可能とする系 ）１系統を設けている。このうち，自動減。

圧系は，高圧時の対応能力の強化を目的として，起動信号が出てから３

０秒で作動するようにされている。また，これらの注水系は，物理的，

電気的に独立した三つの区分それぞれに高圧系及び低圧系を１系統づつ

配置している。そして，原子炉冷却材喪失時の事故解析においては，高

圧炉心注水系配管の破断事故を想定し，更に破断配管とは別区分のＥＣ

ＣＳ（高圧炉心注水系１系統及び低圧注水系１系統）が動作しないなど

の仮定の下でも，事故後，炉心は常に冠水しており，また，燃料被覆管

の最高温度が摂氏約６００度にとどまり，事故時の判断基準摂氏１２０

０度以下を満足するものであることを確認している 〔乙６（添８－４－。

３６ないし４３ ，乙８（１１，１８，１９ ，証人Ｂ（①１７，１８ ，） ） ）

証人Ｅ（①１９ないし２４ 〕）
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(ウ) 原子炉格納容器及びその附属設備

本件原子炉施設では，仮に原子炉冷却材圧力バウンダリから放射性物

質が放出されても，これを閉じ込めることができるように，極めて気密

性の高い，鋼製ライナを内張した鉄筋コンクリート造の原子炉格納容器

を設けるとともに，可燃性ガス濃度制御系及び格納容器スプレイ冷却系

からなる附属設備を設けている。

原子炉格納容器は，原子炉圧力容器等を取り囲むドライウェル，サプ

レッションチェンバ等で構成し，サプレッションチェンバには水を貯蔵

している。また，原子炉格納容器を貫通する配管には，隔離弁を設けて

いる。原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する配管の破断等があった場

，合，ドライウェル内に放出された冷却材は，蒸気と水の混合物となるが

この蒸気は，サプレッションチェンバ内のプール水により冷却し凝縮さ

れることによってドライウェル内の圧力の上昇を抑制する設計となって

いる。また，原子炉冷却材喪失事故が発生した場合，原子炉水位低やド

ライウェル圧力高等の信号によって隔離弁を自動的に閉鎖し，ドライウ

ェル内に放出された放射性物質を閉じ込める設計となっている。

原子炉格納容器の附属設備たる可燃性ガス濃度制御系は，原子炉冷却

材喪失時において，燃料被覆管における水－ジルコニウム反応等により

発生した水素ガス等を再結合器で水に戻し，原子炉格納容器内の水素ガ

ス等の濃度を一定以下に保つことによって，これらが急激に反応するこ

とを防止する設計となっている。また，格納容器スプレイ冷却系は，原

子炉冷却材喪失時において，サプレッションチェンバ内のプール水を原

子炉格納容器内にスプレイし，内部の温度，圧力を低減させることによ

って，その健全性を確保するとともに，原子炉格納容器内部に放出され

た気相中のよう素を除去する設計となっている。

〔乙６（添８－５－１ないし１３ ，乙８（１１，１２ ，証人Ｂ（①３） ）



- 186 -

６ないし４０ 〕）

(エ) 非常用ガス処理系

本件原子炉施設では，原子炉格納容器から放射性物質が原子炉棟内に

漏れ出た場合，これを捕捉するための設備として，非常用ガス処理系を

設けている〔乙６（添８－５－１４ ，乙８（１２ 。） ）〕

(3) 安全設計評価

証拠〔乙６（添１０－１－１ないし２６，１０－２－１ないし５５，１０

－３－１ないし８０ ，乙８（１０，１２，１３ ，乙９（１０１ないし１） ）

６２ ，乙２９，乙３１（８９ないし１２２ ，証人Ｂ（①１４ないし１） ）

８ 〕によれば，控訴人は，安全評価審査指針に基づき，前記の事故防止に）

係る安全確保対策（異常発生防止対策，異常拡大防止対策，放射性物質異常

放出防止対策）について以下のとおり解析評価を行っている事実が認められ

る（なお，以下，各項目ごとに主たる証拠を掲記する 。。）

ア 運転時の異常な過渡変化として想定される事象について

(ア) 想定される事象

安全評価審査指針は，運転時の異常な過渡変化（原子炉の運転中にお

いて，原子炉施設の寿命期間中に予想される機器の単一の故障若しくは

誤動作又は運転員の単一の誤操作，及びこれらと類似の頻度で発生する

と予想される外乱によって生ずる異常な状態に至る事象をいう ）とし。

て評価の対象とすべき事象を，以下のとおり規定しており，これらの各

事象について事業者が解析を実施し，炉心の損傷がないこと，通常運転

に復帰できる状態で事象が収束されることを確認することを求めている

〔乙９（１０２，１０３，１１６，１１７ ，乙３１（８９，９０ 。） ）〕

ａ 炉心内の反応度又は出力分布の異常な変化

具体的には，① 原子炉起動時における制御棒の異常な引き抜き，

② 出力運転中の制御棒の異常な引き抜きである。
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ｂ 炉心内の熱発生又は熱除去の異常な変化

具体的には，① 原子炉冷却材流量の部分喪失，② 原子炉冷却系

の停止ループの誤起動，③ 外部電源喪失，④ 給水加熱喪失，⑤

原子炉冷却材流量制御系の誤動作である。

ｃ 原子炉冷却材圧力又は原子炉冷却材保有量の異常な変化

具体的には，① 負荷の喪失，② 主蒸気隔離弁の誤閉止，③ 給

水制御系の故障，④ 原子炉圧力制御系の故障，⑤ 給水流量の全喪

失である。

(イ) 判断基準

安全評価審査指針で示された判断基準は，以下のとおりである〔乙６

（添１０－１－５，１０－２－１０ ，乙９（１０３，１０４，２７１）

ないし３３５ ，乙３１（８９，９０ 。） ）〕

ａ 最小限界出力比が許容限界値１．０７以上であること。

ｂ 燃料被覆管は機械的に破損しないこと，すなわち，燃料被覆管の円

周方向の平均塑性歪が１パーセント（以下「１パーセント塑性歪」と

いう。これは，表面熱流束１７１パーセントに相当する ）以下であ。

ること。

ｃ 燃料エンタルピ（燃料の中に蓄えられている熱エネルギー量）が

「発電用軽水型原子炉施設の反応度投入事象に関する評価指針 （以」

下「反応度投入事象評価指針」という ）に示された燃料の許容設計。

限界（浸水燃料の破裂による衝撃圧力等の発生によっても，原子炉停

止能力及び原子炉圧力容器の健全性を損なわないこと）以下であるこ

と。

ｄ 圧力バウンダリに掛かる圧力は，最高使用圧力（８．６２メガパス

カル）の１．１倍（９．４８メガパスカル）以下であること。

(ウ) 控訴人の解析結果
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ａ 炉心内の反応度又は出力分布の異常な変化

(ａ) 原子炉起動時における制御棒の異常な引き抜き

控訴人は，原子炉起動時における制御棒の異常な引き抜きを想定

して解析したところ，制御棒を引き抜いていくと中性子束が増加し，

約１０秒後に原子炉周期単制御棒引抜阻止信号で制御棒の引き抜き

が阻止され，約２６秒後に原子炉はスクラムすることを確認した。

そして，控訴人は，前記過渡変化において投入される反応度は，約

０．６５ドルにとどまり，また，原子炉出力の上昇も緩やかである

ことから，燃料エンタルピは，反応度投入事象評価指針に示された

燃料の許容設計限界には至らないと評価した。また，控訴人は，原

子炉出力は定格値の約１．８×１０ に上昇するにとどまり，原子-4

炉内圧力の上昇はほとんどなく，圧力バウンダリに掛かる圧力が最

高使用圧力の１．１倍以下であることを確認した 〔乙６（添１０。

－２－８ないし１０ ，乙３１（９０，９１ 〕） ）

(ｂ) 出力運転中の制御棒の異常な引き抜き

控訴人は，出力運転中の制御棒の異常な引き抜きとして，制御棒

１本の引き抜きを想定して解析したところ，制御棒を引き抜いてい

くと引抜制御棒近傍の出力が上昇し，制御棒引抜監視装置がこれを

検出して定格時の１０５パーセントのところで制御棒引抜阻止信号

が出され，制御棒の引き抜きが阻止されることを確認した。そして，

控訴人は，前記過渡変化を通じて，① 最小限界出力比は１．０９

にとどまり，許容限界値を下回ることがないこと，② 燃料棒の表

面熱流束の最大値は定格値の約１２０パーセントであり，１パーセ

ント塑性歪を与えるまでには十分に余裕があることから，燃料被覆

管が機械的に破損しないこと，③ 原子炉平均出力の上昇は３パー

セント程度にとどまり，原子炉圧力の上昇はほとんどなく，圧力バ
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ウンダリに掛かる圧力が最高使用圧力の１．１倍以下であること，

を確認した 〔乙６（添１０－２－１１ないし１３ ，乙３１（９。 ）

１，９２ 〕）

ｂ 炉心内の熱発生又は熱除去の異常な変化

(ａ) 原子炉冷却材流量の部分喪失

控訴人は，原子炉の出力運転中に再循環ポンプ３台の電源が喪失

し，炉心流量が減少する場合を想定して解析したところ，再循環ポ

ンプ３台がトリップすることにより，炉心流量は急速に減少し，ボ

イド（減速材の蒸気泡）が急増し，ボイドの増加によって原子炉水

位は上昇するが，原子炉水位高（レベル８）によるタービントリッ

プには至らず，原子炉はスクラムしないことを確認した。そして，

控訴人は，前記過渡変化を通じて，① 最小限界出力比は１．１６

以上であり，許容限界値を下回ることがないこと，② 表面熱流束

は初期値を超えることがないことから，燃料被覆管が機械的に破損

しないこと，③ 原子炉圧力は，約７．１８メガパスカルにとどま

り，圧力バウンダリに掛かる圧力が最高使用圧力の１．１倍以下で

あること，を確認した 〔乙６（添１０－２－１４，１５ ，乙３。 ）

１（９４ 〕）

(ｂ) 外部電源喪失

控訴人は，原子炉の出力運転中の外部電源の喪失として，所内補

機への常用電源の供給が失われる発電機負荷遮断を想定して解析を

行ったところ，発電機の出力負荷アンバランス検出回路の信号で蒸

気加減弁が急速閉止し，瞬時に蒸気加減弁急速閉信号が発生して原

子炉はスクラムすることを確認した。そして，控訴人は，前記過渡

変化を通じて，① 最小限界出力比は１．１５以上であり，許容限

界値を下回ることがないこと，② 表面熱流束は初期値を超えるこ
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とがないことから，燃料被覆管が機械的に破損しないこと，③ 原

子炉圧力は約８．００メガパスカルにとどまり，圧力バウンダリに

掛かる圧力が最高使用圧力の１．１倍以下であること，を確認した。

〔乙６（添１０－２－１６ないし１８ ，乙３１（９２，９３ 〕） ）

(ｃ) 給水加熱喪失

控訴人は，原子炉の出力運転中に給水加熱器への蒸気流量が喪失

して，給水温度が徐々に低下し，炉心入口サブクーリングの増加に

より原子炉出力が上昇する場合を想定して解析を行ったところ，約

８３秒で中性子束高（熱流束相当）信号が発生し原子炉がスクラム

することを確認した。そして，控訴人は，前記過渡変化を通じて，

① 最小限界出力比は１．０７以上であり，許容限界値を下回るこ

とがないこと，② 表面熱流束の最大値は定格値の約１１８パーセ

ントであり，１パーセント塑性歪を与えるまでには十分に余裕があ

ることから，燃料被覆管が機械的に破損しないこと，③ 原子炉圧

力は約７．２１メガパスカルにとどまり，圧力バウンダリに掛かる

圧力が最高使用圧力の１．１倍以下であること，を確認した 〔乙。

６（添１０－２－１９，２０ ，乙３１（９３，９４ 〕） ）

(ｄ) 原子炉冷却材流量制御系の誤動作

控訴人は，原子炉の出力運転中に原子炉冷却材の再循環流量制御

系の故障等により，再循環流量が増加し，原子炉出力が上昇する場

合を想定して解析を行ったところ，再循環流量制御系の誤動作によ

る炉心流量の増加に伴い出力も増加するが，燃料の熱伝達遅れによ

って，表面熱流束の増加は炉心流量の増加に比較して緩やかなもの

となり，中性子束が増加し，約１０秒後に中性子束高信号が発生し

て原子炉はスクラムすることを確認した。そして，控訴人は，前記

過渡変化を通じて，① 最小限界出力比は１．１５以上であり，許
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容限界値を下回ることがないこと，② 表面熱流束の最大値は定格

値の約１０３パーセントであり，１パーセント塑性歪を与えるまで

には十分に余裕があることから，燃料被覆管が機械的に破損しない

こと，③ 原子炉圧力は約７．１５メガパスカルにとどまり，圧力

バウンダリに掛かる圧力が最高使用圧力の１．１倍以下であること，

を確認した 〔乙６（添１０－２－２１，２２ ，乙３１（９４ 〕。 ） ）

ｃ 原子炉冷却材圧力又は原子炉冷却材保有量の異常な変化

(ａ) 負荷の喪失

控訴人は，原子炉の出力運転中に発電機負荷遮断が生じ，蒸気加

減弁が急速に閉止し，原子炉圧力が上昇する場合を想定して解析を

行ったところ，タービンバイパス弁不作動の場合，発電機負荷遮断

が生じると，発電機の出力負荷アンバランス検出回路の信号で蒸気

加減弁が急速閉止し，瞬時に蒸気加減弁急速閉信号が発生して原子

炉がスクラムすることを確認した。そして，控訴人は，前記過渡変

化を通じて，① 最小限界出力比は１．１０以上であり，許容限界

値を下回ることがないこと，② 表面熱流束は初期値を超えること

がないことから，燃料被覆管が機械的に破損しないこと，③ 原子

炉圧力は約８．２９メガパスカルにとどまり，圧力バウンダリに掛

かる圧力が最高使用圧力の１．１倍以下であること，を確認した。

〔乙６（添１０－２－２３ないし２５ ，乙３１（９５ 〕） ）

(ｂ) 主蒸気隔離弁の誤閉止

控訴人は，原子炉の出力運転中に主蒸気隔離弁が誤閉止し，原子

炉圧力が上昇する場合を想定して解析を行ったところ，約０．３秒

で主蒸気隔離弁が１０パーセント閉止すると，主蒸気隔離弁閉信号

が発生し原子炉がスクラムするとともに，主蒸気隔離弁の閉止に伴

い原子炉圧力が上昇するが，逃がし安全弁が作動することにより原
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子炉圧力の上昇が抑えられることを確認した。そして，控訴人は，

前記過渡変化を通じて，① 最小限界出力比は初期値を下回ること

がないこと，② 表面熱流束は初期値を超えることがないことから，

燃料被覆管が機械的に破損しないこと，③ 原子炉圧力は約８．０

５メガパスカルにとどまり，圧力バウンダリに掛かる圧力が最高使

用圧力の１．１倍以下であること，を確認した 〔乙６（添１０－。

２－２６，２７ ，乙３１（９５，９６ 〕） ）

(ｃ) 給水制御系の故障

控訴人は，原子炉の出力運転中に原子炉給水制御系の故障等によ

り，給水流量が急激に増加し，炉心入口サブクーリングの増加によ

ってボイドが減少し，原子炉出力が上昇する場合を想定して解析を

行ったところ，原子炉水位は原子炉水位高（レベル８）に達し，タ

ービンがトリップし，これにより約１１秒後に主蒸気止め弁閉信号

が発生して，原子炉がスクラムするとともに，１０台の再循環ポン

プのうち４台がトリップし，タービンバイパス弁及び逃がし安全弁

が作動することを確認した。そして，控訴人は，前記過渡変化を通

じて，① 最小限界出力比は１．１２以上であり，許容限界値を下

回ることがないこと，② 表面熱流束の最大値は定格値の約１０６

パーセントであり，１パーセント塑性歪を与えるまでには十分に余

裕があることから，燃料被覆管が機械的に破損しないこと，③ 原

子炉圧力は約８．０２メガパスカルにとどまり，圧力バウンダリに

掛かる圧力が最高使用圧力の１．１倍以下であること，を確認した。

〔乙６（添１０－２－２８，２９ ，乙３１（９６ 〕） ）

(ｄ) 原子炉圧力制御系の故障

控訴人は，原子炉の出力運転中に圧力制御装置に主蒸気流量を最

大とするような最大出力信号の誤信号が発生する場合を想定して解
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析を行ったところ，主蒸気流量の増加により原子炉圧力は低下し，

このためボイドが増加し，中性子束が減少するとともに，タービン

入口圧力低によって主蒸気隔離弁が閉止し，約８．２秒後に主蒸気

隔離弁閉信号によって原子炉はスクラムすることを確認した。そし

て，控訴人は，前記過渡変化を通じて，① 最小限界出力比は初期

値を下回ることがないこと，② 表面熱流束は初期値を超えること

がないことから，燃料被覆管が機械的に破損しないこと，③ 原子

炉圧力は，約７．７２メガパスカルにとどまり，圧力バウンダリに

掛かる圧力が最高使用圧力の１．１倍以下であること，を確認した。

〔乙６（添１０－２－３０ないし３２ ，乙３１（９６，９７ 〕） ）

(ｅ) 給水流量の全喪失

控訴人は，原子炉の出力運転中に部分的な給水流量の減少又は全

給水流量の喪失が起こり，原子炉水位が低下する場合を想定して解

析を行ったところ，給水流量が喪失すると，原子炉圧力容器への流

入給水量と流出蒸気量との不整合により，原子炉水位は急速に低下

し，約７．０秒後に原子炉水位低（レベル３）信号が発生して原子

炉はスクラムし，１０台の再循環ポンプのうち４台がトリップし，

更に水位が低下すると原子炉水位低（レベル２）により残り６台の

再循環ポンプがトリップすることを確認した。そして，控訴人は，

前記過渡変化を通じて，① 最小限界出力比は初期値を下回ること

がないこと，② 表面熱流束は初期値を超えることがないことから，

燃料被覆管が機械的に破損しないこと，③ 原子炉圧力は，初期値

を超えることはなく，圧力バウンダリに掛かる圧力が最高使用圧力

の１．１倍以下であること，を確認した 〔乙６（添１０－２－３。

３，３４ ，乙３１（９７，９８ 〕） ）

イ 事故の想定について
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(ア) 想定される事象

安全評価審査指針は，事故（ 運転時の異常な過渡変化」を超える異「

常な状態であって，発生する頻度はまれであるが，発生した場合は原子

炉施設からの放射性物質の放出の可能性があり，原子炉施設の安全性を

評価する観点から想定する必要のある事象をいう ）として評価の対象。

とすべき事象を，以下のとおり規定しており，これらの各事象について

事業者が解析を実施し，炉心の溶融あるいは著しい損傷のおそれがなく，

かつ，他の異常状態の原因となるような二次的損傷がないこと，放射性

物質の放射に対する障壁の設計が妥当であることを確認することを求め

ている〔乙９（１０２ないし１０４，１１７ ，乙３１（１００ 。） ）〕

ａ 原子炉冷却材の喪失又は炉心冷却状態の著しい変化

具体的には，① 原子炉冷却材喪失，② 原子炉冷却材流量の喪失，

③ 原子炉冷却材ポンプの軸固着である。

ｂ 反応度の異常な投入又は原子炉出力の急激な変化

具体的には，制御棒落下である。

ｃ 環境への放射性物質の異常な放出

具体的には，① 放射性気体廃棄物処理施設の破損，② 主蒸気管

破断，③ 燃料集合体の落下，④ 原子炉冷却材喪失，⑤ 制御棒落

下である。

ｄ 原子炉格納容器内圧力，雰囲気等の異常な変化

具体的には，① 原子炉冷却材喪失，② 可燃性ガスの発生，③

動荷重の発生である。

(イ) 判断基準

安全評価審査指針で示された判断基準は，以下のとおりである〔乙６

（添１０－１－７，８ ，乙９（１０４，２７１ないし３３５ ，乙３） ）

１（１００，１０１ 。）〕
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ａ 炉心は著しい損傷に至ることなく，かつ十分な冷却が可能であるこ

と。

ｂ 燃料エンタルピは，反応度投入事象評価指針に示された制限値を超

えないこと。

ｃ 圧力バウンダリに掛かる圧力は，最高使用圧力（８．６２メガパス

カル）の１．２倍（１０．３４メガパスカル）以下であること。

ｄ 原子炉格納容器バウンダリに掛かる圧力は，最高使用圧力（３１０

キロパスカル）以下であること。

ｅ 周辺の公衆に対し，著しい放射線被ばくのリスクを与えないこと。

(ウ) 控訴人の解析結果

ａ 原子炉冷却材の喪失又は炉心冷却状態の著しい変化

(ａ) 原子炉冷却材喪失

控訴人は，原子炉の出力運転中に原子炉冷却材圧力バウンダリを

構成する配管又はこれに付随する機器等の破損等により，原子炉冷

却材が系外に流出し，炉心の冷却能力が低下する場合を想定して，

燃料被覆管温度が最高となる高圧炉心注水系配管の瞬時両端破断事

故の解析を行ったところ，① 沸騰遷移が生じて燃料被覆管の温度

が上昇するが，その最高値は摂氏約６００度であること，② 前記

過渡変化を通じて生じる燃料被覆管の酸化層厚みの増加は極めて小

さいこと，③ 全燃料被覆管のジルコニウム－水反応割合は無視し

得る程度であること，④ 長期にわたっての長半減期核種の崩壊熱

の除去は，原子炉隔離時冷却系を除くＥＣＣＳのうちいずれか１台

のポンプが作動すれば確保されること，を確認した。控訴人は，前

記①の最高温度，前記②の燃料被覆管の酸化層厚みの増加及び前記

③のジルコニウム－水反応割合は 「軽水型動力炉の非常用炉心冷，

却系の性能評価指針 （以下「ＥＣＣＳ性能評価指針」という ）」 。
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において示されている，① 燃料被覆の温度の計算値の最高値摂氏

１２００度，② 燃料被覆管の酸化量の上限値被覆管の厚さの１５

パーセント，③ 燃料被覆及び構造材が水と反応するに伴い発生す

る水素の量は十分低い値であること，の要件をいずれも満たすこと，

及び前記④のとおり，長期間にわたっての崩壊熱の除去が確保され

ることから，炉心は著しい損傷に至ることなく，かつ十分に冷却が

可能であり，燃料エンタルピは制限値を超えないものとの結論を得

た 〔乙６（添１０－３－２ないし１１ ，乙９（２２２ないし２。 ）

７０ ，乙３１（１０１ないし１０４ 〕） ）

(ｂ) 原子炉冷却材流量の喪失

控訴人は，原子炉の出力運転中に再循環ポンプが同時に全台とも

停止することにより，炉心流量が定格出力時の流量から自然循環流

量にまで大幅に低下し炉心の冷却能力が低下する事象を想定して解

析を行ったところ，炉心流量の急減によりボイド量が増加するとと

もに，約２．０秒後には炉心流量急減信号が発生して原子炉がスク

ラムし，ボイドの急増に伴う原子炉水位上昇により約３．１秒で原

子炉水位高（レベル８）信号が発生してタービンがトリップするが，

① 原子炉圧力は，原子炉スクラムと逃がし安全弁の安全弁機能の

作動により約８．２４メガパスカルに抑えられること，② 炉心流

量の急激な減少により，沸騰遷移が生じて燃料被覆管の温度が上昇

するが，その最高値は摂氏約５６９度であること，③ 燃料被覆管

の酸化層厚みの増加は，燃料被覆管温度が低いため極めて小さいこ

と，を確認した。控訴人は，前記②の最高温度，前記③の燃料被覆

管の酸化層厚みの増加は，前記(ａ)判示のＥＣＣＳ性能評価指針に

おいて示されている燃料被覆の温度の計算値の最高値及び燃料被覆

管の酸化量の上限値の要件をいずれも満たすことから，炉心は著し
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い損傷に至ることなく，かつ十分に冷却が可能であり，燃料エンタ

ルピは制限値を超えないとの結論を得た。また，控訴人は，圧力バ

ウンダリに掛かる圧力は，前記①のとおり，約８．２４メガパスカ

ルにとどまり，最高使用圧力の１．２倍以下であることを確認した。

〔乙６（添１０－３－１２ないし１７ ，乙３１（１０４ないし１）

０６ 〕）

ｂ 反応度の異常な投入又は原子炉出力の急激な変化－制御棒落下

控訴人は，原子炉が臨界又は臨界近傍にあるときに，制御棒駆動機

構のボールナットから分離して炉心内にとどまっていた制御棒１本が

これと結合した中空ピストンと一体となって炉心から落下し，急激な

反応度投入と出力分布変化が生じる事象を想定して解析を行ったとこ

ろ，① 燃料エンタルピの最大値は１キログラム当たり約７４６キロ

ジュール二酸化ウランとなること，② 原子炉冷却材圧力バウンダリ

に掛かる圧力の最大値は約８．４８メガパスカルであること，を確認

した。控訴人は，前記①の燃料エンタルピの最大値は，反応度投入事

象評価指針に示される１キログラム当たり９６３キロジュール二酸化

ウランから燃焼の進行及びガドリニア添加に伴うペレット融点低下分

に相当するエンタルピを差し引いた値である１キログラム当たり８３

７キロジュール二酸化ウランを下回っていること，前記②の圧力の最

大値は，最高使用圧力の１．２倍以下であることを確認した 〔乙６。

（添１０－３－１８ないし３０ ，乙３１（１０６ないし１０８ 〕） ）

ｃ 環境への放射性物質の異常な放出

(ａ) 放射性気体廃棄物処理施設の破損

控訴人は，原子炉の通常運転時に何らかの原因で気体廃棄物処理

系の一部が破損し，ここに貯留されていた希ガスが環境に放出され

る事象を想定して解析を行ったところ，大気中に放出される核分裂
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生成物の量は希ガス約８．３×１０ ベクレルであること，この大13

気放出に伴う敷地等境界外での最大実効線量当量は約１．３×１０

ミリシーベルトであることを確認し，本事故による周辺の公衆に-2

与える放射線被ばくのリスクは十分に小さいものとの結論を得た

〔乙６（添１０－３－３１ないし３６ ，乙３１（１０８ないし１）

１０ 。）〕

(ｂ) 主蒸気管破断

控訴人は，原子炉の出力運転中何らかの原因により原子炉格納容

器外で主蒸気管の１本が破断し，破断口から原子炉冷却材の流出が

起こり，放射性物質が環境に放出される事象を想定して解析を行っ

たところ，① 沸騰遷移が生じて燃料被覆管の温度が上昇するが，

その最高値は摂氏約５６９度であること，② 燃料被覆管の酸化層

厚みの増加は，燃料被覆管温度が低いため，極めて小さいこと，③

大気中に放出される核分裂生成物の量は，希ガス及びハロゲン等

約３．８×１０ ベクレル，よう素約４．１×１０ ベクレルであ12 10

ること，④ この大気放出に伴う敷地等境界外での最大実効線量当

量は，約１．８×１０ ミリシーベルトであること，を確認した。-2

控訴人は，前記①の最高温度，前記②の燃料被覆管の酸化層厚みの

増加は，前記ａ(ａ)判示のＥＣＣＳ性能評価指針において示されて

いる燃料被覆の温度の計算値の最高値及び燃料被覆管の酸化量の上

限値の要件をいずれも満たすことから，本事故により新たに燃料棒

の破損は生じないものとの結論を得た。また，控訴人は，前記③及

び④から，本事故による周辺の公衆に与える放射線被ばくのリスク

は十分に小さいものとの結論を得た 〔乙６（添１０－３－３７な。

いし４９ ，乙３１（１１０ないし１１３ 〕） ）

(ｃ) 燃料集合体の落下
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控訴人は，燃料集合体が落下して破損し，放射性物質が環境に放

出される事象を想定して解析を行ったところ，① この事故により

破損する燃料棒の本数は，燃料集合体に換算して２．３体相当以下

であること，② 大気中に放出される核分裂生成物の量は，希ガス

約２．６×１０ ベクレル，よう素約６．９×１０ ベクレルである14 8

こと，③ この大気放出に伴う敷地等境界外での最大実効線量当量

は，約２．２×１０ ミリシーベルトであること，を確認し，本事-2

故による周辺の公衆に与える放射線被ばくのリスクは十分に小さい

ものとの結論を得た〔乙６（添１０－３－５０ないし５６ ，乙３）

１（１１３ないし１１５ 。）〕

(ｄ) 原子炉冷却材喪失

控訴人は，原子炉冷却材喪失時に放射性物質が環境に放出される

事象を想定して解析を行ったところ，① 大気中に放出される核分

裂生成物の量は，希ガス約３．５×１０ ベクレル，よう素約６．11

３×１０ ベクレルであること，② この大気放出に伴う敷地等境6

界外での最大実効線量当量並びに直接ガンマ線及びスカイシャイン

ガンマ線による実効線量当量の敷地等境界外での合計は，最大で約

４．７×１０ ミリシーベルトであること，を確認し，本事故によ-5

る周辺の公衆に与える放射線被ばくのリスクは十分に小さいものと

の結論を得た〔乙６（添１０－３－５７ないし６２ ，乙３１（１）

１５ないし１１７ 。）〕

(ｅ) 制御棒落下

控訴人は，制御棒落下時に放射性物質が環境に放出される事象を

想定して解析を行ったところ，① 大気中に放出される核分裂生成

物の量は，希ガス約８．３×１０ ベクレル，よう素約６．７×１12

０ ベクレルであること，② この大気放出に伴う敷地等境界外で10
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の最大実効線量当量は，約１．５×１０ ミリシーベルトであるこ-3

と，を確認し，本事故による周辺の公衆に与える放射線被ばくのリ

スクは十分に小さいものとの結論を得た〔乙６（添１０－３－６３

ないし６７ ，乙３１（１１７，１１８ 。） ）〕

ｄ 原子炉格納容器内圧力，雰囲気等の異常な変化

(ａ) 原子炉冷却材喪失

控訴人は，原子炉冷却材喪失時に原子炉格納容器内の圧力及び温

度が異常に上昇する事象を想定して解析を行ったところ，原子炉格

納容器内圧力の最高値は約２５０キロパスカルであり，最高使用圧

力である３１０キロパスカルを下回っていることを確認した〔乙６

（添１０－３－６８ないし７３ ，乙３１（１１８，１１９ 。） ）〕

(ｂ) 可燃性ガスの発生

控訴人は，原子炉冷却材喪失時に可燃性ガスが発生する事象を想

定して解析を行ったところ，可燃性ガス濃度制御系の作動により，

原子炉格納容器内の可燃性ガス濃度は，最大でも，ドライウェル内

の水素ガス濃度が約３．５ボリュームパーセント，ドライウェル内

の酸素ガス濃度が約４．５ボリュームパーセントであり，可燃限界

である水素４ボリュームパーセント及び酸素５ボリュームパーセン

トより低いことから，可燃性ガスの発生によって原子炉格納容器の

健全性が問題となることはないとの結論を得た〔乙６（添１０－３

－７４ないし７８ ，乙３１（１１９，１２０ 。） ）〕

(ｃ) 動荷重の発生

控訴人は，原子炉格納容器及び原子炉格納容器内部の構造物は，

原子炉冷却材喪失時及び逃がし安全弁作動時に生じると考えられる

動荷重に対し健全性を損なわない構造強度を要する設計とするため，

通商産業省告示等に定められている基準を満たすように設計されて
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いることから，その設計方針は妥当なものとの結論を得た〔乙６

（添１０－３－７９ ，乙３１（１２０，１２１ 。） ）〕

(4) 審査指針等適合性

前記(2)，(3)の各事実及び弁論の全趣旨によれば，安全評価審査指針等へ

の適合性について次のとおり判断できる。

ア 異常発生防止対策

本件原子炉施設においては，① 自動的に原子炉の出力，圧力及び水位

を安定に制御できるよう設計された原子炉制御系が設けられるとともに，

これとは別に運転員の操作により原子炉の出力，圧力及び水位を監視・制

御できるようにするため，原子炉制御系の監視装置や制御装置が中央制御

室の制御盤に配置され，さらに，インターロックが設けられるなど，本件

原子炉施設を安定して運転するための設備が設けられていること，② 燃

料被覆管の健全性確保のために各種の安全上の対策が採られていること，

③ 圧力バウンダリの健全性を確保するために，各種要因に対して設計上

の配慮がされていることがそれぞれ認められる。

イ 異常拡大防止対策

本件原子炉施設においては，① 原子炉の出力，圧力及び水位の計測装

置並びに燃料被覆管からの核分裂生成物の漏えいについて監視装置が設置

され，異常の発生を早期かつ確実に検知する体制が採られていること，②

原子炉緊急停止系，原子炉隔離冷却系，主蒸気逃がし安全弁など，安全

保護設備が独立性，多重性を有するように設置され，安全設計評価におい

ても適切な事象の想定がされた上でその基本設計の妥当性が確認されてい

ることが認められる。

ウ 放射性物質異常放出防止対策

本件原子炉施設においては，前記(2)のとおり，ＥＣＣＳには複数の系

統が設けられ，多重性，多様性が確保されていること，各系統はそれぞれ
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物理的，電気的に独立性を有する設計となっていることが認められ，また，

本件原子炉施設には極めて気密性の高い鋼製ライナを内張した鉄筋コンク

リート造の格納容器が設置されており，原子炉冷却材圧力バウンダリを構

成する配管の破断等があった場合，ドライウェル内に放出された冷却材は，

サプレションチェンバ内のプール水により冷却されてドライウェル内の圧

力の上昇を抑制するとともに，原子炉冷却材喪失事故が発生した場合，隔

離弁を自動的に閉鎖し，ドライウェル内に放出された放射性物質を閉じ込

める設計となっていることが認められる。

エ 小括

以上によれば，控訴人は，本件原子炉施設について，安全設計審査指針

及び安全評価審査指針に基づき，機器の設計の妥当性及び敷地周辺への放

射性物質放出防止の観点から複数の事象を想定した評価を行い，安全性を

確認しており，また，証拠〔乙３１〕によれば，平成１１年３月，通商産

業省から，控訴人の各事故防止対策は，安全評価審査指針に適合し，妥当

であるとの審査結果を得ている事実が認められるから，控訴人の各事故防

止対策は安全設計審査指針及び安全評価審査指針に適合したものと認めら

れる。

４ 運転段階における安全確保対策

(1) 総論

前記３で判示したとおり，本件原子炉施設においては，多重防護の考え方

に従った各種の事故防止対策が講じられているが，異常状態の発生を未然に

防止し，また，異常状態が発生した場合にその拡大を防止するためには，運

転開始以降においても，事故防止の対策のための機器，系統等の機能や健全

性が確保されている必要がある。原子炉等規制法，実用炉規則は事業者に適

切な保安活動の枠組みの構築を要求し，電気事業法は原子力発電所の個々の

機器の適切な維持管理を要求していることから，以下において本件原子炉施
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設の運転管理，保守管理等及び設備の維持管理が前記各法及び規則の要求を

満たすものであるかどうかについて検討する。

(2) 控訴人が行っている運転段階における安全確保対策

証拠〔乙８〕によれば，控訴人は本件原子炉施設の運転段階において，以

下のような安全確保対策を講じていることが認められる。

ア 原子炉運転中の機器，系統等の維持管理

本件原子炉施設では，原子炉運転中の機器，系統等の維持管理のため，

当直長をはじめとする運転員のチームが，３交替勤務で，中央制御室での

運転状態の監視，現場の機器，系統等の巡視点検等を行い，異常の有無を

確認している〔乙８（１３ 。）〕

イ 安全上重要な機器，系統等の定期的な動作検査

控訴人は，制御棒，非常用炉心冷却系や非常用ディーゼル発電機等安全

上重要な機器，系統等について，１か月１回といった頻度で実際に作動さ

せることにより，その動作検査を行っている〔乙８（１３ 。）〕

ウ 定期検査

控訴人は，ほぼ１年に１回本件原子炉を停止して，機器，系統等の点検，

整備を行うとともに，運転に伴う経年劣化についても評価し，必要に応じ

て，機器の取替え，補修を行うこととしている〔乙８（１３ 。）〕

エ 起動・停止操作訓練，事故対応訓練

控訴人は，当直長をはじめとする運転員において，運転訓練シミュレー

タにより，プラントの起動・停止操作訓練や事故対応訓練などを行ってい

る〔乙８（１３ 。）〕

(3) 運転段階における安全確保対策の妥当性

本件原子炉施設では，前記(2)のとおり，原子炉運転中の機器，系統等の

維持管理のため，中央制御室での運転状態の監視及び現場の機器，系統等の

巡視点検，安全上有用な機器，系統等の動作検査，定期検査並びに起動・停
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止操作訓練，事故対応訓練を行っているから，原子炉等規制法，実用炉規則

及び電気事業法等の要請をいずれも満たすものと認めるのが相当である。

５ 小括

以上１ないし４のとおり，控訴人の主張立証を検討したところからすれば，

本件原子炉施設の設置，設計及び運転は審査指針等の定める安全上の基準を満

たしているということができる。したがって，前記審査指針等の合理性・相当

性やその指針等への適合性について被控訴人らから控訴人の前記主張立証を揺

るがす反論反証のない限り，控訴人は，本件原子炉施設が，その安全性が欠け

る点がないことについて，相当の根拠を示し，かつ，必要な資料を提出した上

で主張立証を尽くしたということができる。そこで，以下において，前記反論

反証が有効になされているか否かの観点，及び，本件原子炉施設には安全性に

欠ける点があり，被控訴人らの生命，身体，健康を侵害する具体的危険がある

との本来的主張立証がなされているか否かの観点から，被控訴人らの主張立証

について検討することとする。

第５ 被控訴人らの主張に対する判断

１ 争点３（諸般の事情の総合考慮による差止めの可否）について

以下のとおり補正するほかは，原判決「事実及び理由」欄の第２章「当裁判

所の判断」第３「諸般の事情の総合考慮による差止めの主張について」の２

「判断」に説示のとおりであるから，これを引用する。

（原判決の補正）

(1) 原判決２４頁２２行目「周辺公衆」を「周辺公衆が」と改める。

(2) 原判決２４頁２４行目冒頭から同２６行目末尾までを以下のとおり改め

る。

「ア ウラン２３５の原子核の核分裂反応により，クリプトン８５，ストロ

ンチウム９０，よう素１３１，セシウム１３７等の放射性物質（核分裂

生成物）が発生し，また，核分裂に際し発生した中性子がウラン２３８
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等の原子核に吸収されるなどにより，ネプツニウム２３９，プルトニウ

ム２３９，プルトニウム２４０等の放射性物質（超ウラン元素）が発生

する 」。

(3) 原判決２５頁５行目「２ないし５，６」を「２ないし７」と改める。

(4) 原判決２５行目８行目「乙７の３（８ないし１０ 」の次に「乙１９），

４ 」を加える。，

(5) 原判決２５頁１８行目「５０ないし５５」を「５０ないし５４」と改め

る。

(6) 原判決２５頁２１行目「内張りした」から同２２行目「 被覆管」とい「

う 」までを「内張りした燃料被覆管」と改める。。）

(7) 原判決２６頁１３行目「 原子炉の通常運転時に 」から同１８行目「バ（ ，

ウンダリとなる 」を削除する。。）

(8) 原判決２７頁１３行目「１０，１１」を「①１０，１１」と改める。

(9) 原判決２７頁１４行目冒頭から同２４行目末尾までを以下のとおり改め

る。

「ウ そして，前記第４「控訴人の安全確保対策」の２「平常運転時の被ば

く低減に係る安全確保対策」(2)「本件原子炉施設の平常運転時の被ば

く低減対策」に判示のとおり，控訴人は，本件原子炉及び本件原発１号

機の各運転に伴って環境に放出される放射性物質からの放射線による周

辺公衆への実効線量を評価し，その結果，年間で最大約０．０１８ミリ

シーベルトにとどまるとの結論を得た。この数値は，人間が受ける自然

放射線の量の平均値約２．４ミリシーベルトを大きく下回る上，我が国

における自然放射線量による実効線量の最大地域差約０．３８ミリシー

ベルト及び線量評価指針に示される線量目標値である年間実効線量０．

０５ミリシーベルトをも下回っている 」。

(10) 原判決２８頁６行目「１１６１」を「１１６１ 」と改める。）
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(11) 原判決２８頁９行目「監視することを予定している 」を「監視してい。

る 」と改める。。

(12) 原判決２８頁１１行目冒頭から２１行目末尾までを以下のとおり改める。

「エ 前記第４「控訴人の安全確保対策」の３「事故防止に係る安全確保対

策」の(3)「安全設計評価」及び(4)「審査指針等適合性」に判示のとお

り，控訴人は，安全評価審査指針に基づいて，燃料及び原子炉冷却材圧

力バウンダリについて，本件原子炉施設の運転時の異常な過渡変化及び

事故の解析を行っているところ，その評価結果は，いずれの場合におい

ても，その健全性が確保されているというものであり，この評価結果は，

いずれも安全評価審査指針に適合するものである。そして，証拠〔乙６

） ，（添１０－２－１ないし５５，１０－３－１ないし１２７ 〕によれば

前記解析の結果，放出される核分裂生成物の線量当量は，その数値が最

も高い燃料集合体の落下事故においても，０．０２２ミリシーベルトに

とどまったことが認められる 」。

(13) 原判決２８頁２４行目「に事故が頻発した」を「の事故が発生した」と

改める。

(14) 原判決２９頁３行目「前記(1)」を「前記(2)」と改める。

(15) 原判決２９頁８行目「証拠はない 」から同１２行目「あるから 」ま。 ，

でを「証拠はなく 」と改める。，

２ 争点４（原発事故の蓋然性からみた危険性）について

以下のとおり補正するほかは，原判決「事実及び理由」欄の第２章「当裁判

所の判断」第４「本件原子炉における事故の危険性の主張について」の１「原

発事故の蓋然性からみた危険性の主張について」の(1)「前提事実」及び(3)

「判断」に説示のとおりであるから，これを引用する。

（原判決の補正）

(1) 原判決３０頁５行目「スリーマイル島（ＴＭＩ 」を「ＴＭＩ」と改め）
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る。

(2) 原判決３０頁６行目から７行目に掛けての「ドルフィン郡」を「ドーフ

ィン郡」と改める。

(3) 原判決３０頁８行目「９５．９キロ万ワット」を「９５．９万キロワッ

ト」と改める。

(4) 原判決３０頁１４行目「甲５７（３，４，６ 」を「甲５７（３ないし）

１１」と改める。

(5) 原判決３０頁１５行目「２４，２５」を「２５」と改める。

(6) 原判決３０頁２１行目「１６」を「１５ないし１７」と改める。

(7) 原判決３１頁１２行目「更に核分裂反応を起こして」を「崩壊して」と

改める。

(8) 原判決３１頁１８行目から１９行目に掛けての「計算応力」を「計算能

力」と改める。

(9) 原判決３２頁２０行目「２５ないし２７，３９，４０，５０」を「２５

ないし５３」と改める。

(10) 原判決３２頁２２行目「９ 」の次に「，乙１９５」を加える。）

(11) 原判決３３頁１行目「甲５８（９４ 」を「甲５８（９４，９５ 」と） ）

改める。

(12) 原判決３４頁５行目「ボイド係数」から同６行目「で説明する 」ま。）

でを 「ボイド係数（ボイド量が１単位変化するのに見合った炉心の反応度，

量の変化 」と改める。）

(13) 原判決３４頁２６行目「１９５ないし２００」を「１９５ないし２０

３」と改める。

(14) 原判決３５頁２行目「６ないし９」を「４ないし９」と改める。

(15) 原判決３５頁３行目「２８ないし２９」を「２８ないし３１」と改める。

(16) 原判決３６頁２６行目末尾「 後記」から３７頁１行目「説明する 」（ 。）
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までを削除する。

(17) 原判決３７頁４行目「１９７，１９８」を「１９７」と改める。

(18) 原判決３７頁２１行目「前記第３の２(2)オのとおり 」を「前記１，

「争点３（諸般の事情の総合考慮による差止めの可否）について」に判示の

とおり 」と改める。，

(19) 原判決３８頁４行目冒頭から同７行目末尾までを削除する。

３ 争点５（本件原発１号機の事故からみた危険性）について

(1) 以下のとおり補正するとともに，次項のとおり，当審における新たな主張

（本件臨界事故）に対する判断を加えるほかは，原判決「事実及び理由」欄

の第２章「当裁判所の判断」第４「本件原子炉における事故の危険性の主張

について」の２「本件原発１号機の事故からみた危険性の主張について」

(2)「判断」に説示のとおりであるから，これを引用する。

（原判決の補正）

原判決３８頁２４行目「前記第３の２(2)オで認定したとおり 」を「前，

記１「争点３（諸般の事情の総合考慮による差止めの可否）について」に判

示のとおり 」と改める。，

(2) 当審における新たな主張（本件臨界事故）に対する判断

ア 前提事実

証拠（以下の各項に括弧書きしたもの）及び弁論の全趣旨によれば，以

下の事実が認められる。

(ア) 本件原発１号機の制御棒駆動機構の概要

証拠〔乙１１０（１１ないし１７ 〕及び弁論の全趣旨によれば，以）

下の事実が認められる。

本件原発１号機の制御棒は，通常時の挿入及び引き抜き並びに原子炉

緊急停止時の緊急挿入のいずれにおいても，制御棒駆動水圧系により供

給される水圧により駆動する。
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制御棒駆動水圧系は，制御棒を各々独立に操作し，一つの制御棒の故

障により他の操作に影響を与えないように，制御棒１本につき１組の制

御棒駆動系水圧制御ユニットが設置されており，このユニットによって

駆動のための水圧が制御される。

原子炉の起動・停止等の通常の制御棒挿入は，駆動ピストンの下側に

水圧を掛けることによって上に持ち上げる力を作用させて炉心へ制御棒

を挿入する方法で行う。そして，制御棒の位置を確実に制御，維持する

ため，コレットフィンガと呼ばれる爪をインデックスチューブに引っ掛

ける方式が採用されている。通常の制御棒引き抜きは，制御棒の引き抜

き側への動きに対してはコレットフィンガが引っ掛かって動かない仕組

みとなっていることから，これを外すため，駆動ピストン挿入側（下

側）に水圧を掛けてわずかに制御棒を挿入して外した後，コレットフィ

ンガの下面及び駆動ピストンの上側（引き抜き側）に水圧を掛けて，コ

レットフィンガが外れた状態を維持しながら，制御棒を動かした後に水

圧を落とし，再びコレットフィンガで引っ掛けることとしている。この

ように，制御棒の挿入，引き抜きは，水圧を利用して行うところ，挿入

と引き抜きとでは，水の流れが逆となることから，接続されている制御

棒駆動系水圧制御ユニットの弁の操作で，この流れを制御している。

原子炉の緊急停止時の制御棒の挿入は，アキュムレータに蓄えられて

いる高圧水を直接駆動ピストン挿入側に供給し，急速に制御棒を挿入す

る設計となっている。この際，駆動ピストン引き抜き側の水は，スクラ

ム排出配管に排出され，高圧水によって全挿入された制御棒はコレット

フィンガにより保持される。

（本判決別紙６参照）

(イ) 本件臨界事故の概要

証拠（以下の各項に括弧書きしたもの）によれば，以下の事実が認め
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られる。

ａ ＡＲＩ試験の準備作業の手順

控訴人は，定期検査のため本件原発１号機の停止期間中，原子炉停

止機能強化工事（異常時に原子炉緊急停止系の作動回路が作動しない

場合に原子炉を自動停止させるためのバックアップ機能用の作動回路

を新たに付加設置する工事）を行い，平成１１年６月１８日，同工事

の機能確認のため，ＡＲＩ試験を実施しようとした〔乙１０９（５，

６，添３－１ ，乙１１０（７，８ 。） ）〕

ＡＲＩ試験は，前記の新しい作動回路が適切に作動することを確認

するための試験であり，８９本の制御棒のうちの１本が，異常信号を

模擬した信号により緊急挿入されることを確認するものである〔乙１

０９（５，６ 。）〕

ＡＲＩ試験において予定していた準備作業の手順は，まず，① 中

央制御室で試験対象の制御棒１本を全引き抜きした後，制御棒駆動系

の水の流量（駆動水，充填水及び冷却水の全流量。以下「系統流量」

という ）を「０」とし，次に，② 現場の作業員が試験対象を除いた。

制御棒８８本が全挿入位置で動かないようにそれぞれの制御棒駆動機

構の隔離（水圧制御ユニットの挿入元弁及び引抜元弁を閉止するこ

と ）を行うというものであった。なお，挿入元弁及び引抜元弁は，い。

ずれも現場における手動操作で開閉され（原子炉の運転中は開状態で

固定 ，中央制御室における操作では開閉することはできない。また，）

系統流量を０とした後に制御棒駆動機構を隔離する手順としていたの

は，系統流量を０とせずに各制御棒駆動機構の隔離を進めていくと，

制御棒駆動機構に挿入元弁を介し流れている冷却水の流路が順次遮断

され，これに伴って流路抵抗が大きくなり，系統圧力が上昇し，制御

棒が引き抜けるおそれがあるためであった 〔乙１０９（６，添３－３，。
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６ ，乙１１０（７ 〕） ）

ｂ 本件臨界事故の経過

控訴人は，平成１１年６月１７日本件原発１号機において，全制御

棒を対象として単体スクラム試験を実施した後，引き続きＡＲＩ試験

の準備作業に着手した〔乙１０９（７，８，添３－１６ 。）〕

準備作業の本来の手順では，前記ａのとおり，現場の作業員が各制

御棒駆動機構の隔離操作を行う前に，中央制御室で系統流量を０とし

ておくことになっていたが，実際の作業では，中央制御室での前記操

作が開始される前に，同月１８日２時８分ころから現場の４名の作業

員により各制御棒駆動機構の隔離操作が開始された。その結果，系統

圧力が徐々に上昇していったが，直前に実施した前記単体スクラム試

験において除外していた系統圧力を監視する警報機能が復旧されてい

なかったため，中央制御室及び現場の作業員等は系統圧力の上昇に気

づかないまま，制御棒駆動機構の隔離操作が進められた 〔乙１０９。

（８，添３－１１，１６ ，乙１１０（７，８ 〕） ）

系統圧力の上昇に伴い，まだ隔離していない挿入配管及び引抜配管

はいずれも冷却水により加圧されていったが，制御棒駆動機構のピス

トンの下部の面積が上部の面積よりも大きいことから，原子炉に制御

棒を挿入する方向に押し上げ力が加わり，大半の制御棒駆動機構の隔

離操作が終了した時点において，まだ隔離されていない制御棒のコレ

ットフィンガが外れた状態となった〔乙１０９（１４，１５，添４－

１，２ ，乙１１０（１８，１９ 。） ）〕

コレットフィンガが外れた状態の制御棒に対し，現場の作業員が挿

入元弁を閉止したため，挿入配管からの水圧（制御棒駆動機構のピス

トンの下部への水圧）がなくなり，引抜配管からの水圧（制御棒駆動

機構のピストンの上部への水圧）が制御棒を引き抜く側に押し下げた
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ため，同日２時１７分，最初の制御棒の引き抜けが始まり，最終的に

は３本の制御棒がそれぞれ２０ポジション，１６ポジション及び８ポ

ジションの各位置まで引き抜けた（なお，制御棒の位置は，全挿入で

。） ，０ポジション，全引き抜きで４８ポジションである 〔乙１０９（８

９，添３－１１，４－１，２ ，乙１１０（８，１８，１９ 。） ）〕

３本の制御棒の引き抜けにより，同日２時１８分，本件原発１号機

の原子炉は臨界となった〔乙１０９（８，９，添３－１２，１５，１

６ 。）〕

同日２時１８分，原子炉内の中性子束レベルを測定する中間領域モ

ニタ（中間領域の中性子束を監視するモニタ ）の値が上昇し，原子炉。

自動停止信号が発信された。原子炉自動停止信号の発信により，本来

であれば，引き抜けた制御棒は自動的に直ちに挿入されるところ，引

き抜けた３本の制御棒の挿入元弁が閉止されており，制御棒は挿入さ

れなかったが，原子炉自動停止信号を受信してスクラム出口弁が自動

的に開放したため，引抜配管の水圧が急減し，制御棒のそれ以上の引

き抜けは止まった。原子炉内の異常を察知した中央制御室の当直長

（運転員で構成される当直班の長で運転責任者 ）が，現場でＡＲＩ試。

験の準備作業を行っていた作業員に対し，閉止していた挿入元弁及び

引抜元弁を手動により元に戻すように指示し，前記各元弁が開放され

ることによって，制御棒駆動系の水圧が制御棒を挿入する方向に加わ

り，制御棒の挿入が開始し，原子炉自動停止信号が発信した約１５分

後である同日２時３３分，引き抜けていた３本の制御棒が原子炉に全

挿入され，原子炉が未臨界状態となった 〔乙１０９（９，１４ないし。

１６，添３－１５，１６ ，乙１１０（８，９，２０ 〕） ）

なお，本件臨界事故による燃料の損傷，作業員及び一般公衆の被ば

くはなかった〔乙１０９（１２，１６ないし１９，２１ないし２４，
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添４－１９ないし２３ ，乙１１０（１０，３０ないし３４ ，乙１１） ）

１（３，４ 。）〕

(ウ) 本件臨界事故の隠蔽

証拠（以下の各項に括弧書きしたもの）及び弁論の全趣旨によれば，

以下の事実が認められる。

ａ 本件臨界事故発生に関する発電所関係者への第一報

本件臨界事故が発生した際，中央制御室には，当直長以下４名の

運転員がいた。当直長は，本件臨界事故が収束した後，発電課長に

連絡した。発電課長は，所長以下関係者に連絡し，本件臨界事故発

生から３０分を大幅に経過したころ，緊急時対策所に少なくとも所

長以下１４名が集まった 〔乙１０９（１０ 〕。 ）

ｂ 緊急時対策所での協議内容

発電課長は，緊急時対策所において，以下のとおり，状況説明及

び事実確認を行った〔乙１０９（１０ 。）〕

(ａ) ＡＲＩ試験の準備として，制御棒関連の弁を操作していたと

ころ，想定外に制御棒が数本引き抜け，中性子束（ＩＲＭ）高高

で，スクラム信号が発信された。

(ｂ) 制御棒全挿入までにかなり時間を要した。

(ｃ) 現在，制御棒が全挿入され原子炉は安定に停止している。

ｃ 本件臨界事故に対する関係者の認識

出席者は，それぞれの専門知識の違いもあるため，本件臨界事故

に関する理解が一様でなく，全員が「臨界」が起きたとの認識を持

ったわけではなかったものの，その多くは，原子炉停止中に制御棒

が落ち，中性子束が上昇するという大変なことが起きたとの認識を

持っていた〔乙１０９（１０ 。）〕

ｄ 対応策の検討と意思決定
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出席者は，前記事実確認の後，対応策の検討に入ったが，① 本

件原子炉施設の建設着工を約２か月後に控えており，今回の事故が

外部公表となれば着工が延期されることが容易に予想できたこと，

② ４日前の平成１１年６月１４日に非常用ディーゼル発電設備の

クランク軸にひびが発見されてその対策に追われ，本件原発１号機

立ち上げの目途が全く立っていない状況にあったことから，出席者

の多くは，今回の事故を報告した場合の重大さを十分に認識してい

た。所長は 「今回の事故が外部に出ると本件原子炉施設の工程に遅，

れが出る」との意見もあったことなどから，社外に報告しないこと

を決断した。この際，次長（炉主任）は，所長に対して 「報告すべ，

きである」という意見具申をする役割を果たさず，本件臨界事故を

公表しないことに反対しなかった。

その後，本件原発１号機発電所と控訴人本店原子力部，控訴人東

京支社及び石川支店との間でテレビ会議が行われ，この際，発電所

は 「制御棒が過挿入により，位置不明の表示となった 「何らかの， 」，

ノイズにより中性子束（ＩＲＭ）に信号が入った 「実際に出力が」，

上がっていないことから連絡対象でない」と説明し，誤信号であっ

たとの結論を報告した。この報告に対して，異論が特に出されるこ

となく了承され，テレビ会議は終了した。

〔乙１０９（１０，１１ 〕）

ｅ 事故記録の改ざん

発電課長は，その後，中央制御室に行き，当直長らに対し，本件

臨界事故は誤信号であるから，引継日誌に本件臨界事故に関する記

述をしないように指示した。当直長及び担当運転員は，引継日誌に

本件臨界事故に関する事項を記載しなかった。

また，本件臨界事故を隠蔽するため，炉心中性子束モニタ（ＳＲ
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Ｍ，ＩＲＭ）の記録計チャートに「点検」と記載された。

〔乙１０９（１１ 〕）

(エ) 控訴人による本件臨界事故の原因の検討と再発防止対策

証拠（以下の各項に括弧書きしたもの）によれば，以下の事実が認め

られる。

控訴人は，原子力安全・保安院長の平成１８年１１月３０日付け「発

電設備に係る点検について」の指示に基づき，本件原発の点検，調査を

行っていた際，平成１１年６月に本件臨界事故を起こしていたことが判

明したところから，平成１９年３月，これを公表するとともに，以下の

とおり，本件臨界事故の発生に至った原因を分析し，本件臨界事故の再

発防止対策を策定した〔乙１０９（１ 。）〕

ａ 本件臨界事故の原因の分析

本件臨界事故は，主としてＡＲＩ試験の準備作業が本来の手順に従

って実施されなかったために発生したものであるところ，控訴人は，

作業が本来の手順に従って実施されなかった原因として，以下のよう

な問題点を挙げた。

(ａ) 現場作業管理上の原因〔乙１０９（２８，２９，添６－１ 〕）

ⅰ ＡＲＩ試験の工事担当課である電気保修課員は，本来は作業票

に試験手順書を添付し，運転員は，この試験手順に基づく弁の開

閉操作等の安全処置事項について検討すべきであったが，実際は

作業票に試験手順書を添付しなかったため，運転員は事前に試験

手順をチェックできず，また試験に係る操作の内容を知らなかっ

た。

ⅱ 本来，電気保修課員と運転員との事前打合せ等により，試験手

順，試験体制，役割を相互に確認・把握し，試験時には運転責任

者である当直長が電気保修課員を指揮し，制御棒駆動機構の隔離
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操作を行わせるべきであったが，実際は指揮していなかった。

ⅲ ＡＲＩ試験の体制，役割等が不明確なまま試験が進められた結

果，ＡＲＩ試験関係者（運転員，電気保修課員及びメーカー作業

員）間の連携不足が生じ，現場の作業員は，中央制御室で系統流

量を０とする前に制御棒駆動機構の隔離操作を始めてしまった。

(ｂ) 設備上の原因

系統圧力を監視する警報が「高／低」同一のものであり，かつＡ

ＲＩ試験の直前に実施していた単体スクラム試験では，系統圧力の

低下によって当該警報が頻発することから，この警報機能を除外し

ていたため，本件臨界事故に際し系統圧力が徐々に高くなったにも

かかわらず「高」の警報が出なかった〔乙１０９（２９ 。）〕

ｂ 再発防止対策

(ａ) 技術的な再発防止対策

ⅰ 本件臨界事故公表時点における状況

控訴人は，再発防止対策を検討するに先立ち，臨界防止に関す

る操作手順及び作業管理を確認したところ，以下の点について，

既に改善が図られていた〔乙１０９（３２ 。）〕

(ⅰ) 制御棒駆動機構の隔離操作は，手順書によって１体ごとに

実施するとともに，系統圧力上昇による制御棒引き抜けの可能

性を注意喚起する。

(ⅱ) 制御棒駆動機構の隔離操作は，すべて発電課が一元的に実

施する。

(ⅲ) 工事要領書は，工事担当課が審査・承認するとともに，必

要なものは作業票に添付し，発電課にてダブルチェックする。

(ⅳ) 試験時の発電所内部の役割分担を明確にする。

ⅱ 本件臨界事故公表以降に実施した改善策
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控訴人は，更に確実な対応を図るため，以下のとおり，操作手

順及び作業管理面の改善策並びに設備対策を実施した〔乙１０９

（３２ないし３５ 。）〕

(ⅰ) 作業手順の改善

① 隣接した制御棒が同時に引き抜けることがないよう制御棒

駆動系水圧制御ユニットを隔離する際の全体的な手順等につ

。いて，制御棒の引き抜け防止に効果的な管理方法を検討する

② 制御駆動系水圧制御ユニット隔離操作中，原子炉・制御棒

駆動機構機能冷却水ヘッダ間差圧，中性子源領域計測装置

（ＳＲＭ）指示，中間領域計測装置（ＩＲＭ）指示，制御棒

位置を連続監視する。

(ⅱ) 作業管理面の改善

① 作業手順が確実に遵守されているか，工事監理，立会検査

において作業チェックシートにて確認するとともに，各種パ

トロールで随時確認する。また，作業手順の遵守や要領書改

訂の承認手続について，所員及びメーカー作業員等へ継続的

に周知徹底する。

② 監視に必要な計器及び警報が供用状態にあることを確認

することを手順に明記する。

③ 試験時における電力内での具体的な役割分担を事前に明

確化することを規定する。

④ 原子炉停止中の臨界管理に係る内容を充実させ，速やか

に全所員を対象として教育を実施する。

(ⅲ) 設備対策

系統圧力を監視する警報は，系統圧力が上昇した場合でも低

下した場合でも同じものが出ることになっているが，これを
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。「高」と「低」とに分け，運転員への情報提供の明確化を図る

(ｂ) 体制を含めた抜本的再発防止対策

控訴人は，以下のとおり 「隠さない企業風土づくり」及び「安全，

文化の構築」を行っていくこととした〔乙１０９（３５ないし４

３ 。）〕

ⅰ 隠さない企業風土づくり

(ⅰ) 隠さない仕組みの構築

① 迅速かつ確実な対外通報・報告体制の整備，② 「トラブ

ル対策会議」運営ルールの明確化，③ 発電所情報の国及び経営

層・原子力本部への伝送，④ 原子炉主任技術者（炉主任）の地

位と権限の強化，⑤ 企業倫理情報窓口の強化により，隠さない

仕組みを構築する。

(ⅱ) 企業倫理最重視への意識改革

① コンプライアンスマインド変革研修，② 経営幹部及び

管理職全員に対する集中教育，③ 発電所の職場単位での集団

討議，④ コンプライアンスに関する誓約書の署名，⑤ コン

プライアンスメールマガジンの発信，⑥ 発電所業務単位の行

動規範の策定，⑦ 原子力部門と他部門との人事交流の活発化

により，企業倫理最重視への意識改革を行う。

ⅱ 安全文化の構築

(ⅰ) 経営トップからの「安全最優先」の強力な意志表明を行う。

(ⅱ) 地域と一体となった事業運営を目指した原子力本部を設

置する。

(ⅲ) ① 経営トップと原子力部門とのフランクな対話の実施，

② 発電所内の組織強化・増員，③ 事故・トラブル時の応

援体制の整備により，原子力を支える体制づくりを行う。
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(ⅳ) ① 社長直属の「品質管理部」設置による原子力品質管

理の徹底，② 失敗事例に学ぶ仕組みの充実，③ 外部組織

による評価の活用，④ マイプラント意識向上のための施策

の推進により，安全・品質管理の強化を行う。

(オ) 証拠〔乙１１０（４６ないし４９ 〕によれば，原子力安全・保安）

院は，平成１９年４月２０日，前記(エ)ｂの控訴人による本件臨界事故

の再発防止対策を，技術的な再発防止対策は当然のものと，体制を含め

。た抜本的再発防止対策は概ね妥当なものと，評価したことが認められる

(カ) ＡＢＷＲにおける制御棒引き抜け事象

証拠〔乙１１０（５２，５３，６９ 〕及び弁論の全趣旨によれば，）

以下の事実が認められる。

本件原子炉施設と同様のＡＢＷＲである柏崎刈羽原発６号機において，

平成８年６月１０日，営業運転開始前の試運転中，制御棒動作に関連す

る制御装置の試験を行っていた際，制御棒４本が想定外に全挿入位置

（００ステップ）から１２８ステップ（全引き抜け位置で２００ステッ

プ）まで引き抜ける事象が発生した。

その原因は，制御棒動作に関連する制御装置の試験を行う際に，制御

棒の挿入及び引き抜きを行うための制御信号が発生しても，制御棒が動

作することがないよう，制御棒の制御棒駆動機構の電動機の駆動電源を

遮断しておくべきところ，誤って遮断しなかったため，当該試験によっ

て発信された制御信号により，制御棒駆動機構の電動機が駆動し，当該

制御棒４本が引き抜けたものである。なお，この事象により中性子束に

変化はなかった。

イ 判断

前記ア(イ)認定のとおり，本件臨界事故は，原子炉が約１５分間にわた

り臨界状態となるという重大なものである。また，控訴人は，前記ア(ウ)
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認定のとおり，本件臨界事故を隠蔽し，事故記録を改ざんしているところ，

これは，通商産業大臣への報告義務を定めた原子炉等規制法６７条１項，

平成１２年通商産業省令第３２８号による改正前の実用炉規則２４条，必

要な記録を残す義務を定めた原子炉等規制法３４条，実用炉規則７条，保

安規定の遵守を定めた原子炉等規制法３７条４項等に反する重大なもので

ある。

しかしながら，他方，本件臨界事故の主たる原因は，前記ア(エ)判示の

とおり，ＡＲＩ試験を本来の作業手順に従って行わなかったことにあると

ころ，控訴人は，本件臨界事故公表時において，既に，制御棒駆動機構の

隔離操作を手順書によって１体ごとに実施する，すべて発電課が一元的に

実施するなどの再発防止対策を講じていた上，さらに，隣接した制御棒が

同時に引き抜けることがないようにするとともに，隔離操作中，原子炉・

制御棒駆動機構機能冷却水ヘッダ間差圧，中性子源領域計測装置（ＳＲ

Ｍ）指示，中間領域計測装置（ＩＲＭ）指示，制御棒位置を連続監視する

，などの作業手順の改善策，作業手順が確実に遵守されているか，工事監理

立会検査において作業チェックシートにて確認するなどの作業管理面の改

善策，及び系統圧力を監視する警報を「高」と「低」に分けるなどの設備

対策を講じている。また，控訴人は，前記ア(エ)ｂ(ｂ)判示のとおり 「隠，

さない企業風土づくり」及び「安全文化の構築」を行っていくこととして

いる。そして，前記ア(オ)判示のとおり，原子力・安全保安院は，控訴人

のこれらの再発防止対策は概ね妥当なものと評価している。さらに，前記

ア(イ)ｂ判示のとおり，本件臨界事故においても，燃料の損傷，作業員及

，び一般公衆の被ばくがなかったこと，本件原発１号機の制御棒駆動機構は

前記ア(ア)認定のとおり，ピストンを水圧で駆動することにより制御棒を

原子炉に挿入及び引き抜きする装置となっているところ，本件原子炉施設

の制御棒駆動機構は，前記第２章「事案の概要」第２「前提事実」の５
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「本件原子炉施設の構造等」(1)「原子炉本体」ウ「制御材」認定のとおり，

通常時には電動駆動方式を，原子炉の緊急停止時には水圧駆動方式とを併

用する方式を採用しており，本件原発１号機とは異なっていること，前記

ア(カ)認定のとおり，本件原子炉施設と同様のＡＢＷＲである柏崎刈羽原

発６号機において制御棒引き抜け事象が生じているものの，中性子束に変

化を生じさせるものではなかったことなどを考え併せれば，本件臨界事故

及び控訴人がこれを隠蔽したことから直ちに，本件原子炉施設においても

同様の臨界事故が発生して放射線，放射性物質が外部へ排出され，被控訴

人らが被ばくする具体的危険性が存在するとは認められず，この点に関す

る被控訴人らの主張には理由がない。

４ 争点６（最近の事故例からみる事故の危険性）について

(1) 応力腐食割れについて

以下のとおり補正するほかは，原判決「事実及び理由」欄の第２章「当裁

判所の判断」第４「本件原子炉における事故の危険性の主張について」の３

「最近の事故例からみる事故の危険性の主張について」(1)「応力腐食割れ

の主張について」のア「前提事実」及びウ「判断」に説示のとおりであるか

ら，これを引用する。

（原判決の補正）

ア 原判決４０頁１行目「甲７４８（７ ，甲８０４（８，９ ，甲８０９） ）

（９ 」を「甲７４８（７，８ ，甲８０４（８ないし１０ ，甲８０９） ） ）

（８，９ 」と改める。）

イ 原判決４１頁７行目「ＳＵＳ３１６Ｌ材」を「ＳＵＳ３０４Ｌ材」と改

める。

ウ 原判決４１頁７行目「中部電力株式会社」から同８行目「う 」まで。）

を「中部電力」と改める。

エ 原判決４２頁６行目「甲７４８（７ 」を「甲７４８（７，８ 」と改） ）
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める。

オ 原判決４２頁８行目「乙１８の２ 」の次に「乙１９６ 」を加える。， ，

カ 原判決４３頁１２行目「後記第５の」から同１３行目「説示する」まで

を削除する。

キ 原判決４８頁１０ないし１１行目「など適切な水質管理を行う予定であ

る 」を「などの水質管理を行っている 」と改める。。 。

ク 原判決４８頁１６行目「健全性を担保する予定である 」を「健全性の。

担保を図っている 」と改める。。

ケ 原判決４８頁１８行目「４７ないし４９」を「４７ないし５１」と改め

る。

コ 原判決４８頁１９行目「①２６ないし２９，②２５ないし３０，４１な

いし４２」を「①２５ないし３０，②２５ないし３０，４１，４２」と改

める。

サ 原判決４８頁２０行目「平成１５年１２月１１日」を「平成１４年１２

月１１日」と改める。

シ 原判決５１頁２１行目から２２行目に掛けての「運用する予定であると

ころ 」を「運用しているところ 」と改める。， ，

ス 原判決５１頁２５行目「算定に当たって 」の次に「前記ア(ウ)ａ(ｃ)，

に判示したように 」を加える。，

セ 原判決５３頁１４行目「相当程度」を削除する。

(2) 配管減肉問題について

以下のとおり補正するほかは，原判決「事実及び理由」欄の第２章「当裁

判所の判断」第４「本件原子炉における事故の危険性の主張について」の３

「最近の事故例からみる事故の危険性の主張について」(2)「配管減肉問題

の主張について」のア「前提事実」及びウ「判断」に説示のとおりであるか

ら，これを引用する。



- 223 -

（原判決の補正）

ア 原判決５４頁１０行目から１１行目に掛けての「２，４ないし６」を

「１ないし７」と改める。

イ 原判決５５頁９行目「甲８１６（１６，１７ ，甲８１７（５，６ 」） ）

を「甲８１６（１３ないし１８ ，甲８１７（３ないし６ 」と改める。） ）

ウ 原判決５５頁１１行目「②３５，３７，３８」を「②３５ないし４１」

と改める。

エ 原判決５５頁１５行目から１６行目に掛けての「原子力施設二次系配管

肉厚の管理指針」を「原子力設備二次系配管肉厚の管理指針（ＰＷＲ 」）

と改める。

オ 原判決５８頁１１行目から１２行目に掛けての「②３５，３９」を「②

３５ないし４０」と改める。

カ 原判決５８頁２２行目「 甲８１９ 」を「 甲８１９（添５ 」と改め（ ） 〔 ）〕

る。

キ 原判決５９頁５行目「ＳＵＳ３９４Ｌ」を「ＳＵＳ３０４Ｌ」と改める。

ク 原判決５９頁１２行目「甲８２５」を「甲８２５（１４，１５ 」と改）

める。

ケ 原判決５９頁１６行目「第１４回定期点検時」を「第１９回定期検査

時」と改める。

コ 原判決５９頁２５行目「甲８２５，甲９４５」を「甲８２５（１４，１

５ ，甲９４５（２ 」と改める。） ）

サ 原判決６０頁４行目「未実施部位合計」を「未実施部位が合計」と改め

る。

シ 原判決６０頁２５行目「予定であり，他の箇所の点検は予定していな

い 」を「予定である 」と改める。。 。

ス 原判決６１頁１行目「３９，４０」を「３８ないし４０」と改める。
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セ 原判決６２頁６行目「考えらる」を「考えられる」と改める。

ソ 原判決６２頁７行目「代表部位として点検の対象とし 」から同８行目，

末尾までを「代表部位として点検の対象とするものである 」と改める。。

タ 原判決６３頁２行目「福島原子力発電所５号機」を「福島第一原子力発

電所５号機」と改める。

チ 原判決６３頁２０行目冒頭から６４頁３行目末尾までを以下のとおり改

める。

「(イ) しかしながら，控訴人は，前記第４「控訴人の安全確保対策」の

３「事故防止に係る安全確保対策」(3)「安全設計評価」イ「事故の

想定について」(ウ)「控訴人の解析結果」に判示のとおり，原子炉冷

却材圧力バウンダリを構成する配管の破損により，原子炉冷却材が系

外に流出した場合にも炉心が著しい損傷に至ることなく，かつ十分に

冷却が可能であり燃料エンタルピが制限値を超えないこと，原子炉格

納容器外で主蒸気管が破断し，放射性物質が環境に放出されたとして

も，周辺の公衆に与える放射線被ばくのリスクは十分に小さいことを

確認しているし，前記第４「控訴人の安全確保対策」の１「立地条件

に係る安全確保対策」(2)「地震に係る安全確保対策」のオ「本件原

子炉施設の耐震安全性評価」(エ)「本件原子炉施設の耐震安全性評

価」ｄ「安全上重要な機器・配管系の耐震安全性評価」及びカ「本件

原子炉施設の新耐震指針及びバックチェックルール適合性」に判示の

とおり，主蒸気系配管等の安全上重要な配管系の耐震強度は，新耐震

指針及びバックチェックルールに適合するとの結論が得られているの

であるから，配管減肉により，被控訴人ら本件原発の周辺公衆が許容

限度を超える放射線を被ばくする具体的危険性があるとは認められな

い 」。

(3) タービン損傷事故について
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ア 前提事実

証拠（以下の各項に括弧書きしたもの）及び弁論の全趣旨によれば，以

下の事実が認められる。

(ア) 蒸気タービン設備の概要

ａ 発電の仕組みと蒸気の流れ

原子力発電においては，原子炉で発生させた蒸気の力によってター

ビンを回転させて電気を起こしている。本件蒸気タービンは，高圧タ

ービン１台並びに低圧タービン（Ａ （Ｂ）及び（Ｃ）の３台からな），

り，これら４台の蒸気タービンを直列に配置したものである。また，

本件蒸気タービンは，本件原子炉を設置している原子炉建屋とは別の

タービン建屋に設置されている。本件原子炉は，ＡＢＷＲであり，原

子炉圧力容器内にあるウラン燃料の核分裂反応で生じた熱によって発

生した高温（摂氏約２９０度）の蒸気を高圧タービンに導き，高圧タ

ービンに入った蒸気は，同タービンに回転力を与えた後，低圧タービ

ンに入って同タービンに回転力を与え，その後，復水器に導かれる。

復水器で凝縮された水は原子炉圧力容器に戻される（本判決別紙１，

７参照 〔乙６（添８－６－１，１２，１６ ，乙１０２，乙１０４，）。 ）

乙１０６（添１－① 〕）

本件蒸気タービンは発電機につながっており，本件蒸気タービンの

回転力が発電機を駆動させて，定格１３５万８０００キロワットの電

気出力を発生させる（本判決別紙１，７参照 〔乙６（添８－６－４，）

１２，１６ 。）〕

ｂ 本件蒸気タービンを構成する機器

高圧タービン及び低圧タービンは，車軸，車室（各蒸気タービンを

格納し，蒸気の外部漏えいを防ぐ ，羽根（動翼及び静翼 ，ディスク，。） ）

軸継手からなる。各蒸気タービンの車軸は軸継手を介して接続されて
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いる。羽根を取り付ける部分をディスクといい，ディスクを含む車軸

に動翼を取り付けたものを羽根車と呼ぶ（本判決別紙８，９参照 。各）

蒸気タービンの羽根は動翼及び静翼が片側各７段あり，静翼は動翼の

間に設置され，動翼に蒸気を噴きつけて車軸を回転させる（本判決別

紙９，１０参照 〔乙６（添８－６－４ ，乙１０４，乙１０６（添２）。 ）

－③，３ 〕）

高圧タービンの羽根車は長さ約１０メートル，直径約２メートル，

低圧タービンの羽根車は１台当たり長さ約１２メートル，直径約５メ

ートルで，車室も含めた本件蒸気タービン全体の長さは約４９メート

ル，幅約１０メートルである（本判決別紙１０参照 〔乙１０６（添１）

－② 。）〕

ｃ 本件蒸気タービンにおける放射性物質の漏えい防止対策

本件原子炉施設は，前記ａで述べたように本件原子炉で発生した蒸

気を本件蒸気タービンに導いているが，この蒸気の中には放射性物質

が含まれている。

本件蒸気タービンは車室で覆われており，車室の車軸貫通部の透き

間は外側から清浄な蒸気を押し込むことで車室内の蒸気の外部漏えい

を防止することにより，放射性物質の漏えいを防止している（本判決

別紙８参照 。）

〔乙６（添８－６－４ ，乙１０６（添１－② ，弁論の全趣旨〕） ）

ｄ 本件蒸気タービンに異常が発生した場合の措置

本件蒸気タービンには，運転監視用としてタービン速度やタービン

軸振動等を測定する種々の計測装置を設置している。これらの計測装

置のいずれかが異常を検知した場合には，蒸気流量を制御する弁（主

蒸気止め弁，蒸気加減弁及び組合せ中間弁）が自動的に閉止すること

により，本件蒸気タービンを停止させるとともに，本件原子炉を自動
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停止させる設計となっている 〔乙６（添８－６－４，１６ 〕。 ）

本件蒸気タービンへの蒸気流量を制御する弁が閉止すると，その

ままでは本件原子炉で発生した蒸気が行き場を失って原子炉の圧力

が急上昇し，燃料の核分裂反応が増加する危険性がある。そこで，

本件原子炉施設では，このような圧力の上昇を防止するため，本件

蒸気タービンへの蒸気流量を制御する弁が閉止した場合に本件原子

炉で発生した蒸気を本件蒸気タービンを通さずに直接復水器へ導く

タービンバイパス配管を設け，本件原子炉内の圧力の急上昇を防止

する設計としている 〔乙６（添８－４－９，８－６－５，１２，１。

０－２－２３ないし２７ 〕）

ｅ 本件蒸気タービンが破損した場合の措置

(ａ) 主蒸気管破断事故

安全評価審査指針は，発生した場合には放射性物質の放出の可

能性がある「事故」を想定し，解析・評価を行った上で，その設

計の妥当性を確認することを要求している〔乙９（１０２ 。）〕

そこで，控訴人は，前記第４「控訴人の安全確保対策」の３

「事故防止に係る安全確保対策」(3)「安全設計評価」イ「事故の

想定について」(ウ)「控訴人の解析結果」ｃ(ｂ)のとおり，放射

性物質の放出の可能性がある「事故」として主蒸気管破断事故を

想定し，解析・評価を行った。その結果，このときの発電所敷地

境界外における最大実効線量当量は，約１．８×１０ ミリシーベ-2

ルトであり，周辺の公衆に与える放射線被ばくのリスクは十分に

低いとの結論を得た。

(ｂ) タービンミサイル

ⅰ タービンミサイルの考慮

安全設計審査指針は，内部発生飛来物に対する設計上の考慮と
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して，安全機能を有する構築物，系統及び機器は，原子炉施設内

部で発生が想定される飛来物に対し，原子炉施設の安全性を損な

うことのない設計とすることを要求している〔乙９（１１ 。）〕

そこで，控訴人は，本件原子炉施設において，本件蒸気タービ

ンについて，この飛来物としてタービンミサイル（蒸気タービン

が通常運転時（本件蒸気タービンの場合，毎分１８００回転）よ

，りも異常に速く回転すること等によって，蒸気タービンが破損し

その破損片等が蒸気タービンの車室を破ってミサイルのように飛

び出す現象 ）を考慮し，以下のとおりタービンミサイル防止対策。

を講じるとともに，タービンミサイルが生じた場合の健全性評価

を行っている。

ⅱ タービンミサイル防止対策

本件原子炉施設では，タービン速度を計測する計測装置を設置

し，その信号をもとに本件蒸気タービンに流入する蒸気流量を調

整し，タービン速度を制御している。また，タービン速度が通常

運転時よりも異常に速くなった場合に本件蒸気タービンを安全に

停止させるための多重の過速度防止装置を設置している。過速度

防止装置のうち，非常調速機は，回転数が定格回転数の１．１１

倍を超える前に作動し，本件蒸気タービンへの蒸気流量を制御す

る弁である主蒸気止め弁，蒸気加減弁及び組合せ中間弁が閉止す

．る。さらに，非常調速機のバックアップとして定格回転数の約１

１２倍で同様に作動するバックアップ過速度トリップ装置を設け

ている。これら過速度防止装置の作動により，本件蒸気タービン

へ流れる蒸気を自動的に遮断し，本件蒸気タービンを自動的に停

止させることとしている 〔乙６（添８－６－４，１１，８－７－。

２９ 〕）
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ⅲ タービンミサイルが発生した場合の健全性評価

控訴人は，本件原子炉施設においてタービンミサイルが発生し

たことを想定して，以下のとおり，本件原子炉施設の健全性を評

価している〔乙６（添８－６－１１ 。）〕

控訴人は，安全機能を有する構築物，系統及び機器のうち，系

統の多重性，配置等を考慮して使用済燃料貯蔵プールを対象とし

たタービンミサイルの影響評価を実施した。その結果，本件蒸気

タービンの羽根及び軸継手については，タービン建屋を飛び出し

。たとしても使用済燃料貯蔵プールには到着しないとの結論を得た

また，ディスクについては，過去の事故例に基づいた破損発生率

を用いると，隣接するユニットからの寄与も含めて，ディスクミ

サイルが使用済燃料貯蔵プールへ衝突する確率は１×１０ /年-7

（１千万年に１回）以下であり，極めて小さい値であるとの結論

を得た。また，高圧タービン車軸及び発電機ロータは，仮に破損

したとしても，車室を貫通して外部に飛び出すことはないとの結

論を得た 〔乙６（添８－６－１１ 〕。 ）

(イ) タービン損傷事故

ａ 浜岡タービン損傷事故

(ａ) 浜岡原子力発電所５号機は，平成１８年６月１５日 「タービン，

振動過大」の警報を発報し，蒸気タービンが停止するとともに，全

制御棒が挿入されて原子炉が自動停止した。なお，原子炉建屋，タ

ービン建屋内における放射性物質放出等の異常はなく，外部への放

射能の影響は認められなかった 〔甲９７２，乙９８〕。

(ｂ) 中部電力は，原因調査のため同年６月１９日より蒸気タービン

内部の点検を実施し，同月２３日及び同月３０日，以下のとおり，

点検の結果を取りまとめた〔乙９９，乙１００ 。〕
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ⅰ 低圧タービン３台のうち１台について，第１２段の羽根１枚が

タービン軸から脱落し，蒸気タービン下部に落下していた。

ⅱ 当該段について，残りすべての羽根（１３９枚）を取り外して

目視で確認したところ，４６枚について，フォークの一部に折損

又はひび割れを確認した。

ⅲ さらに，他の低圧タービン１台について，第１２段の羽根のう

ち４枚を点検したところ，これらの羽根にもフォークの一部に折

損又はひび割れを確認した。

(ｃ) 中部電力は，平成１８年１０月，以上の点検，調査結果に基

づく原因及び再発防止対策を，以下のとおりとりまとめた〔甲９

７２ 。〕

ⅰ 原因の推定

中部電力は，浜岡原子力発電所５号機において，タービン軸振

動の挙動の確認，外観調査，第１２段動翼の抜き取り調査，損傷

部位の破面観察（顕微鏡を用いて，亀裂の破面の状況を観察する

こと ，材料調査，動翼・ロータの製作・組立調査，強度調査，。）

運転履歴調査，腐食環境による材料劣化の可能性調査，異物等に

よる動翼への衝突可能性調査，保守作業調査を行った結果，その

原因として，① ランダム振動（蒸気タービン内の蒸気流の乱れ

（大きな逆流や渦流）によって発生する蒸気の振動をいい，低負

荷時及び無負荷時に蒸気タービンに発生するもの ）及び② フラ。

ッシュバック（負荷遮断時等に蒸気タービンへの蒸気の流入が急

減することによって，蒸気タービン内部の圧力が低下し，それに

よって給水加熱器から蒸気タービンへ蒸気が逆流して給水加熱器

内の圧力が下がるため，給水加熱器内の水が減圧沸騰し，その際

発生した蒸気が給水加熱器から蒸気タービンへ高速で流入する現
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象 ）を推定した〔甲９７２（１ないし１５ 。。 ）〕

ⅱ 推定原因に係る詳細検討

中部電力は，前記二つの推定原因と運転履歴との比較検討，前

記二つの推定原因と振動応力の疲労評価，二つの推定原因の重畳

時の応力等について検討した結果，前記損傷の原因は，試運転中

の２０パーセント負荷遮断試験時にランダム振動及びフラッシュ

バックが重畳して発生した応力により，１２段動翼フォーク部に

亀裂が発生し，その後，無負荷及び低負荷運転中のランダム振動

応力と各負荷遮断試験等におけるフラッシュバックによる振動応

力により，亀裂が進展したことによるものである，と推定した

〔甲９７２（１５ないし２０ 。）〕

ⅲ 再発防止対策

(ⅰ) 長期的対策

中部電力は，浜岡原子力発電所５号機の３台の低圧タービン

について，新たに１２段動翼を製作し，交換することとした。

新しい動翼の設計に当たっては，① 動翼自体の振動の抑制

を考慮した構造を検討するとともに，② ランダム振動及びフ

ラッシュバックによる流れの不均一性について検証することと

した。

〔甲９７２（２１ 〕）

(ⅱ) 短期的対策

新しい動翼の設計・製作には，検証試験等を含め相当な期間

が見込まれることから，低圧タービン１２段の動翼及び隔板を

すべて取り外し，代わりに，他の発電所で実績のある圧力プレ

ートを設置し，運転を再開する〔甲９７２（２１，２２ 。）〕

ｂ 本件タービン損傷事故
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(ａ) 原子力安全・保安院は，平成１８年６月３０日，控訴人に対し

て，浜岡原子力発電所５号機と同型の蒸気タービンである本件蒸気

タービンのうち低圧タービンの第１２段の羽根車に属する羽根につ

いて点検を行うことを指示した〔乙１０１ 。〕

(ｂ) 控訴人は，前記指示を受け，平成１８年７月５日，本件原子炉

を停止し，同日から同年８月２日に掛けて，低圧タービン（Ａ ，）

（Ｂ）及び（Ｃ）の第１２段の羽根について，以下のとおり，点検

を実施した。なお，この際，外部への放射能の影響はなかった 〔乙。

１０２，１０３〕

控訴人は，① 外観目視点検，② 磁粉探傷試験（検査対象物に

磁気を作用させ，磁粉と呼ばれる磁性微粉末を散布すると欠陥のあ

る部分から表面に漏れ出してきた磁束に磁粉が吸い寄せられ指示模

様を形成することから，この指示模様を確認して傷を観察する試験

方法 ，③ 超音波探傷試験及び④ 浸透探傷試験（毛細管現象を。）

利用して，表面に開口している傷に浸透液を浸透させた後，現象液

で浸透液を表面に吸い出すことにより拡大された模様として傷を観

察する試験方法 ）を実施し，低圧タービン（Ａ （Ｂ）及び（Ｃ）。 ），

の第１２段の羽根８４０枚のうち２５８枚の羽根の動翼フォーク部

にひび割れ又は折損を確認した〔乙１０２ないし１０６ 。〕

控訴人は，平成１８年８月９日，前記結果を受けて，低圧タービ

ン（Ｃ）の高圧タービン側の第１２段以外の羽根及び車軸の点検を

開始したが，ひび割れ又は折損は認められなかった〔乙１０５，１

０６（添３ 。）〕

(ｃ) 控訴人は，以上の点検・調査結果に基づく原因及び再発防止対

策に係る報告書〔乙１０６。以下「本件タービン調査結果報告書」

という 〕を，以下のとおり取りまとめ，同年１０月２７日，原子力。
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安全・保安院に提出した〔乙１０７ 。〕

ⅰ 損傷の状況

１２段動翼フォーク部の損傷について，破面観察として，目視

による観察及び走査型電子顕微鏡（試料に電子ビームを当て，表

面から放出された二次電子を捉えてブラウン管上に表示する顕微

鏡 ）による観察とを実施した結果，１２段動翼フォーク部破面に。

高サイクル疲労亀裂特有のビーチマーク（疲労破壊した破面に観

察される亀裂の進展方向に対して垂直な曲線状のしま模様のこ

と ）及びストライエーション状模様（顕微鏡による観察において。

みられる破面に残る平行なしま状の模様のこと ）が確認されたこ。

とから，控訴人は，本件事象の要因は高サイクル疲労亀裂（金属

材料に応力が高サイクル（一般に１万回以上）で繰り返し加わっ

た場合に，材料の静的強度に比べて低い応力でも亀裂が発生する

こと ）と推定した〔乙１０６（１ないし３，１９，添３，４－①。

ないし③，５，６－①，② 。）〕

ⅱ 原因の推定

控訴人は，前記損傷の原因を探るために，材料調査，動翼及び

車軸の製作・組立調査，強度調査，運転履歴調査，腐食環境によ

る材料劣化の可能性調査並びに異物による動翼への衝突可能性調

査を行った結果，前記損傷の要因である高サイクル疲労亀裂の原

因として，① ランダム振動及び② フラッシュバックを推定し

た〔乙１０６（３ないし１０，２１，添７ないし４５ 。）〕

ⅲ 推定原因に係る詳細検討

控訴人は，前記二つの推定原因と運転履歴との比較検討，前記

二つの推定原因と振動応力の疲労評価，二つの推定原因の重畳の

，可能性，重畳時の応力について検討した結果，前記損傷の原因は
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試運転中の２０パーセント負荷遮断試験時にランダム振動及びフ

ラッシュバックが重畳して発生した応力に対して１２段動翼フォ

ーク部の強度が十分でなかったことにより，１２段動翼フォーク

部に亀裂が発生し，その後，無負荷及び低負荷運転中のランダム

振動応力と各負荷遮断試験等におけるフラッシュバックによる振

動応力により，亀裂が進展したことによるものである，と推定し

た〔乙１０６（３，１１ないし１５，添４６ないし５３ 。）〕

ⅳ 再発防止対策

(ⅰ) 長期的対策

控訴人は，本件原子炉施設の３台の低圧タービンについて，

新たに１２段動翼を製作し，交換することとした。

新しい動翼の設計に当たっては，① 動翼自体の振動の抑制

を考慮した構造を検討するとともに，② ランダム振動及びフ

ラッシュバックの発生を考慮し，発生する振動応力に十分耐え

得る設計とすることとした。

〔乙１０６（１６ 〕）

(ⅱ) 短期的対策

新しい動翼の設計・製作には，実証試験等を含め相当な期間

が見込まれることから，低圧タービン１２段の動翼及び静翼を

すべて取り外し，代わりに，他の発電所で実績のある整流板

（圧力プレート）を設置し，運転を再開する〔乙１０６（１

６ 。）〕

(ｄ) 原子力安全・保安院は，同年１１月６日，本件タービン調査結

果報告書の原因の推定及び再発防止対策の方向性は妥当であると評

価した〔乙１０８ 。〕

イ 判断
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前記アに認定のとおり，浜岡タービン損傷事故は，低圧タービン３台の

うちの１台の第１２段の羽根１４０枚のうち１枚の羽根がタービン軸から

脱落し，また，うち４６枚のフォークの一部に折損又はひび割れが生じて

いたというものであり，また，本件タービン損傷事故は，低圧タービン３

台の第１２段の羽根８４０枚のうち２５８枚の羽根の動翼フォーク部にひ

び割れ又は折損が生じていたというものである。前記ア(ア)ｃ及びｄで認

定のとおり，本件蒸気タービンは，放射性物質の漏えい防止対策が講じら

れるとともに，タービン速度やタービン軸振動等を測定する種々の計測装

置が設置され，これらの計測装置が異常を検知した場合には，蒸気流量を

制御する弁が自動的に閉止することにより本件蒸気タービン及び本件原子

炉が自動停止すると同時に，前記弁が閉止した場合に本件原子炉内の圧力

の急上昇を防止する設計となっている。そして，現に，前記ア(イ)ａ(ａ)

及び同ｂ(ｂ)認定のとおり，浜岡タービン損傷事故においては，タービン

振動の計測装置が働いて蒸気タービンが停止するとともに原子炉が自動停

止しており，浜岡タービン損傷事故及び本件タービン損傷事故においては，

外部への放射能漏れは生じなかった。

また，前記ア(イ)認定のとおり，中部電力及び控訴人は，それぞれ浜岡

タービン損傷事故及び本件タービン損傷事故において，詳細な点検，調査

を行い，その原因を，試運転中の２０パーセント負荷遮断試験時にランダ

ム振動及びフラッシュバックが重畳して発生した応力に対して１２段動翼

フォーク部の強度が十分でなかったことにより，１２段動翼フォーク部に

亀裂が発生し，その後，無負荷及び低負荷運転中のランダム振動応力と各

負荷遮断試験等におけるフラッシュバックによる振動応力により，亀裂が

，進展したことによるものであると推定するとともに，再発防止対策として

長期的には新たにランダム振動及びフラッシュバックによる振動応力に十

分耐え得る設計とすること，短期的には他の発電所で実績のある整流板
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（圧力プレート）を設置することとしており，原子力安全・保安院は，本

件タービン損傷事故に係る控訴人の前記原因及び再発防止対策に係る報告

を妥当であると評価している（なお，被控訴人らは，中部電力及び控訴人

の前記調査は，① タービンの羽根の形状及び車軸の傷の検討，② 熱流

動解析の信頼性，並びに，③ 整流板の安全性の検討，がいずれも不十分

である旨主張する。しかしながら，前記ア(イ)ａ(ｂ)及び(ｃ)，同ｂ(ｂ)

，及び(ｃ)で認定した事実，証拠〔甲９７２，乙１０６（７，２０，添３１

３２，５４－② ，乙１１３，乙１１４〕並びに弁論の全趣旨によれば，①）

控訴人は，前記調査に際し，実機大モデル回転試験及びＦＥＭ解析（物

体を有限の大きさに分割し，物体内部のいろいろな状態，例えば，力を加

えたときの変形の模様，歪の分布，応力の分布等をコンピュータで計算す

るもの ）を行っていること，車軸について，控訴人は外観目視点検，磁粉。

探傷試験，超音波探傷試験及び浸透探傷試験を，中部電力は外観調査を，

それぞれ実施していること，② 控訴人は，熱流動解析に際し，本件蒸気

タービンと同じ条件で解析を行っていること，並びに，③ 整流板は，原

子力発電所４例及び火力発電所４例で実績があるものであり，その安全性

についてコンピュータ解析を行っている上，浜岡原子力発電所５号機にお

いては実際に整流板を設置して原子炉の運転を異常なく行っていること，

が認められる。したがって，被控訴人らの前記主張にはいずれも理由がな

い 。。）

さらに，前記ア(ア)ｅ認定のとおり，控訴人は，本件蒸気タービンが破

損した場合の措置として，安全評価審査指針に基づき主蒸気管破断事故を，

安全設計審査指針に基づきタービンミサイルを，それぞれ想定して解析，

評価し，主蒸気管破断事故が発生した場合にも周辺の公衆に与える放射線

被ばくのリスクが十分に小さいものとの結論を得るとともに，タービン速

度を制御するなどのタービンミサイル防止対策を講じた上，タービンミサ
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イルが発生した場合においても，タービン建屋を飛び出した飛来物が使用

済燃料貯蔵プールへ衝突する確率は１千万年に１回以下であるとの結論を

得ている。

これに対して，被控訴人らは，本件蒸気タービンにおいて損傷事故が発

生した場合，制御棒挿入の失敗や遅れ，余熱除去の失敗，原子炉圧力の上

昇，冷却水の喪失等の重大な事故が発生する可能性がある旨主張するが，

単にその可能性を主張するのみで，どのような機序でこのような事態に至

るか具体的な可能性について主張していない。かえって，控訴人は，前記

第４「控訴人の安全確保対策」の３「事故防止に係る安全確保対策」(2)

「控訴人が行っている事故防止に係る安全確保対策」イ「異常拡大防止対

策」(ウ)「安全保護設備の設置」のとおり，本件原子炉施設に，外部電源

が喪失しても制御棒を挿入させる原子炉緊急停止系を，原子炉圧力容器内

の圧力が異常に上昇した場合に圧力を速やかに低下させる主蒸気系の逃し

安全弁を，それぞれ設けているし，同(3)「安全設計評価」イ「事故の想

定について」(ウ)「控訴人の解析結果」のとおり，原子炉冷却材の喪失，

制御棒落下等を想定して解析，評価し，このような事態が生じても，本件

原子炉の炉心が著しい損傷に至ることはなく，周辺の公衆に対し，著しい

放射線被ばくのリスクを与えないとの結論を得ている。

以上によれば，本件蒸気タービンにおいて損傷事故が発生したとしても，

これにより，放射線，放射性物質が外部へ排出され，被控訴人らが被ばく

する具体的危険性が存在するとは認められず，この点に関する被控訴人ら

の主張には理由がない。

５ 争点７（先行ＡＢＷＲの異常事象からみた本件原子炉施設の事故の危険性）

について

以下のとおり補正するほかは，原判決「事実及び理由」欄の第２章「当裁判

所の判断」第４「本件原子炉における事故の危険性の主張について」の４「先
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行ＡＲＷＲの異常事象からみた本件原子炉施設の事故の危険性の主張につい

て」の(2)「判断」に説示のとおりであるから，これを引用する。

（原判決の補正）

原判決６４頁１５行目から１６行目に掛けての「前記第３の２(2)オで認

定したとおり 」を「前記１「争点３（諸般の事情の総合考慮による差止め，

の可否）について」に判示のとおり 」と改める。，

６ 争点８（ＡＢＷＲの本質的危険性）について

(1) インターナルポンプの危険性について

ア インターナルポンプによる金属片発生・流入について

以下のとおり補正するほかは，原判決「事実及び理由」欄の第２章「当

裁判所の判断」第４「本件原子炉における事故の危険性の主張について」

の５「ＡＢＷＲの本質的危険性の主張について」(1)「インターナルポン

プの危険性の主張について」ア「インターナルポンプによる金属片発生・

流入について」の(ア)「前提事実」及び(ウ)「判断」に説示のとおりであ

るから，これを引用する。

（原判決の補正）

(ア) 原判決６４頁２６行目の「前記第１章の第２の２(4)イ，ウで認定

した事実」を「前記第２章「事案の概要」第２「前提事実」の４「原子

力発電の仕組み」の(2)及び(3)で認定した事実」と改める。

(イ) 原判決６５頁１４行目「甲２３３（８，９ 」を削除する。）

(ウ) 原判決６５頁１４行目から１５行目に掛けての「甲３７７（５９，

６０ 」を削除する。）

(エ) 原判決６５頁２５行目「甲８０（１，２ 」を「甲８０の１・２」）

と改める。

(オ) 原判決６５頁２５行目「甲２３２（５１，５２ 」を削除する。）

(カ) 原判決６５頁２６行目「甲２３３（２４ 」を削除する。）
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(キ) 原判決６６頁２３行目「これ対し」を「これに対し」と改める。

(ク) 原判決６７頁１４行目冒頭に「甲９４１ 」を加える。，

） 。(ケ) 原判決６７頁１５行目「５ 」の次に「，弁論の全趣旨」を加える

(コ) 原判決６７頁１８行目から１９行目に掛けての「東京電力柏原刈羽

原子力発電所」を「柏崎刈羽原発」と改める。

(サ) 原判決６７頁２６行目から６８頁１行目に掛けての「甲７４２（３

９頁 」を「甲７４２（３９ 」と改める。） ）

(シ) 原判決６８頁２行目「平成１４年３月には 」から同５行目「の傷，

が発見され 」までを削除する。，

(ス) 原判決６９頁１３行目「主因は 」を「原因は，水中軸受リングの，

すみ肉溶接部の溶込み不足と」

(セ) 原判決７０頁４行目「講じることが予定されている」を「講じてい

る」と改める。

(ソ) 原判決７０頁１３行目「定める予定であること」を「定めているこ

と」と改める。

(タ) 原判決７０頁１９行目「相当程度」を削除する。

イ インターナルポンプ停止に伴う炉内不安定性の増大について

以下のとおり補正するほかは，原判決「事実及び理由」欄の第２章「当

裁判所の判断」第４「本件原子炉における事故の危険性の主張について」

の５「ＡＢＷＲの本質的危険性の主張について」(1)「インターナルポン

プの危険性の主張について」イ「インターナルポンプ停止に伴う炉内不安

定性の増大について」(イ)「判断」に説示のとおりであるから，これを引

用する。

（原判決の補正）

(ア) 原判決７２頁１２行目冒頭から同１３行目「受電する 」までを。

「所内変圧器を通して受電する 」と改める。。
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(イ) 原判決７４頁１５行目「乙６」の前に「前記第４「控訴人の安全確

保対策」の３「事故防止に係る安全確保対策」(3)「安全設計評価」ア

「運転時の異常な過渡変化として想定される事象について」(ウ)「控訴

人の解析結果」ｂ(ａ)で認定した事実」を加える。

(ウ) 原判決７５頁２６行目「相当程度」を削除する。

ウ インターナルポンプケーシングの取付部の破損について

以下のとおり補正するほかは，原判決「事実及び理由」欄の第２章「当

裁判所の判断」第４「本件原子炉における事故の危険性の主張について」

の５「ＡＢＷＲの本質的危険性の主張について」(1)「インターナルポン

プの危険性の主張について」ウ「インターナルポンプケーシングの取付部

の破損について」(イ)「判断」に説示のとおりであるから，これを引用す

る。

（原判決の補正）

原判決７７頁８行目「実施する予定であること」を「実施しているこ

と」と改める。

エ 柏崎刈羽原発７号機インターナルポンプ停止事故の原因について

以下のとおり補正するほかは，原判決「事実及び理由」欄の第２章「当

裁判所の判断」第４「本件原子炉における事故の危険性の主張について」

の５「ＡＢＷＲの本質的危険性の主張について」(1)「インターナルポン

プの危険性の主張について」エ「柏崎刈羽原子力発電所７号機インターナ

ルポンプ停止事故の原因について」の(ア)「前提事実」及び(ウ)「判断」

に説示のとおりであるから，これを引用する。

（原判決の補正）

原判決７８頁１５行目「相当程度」を削除する。

(2) 改良型制御棒駆動機構の危険性について

以下のとおり補正するほかは，原判決「事実及び理由」欄の第２章「当裁
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判所の判断」第４「本件原子炉における事故の危険性の主張について」の５

「ＡＢＷＲの本質的危険性の主張について」(2)「改良型制御棒駆動機構の

危険性の主張について」のア「前提事実」及びウ「判断」に説示のとおりで

あるから，これを引用する。

（原判決の補正）

ア 原判決７８頁１９行目冒頭に「前記第２章「事案の概要」の第２「前提

事実」の５「本件原子炉施設の構造等」(1)「原子炉本体」ウ「制御材」

で認定した事実」を加える。

イ 原判決７９頁３行目「乙８（」の次に「１５ 」を加える。，

ウ 原判決７９頁１２行目「乙８（１６ 」の次に「乙３１」を加える。）

エ 原判決７９頁２２行目「前記第１章第２の２(4)ウ」を「前記第２章

「事案の概要」第２「前提事実」の４「原子力発電の仕組み」(3)及び同

５「本件原子炉施設の構造等」(1)「原子炉本体」ウ「制御材 」と改め」

る。

オ 原判決８０頁６行目「相当程度」を削除する。

(3) 縮小されたＥＣＣＳの問題点について

以下のとおり補正するほかは，原判決「事実及び理由」欄の第２章「当裁

判所の判断」第４「本件原子炉における事故の危険性の主張について」の５

「ＡＢＷＲの本質的危険性の主張について」(3)「縮小されたＥＣＣＳの問

題点の主張について」のア「前提事実」及びウ「判断」に説示のとおりであ

るから，これを引用する。

（原判決の補正）

ア 原判決８０頁９行目冒頭に「前記第４「控訴人の安全確保対策」の３

「事故防止に係る安全確保対策」(2)「控訴人が行っている事故防止に係

る安全確保対策」ウ「放射性物質異常放出防止対策」(イ)「ＥＣＣＳ（非

常用炉心冷却系 」及び同(3)「安全設計評価」イ「事故の想定につい）
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て」(ウ)「控訴人の解析結果」ａ(ａ)で認定した事実 」を加える。，

イ 原判決８０頁２３行目「原子力安全委員会の」から同２５行目「員会決

定 」までを「ＥＣＣＳ性能評価指針」と改める。）

ウ 原判決８１頁７行目「２４３ 」の次に「，乙３１（６３ 」を加える。） ）

エ 原判決８２頁７行目末尾「甲」の前に「前記第４「控訴人の安全確保対

策」の３「事故防止に係る安全確保対策」(2)「控訴人が行っている事故

防止に係る安全確保対策」ウ「放射性物質異常放出防止対策」(イ)「ＥＣ

ＣＳ（非常用炉心冷却系 」で認定した事実 」を加える。） ，

オ 原判決８２頁１６行目「乙６」の前に「前記第４「控訴人の安全確保対

策」の３「事故防止に係る安全確保対策」(3)「安全設計評価」イ「事故

の想定について」(ウ)「控訴人の解析結果」ａ(ａ)で認定した事実 」を，

加える。

カ 原判決８３頁２１行目「前記(1)ウ(イ)」を「前記(1)「インターナルポ

ンプの危険性について」ウ「インターナルポンプケーシングの取付部の破

損について 」と改める。」

キ 原判決８４頁５行目「②１５」の前に「２３ 」を加える。，

ク 原判決８４頁２１行目「相当程度」を削除する。

(4) ＡＢＷＲの経済性優先性について

ア 定期検査短縮の問題について

以下のとおり補正するほかは，原判決「事実及び理由」欄の第２章「当

裁判所の判断」第４「本件原子炉における事故の危険性の主張について」

の５「ＡＢＷＲの本質的危険性の主張について」(4)「ＡＢＷＲは経済性

優先の原子炉であるとの主張について」ア「定期検査の短縮の問題につい

て」の(ア)「前提事実」及び(ウ)「判断」に説示のとおりであるから，こ

れを引用する。

（原判決の補正）
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原判決８５頁２０行目「甲７４８（６ 」を「甲７４８（９ないし１）

１ 」と改める。）

イ 高燃焼度燃料の採用及び「燃料被覆管の健全性確保」の虚構性について

以下のとおり補正するほかは，原判決「事実及び理由」欄の第２章「当

裁判所の判断」第４「本件原子炉における事故の危険性の主張について」

の５「ＡＢＷＲの本質的危険性の主張について」(4)「ＡＢＷＲは経済性

優先の原子炉であるとの主張について」イ「高燃焼度燃料の採用及び「燃

料被覆管の健全性確保」の虚構性について」の(ア)「前提事実」及び(ウ)

「判断」に説示のとおりであるから，これを引用する。

（原判決の補正）

(ア) 原判決８６頁２１行目「甲８０４」の次に「 １２ないし１４ 」（ ）

を加える。

(イ) 原判決８８頁２１行目「しかしながら 」の次に「前記第４の３，

(2)ア(ウ)で認定した事実 」を加える。，

(ウ) 原判決８８頁２１行目「乙６（添」の次に「８－１－６，４１，８

－３－５，６ 」を加える。，

(エ) 原判決８８頁２２行目「８－３－６７ないし７３ 」の次に「８－，

４－１８ないし２２ 」を加える。，

(オ) 原判決８８頁２２行目「８－４－６３」の次に「，８－６－２，

３」を加える。

(カ) 原判決９０頁８行目「相当程度」を削除する。

７ 争点９（安全システムの虚構性）について

(1) 原子炉の固有の安全性，自己制御性の不完全性について

以下のとおり補正するほかは，原判決「事実及び理由」欄の第２章「当裁

判所の判断」第４「本件原子炉における事故の危険性の主張について」の６

「安全システムの虚構性の主張について」(1)「原子炉の固有の安全性，事
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故制御性の不完全性について」のア「前提事実」及びウ「判断」に説示のと

おりであるから，これを引用する。

（原判決の補正）

ア 原判決９０頁１３行目「前記第１章の第２の２(4)で認定した事実」を

「前記第２章「事案の概要」第２「前提事実」の４「原子力発電の仕組

み」で認定した事実」に改める。

イ 原判決９１頁４行目「９２ないし９４」を「９１ないし９４」と改める。

ウ 原判決９１頁４行目から５行目に掛けての「甲６３６の１（３，５ 」）

を「甲６３６の１（３ないし７ 」と改める。）

エ 原判決９１頁５行目「３２，３３」を「３１ないし３３」と改める。

オ 原判決９２頁１２行目「相当程度」を削除する。

(2) 安全性システムの虚構性について

以下のとおり補正するほかは，原判決「事実及び理由」欄の第２章「当裁

判所の判断」第４「本件原子炉における事故の危険性の主張について」の６

「安全システムの虚構性の主張について」(2)「安全性システムの虚構性の

主張について」イ「判断」に説示のとおりであるから，これを引用する。

（原判決の補正）

ア 原判決９３頁１６行目「そうすると 」から１９行目末尾までを削除す，

る。

イ 原判決９４頁５行目「前記(1)ウ(イ)」を「前記(1)」と改める。

(3) 「異常発生防止対策」の虚構性について

ア 原子炉出力の異常発生の危険性について

以下のとおり補正するほかは，原判決「事実及び理由」欄の第２章「当

裁判所の判断」第４「本件原子炉における事故の危険性の主張について」

の６「安全システムの虚構性の主張について」(3)「 異常発生防止対「

策」の虚構性の主張について」ア「原子炉出力の異常発生の危険性につい
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て」の(ア)「前提事実」及び(ウ)「判断」に説示のとおりであるから，こ

れを引用する。

（原判決の補正）

(ア) 原判決９６頁２４行目「８頁 」を「８ 」と改める。） ）

(イ) 原判決９７頁２３行目「３２頁」を「３２ 」と改める。）

(ウ) 原判決９９頁３行目「起動操作すると」を「インターナルポンプを

起動操作すると」と改める。

(エ) 原判決９９頁１７行目から１８行目に掛けての「安定性制御曲線」

を「安定性制限曲線」と改める。

(オ) 原判決１００頁２行目「前記５(1)イ(イ)ａ」を「前記６「争点８

（ＡＢＷＲの本質的危険性）について」(1)「インターナルポンプの危

険性について」イ「インターナルポンプ停止に伴う炉内不安定性の増大

について 」と改める。」

(カ) 原判決１００頁２３行目から２４行目に掛けての「相当程度」を削

除する。

イ 原子炉圧力・原子炉水位の異常発生の危険性について

以下のとおり補正するほかは，原判決「事実及び理由」欄の第２章「当

裁判所の判断」第４「本件原子炉における事故の危険性の主張について」

の６「安全システムの虚構性の主張について」(3)「 異常発生防止対「

策」の虚構性の主張について」イ「原子炉圧力・原子炉水位の異常発生の

危険性について」(イ)「判断」に説示のとおりであるから，これを引用す

る。

（原判決の補正）

原判決１０１頁８行目から９行目に掛けての「主蒸気管隔離弁」を「主

蒸気隔離弁」と改める。

ウ 監視制御について
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原判決「事実及び理由」欄の第２章「当裁判所の判断」第４「本件原子

炉における事故の危険性の主張について」の６「安全システムの虚構性の

主張について」(3)「 異常発生防止対策」の虚構性の主張について」ウ「

「監視制御」(イ)「判断」に説示のとおりであるから，これを引用する。

エ 保守管理について

以下のとおり補正するほかは，原判決「事実及び理由」欄の第２章「当

裁判所の判断」第４「本件原子炉における事故の危険性の主張について」

の６「安全システムの虚構性の主張について」(3)「 異常発生防止対「

策」の虚構性の主張について」エ「保守管理について」(イ)「判断」に説

示のとおりであるから，これを引用する。

（原判決の補正）

原判決１０３頁１４行目「原告が」を「被控訴人らが」と改める。

(4) 「異常拡大防止対策」の虚構性について

ア 異常発生の検知の不十分性について

原判決「事実及び理由」欄の第２章「当裁判所の判断」第４「本件原子

炉における事故の危険性の主張について」の６「安全システムの虚構性の

主張について」(4)「 異常拡大防止対策」の虚構性の主張について」ア「

「異常発生の検知の不十分性について」(イ)「判断」に説示のとおりであ

るから，これを引用する。

イ 安全保護設備の不十分性について

以下のとおり補正するほかは，原判決「事実及び理由」欄の第２章「当

裁判所の判断」第４「本件原子炉における事故の危険性の主張について」

の６「安全システムの虚構性の主張について」(4)「 異常拡大防止対「

策」の虚構性の主張について」イ「安全保護設備の不十分性について」

(イ)「判断」に説示のとおりであるから，これを引用する。

（原判決の補正）
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(ア) 原判決１０５頁８行目「前記５(2)ウ」を「前記６「争点８（ＡＢ

ＷＲの本質的危険性）について」(2)「改良型制御棒駆動機構の危険性

について 」と改める。」

(イ) 原判決１０５頁１１行目「相当程度」を削除する。

(ウ) 原判決１０５頁１２行目「前記５(3)ウ」を「前記６「争点８（Ａ

ＢＷＲの本質的危険性）について」(3)「縮小されたＥＣＣＳの問題点

について 」と改める。」

(エ) 原判決１０５頁２４行目「相当程度」を削除する。

ウ 安全保護設備等の異常事象における総合的な妥当性の解析評価の問題点

について

以下のとおり補正するほかは，原判決「事実及び理由」欄の第２章「当

裁判所の判断」第４「本件原子炉における事故の危険性の主張について」

の６「安全システムの虚構性の主張について」(4)「 異常拡大防止対「

策」の虚構性の主張について」ウ「安全保護設備等の異常事象における総

合的な妥当性の解析評価の問題点について」(イ)「判断」に説示のとおり

であるから，これを引用する。

（原判決の補正）

(ア) 原判決１０７頁２行目「前記第２の２(1)」を「前記第２「争点２

（ 具体的危険」の主張立証責任等）について 」と改める。「 」

(イ) 原判決１０７頁９行目「相当程度」を削除する。

(ウ) 原判決１０７頁１０行目「前記５(2)ウ」を「前記６「争点８（Ａ

ＢＷＲの本質的危険性）について」(2)「改良型制御棒駆動機構の危険

性について 」と改める。」

(エ) 原判決１０７頁１２行目「相当程度」を削除する。

(オ) 原判決１０７頁１２行目から１３行目に掛けての「前記５(3)ウ」

を「前記６「争点８（ＡＢＷＲの本質的危険性）について」(3)「縮小
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されたＥＣＣＳの問題点について 」と改める。」

(カ) 原判決１０７頁１４行目「相当程度」を削除する。

(キ) 原判決１０７頁１５行目「６(3)ア(ウ)」を「前記７「争点９（安

全システムの虚構性）について」(3)「 異常発生防止対策」の虚構性「

について」ア「原子炉出力の異常発生の危険性について 」と改める。」

(ク) 原判決１０８頁１０行目「前記５(2)ア」を「前記６「争点８（Ａ

ＢＷＲの本質的危険性）について」(2)「改良型制御棒駆動機構の危険

性について 」と改める。」

(ケ) 原判決１０８頁１６行目「前記５(1)ア(ア)ｂ，同(ウ)」を「前記

６「争点８（ＡＢＷＲの本質的危険性）について」(1)「インターナル

ポンプの危険性について」ア「インターナルポンプによる金属片発生・

流入について 」と改める。」

(コ) 原判決１０９頁１行目「甲６３６の１」の次に「 １６，１７ 」（ ）

を加える。

(サ) 原判決１０９頁９行目「前記第４の１(3)イ」を「前記２「争点４

（原発事故の蓋然性からみた危険性）について 」と改める。」

(5) 「放射性物質放出防止対策」の虚構性について

ア ＥＣＣＳの有効性欠如について

以下のとおり補正するほかは，原判決「事実及び理由」欄の第２章「当

裁判所の判断」第４「本件原子炉における事故の危険性の主張について」

の６「安全システムの虚構性の主張について」(5)「 放射性物質異常放「

出防止対策」の虚構性の主張について」ア「ＥＣＣＳの有効性欠如につい

て」(イ)「判断」に説示のとおりであるから，これを引用する。

（原判決の補正）

原判決１１１頁１４行目「相当程度」を削除する。

イ 原子炉格納容器（及びその附属設備）の脆弱性について
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以下のとおり補正するほかは，原判決「事実及び理由」欄の第２章「当

裁判所の判断」第４「本件原子炉における事故の危険性の主張について」

の６「安全システムの虚構性の主張について」(5)「 放射性物質異常放「

出防止対策」の虚構性の主張について」イ「原子炉格納容器（及びその付

属設備）の脆弱性について」(イ)「判断」に説示のとおりであるから，こ

れを引用する。

（原判決の補正）

原判決１１２頁１行目「相当程度」を削除する。

８ 争点10（安全審査の無効性）について

前記第４「控訴人の安全確保対策」に判示したとおり，控訴人の主張立証を

検討した結果，本件原子炉施設の設置，設計及び運転は審査指針等の定める安

全上の基準を満たしていると判断しているものであり，単に国の安全審査を経

ていることをもって，本件原子炉施設の設置，設計及び運転が審査指針等の定

める安全上の基準を満たしているものと判断しているものではないから，この

点に関する被控訴人らの主張には理由がない。

９ 争点11（ＭＯＸ利用の危険性）について

以下のとおり補正するほか，原判決「事実及び理由」欄の第２章「当裁判所

の判断」第４「本件原子炉における事故の危険性の主張について」の７「ＭＯ

Ｘ利用の危険性について」の(1)「前提事実」及び(3)「判断」に説示のとおり

であるから，これを引用する。

（原判決の補正）

原判決１１３頁２５行目「平成１７年１０月３日」を「平成２０年１０月２

７日」と改める。

10 争点12（事故被害の甚大性）について

前記第２「争点２（ 具体的危険」の主張立証責任等）について」において「

判示したとおり，原子力発電所は危険なものであり，その安全性は，厳しく審
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査する必要があるが，他方，原子力発電所のような科学技術を利用した施設に

おいては 「絶対的安全性」を想定することはできず，その「安全性」は，放，

射線，放射性物質の環境への排出を可及的に少なくし，これによる災害発生の

危険性を社会通念上無視し得る程度に小さなものに保つことを意味するもので

あるから，その事故被害の甚大性を理由に，直ちに「安全性」を有しないもの

と結論づけることはできない。したがって，この点に関する被控訴人らの主張

には理由がない。

11 争点13（防災体制の不備）について

前記第４「控訴人の安全確保対策」の３「事故防止に係る安全確保対策」に

おいて認定したとおり，控訴人は，本件原子炉について，異常発生防止対策，

異常拡大防止対策及び放射性物質異常放出防止対策の事故防止に係る安全確保

対策を講じているところ，被控訴人らは，前記争点においては，本件原子炉施

設の防災体制の不備を主張するのみであり，いかなる機序で本件原子炉の外部

へ放射線，放射性物質が排出され，被控訴人らが被ばくする可能性があるかに

ついて具体的に主張立証していないから，この点に関する被控訴人らの主張に

は理由がない。

12 争点14（地震・耐震設計の不備）について

(1) 時機に後れた攻撃防御方法の主張について

本件訴訟は，本件原子炉の危険性を理由に，人格権に基づき，その運転差

止を求めるものであるところ，前記第２「争点２（ 具体的危険性」の主張「

立証責任等）について」に判示のとおり，原子力発電所のように，科学技術

を利用した施設においては，絶対的に災害発生の危険性がないという「絶対

的安全性」を想定することはできないから，その運転差止の根拠となる危険

性とは，放射線，放射性物質の環境への排出を可及的に少なくし，これによ

る災害の危険性を社会通念上無視し得る程度に小さなものに保つという「相

対的安全性」を欠くことを意味するものというべきである。そうすると，そ
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の危険性（安全性）の評価基準は，科学技術の進歩等並びにこれに基づく立

地条件等の確認状況及び施設の機能・性能等により変動することになる。

本件においては，前記第４「控訴人の安全確保対策」の１「立地条件に係

る安全確保対策」(2)「地震に係る安全確保対策」のウ「新耐震指針の概

要 ，エ「バックチェックルール」及びカ「本件原子炉施設の新耐震指針及」

びバックチェックルール適合性」に判示のとおり，原判決言渡し後の平成１

８年９月に，地震学及び地震工学に関する新しい知見並びに原子炉施設の耐

震設計技術の改良及び進歩を反映させた新耐震指針が策定され，原子力安全

・保安院は，同月２０日，控訴人ら原子力事業者に対して新耐震指針に照ら

してバックチェックを行うように指示した。また，この間，前記第４「控訴

人の安全確保対策」の１「立地条件に係る安全確保対策」(2)「地震に係る

安全確保対策」オ「本件原子炉施設の耐震安全性評価」(エ)「本件原子炉施

設の耐震安全性評価」並びに後記(8)「能登半島地震について」及び同(9)

「新潟県中越沖地震について」に判示するとおり，平成１９年３月２５日に

能登半島地震が，同年７月１６日に新潟県中越沖地震が発生し，一方，控訴

人は，前記新耐震指針等を受けて，平成１８年１１月以降，本件原子炉施設

の一部の施設につき耐震裕度向上工事を行ってきた。そして，控訴人は，原

子力安全・保安院の前記指示に基づき，前記状況及び科学技術の知見・進歩

を踏まえた上で，各種調査（地質調査，過去の地震の調査等）及び施設の耐

震安全性評価を行い，平成２０年３月，原子力安全・保安院に対して，前記

バックチェックの結果を本件中間報告書にまとめて報告し，同月２４日，当

審第６回口頭弁論期日において，新耐震指針及び前記バックチェックの結果

に基づく主張をしている（当裁判所に顕著な事実）のであって，以上の経過

及び控訴人の調査・検討の内容等に照らすと，控訴人に前記主張をより早期

に提出することを期待することはできなかったと解するのが相当であるから，

控訴人の前記主張は，時機に後れた攻撃防御方法ということはできない。し
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たがって，この点に関する被控訴人らの主張は採用することはできない。

(2) 震源を特定せず策定する地震動について

ア 地表地震断層が出現せずに発生する地震の規模について

被控訴人らは，マグニチュード７．３以下の地震では地表地震断層が出

現しないことが多いというのが最新の知見であり，この知見は，分科会で

も承認されており，現に地表地震断層が明瞭に現れずにマグニチュード７．

３の規模で発生した地震として兵庫県南部地震及び鳥取県西部地震が存在

するところ，控訴人は，このような知見，地震を考慮せずに，新耐震指針

， ．に基づき 「震源を特定せず策定する地震動」として，マグニチュード６

８を想定すれば足りるとしているから不当である旨主張するので以下に検

討する。

） ，証拠〔甲１２４９，甲１２５０，甲１３０３（２１，２２ ，乙１５３

乙１５５〕によれば，① 平成１４年６月１２日に開催された中央防災会

議「東南海，南海地震等に関する専門調査会（以下「東南海地震等に関す

る調査会」という ）第５回会議において配布された中央防災会議事務局。

「内陸部の地震による工学基盤の揺れの強さの考え方」には 「マグニチ，

ュード７．３以下の地震は，必ずしも既知の活断層で発生した地震である

とは限らないことがわかる。したがって，内陸部で発生する被害地震のう

ち，マグニチュード７．３以下の地震は，活断層が地表に見られていない

潜在的な断層によるものも少なくないことから，どこででもこのような規

模の被害地震が発生する可能性があると考えられる 」との記載があるこ。

と，② 産総研活断層研究センター遠田晋次「地表地震断層出現率の再検

討－いわゆる「未知の活断層」評価の重要性－」は 「地表地震断層から，

地震発生事象を推定すると，マグニチュード７．０以上で出現率は４４パ

ーセントとなり，２個に１個もの見落としを生じる。したがって，活断層

が未発見の地域でも現実問題としてマグニチュード７．０前後までの内陸
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地震を考慮しなければならない」としていること，③ 平成１７年４月２

２日に開催された第１７回分科会において，石橋克彦委員が「一概にマグ

」，ニチュード６．８を超えれば地表地震断層が必ず出現するとは言えない

「マグニチュード７．３程度までの内陸地震はどこでも起こり得ると考え

た方がいい」と発言したこと，が認められる。

しかしながら，前記①については，証拠〔乙１５４〕及び弁論の全趣旨

によれば，平成１６年１１月２６日開催された第１７回東南海地震等に関

する調査会において，中部圏，近畿圏（中京大都市圏，京阪神大都市圏並

びに津市，豊橋市及び和歌山市の範囲）に影響を与える地震の想定につき，

「活断層が地表で認められない地震規模の上限については，防災上の観点

から，マグニチュード６台の最大であるマグニチュード６．９の地震を想

定する 」との整理がなされており，マグニチュード７．３以下の地震は。

地表地震断層がなくてもどこでも発生する可能性があるという前記知見は，

同調査委員会における検討の結果，結局採用されなかったことが認められ

る。また，前記②については，証拠〔乙１５５〕によれば，ここにいう出

現率は，震源断層と地表地震断層の長さが対応する場合に限った比率であ

り，しかも，原子力発電所の建設等を目的として実際に活断層や地表断層

等の調査を行った場合を前提とするものでないことが認められる。したが

って，本件原子炉施設の震源を特定せず策定する地震動の策定に際し，前

記②の見解を採用して，地震の規模の上限を定めるのが相当であるという

ことはできない。前記③については，前記第４「控訴人の安全確保対策」

の１「立地条件に係る安全確保対策」(2)「地震に係る安全確保対策」ウ

「新耐震指針の概要」に認定のとおり，新耐震指針は，地質学，地震学，

地震工学等の専門家により構成された分科会での４年１０か月に及ぶ調査

審議の結果 「震源を特定せず策定する地震動は，震源と活断層を関連付，

けることが困難な過去の内陸地殻内の地震について得られた震源近傍にお
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ける観測記録を収集し，これらを基に敷地の地盤物性を加味した応答スペ

クトルを設定する」旨定めているから，分科会において前記石橋委員のよ

うな発言があったことをもっては，最新の知見においてマグニチュード７．

３以下の地震では地表地震断層が出現しないことが多いとされていること

にはならない。

また，被控訴人らは，地表地震断層が明瞭に現れずに発生した地震とし

てマグニチュード７．３の兵庫県南部地震及び鳥取県西部地震を挙げる。

） ，しかしながら，証拠〔甲７７７，甲１３００，甲１３０３（９ ，乙２３

乙５２〕によれば，兵庫県南部地震は，既知の断層である六甲・淡路断層

帯の一部を震源として発生したものであること，鳥取県西部地震は，同地

震前に撮影された空中写真の判読によりリニアメントの判読が可能であっ

たとされており，いずれも既知の活断層から発生した地震であると認めら

れるから，これらの地震をもって，地表地震断層が明瞭に現れずにマグニ

チュード７．３の規模の地震が発生するということはできない。

そして，他に，最新の知見ではマグニチュード７．３以下の地震では地

表地震断層が出現しないことが多いとされていると認めるに足りる証拠は

存在せず，被控訴人らの前記主張は採用できない。

イ 加藤スペクトルについて

被控訴人らは，震源を特定せず策定する地震動として加藤スペクトルが

用いられているが，その信頼性が全く検証されていない旨主張するので検

討する。

前記第４「控訴人の安全確保対策」の１「立地条件に係る安全確保対

策」(2)「地震に係る安全確保対策」オ「本件原子炉施設の耐震安全性評

価」(ウ)「新耐震指針及びバックチェックルールに基づく基準地震動Ｓｓ

の策定」ｂ「震源を特定せず策定する地震動」に判示のとおり，加藤スペ

クトルは，ＪＥＡＧ（２００７）が震源を特定せず策定する地震動の策定
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方法の一例として挙げている手法である上，控訴人は，加藤スペクトルを

用いるに際し，地域性に関する知見及び確率論的評価に基づいて検討を実

施し，適用する妥当性を有するものとの結論を得ている。また，証拠〔乙

１４６（１１ 〕によれば，溝上恵東京大学名誉教授（元同大学地震研究）

所教授）は，その「鑑定書」と題する書面（以下「溝上鑑定意見書」とい

う ）において 「加藤スペクトルはデータ数が少ない等の問題があるた。 ，

め，無条件でどこにでも適用できるというものではない」旨指摘した上で，

本件原子炉施設での適用の妥当性を検証した結果 「加藤スペクトルによ，

る地震動は，① マグニチュード６．８までの規模の地震観測記録を取り

込んだものであり，本件敷地における震源を特定せず策定する地震動の地

震の上限規模(マグニチュード６．８)の記録が考慮されていること，②

能登半島地震(マグニチュード６．９)による本件敷地での比較的震源近傍

の観測記録を概ね上回っており，かつ敷地の地盤物性が反映されたもので

あることが認められることから，本件原子炉施設の震源を特定せず策定す

る地震動として適用できるもの」であるとして，その妥当性を肯定してい

ることが認められる。

以上に加えて，被控訴人らは，加藤スペクトルが信頼性を有しないこと

について何ら具体的に主張していないことを考え併せれば，加藤スペクト

ルに関する被控訴人らの前記主張は採用できない。

ウ 松田教授「最大地震規模による日本列島の地震分帯図」について

被控訴人らは，松田教授が「最大地震規模による日本列島の地震分帯

図」において，北陸帯における最大期待地震規模をマグニチュード７と１

／２としていることから，震源を特定せず策定する地震動としてマグニチ

ュード７．３を想定すべきである旨主張する。しかしながら，証拠〔甲１

２４１（３００ 〕によれば，松田教授が最大期待地震規模をマグニチュ）

ード７と１／２とする根拠は，既知の活断層である邑知潟断層帯，金沢平
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野東縁断層帯及び過去の地震である１７２９年能登半島地震であることが

認められるから，震源を特定せず策定する地震動において，前記松田教授

の文献を考慮することはできず，被控訴人らの前記主張には理由がない。

エ 能登半島地震の結果の考慮等について

被控訴人らは，震源を特定せず策定する地震動の応答スペクトルの妥当

性の確認に際し，能登半島地震の結果を考慮していないから妥当でない旨

主張する。しかしながら，前記第４「控訴人の安全確保対策」の１「立地

条件に係る安全確保対策」(2)「地震に係る安全確保対策」オ「本件原子

炉施設の耐震安全性評価」(ウ)「新耐震指針及びバックチェックルールに

基づく基準地震動Ｓｓの策定」のａ「敷地ごとに震源を特定して策定する

地震動」(ｆ)「応答スペクトルに基づく地震動評価」及びｃ「基準地震動

Ｓｓの策定」(ａ)「応答スペクトルに基づく手法による基準地震動Ｓｓの

策定」に判示のとおり，控訴人は，能登半島地震による実際の観測記録を

再現した能登半島地震のシミュレーション解析を実施し，このシミュレー

ション解析の結果を基に，応答スペクトルに基づく地震動評価を行い，こ

の地震動評価と比較して，震源を特定せず策定する地震動の応答スペクト

ルの妥当性を確認しているから，被控訴人らの前記主張は採用できない。

また，被控訴人らは，現実の地震が原子力発電所の耐震設計で計算され

た地震動を大きく超える影響を与えた事実は，兵庫県南部地震，２００５

年宮城県南部地震，能登半島地震及び新潟県中越沖地震で明らかになって

いる旨主張する。しかしながら，仮に現実の地震が原子力発電所の耐震設

計で計算された地震動を大きく超える影響を与えた事実が存在したとして

も，これらの事実から直ちに本件原子炉施設において震源を特定せず策定

する地震動としてマグニチュード６．８を想定したことの相当性が左右さ

れるとはいえない。

オ 結論
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以上のほか，弁論の全趣旨によれば，東南海地震等に関する調査会が検

討対象としている中部圏，近畿圏は，東海地震など大きな地震の発生が予

想される地域であることが認められるから，この地域で防災上の観点から

マグニチュード６．９を想定していることから直ちに本件原子炉施設にお

いてもマグニチュード６．９を想定するのが相当であるとはいえないこと，

並びに，証拠〔乙１３６（１５７ ，乙１４６（９ 〕によれば，地震調） ）

査委員会は 「確率論的地震動予測地図の説明」の中で，活断層が特定され，

ていない場所で発生する地震の規模として，本件原発が存在する領域につ

きマグニチュード６．８としていること，及び，溝上鑑定意見書は 「能，

登半島の地形・地質構造と地震活動性から見て，本件原子炉施設での震源

を特定せず策定する地震動の地震の上限規模はマグニチュード６．８を超

えることはない」としていることが認められること，以上の諸点を考え併

せれば，控訴人が，新耐震指針及びバックチェックに基づき本件原子炉施

設において「震源を特定せず策定する地震動」として，マグニチュード６．

８を想定すべきとしたことは妥当というべきであり，この点に関する被控

訴人らの主張には理由がない。

(3) 邑知潟断層帯等の評価について

ア 考慮すべき活断層の範囲について

被控訴人らは，考慮すべき活断層の範囲を１２ないし１３万年前以降に

活動したものに限定した根拠が明らかでない旨主張する。しかしながら，

前記第２「争点２（ 具体的危険」の主張立証責任等 」において判示の「 ）

とおり，原子炉施設の具体的危険性（安全性）は 「放射線，放射性物質，

の環境への排出を可及的に少なくし，これによる災害発生の危険性を社会

通念上無視し得る程度に小さなものに保っているか否か」の見地により判

断するものであるから，考慮すべき活断層の範囲も，必ずしも学術上の活

断層の定義による必要はなく，それが前記具体的危険性（安全性）を判断
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するために相当性，合理性を有するか否かの見地から判断すべきである。

そして，前記第４「控訴人の安全確保対策」の１「立地条件に係る安全確

保対策」(2)「地震に係る安全確保対策」ウ「新耐震指針の概要」に認定

のとおり，新耐震指針は，地質学，地震学，地震工学等の専門家により構

成された分科会での４年１０か月に及ぶ調査審議の結果，活断層を「最近

の地質時代に繰り返し活動し，将来も活動する可能性のある断層」と定義

した上で，耐震設計上考慮すべき活断層について，後期更新世以降の活動

が否定できないものとし，その認定に際しては，最終間氷期の地層の活動

の有無によることができるとしており，控訴人は，この新耐震指針に従っ

て，考慮すべき活断層の範囲を１２ないし１３万年前以降に活動したもの

と限定したのであるから 「新編日本の活断層」が２００万年前以降に活動，

したものを活断層と定義していたり，地震調査委員会が約２００万年前以

降に活動したものを考慮すべきとしていることをもって，控訴人の前記活

断層の範囲の限定が根拠に基づかない不当なものということはできない。

また，被控訴人らは，控訴人の前記活断層の範囲の限定が不当である理由

として，四川大地震を引き起こした断層も１２ないし１３万年前より以前

に活動していたものである旨主張する。しかしながら，証拠〔乙１７３

（２，３ 〕によれば，産総研活断層研究センターは，四川大地震は，後期）

更新世以降も活動しており，かつ，従前より活動の可能性が指摘されてい

，た龍門山断層で発生した地震であると報告していることが認められるから

四川大地震に関する被控訴人らの主張には理由がない。

以上によれば，考慮すべき活断層の範囲に関する被控訴人らの主張には

理由がない。

イ 坪山－八野断層について

控訴人は，坪山－八野断層につき，邑知潟南縁断層帯とは別の断層帯と

して評価しているところ，被控訴人らは，松田の基準によれば，坪山－八
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野断層と他の断層は５キロメートル以内に存在するから，邑知潟断層帯は，

坪山－八野断層も含めて全長４４キロメートルのものとして考慮すべきで

ある旨主張するので以下に検討する。

証拠〔甲１２４１（２８９，２９２ 〕によれば，松田の基準は，①）

走向方向に５キロメートル以内の分布間隔をもってほぼ一線に並ぶほぼ同

じ走向の複数の断層，② ５キロメートル以内の相互間隔をもって並走す

る幅５キロメートル以内の断層群，③ その断層線の中点の位置が主断層

から５キロメートル以上離れている走向を異にする付随断層あるいは分岐

断層は，いずれも，離れている断層が同時に動く起震断層としていること

が認められる。しかしながら，前記第４「控訴人の安全確保対策」の１

「立地条件に係る安全確保対策」(2)「地震に係る安全確保対策」オ「本

件原子炉施設の耐震安全性評価」(イ)「控訴人による活断層評価」ａ「敷

地周辺陸域の断層（本件敷地中心から半径３０キロメートル以内）の評価

結果」(ａ)「邑知潟断層帯」において認定したとおり，坪山－八野断層は，

邑知潟南縁断層帯とずれの向きが逆であり，それぞれの断層面は地下深部

では離れていくと考えられるところ，証拠〔乙３２（８ ，乙１７４（１）

１ ，乙１７５（１０ 〕によれば，地震調査委員会も，ずれの向きが逆） ）

であり地下深部で断層面が離れていく場合には，別の断層帯と評価してい

ることが認められるから，坪山－八野断層は，邑知潟断層帯と別の断層帯

と評価するのが相当である。なお，証拠〔乙３２（１ないし３ 〕によれ）

ば，地震調査委員会は 「邑知潟断層帯の長期評価について」において，，

過去及び将来の活動区間について，断層の位置関係，形状等から推定して，

断層帯全体約４４キロメートルで１区間として評価していることが認めら

れる。しかしながら，証拠〔乙３２（５，６ ，乙５０（５，６，２９，）

３０ 〕によれば，この評価の信頼性は，中程度であり，地震調査研究推）

進本部も，平成１７年８月３０日付け「今後の重点的調査観測について
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（－活断層で発生する地震及び海溝型地震を対象とした重点的調査観測，

活断層の今後の基盤的調査観測の進め方－ 」において，補完調査を要す）

る断層の候補リストに邑知潟断層帯を挙げていることが認められるところ，

控訴人は，本件原子炉施設の耐震設計及びバックチェックに際し，前記第

４「控訴人の安全確保対策」の１「立地条件に係る安全確保対策」(2)

「地震に係る安全確保対策」オ「本件原子炉施設の耐震安全性評価」(ア)

「控訴人が行った地質調査」判示のとおりの地質調査を行った上で，坪山

－八野断層は，邑知潟断層帯とずれの向きが逆であり，断層面は地下深部

では離れていくと評価しているのであり，その評価の妥当性に疑問を抱く

べき資料は見当たらないのであるから，地震調査委員会の前記評価をもっ

て，邑知潟断層帯を全長４４キロメートルのものと評価するのが相当であ

るとはいえない。

また，被控訴人らは，断層の向きが逆であっても同時に動いたり，ほぼ

直線状に並んではいるが二つの断層がずれて動いたり，地表断層が離れて

いても同時に動くことがあることは，濃尾地震，兵庫県南部地震，新潟県

中越沖地震，岩手・宮城内陸地震，陸羽地震及び三河地震で知られている

旨主張する。しかしながら，証拠〔甲１３０６，甲１３０９，乙５１（１，

２，５，６，１０ ，乙５２（１，２，９，１９，２０ ，乙１７６（８） ）

４０，８４６ ，乙１７７（１，６ ，乙１７８（１，７ ，乙１８０（１） ） ）

１５ 〕によれば，① 濃尾地震は，温見断層，根尾谷断層及び梅原断層）

が同時に活動して生じたものであるところ，これらの断層は，断層面が北

西－南東走向で連続的に分布し，いずれも，北西部は一部で北東側隆起成

分を，南東部では南西側隆起成分を伴う左横ずれ断層であり，断層の向き

が同一であること，② 兵庫県南部地震は，六甲・淡路島断層帯のうち，

六甲山地南縁－淡路島東岸区間及び淡路島西岸区間が活動して生じたもの

であるところ，六甲山地南縁－淡路島東岸区間は，北西側隆起の逆断層成
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分を伴う主として右横ずれ断層であり，また，淡路島西岸区間は，南東側

隆起の逆断層成分を伴う主として右横ずれ断層であり，両者の断層の向き

は異なるものの，両者は収れんし，地下深部においてＹ字状に交差してい

ること，③ 新潟県中越沖地震は，南東傾斜の逆断層と北西傾斜の逆断層

が活動して生じたものであるところ，両者は地下深部で交差すること，④

岩手・宮城内陸地震は，全体的に西傾斜の逆断層とこれに交わる東傾斜

の断層が活動して生じたものと推定されること，⑤ 陸羽地震は，横手盆

地東縁断層帯，真昼山地東縁断層帯及び駒ケ岳西麓断層群が活動して生じ

たものであるところ，横手盆地東縁断層帯は，東側隆起の逆断層であり，

真昼山地東縁断層帯は，西側隆起の逆断層であり，両者の断層の向きは異

なるものの，両者は地下５キロメートル程度で交わること，⑥ 三河地震

は，横須賀断層及び深溝断層が活動して生じたものであるが，これらの断

層は屈曲しているものの，いずれも西側が隆起する連続する断層であるこ

と，がそれぞれ認められる。したがって，これらの地震は，いずれも断層

の向きが同一である（濃尾地震）又は断層が連続する（三河地震）か断層

の向きが逆であっても各断層が交差している（兵庫県南部地震，新潟県中

越沖地震，岩手・宮城内陸地震及び陸羽地震）事案であり，ずれの向きが

逆でそれぞれの断層面が地下深部で離れていく事案ではないから，これら

の地震をもって，坪山－八野断層と邑知潟断層帯が同時に活動すると評価

するのが相当であるとはいえない。

以上の事実に加えて，小島鑑定意見書〔乙１４５（７０ 〕が「邑知潟）

断層帯南部に当たる坪山－八野断層に関しては，① 中間報告書に記載さ

れているように，南東側隆起の邑知潟南縁断層帯と北西側隆起の坪山－八

野断層とは深さ方向の傾きが逆であり，地下深部に向かうに従って両断層

の断層面は大きく離れていくと認められ，② 地震調査委員会でも，ずれ

の向きが逆であり，地下深部では断層面が離れていくと判断されるものに
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ついては別の断層帯をなすものとしていること，さらには，③ 邑知潟断

層帯北部と南部との間に存在する宝達山北縁断層に沿って重力異常の急変

帯が横断しており，北部と南部では地下深部の構造に違いがあることから，

そもそも北部と南部とを一連の起震断層として扱う必要はないものと考え

ることができる 」としていることを考え併せれば，坪山－八野断層につ。

いて，邑知潟断層帯とは別の断層帯とした控訴人の評価は妥当であり，こ

の点に関する被控訴人らの主張には理由がない。

ウ 野寺断層について

被控訴人らは，野寺断層につき，その南側でも隆起が続いているから，

南側部分も邑知潟断層帯に含めて考えるべきであり，そうすると，邑知潟

断層帯の全長は，約４４キロメートルとなる旨主張する。しかしながら，

証拠〔乙１２５－３－３３ないし３５〕によれば，控訴人は，本件原子炉

施設の耐震設計及びバックチェックに際しての地質調査に基づき，野寺断

層の南側の区間であるかほく市多田から同市野寺付近のリニアメント・変

動地形は，花崗岩及びそれをドーム状にとりまく新第三紀層と中川砂岩層

等の第四紀層との境界に位置し，これらの地層の関係は不整合であると評

価していることが認められ，小島鑑定意見書〔乙１４５（６６ 〕も「本）

区間に認められるリニアメント・変動地形は，断層による変位地形を示す

ものではなく，花崗岩及び新第三紀層と中川砂岩層及び埴生累層との地層

の硬軟の差を反映した組織地形であると考えられることから，東側の花崗

岩及び新第三紀層と西側の第四紀層との不整合境界を反映した組織地形と

した控訴人の評価は妥当なものと判断する 」としているところ，被控訴。

人らは，控訴人の前記評価の不当性について何ら具体的に主張していない

から，控訴人の前記評価は妥当というべきであり，この点に関する被控訴

人らの主張には理由がない。

エ 耐専スペクトルの手法及び断層モデルの手法による地震動評価について
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被控訴人らは，控訴人が邑知潟断層帯の全長を約４４キロメートルと仮

定して耐専スペクトルの手法及び断層モデルの手法を用いて行った地震動

評価について縷々主張するが，前記イ及びウ判示のとおり，邑知潟断層帯

の全長を３４キロメートルとした控訴人の評価は妥当であるから，邑知潟

断層帯の全長を約４４キロメートルと仮定して行った地震動評価の妥当性

について検討する必要はない。

オ 金井式を用いて求めた大崎スペクトルについて

被控訴人らは，邑知潟断層帯について，全長を４４キロメートルを前提

に，金井式を用いて大崎スペクトルを求めると，その地震動は新耐震指針

における基準地震動Ｓｓを超えることは明らかである旨主張するが，前記

イ及びウ判示のとおり，邑知潟断層帯の全長を３４キロメートルとした控

訴人の評価は妥当であるから，邑知潟断層帯の全長が４４キロメートルで

あることを前提とする被控訴人らの主張には理由がない。

カ 結論

以上によれば，邑知潟断層帯等の評価に関する被控訴人らの主張にはい

ずれも理由がない。

(4) 酒見断層・富来川南岸断層・笹波沖断層帯・福浦断層等の評価について

ア 酒見断層について

(ア) 海底断層への連続性について

控訴人は，酒見断層の海域への延長が認められない根拠として，酒見

リニアメントの南端付近を横断して分布する中位段丘Ⅰ面の旧汀線高度

がほぼ連続しており，変位が認められないことを主張するところ，被控

訴人らは，この中位段丘Ⅰ面の形成が古いことは立証されていないから，

控訴人の前記主張には理由がない旨主張する。しかしながら，証拠〔乙

１２５－３－１１，１２，５１，５２，２６１〕によれば，酒見リニア

メントの南方延長上には，本判決別紙１１のとおり，中位段丘Ⅰ面が分
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布し，同段丘面の旧汀線高度はほぼ連続しているが，そこには変位が認

められないこと，中位段丘Ⅰ面は，後期更新世に属するものであること

が認められるから，酒見リニアメントは，後期更新世以降，すなわち，

約１２ないし１３万年前以降活動していないことが認められる。そうす

ると，前記中位段丘Ⅰ面の横断より南側については，活断層として評価

する必要はない。このことは，小島鑑定意見書〔乙１４５（８０，図１

０－３，４ 〕が「志賀町西海風戸付近を酒見断層の南端としている控）

訴人の評価は妥当なものと判断する。念のため，酒見南部区間の南方延

長における海上音波探査の測線の音波探査記録についても確認したとこ

ろ，同リニアメント・変動地形に対応するような断層は認められないた

め，酒見断層は南方の海域に延びるものではない 」としていることか。

らも裏付けられる。したがって，酒見断層の海底断層への連続性は認め

られないとした控訴人の評価は妥当であり，この点に関する被控訴人ら

の主張には理由がない。

(イ) １８９２年１２月９日及び同月１１日の地震の震源位置について

被控訴人らは，控訴人の主張は，１８９２年１２月９日及び同月１１

日に連続して起きた二つの地震の震源位置を考慮していないこと，こと

に旧耐震指針における基準地震動の策定の際に設計用最強地震として選

定した１８９２年１２月９日の地震を全く考慮していないことから不当

であり，酒見断層とその延長線上にあるこれらの震源位置を一つの断層

帯として評価すべきである旨主張する。

しかしながら，１８９２年１２月９日及び同月１１日の地震の震源位

置が被控訴人らが主張する酒見断層の延長線上であることを認めるに足

りる証拠は存在しない。被控訴人らは，控訴人が旧耐震指針における基

準地震動の策定の際に設計用最強地震として選定した１８９２年１２月

９日の地震を全く考慮していない旨主張するが，証拠〔乙６（添６－５
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－１ないし３，１７ないし１９，２６ないし２８，６０，１０７ ，乙）

２０（６ないし１０，３６，４８ ，証人Ｆ（①６ないし２０ 〕によ） ）

れば，控訴人は，本件原子炉施設の耐震設計に際し，旧耐震指針に基づ

き，歴史地震から想定される地震として１８９２年１２月９日の地震を

選定しているところ，前記第４「控訴人の安全確保対策」の１「立地条

件に係る安全確保対策」(2)「地震に係る安全確保対策」オ「本件原子

炉施設の耐震安全性評価」(ウ)「新耐震指針及びバックチェックルール

に基づく基準地震動Ｓｓの策定」ａ「敷地ごとに震源を特定して策定す

る地震動」(ａ)「検討用地震の選定」に判示のとおり，控訴人は，新耐

震指針及びバックチェックルールに基づく基準地震動Ｓｓの策定におい

ても同様に，検討用地震として前記１８９２年１２月９日の地震を選定

しているから，同地震を全く考慮していないとする被控訴人らの主張に

は理由がない。

以上によれば，１８９２年１２月９日及び同月１１日の震源断層と酒

見断層を一つの断層帯として評価すべきであるとする被控訴人らの主張

には理由がない。

(ウ) 兜岩沖断層（従来のＦ－２０断層）について

被控訴人らは，兜岩沖断層（従来のＦ－２０断層）と酒見断層を一つ

の断層帯として評価すべきである旨主張する。しかしながら，証拠〔乙

１２５－３－１５３，１７８，５０９ないし５１６〕によれば，海上保

安庁水路部が行った海底地質構造調査及び石油公団が行った石油資源探

査並びに控訴人が行った音波探査解析の結果，兜岩沖断層は，Ｂ 層以2

下に推定される断層であり，断層推定位置のＡ層及びＢ 層は海底面にほ１

ぼ平行に堆積しており，海底地形も平坦であり，断層活動の影響も認め

られないことから，後期更新世以降，すなわち，約１２ないし１３万年

前以降の活動が問題となるものではないことが認められる。被控訴人ら
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は，海底音波探査によりすべての断層が明らかになるものではない旨主

張するが，仮にそうであるとしても，そのことから直ちにあらゆる断層

，を震源断層として考慮すべきであるとすることはできない。したがって

兜岩沖断層（従来のＦ－２０断層）を震源断層としなかった控訴人の評

価は妥当であり，兜岩沖断層（従来のＦ－２０断層）と酒見断層を一つ

の断層帯として評価すべきであるとする被控訴人らの主張には理由がな

い。

(エ) マグニチュード７．３程度の地震の発生を想定する必要性について

被控訴人らは，地表地震断層が存在しない場合には起こり得ないとほ

ぼ確実にいえる内陸地殻内地震の規模はマグニチュード７．２ないし７．

３以上であることを前提に，約９．１キロメートルの地表断層が発見さ

れている酒見断層については，安全評価上，マグニチュード７．３程度

の地震を想定すべきである旨主張する。しかしながら，前記(2)ア判示

のとおり，最新の知見ではマグニチュード７．３以下の地震では地表地

震断層が出現しないことが多いとされているとは認められないから，こ

れを前提とする被控訴人らの前記主張は採用できない。

(オ) 結論

以上によれば，酒見断層の評価に関する被控訴人らの主張にはいずれ

も理由がない。

イ 富来川南岸断層について

被控訴人らは，富来川南岸断層は，数多くの文献において，活断層とし

て認められているし，控訴人が実施した表土剥ぎ調査の露頭（ＴＮ－２）

を観察すると，法面に現れている岩稲階の穴水累層を切る断層が確認でき，

その上方先端は更に古期扇状地堆積層の半ばまで切っているのが読み取れ

るところ，古期扇状地堆積層は後期更新世のものとされるから，その活動

時期は，１３万年前以降９．５万年前までの間であり，耐震設計上考慮す
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る必要がある旨主張するので以下に検討する。

たしかに，証拠〔乙１２５－３－５５，５６，２６８〕によれば，活断

層研究会編「日本の活断層－分布図と資料－ （東京大学出版会，１９８」

０）及び同「新編 日本の活断層－分布図と資料- （東京大学出版会，１」

，９９１）は，本判決別紙１２のとおり，ほぼ富来川南岸の山麓線に沿って

活断層を図示し，富来川南岸断層と命名し，長さ２キロメートル，確実度

Ⅱ（活断層であると推定されるもの ）と記載していること，加藤碵一・杉。

山雄一編「５０万分の１活構造図「金沢 （地質調査所，１９８５）及び」」

日本第四紀学会編「日本第四紀地図 （東京大学出版会，１９８７）は，前」

記断層とほぼ同じ位置に，主として第四紀後期に活動した推定活断層を図

示していること，太田陽子・国土地理院地理調査部「 能登半島」１：１０「

００００，地殻変動土地条件図，国土地理院技術資料，Ｄ．１－Ｎｏ．３

４７ （国土地理院，１９９７）は，前記断層とほぼ同じ位置に推定活断層」

を図示していること，が認められる。

しかしながら，証拠〔乙１２５－３－５６ないし５９，２７３〕によれ

ば，控訴人がバックチェックに際して実施した地形調査の結果，志賀町和

田東方から同町富来地頭町までの約６キロメートルの区間にリニアメント

・変動地形が判読されるものの，地表地質調査の結果によれば，このリニ

アメント・変動地形沿いには，これに対応する断層は認められなかったこ

と，志賀町東小室西方において，前記リニアメント・変動地形を横断して

トレンチ調査を実施した結果，古期扇状地堆積層及び穴水累層に断層は認

められなかったこと，その北東方の急崖の傾斜変換部に判読したリニアメ

ント・変動地形を横断して表土剥ぎ調査を実施した結果，本判決別紙１３

のとおり，穴水累層の安山岩にリニアメント・変動地形に対応する断層は

認められなかったこと，前記リニアメント・変動地形を横断して反射法地

震探査を実施した結果，明瞭な断層や撓曲が認められなかったこと，重力
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探査の結果によれば，前記リニアメント・変動地形沿い及びそのやや北東

方延長上に掛けて，リニアメント・変動地形の南東側に，わずかに重力異

常が高い傾向が認められるものの，リニアメント・変動地形の南西方延長

上の海域には，その傾向は連続しないこと，海上音波探査の結果，リニア

メント・変動地形に対応する断層は認められなかったこと，が認められる。

これに対して，被控訴人らは，前記表土剥ぎ調査を行った露頭（ＴＮ－

２）の法面で穴水累層を切る断層が確認でき，その上方先端は更に古期扇

状地堆積層の半ばまで切っている旨主張し，これに沿う証拠として，前記

法面のものであるとする写真（甲１３１１，甲１３１２）並びにそのスケ

ッチ（甲１３１３，本判決別紙１４）を提出している。しかしながら，証

拠〔乙１２５－３－２７３〕によれば，被控訴人らが古期扇状地堆積層と

している地層は，ＴＮ－２の範囲に分布するものではないことが認められ

る（本判決別紙１３参照）から，露頭の法面で古期扇状地堆積層を切る断

層が確認できるとする被控訴人らの前記主張には理由がない。

以上に加えて，小島鑑定意見書〔乙１４５（８３ 〕によれば，小島名）

誉教授自ら前記トレンチ調査及び表土剥ぎ調査の状況を現地で直接確認し

た結果，リニアメント・変動地形に対応する断層が認められないことを確

認し 「富来川南岸断層については，少なくとも後期更新世以降の活動が，

問題となるものではないとしている控訴人の評価は妥当なものである 」。

と判断していることが認められることからすれば，富来川南岸断層は耐震

設計上考慮する必要があるとする被控訴人らの主張には理由がない。

ウ 笹波沖断層帯について

(ア) 笹波沖断層帯の長さについて

ａ 被控訴人らは，余震域の幅が震源断層の長さに対応すると考えると，

能登半島地震の震源断層の長さは，約４５キロメートルと推測され，

Ｆ－１４断層ないしＦ－１６断層の三つの断層が同時に動いた可能性
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が高いから，能登半島地震の震源断層を笹波沖断層帯（東部）約２１

キロメートルとする控訴人の評価は誤りであるし，笹波沖断層帯（東

部）と笹波沖断層帯（西部）は一体として評価すべきである旨主張す

るので以下に検討する。

ｂ 証拠〔乙１２５－３－１１８ないし１２３〕によれば，控訴人は，

バックチェックに際して敷地前面調査海域で実施した海上音波探査結

果及び能登半島地震後に実施された産総研，東大震研等の各種研究機

関の海上音波探査記録の解析結果により，笹波沖断層帯について以下

のように評価したことが認められる。

笹波沖断層帯は，笹波沖隆起帯の北縁と笹波沖小隆起帯の北縁から

西縁に沿って分布し，笹波沖断層帯（東部）は笹波沖隆起帯北縁の断

層に対応し，また，笹波沖断層帯（西部）は笹波沖小隆起帯北縁から

西縁の断層及び断層関連褶曲に対応する。

井上卓彦ほか「２００７年能登半島地震震源域の海底活断層 （２０」

０８）は，前記控訴人の海上音波探査の結果及び産総研，東大震研に

よる海上音波探査記録等から，前記断層帯とほぼ同じ位置に，断層及

び褶曲を図示している。北東側の断層区間は，長さ約２１キロメート

ルで，完新統に変位を与え，過去約１万年間に複数回の断層運動があ

るとし，断層東部から中央部は能登半島地震の余震分布域北縁に位置

しており，一部で能登半島地震による海底面の傾斜変化が捉えられた

，としている。また，南西側の褶曲区間は，長さ約１４キロメートルで

海底面に傾斜の変化が認められることから完新世に活動した可能性が

あるとしている。

佐藤比呂志ほか「反射法地震探査・余震観測・地殻変動からみた２

００７年能登半島地震の特徴について （２００８ （以下「佐藤ほか」 ）

（２００８ 」という ）は，能登半島地震後に実施した反射法地震探） 。
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査及び余震解析等の結果から，笹波沖断層帯（東部）とほぼ同じ位置

に能登半島地震の震源断層を図示している。また，断層東端は陸域に

及び，地層分布，トモグラフィーによる速度構造，比抵抗構造によっ

て示される北北西－南南東方向の構造的な不連続と一致するとしてい

る。そして，本震でのすべり領域の西端では，海底の断層トレースが

屈曲し，地下の震源断層も屈曲した形状を示すとしている。

笹波沖断層帯（東部）は，笹波沖隆起帯の北西縁に沿ってＤ層上面

が北側に急に落ち込む主断層とその上盤側に並行する副次的な断層か

ら構成され，特に副次的断層が推定される位置のＡ層に層理の撓みが

連続的に認められる。笹波沖断層帯（東部）の西端については，能登

半島地震の余震発生状況等から推定された断層面の西端がステップ状

に屈曲する位置に対応していることなどから，同位置を西端として評

価した。一方，東端については，能登半島地震の震源域の陸域側を対

象とした変動地形学的調査及び地表地質調査からも，本地震に対応す

る地表地震断層は認められないものの，佐藤ほか（２００８）では，

海岸線から約６キロメートル内陸において，北北西－南南東方向の構

造的な不連続が示されており，この構造的な不連続が断層の東端とほ

ぼ一致するとされていることなどを踏まえ，これに対応する輪島市門

前町浦上付近を東端として評価した。以上の調査結果を踏まえ，笹波

沖断層帯（東部）については，海岸線から輪島市門前町浦上付近まで

の区間を含めた約２１キロメートル区間を能登半島地震の震源断層と

して，耐震設計に考慮するものとした。

笹波沖断層帯（西部）は，笹波沖小隆起帯の北縁から西縁に沿って

分布する。笹波沖小隆起帯の北縁ではＤ層上面が北側に急に落ち込む

断層及び断層関連褶曲が推定され，Ｂ 層又はＡ層に変位又は層理の撓１

みが認められる。また，同隆起帯の北西縁部では東北東－西南西方向
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の断層及び断層関連褶曲が北東－南西方向の屈曲する断層関連褶曲に

分岐するとともに，短い断層関連褶曲が並行して分布し，いずれの断

層関連褶曲にも，Ｂ 層に層理の撓みが認められる。笹波沖断層帯（西１

部）の西端については，敷地前面調査海域で実施した海上音波探査の

結果，Ｎｏ．１０１－１測線では断層関連褶曲が認められなくなるこ

とから，Ｎｏ．１０１－１測線を西端として評価した。また，東端に

ついては，笹波沖断層帯（東部）の西端位置を東端として評価した。

以上の調査結果を踏まえ，笹波沖断層帯（西部）については，笹波沖

小隆起帯の北縁に沿って分布する断層及び断層関連褶曲とその南西方

に分布する断層関連褶曲とは走向が斜交し，形態も異なることなどか

ら，二つの活動区間に区分される可能性もあるが，後期更新世以降の

，活動の可能性が推定される区間がほぼ連続することから，安全評価上

これらの断層及び断層関連褶曲を一体として評価し，南西方向で断層

関連褶曲が認められなくなる測線までの約２２キロメートル区間につ

いて，後期更新世以降の活動の可能性があるものとして取り扱い，耐

震設計に考慮するものとした。

また，佐藤ほか（２００８）により示された能登半島地震の震源断

層が笹波沖断層帯（東部）とほぼ対応していること，笹波沖断層帯

（東部）と笹波沖断層帯（西部）とで地質構造の違いや最新活動時期

に違いがあることから，両者は，二つの活動区間に分かれて活動して

きたと推定され，今後も過去と同様に二つの区間に分かれて活動する

と推定されると評価した。

ｃ 以上によれば，控訴人は，詳細な調査の上，最新の知見を踏まえ，

笹波沖断層帯（東部）の長さを約２１キロメートル，笹波沖断層帯

（西部）の長さを約２２キロメートルと評価したものと認められる。

これに対して，被控訴人らの主張は，余震域の幅のみを根拠に笹波沖
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断層帯の長さを約４５キロメートルとしたり，地質学的な根拠を挙げ

ることなく笹波沖断層帯の東部と西部はつながっているから一体とし

て評価すべきであるとするものにすぎない。そして，被控訴人らが引

用する国土地理院の公表資料「平成１９年（２００７年）能登半島地

震を起こした震源断層の姿 〔甲１２１６〕においても，震源断層の長」

さは，２１．２キロメートルとされていること，小島鑑定意見書〔乙

１４５（４８ 〕も控訴人の前記評価は妥当なものと判断していること）

を考え併せれば，笹波沖断層帯の長さに関する控訴人の評価は妥当と

いうべきであり，この点に関する被控訴人らの主張は採用できない。

(イ) 耐専スペクトルの手法による地震動評価について

被控訴人らは，控訴人が耐専スペクトルの手法で算定した笹波沖断層

帯（東部）の応答スペクトルは，周期０．２秒辺りで約５００ガルであ

るところ，能登半島地震のはぎとり波の応答スペクトルは，周期０．２

秒よりわずかに短い周期帯において１０００ガルを超えているから，耐

専スペクトルは地震動を過小評価するものである旨主張する。

しかしながら，控訴人が耐専スペクトルの手法で算定した笹波沖断層

帯（東部）の応答スペクトルは，前記第４「控訴人の安全確保対策」の

１「立地条件に係る安全確保対策」(2)「地震に係る安全確保対策」オ

「本件原子炉施設の耐震安全性評価」(ウ)「新耐震指針及びバックチェ

ックルールに基づく基準地震動Ｓｓの策定」(ｅ)「検討用地震の選定」

に判示のとおり，あくまで検討用地震の選定において，本件敷地におけ

る地震動の大きさを比較，検討するために算定したものにすぎず，証拠

〔乙１４６（３８ 〕によれば，本判決別紙１５のとおり，控訴人が応）

答スペクトル（耐専スペクトル）に基づく手法により策定した基準地震

動Ｓｓ－１は，能登半島地震による本件原子炉施設での観測記録に対し

ても包絡していることが認められるから，同地震で観測された地震動と
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対比しても過小評価とはなっておらず，被控訴人らの主張には理由がな

い。

(ウ) 結論

以上によれば，笹波沖断層帯の評価に関する被控訴人らの主張にはい

ずれも理由がない。

エ 福浦断層について

(ア) 被控訴人らは，控訴人は，福浦断層について，地層の年代評価法で

ある Ｃ年代測定法及び広域テフラによる対比法による年代評価を行っ１４

ていない上，その活動時期が後期更新世に及んでいないとする唯一の客

観的データというべき遊離酸化鉄分析のデータの公開を行っていないし，

本件設置変更許可申請書の露頭スケッチによれば，同断層の活動した時

期は３ないし４万年以前であるとするのが合理的，科学的であるから，

活動が後期更新世に及んでいないとする控訴人の評価は妥当でない旨主

張するので以下に検討する。

(イ) 証拠〔乙１２５－３－１４５ないし１４７，４８８，４９０，乙１

２７－２－５，乙１８１〕によれば，以下の事実が認められる。

ＪＥＡＧ（２００７）は，活断層の最新活動時期の評価について，上

載地層の変位・変形の有無により，断層により変位又は変形を受けてい

，ない地層又は変位基準の形成時代のうち，少なくとも最も古い時代以降

当該断層はその地点においては活動していないとして評価するとしてい

るところ，受堤北方の山腹の断層露頭では，本判決別紙１６のとおり，

断層が認められた安山岩のくぼみ部分を礫混じり粘土からなるⓒ層が埋

積しており，さらに，この安山岩及びⓒ層を，これらよりも新しく堆積

したⓑ層が覆っていることから，この２層が上載地層となる。そして，

ⓒ層については，安山岩とⓒ層の境界に断層変位を受けた形跡が認めら

れないから，断層による影響は及んでおらず，福浦断層の活動性は，ⓒ
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層をもって評価することになる。控訴人は，地層の年代を評価する上で

有効な指標の一つである赤色土壌に着目し，赤色土壌化の度合いを定量

的に把握するために遊離酸化鉄の分析を実施した結果，ⓒ層は，少なく

とも下末吉期以前の堆積物と考えられた。そして，前記のとおり，ⓒ層

には断層による影響は及んでおらず，周辺に分布する高位段丘面にリニ

アメント・変動地形を挟んで系統的な高度差が認められないから，福浦

断層は，後期更新世以降に活動が及んでいないと判断し，耐震設計上考

慮する必要がないと評価した。

(ウ) これに対して，被控訴人らは，控訴人は，遊離酸化鉄分析データの

公開を行っていない旨主張するが，証拠〔乙１２５－３－４９０，乙１

８１〕によれば，本件中間報告書（その後の一部訂正を含む ）には，同。

データが添付されていることが認められるから，被控訴人らの主張には

理由がない。

また，被控訴人らは，控訴人は，地層の年代評価法である Ｃ年代測１４

定法及び広域テフラによる対比法による年代評価を行っていない旨主張

する。たしかに，控訴人は，ⓒ層の年代を評価するに際し， Ｃ年代測１４

定法や広域テフラによる対比法を行っていないが，前記認定のとおり，

地層の年代を評価する上で有効な指標である赤色土壌に着目し，赤色土

，壌化の度合いを把握するために遊離酸化鉄の分析を実施しているところ

小島鑑定意見書〔乙１４５（３４ 〕によれば，小島名誉教授自ら現地に）

て露頭を確認した結果，前記遊離酸化鉄の分析結果と同様の判断をして

いるし，地層の年代評価方法として，被控訴人らが主張する Ｃ年代測１４

定法や広域テフラによる対比法を用いず，遊離酸化鉄の分析によったこ

とが合理性・相当性を欠くものであると解すべき根拠は何ら示されてい

ないから，地層の評価方法に関する被控訴人らの主張には理由がない。

以上に加えて，小島鑑定意見書〔乙１４５（３４，３５ 〕が福浦断層）
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の活動が後期更新世に及んでいないとする控訴人の評価は妥当なもので

あると判断していることを考え併せれば，福浦断層の評価に関する被控

訴人らの主張は採用できない。

(5) 耐専スペクトルの手法，断層モデルを用いた手法による地震動評価につい

て

ア 耐専スペクトルの手法について

(ア) 被控訴人らは，耐専スペクトルの手法は，４４個の地震観測記録に

基づき定められた方法であるところ，そのうち内陸地殻内地震の記録は

１２個しかない上，内陸地殻内地震については内陸補正を要することに

なっているが，現実の内陸地殻内地震である能登半島地震や新潟県中越

沖地震において内陸補正を行うと観測記録と整合しないから，内陸地殻

内地震には適合しない手法である旨主張するので以下に検討する。

証拠〔乙１２７－１－１９ないし２７，乙１４７（６ないし１４ 〕）

によれば，耐専スペクトルの手法は，ＪＥＡＧ（２００７）が，Ｎｏｄ

ａ ｅｔ ａｌ （２００２）で提案された手法を基に，その後の社団．

法人日本電気協会の原子力発電耐震設計専門部会での議論を踏まえ，敷

地ごとに震源を特定して策定する地震動評価につき距離減衰方式を用い

た経験的な方法として示したもので，地震学・地震工学の最新の知見を

踏まえ，解放基盤表面相当の地盤に加え，地震基盤の条件に近い地盤に

おける近接５地点の同一地震の観測記録や，地震基盤及び上部の地盤に

おける鉛直アレー観測記録を収集し 「せん断波速度秒速２．０ないし，

２．８キロメートルの地層は，地震動を考える場合の基準となる地盤と

考えられる，また，観測記録の解析結果から，表層地盤内の地震波伝播

特性は，水平地震動成分についてはせん断波の重複反射でモデル化され，

鉛直地震動成分についてはＰ波の重複反射でモデル化される」との考え

方に基づいて策定された水平及び鉛直動の平均応答スペクトルの評価手
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法であり，太田鑑定意見書において，バックチェックルールが応答スペ

クトルに基づく地震動評価方法に要求している四つの要件－① 解放基

盤表面の地震動として評価できること，② 震源の拡がりが考慮できる

こと，③ 敷地における地震観測記録を用いて地震発生様式，地震波伝

播経路等に応じた諸特性（その地域における特性を含む ）が考慮でき。

ること，④ 水平方向及び鉛直方向の地震動が評価できること－を満た

す手法であると評価されていることが認められる。

また，ＪＥＡＧ（２００７）は，耐専スペクトルの手法について，

「地震基盤の地震動と地盤増幅特性を一体として評価したものであるた

め，敷地における観測記録を用いて経験的に補正することは良いが，地

震基盤の地震動のみを抜き出し，別途地盤構造から理論的に求めた増幅

特性を用いて解放基盤表面の地震動を評価する場合には，十分な検討が

必要である 」としているところ〔乙１２７－１－２６ ，控訴人は，。 〕

前記第４「控訴人の安全確保対策」の１「立地条件に係る安全確保対

策」(2)「地震に係る安全確保対策」オ「本件原子炉施設の耐震安全性

評価」(ウ)「新耐震指針及びバックチェックルールに基づく基準地震動

Ｓｓの策定」ａ「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」(ｆ)「応

答スペクトルに基づく地震動評価」に判示のとおり，内陸補正係数によ

る低減の可否を検討するため，能登半島地震を含む本件敷地で観測され

たマグニチュード５．３以上，等価震源距離が２００キロメートル程度

以下の地震である１８の地震による観測記録との比較検討を行い，内陸

補正係数を用いない方が観測記録と整合することから内陸補正係数によ

る低減は行わないこととしており，ＪＥＡＧ（２００７）が言及する前

記問題も生じないものである。

たしかに被控訴人らが主張するように，耐専スペクトルの手法は，そ

の基となった内陸地殻内地震の観測記録が１２個と少ない上，能登半島
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地震や新潟県中越沖地震において内陸補正を行うと観測記録と整合しな

い。しかしながら，前記第４「控訴人の安全確保対策」の１「立地条件

に係る安全確保対策」(2)「地震に係る安全確保対策」オ「本件原子炉

施設の耐震安全性評価」(ウ)「新耐震指針及びバックチェックルールに

基づく基準地震動Ｓｓの策定」判示のとおり，控訴人が応答スペクトル

（耐専スペクトル）に基づく手法により策定した基準地震動Ｓｓ－１は，

検討用地震である笹波沖断層帯（全長）による地震及び震源を特定せず

策定する地震動の応答スペクトルを包絡しているし，また，前記(4)ウ

(イ)判示のとおり，基準地震動Ｓｓ－１は，能登半島地震による本件原

子炉施設での観測記録に対しても包絡していることが認められる（本判

決別紙１５参照 。さらに，太田鑑定意見書〔乙１４７（１５ないし１）

９ 〕が「控訴人がバックチェックにおいて考慮する地震の規模，距離）

は耐専スペクトル手法の適用範囲内にあり，適切な地震観測記録を収集

して地域補正係数を適切に算出している」としていることを考え併せる

と，耐専スペクトルの手法が内陸地殻内地震に適合性が認められないと

か，本件原子炉施設の耐震安全性評価に用いるにつき相当性が認められ

ないということはできない。したがって，この点に関する被控訴人らの

主張には理由がない。

(イ) 被控訴人らは，耐専スペクトルの基となった地震観測記録のうち，

マグニチュード７．０以上のものは１個しか存在しないし，近距離地震

のデータが少ないから，耐専スペクトルの手法は，地震動を過小評価す

る危険性がある旨主張する。

しかしながら，前記(ア)判示のとおり，耐専スペクトルの手法は，バ

ックチェックルールが応答スペクトルに基づく地震動評価方法の要件と

して要求する４要件を満たすものと評価されており，控訴人が応答スペ

クトル（耐専スペクトル）に基づく手法により策定した基準地震動Ｓｓ
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－１は，検討用地震である笹波沖断層帯（全長）による地震及び震源を

特定せず策定する地震動の応答スペクトル並びに能登半島地震による本

件原子炉施設での観測記録に対しても包絡しているところ，被控訴人ら

の主張は，耐専スペクトルの手法が地震動を過小評価する危険性がある

旨を抽象的に主張するにすぎず，過小評価となる根拠を具体的に主張し

ていないから，被控訴人らの主張には理由がない。

(ウ) 被控訴人らは，耐専スペクトルが震源距離として用いる等価震源距

離は，震源距離が１００キロメートル程度までの中距離の場合には，地

震動を過小評価するものであるし，一般的な手法とはいえず，その正当

性は認められていない旨主張する。しかしながら，ＪＥＡＧ（２００

７）は 「敷地に多数の観測記録がある場合には，本評価法（耐専スペ，

クトル）による地震動評価結果と比較の上，敷地固有の評価を行うこと

とする」としているところ〔乙１２７－１－３９ ，証拠〔乙１２５－〕

４－２５，添－４，２７ないし３４〕によれば，控訴人は，内陸補正係

数による低減の可否を検討するため，本件敷地で観測されたマグニチュ

ード５．３以上，等価震源距離が２００キロメートル程度以下の地震で

ある１８の地震（等価震源距離が約２１キロメートルの能登半島地震及

び等価震源距離が４０キロメートル以下の余震二つを含む ）による観。

測記録との比較検討を行い，等価震源距離が４０キロメートル以下の前

記３地震の観測記録と整合するように内陸補正係数を用いないこととし，

その結果，前記(4)ウ(イ)判示のとおり，控訴人が応答スペクトル（耐

専スペクトル）に基づく手法により策定した基準地震動Ｓｓ－１は，本

件敷地から震源距離が約２１キロメートルの能登半島地震による本件原

子炉施設での観測記録に対しても包絡しているのであるから，控訴人が

内陸補正係数を用いずに耐専スペクトルの手法により策定した基準地震

動Ｓｓ－１が，地震動を過小評価したり正当性を是認できないものとは
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いえず，被控訴人らの前記主張には理由がない。

イ 断層モデルの手法について

被控訴人らは，断層モデルの手法は，当該想定震源断層域における実際

の地震観測記録がない限り，過小評価を免れないものである旨主張する。

しかしながら，そもそも断層モデルを用いた手法により地震動評価を実

施するとする新耐震指針は，前記第４「控訴人の安全確保対策」の１「立

地条件に係る安全確保対策」(2)「地震に係る安全確保対策」ウ「新耐震

指針の概要」に認定のとおり，地質学，地震学，地震工学等の専門家によ

り構成された分科会での４年１０か月に及ぶ調査審議の結果，策定された

ものであり，溝上鑑定意見書〔乙１４６（１２ 〕も 「そもそも断層モ） ，

デル手法による強震動予測は，既に確立された信頼性の高い手法であ

る 」としているところである。そして，前記第４「控訴人の安全確保対。

策」の１「立地条件に係る安全確保対策」(2)「地震に係る安全確保対

策」オ「本件原子炉施設の耐震安全性評価」(ウ)「新耐震指針及びバック

チェックルールに基づく基準地震動Ｓｓの策定」ａ「敷地ごとに震源を特

定して策定する地震動」(ｇ)「断層モデルを用いた手法による地震動評

価」に判示のとおり，控訴人は，断層モデルを用いた手法による地震動評

価を行うに際し，震源及び地下構造のモデルを適切に把握するため，能登

半島地震のシミュレーション解析を実施し，その結果を基に検討用地震の

地震動評価を行っており，溝上鑑定意見書〔乙１４６（１２ないし１

６ 〕も 「本件原子炉施設のバックチェックにおける断層モデル手法を） ，

用いた地震動評価においては，① 震源特性パラメータが適切に設定され

るとともに，② 適切な要素地震が選定されており，また，③ 不確かさ

（ばらつき）も適切に評価されていることから，控訴人が評価した断層モ

デル手法による地震動は，妥当なものである 」としているから，被控訴。

人らの前記主張には理由がない。
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(6) 本件原子炉施設の耐震安全余裕について

前記(2)ないし(5)判示のとおり，被控訴人らが指摘する地震・耐震設計の

不備の主張はいずれも理由がないから，本件原子炉施設の耐震安全余裕につ

いては判断する必要がない。

(7) 新耐震指針全体及び本件原子炉施設の同指針の基準充足性について

被控訴人らは，新耐震指針は，ほとんど旧耐震指針と同一のものであるか

ら，本件原子炉施設が新耐震指針の基準を満たしても，地震・耐震設計の安

全性を満たしているとは評価できないし，もともと本件原発は，旧耐震指針

に基づき設計され，その設計値に従って建設されているから，新耐震指針に

基づく設計値６００ガルを満たす性能を有しているものとは考え難い旨主張

する。

しかしながら，新耐震指針は，前記第４「控訴人の安全確保対策」の１

「立地条件に係る安全確保対策」(2)「地震に係る安全確保対策」ウ「新耐

震指針の概要」に認定のとおり，地質学，地震学，地震工学等の専門家によ

り構成された分科会での４年１０か月に及ぶ調査審議の結果，旧耐震指針が

定められた後の地震学及び地震工学に関する知見並びに原子炉施設の耐震設

計技術の改良及び進歩を反映させて策定されたものであるところ，本件原子

炉施設は，前記第４「控訴人の安全確保対策」の１「立地条件に係る安全確

保対策」(2)「地震に係る安全確保対策」のオ「本件原子炉施設の耐震安全

性評価」(エ)「本件原子炉施設の耐震安全性評価」及びカ「本件原子炉施設

の新耐震指針及びバックチェックルール適合性」に判示のとおり，耐震裕度

向上工事を経て，前記判示の新耐震指針に適合すると認められるものである。

これに対して，被控訴人らは，新耐震指針がほとんど旧耐震指針と同一のも

のであるとか，本件原子炉施設が新耐震指針を満たす性能を有するとは考え

難い旨抽象的に主張するのみで，前記(2)ないし(5)で検討し，排斥した各主

張以外には，いかなる機序で本件原子炉の外部へ放射線，放射性物質が排出
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され，被控訴人らが被ばくする可能性があるかについて具体的に主張立証し

ていないから，この点に関する被控訴人らの主張には理由がない。

(8) 能登半島地震について

ア 被控訴人らは，能登半島地震により，① すべての地震断層を把握する

ことは困難であること，② 活断層が確認されていないところでもマグニ

チュード６．５を超える地震が発生しないと想定することは明らかに誤り

であり，安全上マグニチュード７．３の地震を想定すべきこと，③ Ｆ－

１５断層は活動時期が古いため震源断層として評価する必要がないとする

控訴人の考え方及び断層を単体でしか評価しない控訴人の評価方法が誤り

であること，④ 本件原発の地震に対するもろさが明らかになった旨主張

するので，以下に検討する。

イ 証拠（以下の各項に括弧書きしたもの）によれば，以下の事実が認めら

れる。

(ア) 能登半島地震の概要

能登半島地震は，平成１９年３月２５日午前９時４２分ころ，石川県

輪島市の南西約３０キロメートルの能登半島沖で発生した。気象庁の発

表によれば，マグニチュードは６．９，震源位置は北緯３７度１３．２

分，東経１３６度４１．１分，震源深さは１１キロメートルであり，本

件原子炉施設までの距離は，震央距離が約１８キロメートル，震源距離

は約２１キロメートルである 〔乙１１９（２ ，乙１２５－添４〕。 ）

能登半島地震の発生メカニズムは，西北西－東南東方向に圧力軸を持

ち，横ずれ成分を含む逆断層型であったとされている〔乙１２５－添

３ 。〕

(イ) 本件設置変更許可申請当時における控訴人の能登半島地震の震源付

近の活断層評価

控訴人は，本件設置変更許可申請に当たり，震源位置を含む海域につ
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，いて活断層調査を実施しており，能登半島地震の震源位置付近において

耐震設計上考慮すべき活断層として，Ｆ－１２断層（長さ最大約７．５

キロメートル ，Ｆ－１４断層（長さ最大約１２キロメートル ，Ｆ－１） ）

６断層（長さ最大約１１キロメートル ，Ｆ－１７断層（長さ最大約５．）

５キロメートル）の４本の活断層を確認していた〔乙６（添６－３－４

４，９３，１４８，６－５－９１ 。前記の活断層以外にもＦ－１５断）〕

層等複数の断層の存在を確認しているが，それらについては第四紀後期

以降の活動が認められないことから，耐震設計に考慮する必要のない断

層であると判断していた〔乙６（添６－３－４４，９２ 。）〕

(ウ) 能登半島地震の震源断層

産総研は，平成１９年７月３日から同月１０日まで，能登半島地震の

震源域を中心とする海域で海上音波探査を行い，その結果について，①

長さ１８キロメートル以上の活断層を確認し，② この断層は約２万

年前に形成された氷河期の浸食面とそれを覆う堆積物にそれぞれ３メー

トル程度の変位を与えており，③ この断層には途中でステップ状に折

れ曲がった場所があり，その場所で能登半島地震の地震破壊がとどまっ

た可能性があり，以上のことから，能登半島地震を発生させた断層は，

過去約２万年間に１ないし２回活動していること，能登半島地震でも海

底までわずかに変動を生じたことが明らかになった，としている〔乙１

１７（２ないし４ 。）〕

産総研が確認したとする断層は，控訴人が存在を確認していたＦ－１

４断層，Ｆ－１５断層北部区間及びＦ－１６断層東部区間とほぼ同じ位

置に示されており，能登半島地震の地震破壊がとどまった可能性がある

とする断層は，Ｆ－１４断層及びＦ－１５断層北部区間にほぼ対応して

いる〔乙６（添６－３－１４８ ，乙１１８ 。） 〕

(エ) 能登半島地震の本件原子炉施設への影響
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本件原子炉施設は，能登半島地震発生時，定期検査のため停止中であ

ったが，本件原発に設置された計測震度計は，震度５弱を観測するとと

もに，南北方向で１５１ガル，東西方向で２２０ガル，上下方向で１３

６ガル（３方向合成の最大値は２２６ガル）の最大加速度を記録した

〔乙１１９（１２ 。）〕

能登半島地震後，中央制御室における警報の発生状況・パラメータの

状況について確認したところ，施設の異常を示すような警報はなく，パ

ラメータの数値にも異常は認められなかった。また，常時監視している

放射線の数値，管理区域内の放射線に関するデータにも異常はなく，外

部への放射能の影響はなかった。能登半島地震後，原子炉停止状態で機

能維持が必要な非常用炉心冷却系のポンプ手動起動試験及び原子炉建屋

の気密性能試験等を実施したところ，正常に作動することを確認した。

また，能登半島地震後，燃料が損傷しておらず，冠水していること，本

件原子炉が未臨界状態であることを確認した 〔乙１１９（３，５，添５，。

６ 〕）

他方，能登半島地震により，① 変圧器内の絶縁油の油面が変動し，

変圧器内の圧力の上昇により放圧装置が作動するとともに，② 原子炉

建屋最上階である運転階の天井からつり下げられている水銀灯２個の落

下，③ 組み立て中の低圧タービンの車軸（ロータ）を仮止めしていた

治具の変形，車軸位置のずれ，④ 建屋内コンクリートのはがれ，⑤

気水分離器仮置き用の脚の曲がり，⑥ 主発電機第１０軸受シールケー

スの油切りの変形，⑦ 本件原発１号機の使用済燃料貯蔵プール水の飛

散が生じたが，①ないし⑥は外部へ放射線・放射性物質が排出される可

能性を生じる性質のものとは認められず，⑦により外部への放射能の影

響はなかった〔乙１１９（３ないし５，添１ないし４ ，乙１２０，弁論）

の全趣旨 。〕
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ウ 前記イの認定事実によれば，被控訴人らが主張するように，① 控訴人

は，本件設置変更許可申請に当たり本件原子炉施設の耐震設計をした際，

能登半島地震の震源断層の一部であるＦ－１５断層を，第四紀後期以降の

活動が認められないとして耐震設計に考慮する必要のない断層であると判

断していたこと，② 能登半島地震により，本件原子炉施設及び本件原発

１号機に，変圧機内の圧力上昇による放圧装置の作動，水銀灯の落下，低

圧タービンの車軸のずれ，建屋内コンクリートのはがれ，使用済燃料貯蔵

プール水の飛散等が生じたことが認められる。しかしながら，前記第４

「控訴人の安全確保対策」の１「立地条件に係る安全確保対策」(2)「地

震に係る安全確保対策」オ「本件原子炉施設の耐震安全性評価」(ウ)「新

耐震指針及びバックチェックルールに基づく基準地震動Ｓｓの策定」判示

のとおり，控訴人は，本件原子炉施設のバックチェックに際し，新耐震指

針及びバックチェックルールに基づき，震源と活断層を関連付けることが

困難な内陸地殻内地震が発生する可能性があることを前提に，震源を特定

せず策定する地震動を策定しているし，能登半島地震のシミュレーション

解析を実施し，地震動評価を行うに際し，その結果を反映させている。ま

た，前記イ認定のとおり，能登半島地震によっても，本件原子炉施設には，

外部への放射能漏れにつながるような損傷は生じていないし，その他にも

重大な損傷は生じていないことを考え併せれば，能登半島地震により，本

件原子炉の外部へ放射線，放射性物質が排出され，被控訴人らが被ばくす

る具体的危険性があることが示されたとは認められないし，本件設置変更

許可申請の際のＦ－１５断層に関する控訴人の判断が地震後の産総研の調

査結果と異なっていることでは，前記の具体的危険性の存在につながるも

のではなく，その他の被控訴人らの前記主張も前記危険性について具体的

に主張立証するものではないから，この点に関する被控訴人らの主張には

理由がない。
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(9) 新潟県中越沖地震について

ア 被控訴人らは，新潟県中越沖地震により，① 地震断層を把握すること

は困難であり，活断層が確認されていないところでもマグニチュード６．

５を超える地震が発生する可能性があること，② 新潟県中越沖地震のは

ぎとり波の最大加速度１６９９ガルという値は，柏崎刈羽原発の旧耐震指

針による基準地震動Ｓ における最大加速度の４倍近い値であり，新耐震指２

針による日本国内の原発の基準地震動Ｓｓにおける最大加速度の最大値の

２倍以上の値であって，旧耐震指針及び新耐震指針において算定した地震

動は，現実に発生した地震による地震動と比べて地震動を過小評価するも

のであること，③ 柏崎刈羽原発では，新潟県中越沖地震により，観測記

録が消失し，機械の破損・変形，建物等のひび・剥離，水漏れ等合計３２

７０件にも上るトラブルが生じており，原子力発電所の地震に対するもろ

さが明らかになった旨主張するので以下に検討する。

イ 証拠（以下の各項に括弧書きしたもの）によれば，以下の事実が認めら

れる。

(ア) 新潟県中越沖地震の概要

新潟県中越沖地震は，平成１９年７月１６日午前１０時１３分ころ，

新潟県上中越沖で発生した。気象庁の発表によれば，マグニチュードは

６．８，震源位置は北緯３７度３３．４分，東経１３８度３６．５分，

震源深さは１７キロメートルであり，柏崎刈羽原発までの距離は，震央

距離約１６キロメートル，震源距離約２３キロメートルであり，Ｆ－Ｂ

断層が震源断層に対応すると考えられている〔乙１８３（２－１ ，弁論）

の全趣旨 。〕

新潟県中越沖地震発生のメカニズムは，大局的には南東傾斜（海から

陸に向かって深くなる傾斜）の逆断層運動により発生したとされている

〔乙１８３（２－１，２ 。）〕
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(イ) 新潟県中越沖地震前における東京電力の新潟県中越沖地震の震源付

近の活断層評価

東京電力は，柏崎刈羽原発６号機，７号機の設置許可申請に際し，

文献調査，海上音波探査等を実施し，Ｆ－Ｃ断層（長さ最大約２．５

キロメートル，敷地からの距離約２１．５キロメートル）を活断層と

評価していたが，Ｆ－Ａ断層（長さ最大約５キロメートル，敷地から

の距離約３９キロメートル ，Ｆ－Ｂ断層（長さ最大約８キロメートル，）

敷地からの距離約１９キロメートル）及びＦ－Ｄ断層（長さ最大約１

０キロメートル，敷地からの距離約３９キロメートル）については，

いずれも活断層ではないと評価していた。なお，東京電力は，平成１

５年６月，活断層の再評価を実施し，Ｆ－Ａ断層（長さ３９キロメー

トル，敷地からの距離４５．５キロメートル ，Ｆ－Ｂ断層（長さ２０）

キロメートル，敷地からの距離１８．５キロメートル）及びＦ－Ｄ断

層（長さ２１．５キロメートル，敷地からの距離４０．５キロメート

ル）について，いずれも活断層の可能性があると評価していた 〔甲１。

２３６（２１ 〕）

(ウ) 新潟県中越沖地震の柏崎刈羽原発への影響

新潟県中越沖地震により柏崎刈羽原発原子炉建屋基礎版上で観測され

た最大加速度及び解放基盤表面において推定される最大加速度は，そ

れぞれ１号機６８０ガル，１６９９ガル，２号機６０６ガル，１０１

１ガル，３号機３８４ガル，１１１３ガル，４号機４９２ガル，１４

７８ガル，５号機４４２ガル，７６６ガル，６号機３２２ガル，５３

９ガル，７号機３５６ガル，６１３ガルであり，耐震設計時に設定し

た旧耐震指針による基準地震動Ｓ における最大加速度４５０ガルを大２

きく上回るものであった。なお，柏崎刈羽原発における新潟県中越沖

地震の地震観測データは一部消失した 〔甲１３１７，乙１５６，乙１。
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８３（３－４ ，乙１８４（２ 〕） ））

柏崎刈羽原発は，新潟県中越沖地震により，運転中又は起動中の２，

３，４，７号機がいずれも自動停止した。新潟県中越沖地震により，

１ないし７号機で使用済燃料貯蔵プール水があふれ出し，６号機で放

射性物質の漏えいが生じたが，その量は２×１０ ミリシーベルトであ-9

り，一般人が自然界で１年間に受ける放射線の量の平均値約２．４ミ

リシーベルトの約１０億分の１であった。７号機では，原子炉が自動

停止した際，グランド蒸気排風機の停止操作が遅れたため，軸を覆っ

ている蒸気がなくなり，タービン内の放射性物質を含む蒸気が外部に

漏れ出したが，その量は２×１０ ミリシーベルトであり，前記年間放-7

射線量の平均値約２．４ミリシーベルトの約１０００万分の１であっ

た。また，３号機では，所内変圧器で火災が発生し，約２時間後に鎮

火した。１号機では，消火系配管が損傷し，原子炉複合建屋地下５階

において，水位約４８センチメートル，最大漏えい量約２０００立方

メートルの水の漏えいが生じた。さらに，固体廃棄物貯蔵庫において，

ドラム缶数百本が転倒し，うち数十本のドラム缶の蓋が開き，約１６

リットルの水が漏れ出したが，放射性物質の漏れはなかった。６，７

号機の中央制御室において，飾り照明の落下，天井化粧板の脱落・ひ

び・非常灯のずれ・点検口の開放が生じた。構内の道路が寸断し，海

側及び屋外で液状化現象が生じた 〔乙１５６，乙１６１ないし１６。

３〕

ウ 前記イの認定事実によれば，被控訴人らが主張するように，① 東京電

力は，柏崎刈羽原発の設置許可申請の際，新潟県中越沖地震の震源断層に

対応すると考えられるＦ－Ｂ断層を活断層として評価していなかったこと，

② 新潟県中越沖地震により柏崎刈羽原発で観測された地震動の最大加速

度は，耐震設計時に設定した旧耐震指針による基準地震動Ｓ における最２
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大加速度を大きく上回るものであったこと，③ 新潟県中越沖地震により，

６及び７号機において放射性物質の漏えいが生じるとともに，３号機変圧

器の火災等が生じたことが認められる。しかしながら，控訴人は，前記第

４「控訴人の安全確保対策」の１「立地条件に係る安全確保対策」(2)

「地震に係る安全確保対策」オ「本件原子炉施設の耐震安全性評価」(ウ)

「新耐震指針及びバックチェックルールに基づく基準地震動Ｓｓの策定」

判示のとおり，本件原子炉施設のバックチェックに際し，新耐震指針及び

バックチェックルールに基づき，震源と活断層を関連付けることが困難な

内陸地殻内地震が発生する可能性があることを前提に，震源を特定せず策

定する地震動を策定しているし，証拠〔乙１５２，乙１６３〕によれば，

平成１９年１２月２７日，原子力安全・保安院から，本件原子炉施設につ

いて，新潟県中越沖地震の結果を踏まえた検討及びこの結果を踏まえたバ

ックチェックを行うよう通知を受け，バックチェックに際し，新潟県中越

沖地震の結果を踏まえ，使用済燃料貯蔵プールの水が床面に溢れないよう

に同プール脇の手摺りにシート養生を行うなどの対策を講じていることが

認められる。また，前記イ認定のとおり，新潟県中越沖地震による放射性

物質の漏れの量は，一般人が自然界で１年間に受ける放射線の量の平均値

約２．４ミリシーベルトの１０００万分の１以下であることなどを考え併

せれば，新潟県中越沖地震により，本件原子炉の外部へ放射線，放射性物

質が排出され，被控訴人らが被ばくする具体的危険性があることが示され

たとは認められないし，被控訴人らの前記主張は本件原子炉における前記

危険性について具体的に主張立証するものではないから，この点に関する

被控訴人らの主張には理由がない。

(10) 旧耐震指針に関する主張について

前記第４「控訴人の安全確保対策」の１「立地条件に係る安全確保対策」

(2)「地震に係る安全確保対策」ウ「新耐震指針の概要」に判示のとおり，
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新耐震指針は，旧耐震指針が定められた後の地震学及び地震工学に関する知

見並びに原子炉施設の耐震設計技術の改良及び進歩を反映させたものである

ところ，同カ「本件原子炉施設の新耐震指針及びバックチェックルール適合

性」及び前記(2)ないし(7)において判示のとおり，本件原子炉施設は，新耐

震指針に適合すると認められ，かつ，新耐震指針は，本件原子炉施設の地震

・耐震設計の安全性を満たしているとは評価できない旨の被控訴人らの主張

にはいずれも理由がないから，旧耐震指針に関する主張については判断する

必要はない。

13 争点15（本件原子炉の不要性）について

前記第４「控訴人の安全確保対策」の３「事故防止に係る安全確保対策」に

おいて認定したとおり，控訴人は，本件原子炉について，異常発生防止対策，

異常拡大防止対策及び放射性物質異常放出防止対策の事故防止に係る安全確保

対策を講じているところ，被控訴人らは，本件原子炉の不要性を主張するのみ

で，いかなる機序で本件原子炉の外部へ放射線，放射性物質が排出され，被控

訴人らが被ばくする可能性があるかについて具体的に主張立証していないから，

この点に関する被控訴人らの主張には理由がない。

14 争点16（廃棄物処理等ダウンストリームの不備）について

被控訴人らは，本件原子炉の運転を継続した場合，本件原発の施設において

貯蔵を要する使用済み核燃料は，非常に強い放射能毒性を有し，再臨界の可能

性もある上，その貯蔵容量は不十分で，行き場を失うから，被控訴人ら付近の

住民の生命，健康に対して重大な危険性が生じることになる旨主張する。しか

しながら，被控訴人らは，使用済み核燃料の危険性を抽象的に主張するのみで，

いかなる機序で本件原子炉の外部へ放射線，放射性物質が排出され，被控訴人

らが被ばくする可能性があるかについて具体的に主張立証していないから，こ

の点に関する被控訴人らの主張には理由がない。

第６ 以上，第４，第５に認定説示したところを総合すれば，控訴人は，本件原子
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炉が安全性に欠ける点のないことについて，相当の根拠を示し，かつ，必要な

資料を提出した上で，主張立証を尽くしたということができるのに対し，控訴

人の前記主張立証を揺るがすに足りる反論反証はなく，また，被控訴人らの主

張立証その他本件の全証拠によっても，本件原子炉に安全性に欠ける点があり，

被控訴人らの生命，身体，健康が現に侵害され，又は侵害される具体的危険性

があるものと認めるには足りないといわざるを得ない。

第７ 結論

以上によれば，被控訴人らの請求はいずれも理由がないから，これらを棄却

すべきである。

よって，これと結論を異にする原判決を取り消して，被控訴人らの前記請求

をいずれも棄却することとし，主文のとおり判決する。

名古屋高等裁判所金沢支部第１部

裁判長裁判官 渡 辺 修 明

裁判官 沖 中 康 人

裁判官 桃 崎 剛

（別紙１～１６ 省略）


